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巻
頭
言

　
二
〇
一
二
年
三
月
二
十
一
日
に
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
「
認
定
書
」
を
受
け
、
四
月
一
日
に
公
益
財
団
法

人
の
登
記
を
し
て
か
ら
四
年
目
に
入
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
特
例
民
法
法
人
か
ら
公
益
財
団
法
人
へ
の
移
行
に
あ
た
り
、
内
閣
府
公
益
認
定
等
委
員
会
に
提
出
し
た

新
し
い
財
団
の
定
款
第
3
条
に
、
次
の
よ
う
な
目
的
を
掲
げ
ま
し
た
。

「
こ
の
法
人
は
、
日
本
と
韓
国
に
関
わ
る
文
化
・
芸
術
・
歴
史
・
社
会
・
ス
ポ
ー
ツ
等
の
分
野
に
お
け
る
、

学
術
研
究
、
創
作
活
動
、
啓
蒙
活
動
及
び
実
践
活
動
等
に
対
し
助
成
事
業
を
行
い
、
そ
の
振
興
を
は
か
り
、

両
国
間
の
交
流
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」

　
こ
の
理
念
は
、
一
九
九
〇
年
十
二
月
十
九
日
に
、
文
部
省
（
当
時
）
か
ら
正
式
に
認
可
を
得
て
創
設
し

た
財
団
法
人
韓
国
文
化
研
究
振
興
財
団
か
ら
一
貫
し
て
変
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
当
時
は
、
日
韓
の
歴
史
・
文
化
等
の
学
術
研
究
を
助
成
す
る
財
団
法
人
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、

み
ず
か
ら
日
韓
の
架
け
橋
に
な
ろ
う
と
切
実
な
思
い
で
作
り
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
四
半
世
紀
が
た
ち
ま
し

た
。

　
世
界
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
心
の
ど
こ
か
で
日
韓
だ
け
の
社
会
貢
献
で
は
物
足
り
な
い
思
い
が
芽
生
え

て
い
ま
し
た
。
今
年
度
は
定
款
を
若
干
変
更
し
て
、
ア
ジ
ア
へ
の
助
成
事
業
を
内
閣
府
公
益
認
定
等
委
員

会
に
提
出
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
新
し
い
ア
ジ
ア
の
助
成
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
日
韓
で
行
っ
て
き
た
助
成
計
画
を
助
成
金
で
サ
ポ
ー
ト
す

る
よ
う
な
事
業
で
は
な
く
、「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
芸
術
・
工
芸
の
振
興
及
び
芸
術
・
工
芸
を
媒
介
に
し
た

公
益
財
団
法
人
韓ハ

ン

昌チ
ャ
ン

祐ウ

・
哲テ

ツ

文
化
財
団　

韓
昌
祐
理
事
長

相
互
理
解
に
貢
献
し
た
個
人
や
団
体
に
与
え
ら
れ
る
賞
」
と
い
う
位
置
付
け
で
、
賞
金
一
〇
〇
〇
万
円
を

授
与
す
る
顕
彰
型
の
助
成
事
業
で
す
。
対
象
範
囲
は
、
日
本
、
韓
国
に
加
え
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
連
合
）
一
〇
カ
国
に
な
る
予
定
で
す
。

　
さ
て
二
〇
一
〇
年
五
月
に
故
郷
の
韓
国
・
慶キ

ョ
ン

尚サ
ン

南ナ
ム

道ド

泗サ

川チ
ョ
ン

市
に
発
足
し
た
韓
昌
祐
祥な

が

子こ

教
育
文
化
財

団
（
韓ハ

ン

裕ユ
ウ

理
事
長
）
の
活
動
に
も
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。

　
今
年
二
月
九
日
に
、
地
元
の
泗
川
文
化
芸
術
会
館
で
「
二
〇
一
五
年
度
奨
学
証
書
授
与
式
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
教
育
文
化
財
団
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、
成
績
優
秀
か
つ
家
庭
の
幸
せ
に
恵
ま
れ
な
い
子
ど

も
た
ち
へ
の
支
援
で
す
。

　
韓
国
は
一
月
一
日
か
ら
新
年
度
に
移
行
す
る
た
め
、
二
〇
一
四
年
の
成
績
で
奨
学
金
の
選
抜
を
受
け
た

市
内
の
子
ど
も
た
ち
は
二
〇
一
五
年
度
奨
学
証
書
授
与
式
に
参
加
し
ま
す
。

　
小
学
校
は
一
八
校
と
分
校
二
校
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
閑ハ

ン

麗リ
ョ

海
上
国
立
公
園
に
面
し
た
泗
川
市
は
離
島

が
多
く
、
分
校
も
奨
学
制
度
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
小
学
生
は
一
八
校
か
ら
一
八
名
に
各
五
〇
万
ウ
ォ
ン
。

中
学
生
は
一
一
校
一
一
名
に
各
一
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
。
高
校
生
は
九
校
で
、
一
三
名
か
ら
一
四
名
に
各

三
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
の
奨
学
証
書
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
泗
川
市
内
約
四
〇
校
、
四
二
～
四
三
名
に
総
額
で

約
六
千
万
ウ
ォ
ン
の
奨
学
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
奨
学
証
書
授
与
式
の
後
、市
内
の
小
学
校
五
校
と
中
学
校
一
校
が
参
加
し
て「
泗
川
市
青
少
年
コ
ン
サ
ー

ト
」
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、合
唱
、伝
統
音
楽
な
ど
芸
術
活
動
に
取
り
組
む
ク
ラ
ブ
が
あ
っ

て
も
発
表
す
る
機
会
が
な
い
。
年
に
一
度
、
舞
台
に
立
つ
機
会
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
教
育
文
化
財

団
の
情
操
教
育
へ
の
支
援
の
一
環
で
す
。

　
韓
国
は
私
を
生
ん
で
く
れ
た
親
で
す
。
そ
し
て
日
本
は
私
を
育
て
て
く
れ
た
親
で
す
。
財
団
法
人
活
動

を
通
じ
て
社
会
貢
献
を
実
践
し
、
日
韓
両
国
が
品
格
の
あ
る
国
に
成
熟
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
。
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青
鶴
洞
と
は
、
古
く
か
ら
朝
鮮
半
島
に
伝
わ
る
理

想
郷
の
こ
と
で
す
。
神
仙
が
青
い
鶴
に
乗
っ
て
遊

ぶ
地
上
の
楽
園
、
そ
こ
は
世
俗
の
い
か
な
る
混
乱

と
も
隔
絶
し
た
平
和
な
村
と
し
て
朝
鮮
民
族
の
心

に
伝
承
さ
れ
て
き
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
す
。

青
鶴
洞
（
チ
ョ
ン
ハ
ク
ド
ン
）

写
真
＝
柳
銀
珪
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公
益
財
団
法
人
　

韓
昌
祐・哲
文
化
財
団

第
六
回
助
成
受
贈
者

そ
れ
ぞ
れ
の
道

別
所
哲
也

呉
夏
枝

竹
田
陽
子

東
潮

國
分
典
子

樋
口
直
人

赤
坂
憲
雄
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国
境
を
超
え
て
感
動
を
分
か
ち
合
う
フ
ィ
ル
ム
フ
ェス
テ
ィ
バ
ル

文
＝
村
尾
国
士

シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
こ
そ
映
画
文
化
の
原
点
。

別
所
哲
也
が
ジ
ョ
ー
ジ・ル
ー
カ
ス
監
督
の
応
援
を
得
て

国
際
短
編
映
画
祭
を
立
ち
上
げ
た
の
は
99
年
の
こ
と
。

近
年
は
ア
ジ
ア
、中
で
も
韓
国
映
画
界
と
の
連
携
が

ひ
と
際
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
る
。

「
日
韓
で
一
緒
に
世
界
を
驚
か
せ
よ
う
」

新
た
な
飛
躍
の
時
に
、期
待
が
高
ま
る
。

写
真
＝
菊
地
健
志

別
所
哲
也

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト 

フ
ィ
ル
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

＆ 

ア
ジ
ア
代
表
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べっしょ・てつや◎1965年生まれ。88年慶應義塾大学法学部卒。
在学中の87年にミュージカルで俳優デビューし、90年の日米合作
映画でハリウッドデビュー。以降、映画・ＴＶ・舞台・ラジオなど
で幅広く活躍中。99年より国際短編映画祭「ショートショート 
フィルムフェスティバル」を主宰。

　

２
０
１
４
年
６
月
の
２
週
間
、
東
京
と
横
浜
で
「
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト 

フ
ィ
ル
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

＆ 

ア
ジ
ア 

２
０
１
４
」
が
開
催
さ
れ
た
。
短
い
も
の
で
数
分
、
長
く
て
も
25
分
と
い
う
短
編
映
画
の
祭
典
で
あ
る
。
16
回
目
に
な

る
こ
の
年
、
公
式
コ
ン
ペ
部
門
だ
け
で
世
界
の
１
１
０
カ
国
・
地
域
か
ら
４
２
６
４
作
の
応
募
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
68

作
が
上
映
さ
れ
た
。
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
門
を
合
わ
せ
る
と
実
に
上
映
数
２
０
０
作
を
超
え
る
、
ア
ジ
ア
最
大
級
の

国
際
短
編
映
画
祭
な
の
だ
。

　
こ
の
映
画
祭
を
ゼ
ロ
か
ら
立
ち
上
げ
、
長
年
に
わ
た
っ
て
育
て
て
き
た
の
が
代
表
の
別べ

っ

所し
ょ

哲て
つ

也や

で
あ
る
。
著
名
な
俳

優
で
あ
る
別
所
は
、
映
画
・
テ
レ
ビ
・
舞
台
・
ラ
ジ
オ
で
活
躍
し
て
お
り
、
こ
と
に
舞
台
で
は
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』『
ミ

ス
・
サ
イ
ゴ
ン
』
な
ど
数
々
の
大
作
や
話
題
作
の
主
役
を
務
め
て
き
た
。
そ
ん
な
別
所
の
も
う
ひ
と
つ
の
顔
が
国
際
映

画
祭
の
主
宰
者
な
の
だ
が
、
短
編
映
画
に
着
目
し
た
点
に
何
よ
り
の
独
自
性
が
あ
る
。

　
と
い
っ
て
も
、
最
初
か
ら
短
編
映
画
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
別
所
の
映
画
の
原
点
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の

長
編
大
作
『
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
』。

「
中
学
生
の
頃
に
観
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
観
た
ど
ん
な
映
画
と
も
違
う
す
ご
い
存
在
感
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
ね
。
以

来
、
そ
の
映
画
の
監
督
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
ー
カ
ス
が
僕
の
憧
れ
の
人
に
な
り
ま
し
た
」

　
ル
ー
カ
ス
監
督
は
の
ち
に
別
所
を
シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
に
導
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
の
道
筋
を
た
ど
る
。

慶
應
大
学
で
英
語
劇
サ
ー
ク
ル
に
属
し
、
数
作
の
上
演
に
参
加
し
た
別
所
青
年
は
、「
物
語
を
表
現
し
、
人
の
心
を
動
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ショートショート実行委員会のスタッフと会議。
16年前に数人で立ち上げた映画祭は今やアジア最大級に発展。

助成金を使用して開催された2012年６月の映画祭フィナーレ。
世界から参加した監督・俳優たち。（映画祭事務局撮影）
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か
す
こ
と
の
で
き
る
」
俳
優
を
志
し
た
。
１
８
６
セ
ン
チ
の
長
身
、
恵
ま
れ
た
容
姿
で
早
く
も
在
学
中
に
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
で
デ
ビ
ュ
ー
。
卒
業
後
に
は
日
米
合
作
映
画
『
ク
ラ
イ
シ
ス
２
０
５
０
』
の
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
受
け
、
多
数
の
日

本
人
応
募
者
の
中
か
ら
た
だ
一
人
選
ば
れ
た
。
１
９
９
０
年
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
別
所
は
、
当
時
で

は
稀
な
日
米
を
往
来
し
て
仕
事
す
る
俳
優
と
な
っ
た
。

「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ス
タ
ジ
オ
で
は
、
よ
く
シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
の
上
映
会
が
開
か
れ
て
お
り
、
僕
も
誘
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
い
つ
も
断
っ
て
い
た
ん
で
す
」

　
上
映
会
は
若
手
の
監
督
や
俳
優
が
プ
ロ
を
め
ざ
す
登
竜
門
で
あ
り
、
す
で
に
プ
ロ
と
し
て
活
動
し
て
い
た
別
所
に
は

関
心
が
な
か
っ
た
。
ま
た
短
編
映
画
と
い
え
ば
実
験
的
で
退
屈
な
も
の
と
い
う
先
入
観
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
逆
転
し
た

の
が
97
年
秋
だ
っ
た
。

「
あ
ま
り
し
つ
こ
く
誘
わ
れ
る
の
で
、
し
か
た
な
く
観
に
行
っ
た
ん
で
す
が
、
目
か
ら
ウ
ロ
コ
で
し
た
ね
。
映
画
は
長

さ
じ
ゃ
な
い
、
短
く
て
も
す
ば
ら
し
い
表
現
が
で
き
る
。
画
家
で
い
え
ば
デ
ッ
サ
ン
画
、
映
画
文
化
の
原
点
が
こ
こ
に

あ
る
と
気
づ
き
ま
し
た
」

　
憧
れ
の
ル
ー
カ
ス
を
は
じ
め
、
多
く
の
名
監
督
が
短
編
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
こ
と
も
知
り
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
の
フ
ィ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
を
訪
れ
た
。
名
作
短
編
映
画
が
集
め
ら
れ
た
そ
こ
は
〝
宝
の
山
〟
で
、別
所
は
「
な

ん
で
今
ま
で
こ
の
世
界
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
」
と
悔
や
む
ほ
ど
感
動
し
た
。

　
そ
の
感
動
の
ま
ま
に
あ
る
決
心
を
し
た
。

「
僕
自
身
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
で
は
短
編
映
画
な
ん
て
面
白
く
な
い
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
り
、
当

然
、
短
編
専
門
の
映
画
祭
も
な
か
っ
た
。
じ
ゃ
、
自
分
で
や
っ
て
み
よ
う
、
と
」

第1回の開催年である1999年、
〝憧れ〟のジョージ・ルーカス監督と。（事務局撮影）

07年の映画祭に訪れた韓
国の国民的俳優アン・ソン
ギ氏（右）。（事務局撮影）

14年の映画祭の会場
スタッフたち。多くの
ボランティアが参加。
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今や国際的文化オーガナイザーとして「映像は国境を超
えてお互いを理解しあう心の窓になると思います」。

日
本
で
国
際
短
編
映
画
祭
を
立
ち
上
げ
育
て
る

　
別
所
は
映
画
関
係
者
の
仲
間
数
人
に
呼
び
か
け
、
行
動
を
開
始
し
た
。
会
場
を
さ
が
し
、
企
画
書
を
作
り
、
米
国
大

使
館
に
交
渉
す
る
な
ど
、
ど
れ
も
手
さ
ぐ
り
の
作
業
で
あ
る
。
会
っ
た
こ
と
も
な
い
ル
ー
カ
ス
監
督
に
「
ア
メ
リ
カ
の

シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
の
祭
典
を
開
き
た
い
」
と
メ
ー
ル
を
送
る
と
、「
喜
ん
で
応
援
し
ま
す
」
と
い
う
返
事
が
届
き
、

そ
れ
が
支
え
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
99
年
６
月
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

開
催
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
米
大
使
館
で
の
パ
ー
テ
ィ
に
、
折
か
ら
来
日
中
の
ル
ー
カ
ス
監
督
が
駆
け
つ
け
て
く
れ
、「
若

手
映
像
作
家
を
育
て
る
た
め
、
君
の
よ
う
な
人
に
頑
張
っ
て
ほ
し
い
」
と
激
励
さ
れ
た
。

　
こ
の
短
編
映
画
祭
で
は
ア
メ
リ
カ
作
品
を
中
心
に
27
本
を
上
映
、
別
所
自
身
は
開
催
で
き
た
だ
け
で
安あ

ん

堵ど

し
て
い
た

が
、
観
客
か
ら
「
来
年
も
期
待
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
背
中
を
押
さ
れ
、
翌
年
以
降

も
毎
年
開
催
す
る
よ
う
に
な
る
。
上
映
作
品
も
し
だ
い
に
増
え
て
い
き
、
第
４
回
に
は
ア
メ
リ
カ
作
品
だ
け
で
な
く
よ

り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
映
画
祭
を
め
ざ
し
「
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト 

フ
ィ
ル
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
改
称
、
世
界
か
ら
も

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
創
設
５
年
、
映
画
祭
は
大
き
な
飛
躍
の
と
き
を
迎
え
る
。
当
時
の
石
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
か
ら
「
映
像
交
流
を
通

じ
て
、
も
っ
と
ア
ジ
ア
の
諸
都
市
と
提
携
し
て
い
く
べ
き
」
と
提
案
さ
れ
、「
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト 

フ
ィ
ル
ム
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル 

＆ 

ア
ジ
ア
」
を
新
た
に
立
ち
上
げ
た
。
さ
ら
に
こ
の
年
、
米
国
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
公
認
映
画
祭
に
認
定
さ
れ
、

名
実
と
も
に
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
国
際
短
編
映
画
祭
と
な
っ
た
。

　
こ
の
間
も
む
ろ
ん
、
別
所
は
本
業
の
俳
優
と
し
て
も
活
動
を
続
け
て
い
た
が
、
映
画
祭
の
発
展
に
つ
れ
国
際
的
文
化

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
05
年
の
万
博
「
愛
・
地
球
博
」
で
は
統
括
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
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話題のアニメ映画「TATSUMI」で
は１人６役を務めた。エリック・
クー監督とのトーク。
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期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
作
品
は
日
韓
双
方
の
映
画
祭
で
交
換
上
映
さ
れ
、
好
評
を
博
し
た
。

　
こ
う
し
て
日
韓
の
映
像
交
流
が
し
だ
い
に
盛
り
上
が
っ
て
き
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
大
い
に
後
押
し
し
た
の
が
㈶
韓
哲

文
化
財
団
（
当
時
）
の
助
成
基
金
で
あ
る
。

「
日
韓
で
一
緒
に
作
り
世
界
を
驚
か
せ
よ
う
」

　
財
団
の
研
究
助
成
を
受
け
た
別
所
た
ち
は
、
交
流
企
画
を
進
め
た
。
12
年
６
月
開
催
の
日
本
で
の
映
画
祭
「
ア
ジ
ア

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
部
門
」
に
韓
国
短
編
映
画
を
特
集
上
映
し
、
監
督
た
ち
を
招し

ょ
う

聘へ
い

す
る
こ
と
、
さ
ら
に
同
年
11
月
、

日
本
側
か
ら
若
手
監
督
を
韓
国
に
派
遣
し
、
作
品
を
上
映
す
る
と
い
う
の
が
企
画
内
容
で
あ
る
。

　
ま
ず
日
本
で
の
映
画
祭
に
は
６
名
の
監
督
と
ア
シ
ア
ナ
国
際
短
編
映
画
祭
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
が
招
聘
さ
れ
た
。
彼
ら
の

作
品
は
テ
ー
マ
も
作
風
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
が
、
観
客
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

「
韓
国
は
シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
に
お
い
て
も
、
ア
ジ
ア
で
一
番
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
大
き
い
。
無
名
の
監
督
で
も
映
像
表
現

の
基
礎
体
力
が
実
に
強
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
作
品
群
を
日
本
に
紹
介
で
き
た
の
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
重
要

な
こ
と
で
し
た
ね
」

　
一
方
、
11
月
に
韓
国
へ
派
遣
さ
れ
た
の
は
平ひ

ら

柳や
な
ぎ

敦あ
つ

子こ

監
督
で
あ
る
。
平
柳
は
、
半
年
前
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト 

フ
ィ

ル
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

＆ 

ア
ジ
ア
に
作
品
『
も
う
一
回
』
を
出
品
、
日
本
人
女
性
監
督
と
し
て
初
の
グ
ラ
ン
プ
リ
に

輝
い
た
。
こ
の
映
画
祭
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
一
本
立
ち
し
た
監
督
は
少
な
く
な
い
が
、
平
柳
は
ま
さ
に
旬
の
ホ
ー
プ
で
あ

り
、
韓
国
映
画
祭
の
観
客
た
ち
も
熱
い
拍
手
で
迎
え
た
。
こ
の
２
年
後
の
14
年
５
月
に
開
催
さ
れ
た
、
カ
ン
ヌ
国
際
映

画
祭
で
平
柳
敦
子
監
督
の
『
Ｏ
ｈ　
Ｌ
ｕ
ｃ
ｙ
！
』（
桃
井
か
お
り
主
演
）
が
学
生
映
画
を
集
め
た
シ
ネ
フ
ォ
ン
ダ
シ

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｏ
を
開
催
、
08
年
に
日
本
初
の
短
編
専
門
シ
ア
タ
ー
を
横
浜
に
オ
ー
プ
ン
、
翌
年
に
は
文

化
庁
・
文
化
発
信
部
門
の
長
官
表
彰
を
受
賞
、
さ
ら
に
観
光
庁
「
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｔ　
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
大
使
」
に
任
命
さ
れ
る

な
ど
め
ざ
ま
し
い
ば
か
り
だ
。
こ
う
し
た
活
動
の
中
か
ら
韓
国
と
の
交
流
も
生
ま
れ
て
き
た
。

日
韓
映
画
人
の
相
互
交
流
を
推
進

　
こ
の
20
年
来
、
韓
国
は
国
策
と
し
て
映
画
産
業
の
保
護
育
成
を
は
か
っ
て
き
た
。
多
く
の
大
学
に
演
劇
映
画
学
科
が

設
け
ら
れ
、
各
種
映
画
祭
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
一
つ
に
ア
シ
ア
ナ
国
際
短
編
映
画
祭
が
あ
る
。
07
年
当
時
、
こ
の
映
画

祭
の
実
行
委
員
長
を
務
め
て
い
た
韓
国
の
国
民
的
俳
優
・
安ア

ン

聖ソ
ン

基ギ

が
別
所
た
ち
の
映
画
祭
視
察
に
訪
れ
た
。

「
半
ば
お
忍
び
の
来
日
で
し
た
ね
。
安
さ
ん
は
私
に
と
っ
て
は
大
先
輩
で
す
が
、
す
ぐ
に
意
気
投
合
。
こ
れ
か
ら
日
韓

で
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い
と
夢
を
語
れ
る
大
き
な
存
在
に
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
」

　
こ
こ
か
ら
両
映
画
祭
の
提
携
が
生
ま
れ
た
。
別
所
は
09
年
、観
光
庁
の
支
援
の
も
と
、「
旅
シ
ヨ
ー
ッ
ト
！
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
展
開
、
ア
シ
ア
ナ
国
際
短
編
映
画
祭
も
「
韓
国
ト
ラ
ベ
ル
シ
ョ
ー
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
双
方
の
映
画
祭
で
上

映
し
た
。
ま
た
別
所
は
ア
シ
ア
ナ
映
画
祭
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
招
か
れ
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
。
さ
ら
に
こ
の

同
時
期
、
韓
国
の
若
手
俳
優
と
の
交
流
も
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
受
賞
作
の
演
技
で
高
い
評
価
を

得
た
劉ユ

智ジ

泰テ

で
あ
る
。
俳
優
だ
け
で
な
く
、
映
画
製
作
に
も
熱
意
を
抱
い
て
い
た
劉
は
、
05
年
に
自
ら
監
督
し
た
短
編

映
画
を
別
所
た
ち
の
映
画
祭
に
出
品
、
翌
々
年
に
は
新
作
を
出
品
す
る
と
と
も
に
、
映
画
祭
審
査
委
員
を
務
め
た
。

　
こ
の
よ
う
な
交
流
を
礎い

し
ず
え

に
、
別
所
た
ち
の
映
画
祭
は
10
年
、
観
光
庁
の
支
援
を
受
け
、「
日
韓
観
光
振
興
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
発
表
し
た
。
日
本
と
韓
国
の
若
手
監
督
が
相
互
の
国
を
訪
れ
、
協
力
し
て
短
編
映
画
を
製
作
す
る
と
い
う
画
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15年１月上演のミュージ
カル「SAMURAI７」の稽
古。映画「七人の侍」の舞
台化で、重厚なリーダー役
に。

オ
ン
部
門
で
２
位
に
入
賞
し
た
。
同
部
門
の
受
賞
は
日
本
人
初
の
快
挙
で
あ
り
、
平
柳
は
一
躍
、
期
待
の
新
進
監
督
と

し
て
脚
光
を
浴
び
た
。

　
ち
な
み
に
、
前
出
の
劉
智
泰
も
別
所
た
ち
の
映
画
祭
に
短
編
を
出
品
し
好
評
を
得
た
の
を
機
に
、
長
編
映
画
の
監
督

と
し
て
も
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
。
映
画
の
原
点
で
あ
る
シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
の
真
価
を
日
本
や
世
界
の
人
々
に
知
っ

て
ほ
し
い
、
同
時
に
、
若
手
の
映
像
作
家
た
ち
に
飛
躍
の
場
を
与
え
た
い
、
そ
ん
な
別
所
の
願
い
が
実
っ
て
き
た
の
だ
。

　
こ
こ
ま
で
別
所
哲
也
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
き
て
不
思
議
に
思
う
の
は
、
俳
優
で
あ
り
な
が
ら
国
際
映
画
祭
を
主
宰
運

営
す
る
な
ど
抜
群
の
行
動
力
、
そ
れ
を
長
年
に
わ
た
っ
て
持
続
す
る
力
で
あ
る
。
源
に
あ
る
の
は
何
な
の
か
を
最
後
に

質
問
し
て
み
た
。

「
僕
は
人
が
や
ら
な
い
こ
と
、
困
難
な
こ
と
を
や
る
の
が
好
き
な
ん
で
す
よ
」
と
笑
い
な
が
ら
答
え
た
別
所
は
、
真
剣

な
表
情
に
な
っ
て
こ
う
語
っ
た
。

「
俳
優
で
あ
れ
映
画
祭
運
営
で
あ
れ
、
僕
の
中
で
は
境
目
が
な
い
ん
で
す
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
も
ら
い
、

人
種
や
国
境
や
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
超
え
て
い
ろ
ん
な
も
の
を
生
み
出
す
、
物
語
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
実
感

を
得
た
こ
と
が
大
き
い
で
す
ね
。
お
互
い
に
『
分
か
り
合
え
る
』、
感
動
を
『
分
か
ち
合
え
る
』、
こ
れ
が
す
ご
く
大
事

で
、
日
韓
の
今
後
に
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
双
方
の
映
画
人
が
手
を
携
え
て
共
通
の
目
標
を
持
て
ば
、
極
東
ア
ジ
ア

の
文
化
的
パ
ワ
ー
を
発
揮
で
き
ま
す
。
僕
は
よ
く
韓
国
の
友
人
に
言
う
ん
で
す
よ
。『
韓
国
と
日
本
で
一
緒
に
何
か
を

作
っ
て
世
界
を
驚
か
せ
ま
し
ょ
う
』
と
」

　
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
語
る
別
所
か
ら
、
そ
の
実
現
が
遠
く
な
い
こ
と
を
信
じ
る
意
思
が
た
し
か
に
伝
わ
っ
て
き
た
。 

 

　
（
文
中
敬
称
略
）
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呉 夏 枝
在
日
で
あ
る
こ
と
、女
で
あ
る
こ
と
を
表
現
の
核
と
し
て呉 

夏 

枝

美
術
作
家

文
＝
千
葉 

望

朝
鮮
半
島
か
ら
渡
っ
て
き
た
祖
母
、

日
本
で
育
っ
た
母
と
自
分
。

そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
は
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
通
じ
て

ひ
と
つ
の
作
品
と
な
っ
て
い
っ
た
。

韓
服
を
縫
う
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

美
術
家「
オ
・
ハ
ヂ
」が
行
き
着
い
た
の
は

女
た
ち
の
緩
や
か
で
確
か
な
流
れ
。

写
真
＝
渡
辺 

誠
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呉 夏 枝

オ・ハヂ◎1976年大阪生まれ。京都市立芸術大学卒。2012年に
同大大学院で美術博士号を取得。02〜04年韓国ソウルへ留学。
08〜09年カナダ・ヨーク大学アジアリサーチセンター客員研究
員。09年、Textile of Canada インターン。数々の展覧会に出展。
現在は豪シドニー在住。

女
た
ち
の
記
憶
を
受
け
継
ぐ
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
と
の
出
合
い

　
２
０
１
４
年
６
月
、
東
京
で
開
か
れ
た
呉オ

夏ハ

枝ヂ

の
展
覧
会
『
記
憶
を
ま
と
う
』
に
展
示
さ
れ
た
写
真
パ
ネ
ル
の
な
か

で
空
中
に
浮
か
ん
で
い
る
の
は
、
ま
る
で
透
明
人
間
が
羽は

織お

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
立
体
的
な
チ
マ
や
チ
ョ
ゴ
リ
だ
っ

た
。
巻
き
ス
カ
ー
ト
に
似
た
チ
マ
、
柔
ら
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
袖
の
つ
い
た
短
い
上
着
チ
ョ
ゴ
リ
。
さ
ま
ざ
ま
な
素
材

と
色
合
い
の
布
地
で
仕
立
て
ら
れ
た
そ
れ
ら
は
、
呉
夏
枝
の
祖
母
や
母
の
着
た
も
の
で
あ
る
。

　
鮮
や
か
な
色
合
い
が
多
い
が
、
ひ
と
き
わ
目
立
っ
て
い
た
白
い
麻
の
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
は
喪
服
で
あ
る
。
母
方
の
祖
父

が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
近
所
の
女
た
ち
が
集
ま
り
、
手
分
け
を
し
て
仕
立
て
て
く
れ
た
の
だ
と
い
う
。
か
つ
て
日
本
で

も
、
死
者
が
着
る
帷か

た

子び
ら

は
親
族
の
女
た
ち
が
集
ま
り
、
さ
ら
し
木
綿
を
使
っ
て
一
気
に
仕
立
て
た
も
の
だ
っ
た
。
刃
物

を
忌い

み
、
生
地
は
手
で
引
き
裂さ

く
。
糸
は
留
め
な
い
。
あ
の
世
へ
旅
立
つ
衣
装
は
、
未
亡
人
の
喪
服
と
死
者
の
帷
子
と

い
う
違
い
は
あ
っ
て
も
、
親
密
な
関
係
の
人
々
が
心
を
込
め
て
針
を
運
ぶ
点
で
は
似
通
っ
て
い
る
。
喪
服
と
は
い
え
、

一
目
見
た
瞬
間
に
「
美
し
い
」
と
思
っ
た
。
こ
の
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
た
女
は
、
た
と
え
老
女
で
あ
っ
て
も
衆し

ゅ
う

目も
く

を
集

め
る
だ
ろ
う
。

　
呉
は
在
日
二
世
の
両
親
の
も
と
、
大
阪
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
上
に
兄
が
二
人
、
妹
が
一
人
の
四
人
き
ょ
う
だ
い
全
員

が
日
本
の
学
校
に
通
っ
た
。
両
親
も
そ
う
で
、
留
学
経
験
の
あ
る
呉
を
の
ぞ
く
と
、
韓
国
の
言
葉
は
で
き
な
い
と
い
う
。

済チ
ェ

州ジ
ュ

島ド

出
身
の
母
方
の
祖
母
は
日
本
語
を
話
し
た
が
読
み
書
き
は
難
し
く
、
役
所
か
ら
日
本
語
の
書
類
が
届
く
と
母
が

翻
訳
し
て
手
続
き
な
ど
を
済
ま
せ
て
い
た
。
こ
の
祖
母
に
呉
は
か
わ
い
が
ら
れ
た
。

　
塗
装
の
仕
事
で
家
族
を
支
え
て
い
た
父
は
書
道
を
嗜た

し
な

み
、
何
を
す
る
に
も
器
用
な
人
だ
っ
た
。
洋
裁
が
得
意
だ
っ
た
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大阪にあったアトリエは彼女の作品をたくさん生んだ大切な
拠点だった。ここを離れ、豪州で新しい活動に入る。

梱包などに使うジュート（麻）の紐も呉の重要な素材の一つ。
垂らし、ほどき、広げることでさまざまな表現が可能になる。
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母
は
よ
く
、
子
供
た
ち
の
洋
服
も
作
っ
た
。
そ
れ
ら
は
ま
ず
妹
へ
の
お
下
が
り
と
な
り
、
そ
の
後
親
戚
の
家
を
ま
わ
っ

て
い
っ
た
。
三
人
の
子
供
の
た
め
に
家
中
に
ミ
シ
ン
の
音
が
響
く
毎
日
で
、
母
が
洋
裁
を
す
る
か
た
わ
ら
で
呉
も
人
形

の
服
を
作
っ
た
。

「
絵
を
描
く
よ
り
も
布
に
触
れ
る
機
会
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
で
す
」

　
手
仕
事
が
好
き
だ
っ
た
呉
は
、
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
も
、
美
容
師
や
メ
イ
ク
ア
ッ
プ
・
ア
ー
チ
ス
ト
な
ど
手

に
職
が
つ
け
ら
れ
る
仕
事
を
夢
見
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
こ
う
い
う
仕
事
を
す
る
に
は
美
的
な
感
性
が
大
事
に
な
る
と

い
う
話
を
聞
き
、
高
校
の
美
術
教
師
に
相
談
し
た
。

「
頑
張
れ
ば
京
都
市
立
芸
術
大
学
に
入
れ
る
か
な
あ
っ
て
。
そ
う
し
た
ら
『
努
力
す
れ
ば
入
れ
る
よ
』
と
言
わ
れ
た
ん

で
す
。
大
学
で
は
染
織
を
学
ぶ
た
め
に
工
芸
科
に
入
り
ま
し
た
」

　
現
代
の
工
芸
科
で
は
、
ご
く
普
通
に
洋
服
や
着
物
の
デ
ザ
イ
ン
や
染
織
を
す
る
こ
と
は
少
な
い
。「
繊
維
を
使
っ
た

造
形
表
現
を
す
る
と
い
う
感
じ
」
と
呉
が
言
う
通
り
、
映
像
と
組
み
合
わ
せ
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
表
現
の
幅

は
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
。
た
だ
美
し
い
も
の
を
作
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
り
手
の
テ
ー
マ
設
定
が
重
要
に
な
る
。

　
呉
は
大
学
４
年
を
迎
え
る
春
、
初
め
て
韓
国
を
旅
し
た
。
妹
と
二
人
で
ソ
ウ
ル
と
慶キ

ョ
ン

州ジ
ュ

へ
行
き
、
古
い
寺
を
見
た
り

ま
だ
開
発
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ソ
ウ
ル
の
骨こ

っ

董と
う

街
「
仁イ

ン

寺サ

洞ド
ン

」
を
歩
い
た
り
し
た
。
こ
の
と
き
に
自
分
の
テ
ー
マ
に
出

会
っ
た
。
韓ハ

ン

服ボ
ク

で
あ
る
。

「
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
に
し
て
も
ポ
ジ
ャ
ギ
に
し
て
も
、
私
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
も
の
と
ま
っ
た
く
違
い
ま
し
た
。
在
日

の
間
で
着
ら
れ
る
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
は
鮮
や
か
な
色
合
い
が
多
い
の
で
す
が
、
実
際
に
は
素
朴
な
も
の
、
落
ち
着
い
て
地

味
な
色
使
い
の
も
の
が
た
く
さ
ん
。
木
綿
で
作
ら
れ
た
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
一
般
の
人
た
ち
は

木
綿
を
着
て
い
た
ん
で
す
ね
」

　
日
本
の
着
物
と
同
じ
で
あ
る
。
庶
民
は
絹
に
は
縁
が
な
く
、
木
綿
が
日
常
着
だ
っ
た
。
だ
が
素
朴
な
中
に
も
手
の
込

ん
だ
細
工
が
施
さ
れ
、
魅
力
的
な
も
の
も
多
か
っ
た
。
人
は
美
し
い
も
の
を
作
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
生
き
物
な
の
で

あ
る
。
呉
は
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
の
世
界
に
魅
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。

「
そ
の
経
験
の
中
で
、
在
日
で
あ
る
こ
と
、
女
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
」

　
日
本
に
渡
っ
て
き
た
祖
母
、
母
、
自
分
や
妹
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
女
た
ち
の
血
と
文
化
。
遠
い
済
州
島
の
記
憶
。

そ
れ
ら
を
象
徴
す
る
の
が
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
だ
っ
た
。
大
学
で
染
織
を
学
ぶ
娘
の
た
め
に
、
母
は
祖
母
か
ら
受
け
継
い
だ

チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
や
サ
ン
ベ
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
麻
布
を
と
っ
て
お
い
て
く
れ
た
。

韓
国
留
学
で
「
呉
夏
枝
＝
オ
・
ハ
ヂ
」
を
自
覚

　
帰
国
し
た
呉
が
考
え
た
末
に
大
学
の
卒
業
制
作
で
作
っ
た
の
は
、
赤
い
長な

が

襦じ
ゅ

袢ば
ん

と
子
供
用
の
着
物
地
を
使
っ
て
仕
立

て
た
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
で
あ
る
。
呉
の
骨
格
を
作
り
上
げ
て
い
る
韓
国
と
日
本
と
い
う
二
つ
の
国
を
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の

チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
市
で
探
し
た
長
襦
袢
地
の
上
に
は
ミ
シ
ン
ワ
ー
ク
で
立
体

感
の
あ
る
刺し

繍し
ゅ
う

を
施
し
た
。
作
業
に
３
週
間
を
か
け
、
最
後
は
徹
夜
続
き
。

「
展
示
日
の
朝
に
完
成
し
ま
し
た
（
笑
）」

　
こ
の
時
期
に
制
作
し
た
も
う
一
枚
の
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
は
、
薄
く
透
け
る
オ
ー
ガ
ン
ジ
ー
に
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
の
技

法
で
朝
鮮
半
島
の
家
系
図
「
族チ

ョ
ク

譜ポ

」
を
摺す

り
、
そ
の
生
地
を
使
っ
て
仕
立
て
た
。
ツ
リ
ー
の
よ
う
に
広
が
る
「
族
譜
」

だ
が
、
そ
こ
に
女
た
ち
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
朝
鮮
文
化
の
中
で
存
在
を
消
さ
れ
て
き
た
女
た
ち
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

で
あ
る
。
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アトリエの中で、自分で撮
影したチマチョゴリの写真
とジュートの紐を組み合わ
せながら、展覧会のイメー
ジをふくらませていく。
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「
こ
れ
を
作
っ
て
い
た
時
期
に
、
ち
ょ
う
ど
祖
母
が
入
院
し
ま
し
た
」

　
異
国
へ
渡
り
、
結
婚
し
、
子
供
や
孫
を
育
て
た
祖
母
へ
の
思
い
が
結
実
し
た
作
品
で
あ
る
。

　
修
士
課
程
を
終
え
た
後
、
呉
は
ソ
ウ
ル
に
渡
っ
た
。
最
初
は
３
カ
月
の
予
定
で
、
移
民
し
て
い
る
コ
リ
ア
ン
が
通
う

語
学
学
校
へ
通
い
な
が
ら
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
。
国
籍
は
韓
国
に
あ
る
の
で
働
く
こ
と
に
支
障
は
な
い
。
日
本
か
ら

韓
国
に
来
る
バ
イ
ヤ
ー
の
通
訳
を
し
て
生
活
費
を
稼
い
だ
が
、
滞
在
２
年
目
か
ら
は
ソ
ウ
ル
で
雑
貨
店
を
経
営
す
る
在

日
女
性
の
店
に
自
分
で
作
っ
た
雑
貨
を
卸お

ろ

し
、
売
っ
て
も
ら
っ
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。

「
日
本
の
生
地
と
韓
国
の
生
地
を
組
み
合
わ
せ
て
小
さ
な
袋
物
を
作
っ
た
り
し
ま
し
た
。
ア
ー
ト
の
盛
ん
な
地
域
に
お

店
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
う
い
う
変
わ
っ
た
物
を
好
む
人
が
多
か
っ
た
ん
で
す
」

　
こ
の
時
期
に
学
ん
だ
の
は
、
韓
服
を
仕
立
て
る
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
見
よ
う
見
ま
ね
で
仕
立
て
て
い
た
が
、

本
来
の
仕
立
て
方
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ウ
ル
で
は
街
の
仕
立
て
職
人
に
ミ
シ
ン
縫
い
の
技
術
を
習
っ

た
し
、
国
立
民
族
博
物
館
で
古
い
韓
服
を
復
元
す
る
技
術
も
学
ん
だ
。
復
元
は
す
べ
て
手
縫
い
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の

勉
強
を
通
じ
て
、
韓
服
の
仕
立
て
の
ポ
イ
ン
ト
の
ほ
か
、
着
る
人
の
体
型
に
合
わ
せ
た
工
夫
の
仕
方
な
ど
も
知
る
こ
と

が
で
き
た
。

　
留
学
中
、彼
女
は
「
夏
枝
」
の
韓
国
語
読
み
で
「
ハ
ヂ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
日
本
で
は
「
な
つ
え
」「
な
っ
ち
ゃ
ん
」、

両
親
に
は
「
な
つ
え
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

「
ハ
ヂ
も
自
分
の
名
前
な
の
だ
」

　
と
い
う
自
覚
が
芽
生
え
た
。
日
本
人
で
も
な
く
韓
国
人
で
も
な
い
「
在
日
」
と
い
う
国
の
住
人
。
そ
ん
な
自
分
だ
け

が
で
き
る
表
現
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。新
し
い
発
見
と
と
も
に
呉
が
帰
国
し
た
の
は
28
歳
の
と
き
で
あ
る
。ア
ー
テ
ィ

ス
ト
名
は
通
名
で
は
な
く
「
呉
夏
枝
（
オ
・
ハ
ヂ
）」。
以
前
か
ら
と
き
お
り
個
展
や
グ
ル
ー
プ
展
に
参
加
し
て
き
た
が
、

東京で行われた個展「記憶をまとう」の会場で。祖母の郷里・
韓国の済州島を初めて訪れた際、心にスイッチが入った。
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祖母や母が着たチマを天蚕糸で吊
し、光に透かせて撮影した。そこ
にいないはずの人の肉体が想像さ
れ、その人生にまで思いが至る。

帰
国
後
は
そ
の
活
動
の
幅
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
っ
た
。
２
０
０
９
年
に
は
公
募
で
選
ば
れ
て
、
国
際
芸
術
セ
ン
タ
ー
青

森
で
国
内
外
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
と
も
に
グ
ル
ー
プ
展
を
行
っ
た
。

写
真
を
使
っ
た
作
品
作
り
で
他
者
の
「
記
憶
」
を
表
現

　
さ
ら
に
２
０
１
３
年
２
月
に
は
同
じ
く
国
際
芸
術
セ
ン
タ
ー
青
森
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
と
し
て
、

美
術
館
が
収
蔵
す
る
刺
し
子
の
着
物
と
彼
女
の
作
品
を
独
自
の
手
法
で
展
示
す
る
個
展
を
開
催
し
た
。
た
だ
刺
し
子
や

チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
展
示
す
る
の
で
は
な
い
。
刺
し
子
の
着
物
は
天て

蚕ぐ

糸す

で
吊つ

っ
て
立
体
化
し
、
そ
れ
を
着
て
い
た
人
間

や
そ
の
生
活
ま
で
想
像
さ
せ
て
い
る
。
刺
し
子
の
技
術
は
高
く
美
し
い
が
、
そ
れ
を
受
け
継
い
で
き
た
人
間
の
体
温
ま

で
感
じ
さ
せ
る
展
示
は
、
図
録
の
写
真
で
見
て
も
新
鮮
で
あ
る
。

　
近
年
、
呉
が
祖
母
や
母
の
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
使
っ
た
写
真
作
品
に
行
き
着
い
た
の
も
、
こ
の
と
き
の
経
験
が
生
き
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ネ
キ
ン
や
ボ
デ
ィ
に
着
せ
て
し
ま
う
と
そ
れ
は
た
だ
の
衣
服
に
な
る
が
、
立
体
的
に

吊
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
で
天
蚕
糸
を
消
し
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
人
間
が
浮
か
び
上
が
る
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
女

性
が
着
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
彼
女
は
な
ぜ
日
本
で
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
喜
び
や
悲
し
み
を
背
負
っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

「
自
分
で
作
品
を
縫
っ
て
い
る
と
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
テ
ー
マ
は
祖
母
が
語
ら
な
か
っ

た
記
憶
を
表
現
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
祖
母
で
あ
っ
て
も
他
人
の
記
憶
な
の
に
、
実
際
に
布
に
託
し
て
い
た
の
は
自
分
の

思
い
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
ど
う
す
れ
ば
祖
母
や
母
自
身
の
記
憶
を
表
現
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
悩
み
ま
し
た
」

　
青
森
で
の
展
示
を
経
て
、
立
体
的
な
表
現
を
写
真
に
残
す
こ
と
を
考
え
つ
く
。
写
真
な
ら
、
自
分
の
感
情
を
排
除
し
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異国で暮らした祖母、日本
で生まれ育った母、カナダ
に留学し豪州で結婚生活を
送る呉。移動して生きる女
たちの流れに彼女もある。

た
表
現
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
親
し
い
カ
メ
ラ
マ
ン
に
相
談
す
る
と
、「
そ
れ
は
自
分
で
撮
影
し
た
ほ
う
が

い
い
」
と
言
わ
れ
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
カ
メ
ラ
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
撮
影
し
た
写
真
を
大
き
な
パ
ネ
ル

に
し
て
会
場
に
設
営
す
る
。
微
妙
な
光
の
加
減
も
、
繊
細
な
布
地
の
表
情
も
、
少
し
ず
つ
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
が
質
の
高
い
写
真
を
撮
影
す
る
た
め
に
は
高
価
な
機
材
が
必
要
で
あ
る
。

「
助
成
金
（
㈶
韓
哲
文
化
財
団

−

当
時
）
は
機
材
の
購
入
な
ど
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、

新
し
い
作
品
作
り
は
続
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　
呉
は
今
、移
民
の
労
働
環
境
を
研
究
す
る
日
本
人
の
研
究
者
と
結
婚
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
近
郊
の
町・

ウ
ロ
ン
ゴ
ン
で
暮
ら
し
て
い
る
。
以
前
は
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
で
１
年
間
暮
ら
し
た
。
共
に
多
民
族
の
移
民
国
家
で
あ

る
。「
同
じ
こ
と
が
当
た
り
前
」
の
日
本
で
育
っ
た
呉
に
と
っ
て
、「
違
う
こ
と
が
当
た
り
前
」
の
環
境
が
新
鮮
だ
っ
た
。

「
今
度
も
、
違
う
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
違
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
作
品
世
界
が
広
が
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
済
州
島
か
ら
大
阪
へ
、
大
阪
か
ら
ウ
ロ
ン
ゴ
ン
へ
。
受
け
継
が
れ
る
女
た
ち
の
記
憶
に
、
ま
た
ひ
と
つ
の
流
れ
が
生

ま
れ
た
。
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韓
国
の
才ジ

ェ

人イ
ン

廳チ
ョ
ン

舞
踊
と
、日
本
の
伝
統
音
楽
の
懐
か
し
き
出
会
い

文
＝
西
所
正
道

東
京
・
表
参
道
の
能
舞
台
で
、韓
国
の
伝
統
舞
踊
と

日
本
の
伝
統
音
楽
の
響
演
が
実
現
し
た
。

二
つ
の
文
化
は
深
い
水
脈
で
響
き
合
い
、

そ
こ
に
は「
神
気
が
降
り
て
き
た
」と
い
う
。

仕
掛
け
人
の
竹
田
陽
子
は
、専
門
の
情
報
技
術
を

駆
使
し
、舞
踊
の
画
像
解
析
も
手
掛
け
て
い
る
。

古い
に
し
えの
芸
の
伝
承
に
、新
し
い
風
が
吹
き
そ
う
だ
。

写
真
＝
渡
辺 
誠

竹
田
陽
子

国
際
芸
術
交
流 

海
の
道
代
表
／

横
浜
国
立
大
学
大
学
院
環
境
情
報
研
究
院
教
授
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たけだ・ようこ◎1988年、京都大学文学部（心理学専攻）卒業。
市場調査会社に就職するも、研究者の道に。1999年、慶應義塾
大学経営管理研究科で博士号（経営学）取得。国際大学グローバ
ルコミュニケーションセンター助教授、スタンフォード大学訪問
研究員、横浜国立大学大学院助教授をへて、2006年より現職。

日
本
人
に
も
懐
か
し
い
韓
国
の
「
才
人
廳
舞
踊
」

「
懐
か
し
い
」
と
感
じ
る
と
き
は
、
自
分
の
背
後
の
時
間
の
流
れ
に
、
ふ
と
気
付
か
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。

　
日
頃
は
、
情
報
通
信
技
術
の
企
業
や
経
営
へ
の
影
響
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
、
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
教
授
・
竹た

け

田だ

陽よ
う

子こ

が
、
韓
国
舞
踊
に
出
会
い
、
の
め
り
込
ん
で
い
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、「
懐
か
し
い
」
と
い
う
感
情
だ
っ

た
。

　
竹
田
が
、
韓
国
舞
踊
に
出
会
っ
た
の
は
２
０
０
７
年
の
こ
と
。
１
年
の
「
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
休
暇
」
を
利
用
し
て
、
ソ

ウ
ル
大
学
を
拠き

ょ

点て
ん

に
研
究
し
て
い
た
。
企
業
内
な
ど
で
情
報
技
術
が
ど
う
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
一
般
の
ネ
ッ
ト
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
ど
う
な
の
か
と
い
っ
た
切
り
口
で
、
日
韓
比
較
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
あ
る
日
、
同
大
学
の
日
本
研
究
所
所
長
（
当
時
）・
韓ハ

ン

榮ヨ
ン

恵ヒ

と
食
事
を
し
た
と
き
、
こ
う
質
問
し
た
。

「
日
本
に
い
る
と
き
は
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
韓
国
で
は
見
か
け
ま
せ
ん
ね
。
体
を
動
か
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
」

「
そ
れ
な
ら
、
伝
統
舞
踊
は
ど
う
で
す
か
？　
私
も
17
年
ほ
ど
や
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　
韓
に
紹
介
さ
れ
た
教
室
で
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
を
始
め
た
。
し
か
し
ま
っ
た
く
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
。
現
代
音

楽
や
ダ
ン
ス
の
よ
う
な
繰
り
返
し
が
な
く
、
し
か
も
全
体
の
構
成
が
不
規
則
で
非
対
称
で
、
一
曲
が
長
い
と
き
て
い
る
。

こ
れ
で
は
ダ
メ
だ
と
、
個
人
レ
ッ
ス
ン
も
並
行
し
て
始
め
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
よ
か
っ
た
。

「
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
鄭チ

ョ
ン

珠ジ
ュ

美ミ

先
生
の
踊
り
が
よ
か
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
ま
し
た
。

韓
国
舞
踊
は
な
じ
み
が
な
い
け
れ
ど
も
、
深
い
と
こ
ろ
で
非
常
に
懐
か
し
く
感
じ
ま
し
た
」
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同公演。才人廳「基本舞」クッコリチュム　才人廳舞踊の基本動作
を修練するための舞。動きが上品で女性的。

「海が伝える古（いにしえ）の記憶」の「鎮魂舞」。死者をあの世
に送る儀式が芸術的に展開する。（撮影・大槻茂、公演の3点）

同公演。才人廳「太平舞」
天下太平を祈って踊られる、
代表的な韓国伝統舞踊の一
つ。才人廳で着るのは男性
貴族の文官の衣装。（踊り
手は鄭珠美）
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鄭
珠
美
。
韓
国
中
央
大
学
大
学
院
舞
踊
教
育
科
修
士
課
程
を
卒
業
後
、
30
代
ま
で
、
韓
国
伝
統
舞
踊
を
複
数
の
師
に

つ
い
て
勉
強
す
る
。
そ
の
中
で
、
李イ

東ド
ン

安ア
ン

と
い
う
「
伝
統
舞
踊
の
生
き
証
人
」
と
評
さ
れ
る
人
物
と
の
邂か

い

逅こ
う

を
果
た
す
。

李
は
才ジ

ェ

人イ
ン

廳チ
ョ
ン

の
長
の
家
に
生
ま
れ
、
親
が
芸
以
外
の
道
に
進
ん
で
ほ
し
い
と
望
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芸
の
道

を
究
め
た
。
彼
が
最
も
重
視
し
た
の
が
、「
才
人
廳
舞
踊
」
だ
っ
た
。
鄭
も
そ
の
影
響
を
受
け
、
才
人
廳
舞
踊
を
後
世

に
伝
え
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
才
人
廳
舞
踊
と
は
ど
ん
な
背
景
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
踊
っ
て
み
る
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
匂
い
が
す
る
ん
で
す
。
調
べ
て
み
る
と
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
ベ
ー
ス
に
し
た
舞
踊

だ
と
い
い
ま
す
。
宮
廷
舞
踊
で
は
な
く
、
庶
民
の
生
活
に
浸
透
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
祝
い
事
、
正
月
な
ど
の
季
節
の

行
事
、
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
、
身
内
に
不
幸
が
あ
っ
て
、
な
か
な
か
悲
し
み
が
癒い

え
な
い
と
き
に
踊
っ
た
り
も
す
る
よ
う

で
す
」

　
才
人
廳
は
、
各
地
に
い
た
巫ム

ー
子ダ

ン
、
巫ム

ア
ク楽

演
奏
者
、
芸
人
ら
を
統と

う

括か
つ

す
る
組
合
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
李
朝
朝
鮮

時
代
に
あ
っ
た
祭
祀
や
芸
能
を
司
る
機
関
で
、
民
間
に
伝
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
や
踊
り
を
整
理
し
て
後
世
に
伝
え
る

役
割
も
果
た
し
て
い
た
。

　
１
８
２
４
年
、
現
在
の
京キ

ョ
ン

畿キ

道ド

水ス
ウ
ォ
ン原

市シ

に
あ
っ
て
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
華フ

ァ
城ソ

ン
に
設
立
さ
れ
、
１
９
２
０
年
、

日
本
に
よ
っ
て
廃
庁
を
迫
ら
れ
る
ま
で
続
き
、
末
期
で
も
４
万
人
あ
ま
り
の
会
員
を
擁よ

う

し
て
い
た
。

　
韓
国
の
舞
踊
は
、
国
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
残
る
形
態
が
主
流
で
あ
る
。
国
家
に
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
道

の
大
家
が
教
え
て
テ
ス
ト
を
し
、
資
格
を
与
え
る
と
い
う
、
日
本
で
い
え
ば
家
元
制
度
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ

が
る
。
し
た
が
っ
て
、
舞
踊
人
口
も
増
え
て
い
く
わ
け
だ
。

　
だ
が
、
才
人
廳
舞
踊
は
無
形
文
化
財
の
指
定
は
受
け
て
お
ら
ず
、
マ
イ
ナ
ー
の
ま
ま
で
あ
る
。
李
朝
朝
鮮
時
代
は
世

襲
で
伝
わ
っ
て
き
た
が
、
今
は
崩
壊
。
才
人
廳
舞
踊
を
学
べ
る
機
会
が
多
く
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
後
世
へ
の
伝
承
が

大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

　
竹
田
は
、
才
人
廳
舞
踊
を
続
け
な
が
ら
気
付
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
体
の
使
い
方
な
ど
に
日
本
と
韓
国
で

共
通
点
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

「
た
と
え
ば
、
伝
統
芸
能
の
基
本
が
呼
吸
だ
と
い
う
こ
と
は
日
韓
で
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
臍せ

い

下か

丹た
ん

田で
ん

、
あ
る
い

は
〝
腰
を
入
れ
る
〟
と
い
う
認
識
も
共
通
し
て
い
ま
し
た
。
バ
レ
エ
な
ど
は
〝
天
〟
に
意
識
が
あ
る
の
と
く
ら
べ
る
と
、

対
照
的
で
す
」

　
ま
た
、
観
客
と
対
話
し
た
ほ
う
が
よ
い
舞
台
が
で
き
る
と
い
う
認
識
も
共
通
し
て
い
る
と
い
う
。

「
た
と
え
ば
能
な
ど
は
静
か
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
観
客
と
対
話
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
太
鼓
や
太
極
拳
、
日
本
の
伝

統
芸
能
な
ど
に
私
は
触
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ア
ジ
ア
の
伝
統
芸
能
は
、
質
的
な
部
分
で
も
深
い
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」

　
竹
田
が
最
初
に
感
じ
た
「
懐
か
し
さ
」
の
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

舞
踊
を
通
し
て
国
際
交
流
を
図
る
団
体
を
設
立

　
韓
国
か
ら
帰
国
後
、
ま
た
新
し
い
出
会
い
が
あ
っ
た
。
舞
踊
家
の
柳ユ

美ミ

羅ラ

で
あ
る
。
竹
田
が
韓
国
舞
踊
を
教
え
て
も

ら
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
だ
が
、
話
し
て
み
る
と
、
柳
は
日
本
と
韓
国
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
い
ろ
い
ろ
な

舞
踊
な
ど
と
国
際
交
流
を
し
た
い
と
い
う
熱
意
を
持
っ
て
い
た
。

　
柳
は
来
日
以
来
約
10
年
、
日
韓
芸
術
の
文
化
交
流
を
草
の
根
で
続
け
て
い
た
。
韓
国
滞
在
中
か
ら
、
鄭
を
日
本
に
呼
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研究室の扉に貼られたお気
に入りのポスター。中央の
木は、ソッテといわれる魔
除けの木。シャーマニズム
の流れをくむ。
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テ
ピ
ョ
ン
ソ
、
そ
し
て
ア
ジ
ェ
ン
と
い
う
琴
、
口ク

ウ
ム音

が
配
さ
れ
、
正
面
奥
に
は
、
日
本
の
和
太
鼓
、
鼓
、
篠し

の

笛ぶ
え･

能
管
、

薩さ
つ

摩ま

琵び

琶わ

、
鶴
田
流
五
弦
琵
琶
が
並
ん
だ
。
奏
者
が
音
を
紡
ぎ
だ
し
、
舞
台
で
は
舞
踊
が
披
露
さ
れ
た
。

　
第
１
部
は
、
才
人
廳
「
太
平
舞
」、
能
囃
子
「
次
第
」「
中
之
舞
」、
才
人
廳
「
基
本
舞
」、
五
木
の
子
守
唄
、「
鎮
魂
舞
」

と
、
韓
日
の
芸
が
交
互
に
披
露
さ
れ
た
。

　
な
か
で
も
「
鎮
魂
舞　
キ
ル
タ
ッ
ク
ム
～
散
調
舞
～
オ
ッ
チ
ュ
ン
モ
リ
シ
ン
カ
ル
デ
シ
ン
ム
」
が
演
じ
ら
れ
て
い
る

と
き
、
舞
台
上
の
複
数
の
人
が
、「
神
気
が
降
り
て
き
た
」
と
感
じ
た
と
い
う
。

「
ゾ
ク
ゾ
ク
と
し
ま
し
た
ね
。
神
気
と
は
つ
ま
り
、
霊
気
、
魂
が
降
り
て
く
る
感
じ
。
こ
れ
は
鄭
さ
ん
だ
け
で
な
く
楽

器
の
方
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
」

　
こ
の
演
目
は
、
巫
女
の
儀
式
に
振
り
を
つ
け
た
よ
う
な
踊
り
な
の
だ
が
、
死
者
を
送
る
儀
式
を
芸
術
的
に
ア
レ
ン
ジ

し
た
も
の
だ
。
導
入
部
で
は
、
あ
の
世
に
死
者
を
送
る
道
を
つ
く
る
。
音
楽
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
も
の
だ
。
身
に
つ

け
て
い
る
も
の
は
貴
族
の
正
装
。
始
ま
り
は
や
や
重
々
し
い
が
、
次
第
に
天
と
地
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
な
が
ら
、
躍

動
的
に
な
っ
て
い
く
。
竹
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
演
目
は
と
て
も
能
楽
堂
と
合
っ
て
い
た
と
振
り
返
る
。

　
第
２
部
の
冒
頭
の
演
目
「
海
わ
た
る
風
」（
仙
堂
新
太
郎
作
曲
）
で
は
、
日
韓
の
楽
器
が
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
ア
レ

ン
ジ
が
施
さ
れ
た
。
日
韓
の
打
楽
器
が
掛
け
合
い
を
す
る
シ
ー
ン
で
は
客
席
か
ら
合
の
手
が
入
る
な
ど
、
会
場
は
盛
り

上
が
り
を
見
せ
た
。

　
興
味
を
引
く
の
は
、
五
木
の
子
守
唄
が
間
に
は
さ
ま
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
な
ぜ
五
木
の
子
守
唄
な
の
か
。

こ
の
歌
が
三
拍
子
で
あ
る
こ
と
に
理
由
が
あ
る
。
民
謡
な
ど
日
本
の
伝
統
的
な
楽
曲
で
三
拍
子
は
珍
し
く
、
一
説
に
よ

る
と
、
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
海
を
渡
っ
て
九
州
に
来
た
の
で
は
な
い

か
と
。

び
、
才
人
廳
舞
踊
を
披
露
し
た
い
と
考
え
て
い
た
竹
田
は
、
柳
と
と
も
に
２
０
１
１
年
、
国
際
芸
術
交
流
「
海
の
道
」

と
い
う
団
体
を
設
立
す
る
。

　
す
ぐ
に
公
演
を
や
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
手
始
め
に
、
一
般
市
民
向
け
の
公
開
講
座
を
催
し
た
。
鄭
を
韓
国
か
ら
招

待
し
て
実
演
の
披
露
、
そ
し
て
体
験
。
さ
ら
に
竹
田
の
専
門
で
も
あ
る
情
報
技
術
を
使
っ
た
伝
統
芸
能
伝
承
支
援
に
関

す
る
研
究
に
つ
い
て
も
発
表
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
触
れ
る
。
公
開
講
座
は
３
年
続
く
の
だ
が
、
そ
の

経
験
は
着
実
に
公
演
へ
の
足
が
か
り
に
な
っ
て
い
く
。

　
２
０
１
１
年
、
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
に
助
成
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
授
与
さ
れ
、
公
演
が
実
現
に
向
け
て
動
き
出

し
た
。

　
竹
田
は
、
舞
台
は
能
楽
堂
以
外
に
な
い
と
考
え
て
い
た
。
理
由
は
韓
国
伝
統
芸
能
の
本
質
と
関
わ
る
。

「
韓
国
の
伝
統
芸
能
の
本
質
は
、
天
と
地
の
交
信
な
ん
で
す
ね
、
そ
れ
を
人
間
が
媒ば

い

介か
い

す
る
。
能
楽
堂
と
い
う
の
は
神

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
天
と
交
信
す
る
舞
台
装
置
と
し
て
は
最
適
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
韓
国
で
は
伝

統
芸
能
も
、
バ
レ
エ
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
す
る
ホ
ー
ル
で
公
演
さ
れ
る
の
で
す
が
、
や
は
り
違
和
感

が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
才
人
廳
は
大
舞
台
向
け
で
は
な
い
の
で
、
能
舞
台
ぐ
ら
い
の
空
間
が
し
っ
く
り
く
る
は
ず
だ
と

思
い
ま
し
た
」

　
来
日
し
た
鄭
に
日
本
の
能
楽
堂
を
見
せ
た
と
き
、
呟つ

ぶ
や

い
た
一
言
を
、
竹
田
は
い
ま
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

「
初
め
て
見
た
気
が
し
な
い
」

　
公
演
は
２
０
１
２
年
７
月
16
日
に
行
わ
れ
た
。
場
所
は
表
参
道
に
近
い
銕て

っ

仙せ
ん

会か
い

能
楽
研
究
所
。
タ
イ
ト
ル
は
「
海
が

伝
え
る
古い

に
し
え

の
記
憶
～
韓
国
才
人
廳
舞
踊
と
日
本
伝
統
芸
能
の
響
演
」
で
あ
る
。

　

舞
台
の
右
手
に
は
韓
国
伝
統
楽
器
、
打
楽
器
の
チ
ャ
ン
グ
、
ク
ェ
ン
ガ
リ
、
プ
ク
、
ジ
ン
、
笛
の
テ
グ
ム
、
ピ
リ
、
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モーションキャプチャーでつくった画像。最先端の情報技術
で、伝統芸能を伝承する可能性を追求している。

モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
は
、
モ
デ
ル
に
な
る
人

の
体
に
セ
ン
サ
ー
や
マ
ー
カ
ー
を
複
数
つ
け
て
、
そ

の
点
の
動
き
を
追
う
こ
と
で
人
の
動
き
を
記
録
す
る
。

モーションキャプチャーを使った太鼓のワークショップ。
「楽器というのは、動きがすべてで、音は結果だ」という。
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「
鄭
さ
ん
に
歌
の
意
味
は
伝
え
ま
し
た
が
、
最
初
は
ど
う
し
よ
う
か
と
、
す
ご
く
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
実

際
に
曲
が
流
れ
、
舞
台
に
上
が
り
、
感
じ
る
ま
ま
に
振
り
を
付
け
て
い
く
と
、
そ
れ
が
ぴ
っ
た
り
で
。
理
屈
は
わ
か
っ

て
い
な
く
て
も
、
芸
術
の
中
に
あ
る
も
の
を
く
み
取
っ
て
表
現
で
き
る
、
そ
の
感
性
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
」

　
も
う
一
つ
の
発
見
は
、
鄭
の
踊
り
が
能
の
形
式
に
極
め
て
似
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

「
人
生
の
楽
し
か
っ
た
こ
と
、
辛
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
い
ろ
い
ろ
と
思
い
出
し
な
が
ら
も
、
最
後
は
し
ば
ら
れ
た
心
が

解
放
さ
れ
て
去
っ
て
行
く
。
こ
れ
は
ま
さ
に
能
の
形
式
と
同
じ
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
を
鄭
さ
ん
が
即
興
で
や
っ
た
こ
と

に
、
彼
女
の
能
力
の
高
さ
を
感
じ
ま
し
た
」

　
２
部
で
は
、
こ
の
あ
と
才
人
廳
チ
ン
セ
チ
ュ
ム
、
京
畿
ト
リ
チ
ュ
ム
が
披
露
さ
れ
閉
幕
と
な
っ
た
。

　
竹
田
は
こ
の
公
演
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
参
画
し
た
が
、
一
番
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
韓
国
側
の
出
演
者
が
み
な

満
足
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
鄭
は
公
演
後
、
こ
う
言
っ
て
い
た
。

〈
能
楽
堂
は
才
人
廳
舞
踊
と
非
常
に
合
う
舞
台
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
さ
ら
に
観
客
の
み
な
さ
ん
の
雰
囲
気
も
よ
く
、
感

動
し
ま
し
た
。
観
客
と
舞
台
と
舞
踊
す
る
者
の
三
者
が
一
つ
に
な
る
と
い
う
、
最
高
の
芸
術
の
本
義
を
感
じ
ま
し
た
。

偉
大
な
舞
台
で
し
た
。
夢
が
叶
い
ま
し
た
。
一
生
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
舞
台
に
な
り
ま
し
た
〉

　
観
客
と
の
一
体
感
も
、
舞
台
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
た
の
だ
。
観
客
の
感
想
を
抜ば

っ

粋す
い

す
る
。

〈
舞
台
と
一
体
と
な
り
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
〉

〈
鄭
珠
美
さ
ん
の
表
情
、
動
き
、
息い

き

遣づ
か

い
に
才
人
廳
に
魅
せ
ら
れ
た
魂
の
光
を
見
た
よ
う
に
思
う
〉

〈
一
番
古
い
も
の
を
極
め
て
い
る
人
が
実
は
一
番
新
し
い
こ
と
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
今
日
の

公
演
は
す
べ
て
古
い
の
に
、〝
新
し
い
〟
感
じ
が
し
ま
し
た
〉

　
一
体
感
と
は
、
豊
か
な
感
性
と
深
い
理
解
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

先
端
の
技
術
で
古
の
芸
を
伝
承
す
る
試
み

　
前
述
し
た
が
、
竹
田
は
、
自
分
の
専
門
分
野
、
情
報
技
術
を
才
人
廳
舞
踊
の
伝
承
に
活
用
す
る
試
み
を
続
け
て
き
た
。

　
竹
田
が
、
韓
国
舞
踊
を
習
い
始
め
て
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
伝
統
芸
能
と
い
う
の
は
言
葉
で
伝
え
ら

れ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
典
型
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

「
も
ち
ろ
ん
言
葉
も
使
っ
て
伝
え
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ヒ
ン
ト
程
度
の
も
の
。
ほ
と
ん
ど
比ひ

喩ゆ

だ
と
思
い
ま
し
た
。

初
歩
的
な
体
の
動
か
し
方
に
関
し
て
は
言
葉
で
伝
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
上
と
な
る
と
難
し
い
と
感

じ
ま
し
た
」

　
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
ど
う
伝
達
す
る
か
。
こ
れ
は
竹
田
の
新
し
い
研
究
分
野
に
な
っ
た
。

　
帰
国
し
て
２
年
目
に
始
め
た
の
が
、
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
の
活
用
で
あ
る
。
モ
デ
ル
に
な
る
人
の
体
に
セ
ン

サ
ー
や
マ
ー
カ
ー
を
複
数
つ
け
て
、
そ
の
点
の
動
き
を
追
う
こ
と
で
人
の
動
き
を
記
録
す
る
。

「
わ
か
る
の
は
点
の
動
き
で
し
か
な
い
の
で
す
が
、
プ
ロ
の
人
や
踊
り
に
習
熟
し
て
い
る
人
が
見
た
ら
、
た
と
え
ば
ど

う
い
う
呼
吸
を
し
て
い
る
の
か
も
わ
か
る
ん
で
す
ね
。
普
通
の
映
像
で
演
者
の
動
き
を
見
て
い
る
と
、
顔
の
表
情
な
ど

に
気
を
取
ら
れ
て
、
大
事
な
動
き
を
見
逃
し
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
す
が
、
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
だ
と
動
き
だ

け
に
集
中
で
き
る
の
も
い
い
よ
う
で
す
」

　
ま
た
、
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
は
、「
と
て
も
感
覚
的
だ
」
と
い
う
指
摘
も
興
味
深
い
。

「
工
学
系
の
研
究
者
は
、
デ
ー
タ
を
解
析
し
て
、
人
の
モ
デ
ル
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
私
は
、
芸
の
伝
承
に



59 58

竹田陽子

は
点
の
動
き
を
そ
の
ま
ま
見
せ
る
こ
と
が
有
効
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
人
の
感
覚
を
通
し
て
伝
え
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う

な
気
が
し
ま
す
」

実
際
、
才
人
廳
舞
踊
の
伝
承
現
場
に
も
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
は
活
用
さ
れ
て
い
る
。
指
導
者
の
踊
り
を
モ
ー

シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
で
撮
り
、
そ
れ
を
Ｃ
Ｇ
化
し
た
画
像
を
つ
く
っ
た
と
こ
ろ
、
弟
子
た
ち
がiPhone

に
デ
ー
タ

を
移
し
て
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
、
公
演
前
の
練
習
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

将
来
的
に
は
、
特
別
な
設
備
が
な
く
て
も
、
ゲ
ー
ム
機
の
よ
う
な
デ
バ
イ
ス
を
使
っ
て
、
簡
単
に
撮
影
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
竹
田
は
み
て
い
る
。

「
ま
だ
ま
だ
工
夫
の
余
地
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
舞
踊
で
も
授
業
の
た
び
に
撮
影
し
て
、
変
化
を
見
な
が
ら
指
導
に
役

立
て
て
も
ら
う
試
み
も
し
て
い
ま
す
。
や
る
気
の
あ
る
人
が
利
用
す
れ
ば
、
便
利
な
ツ
ー
ル
に
な
る
は
ず
で
す
」

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
色
濃
い
才
人
廳
舞
踊
が
、
最
新
の
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
を
通
し
て
伝
承

さ
れ
る
と
い
う
取
り
合
わ
せ
が
お
も
し
ろ
い
。
こ
れ
が
う
ま
く
活
用
さ
れ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
新
し
い
踊
り
手
が
育
つ
か

も
し
れ
な
い
。

（
文
中
敬
称
略
）

韓国舞踊の呼吸法の影響
か体調がいい。その呼吸
法を伝えるワークショッ
プも計画中という。
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古
代
日
本
と
新
羅
の
交
流
を
起
点
に
東
ア
ジ
ア
の
国
際
環
境
を
読
み
解
く

東 

潮

考
古
学
者
／
徳
島
大
学
名
誉
教
授

文
＝
高
瀬 

毅

６
９
４
年
、持
統
天
皇
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
藤
原
京
。

東
ア
ジ
ア
考
古
学
の
泰
斗
、東
潮
に
よ
れ
ば
、

唐
よ
り
も
、新
羅
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
と
い
う
。

一
つ
の
文
化
を
理
解
す
る
に
は
、時
代
の
状
況
や

国
際
環
境
を
、虚
心
に
捉
え
る
視
点
が
欠
か
せ
な
い
。

朝
鮮
か
ら
中
国
、モ
ン
ゴ
ル
、さ
ら
に
西
域
へ
。

日
本
と
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
、新
た
な
光
で
照
ら
し
出
す
。

写
真
＝
菊
地
健
志
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あずま・うしお◎1946年生まれ。徳島大学名誉教授。九州大学大学
院文学研究科博士課程修了。奈良県立橿原考古学研究所主任研究員な
どを歴任。著書に『高句麗壁画と東アジア』『倭と伽耶の国際環境』
『邪馬台国の考古学』など多数。調査、踏破した地は東アジアから
ユーラシア諸地域、エジプトにまで及び、さらに関心を広げている

万
葉
の
都
・
藤
原
京
に
香
る
新
羅
の
文
化

　
奈
良
の
中
心
部
を
南
北
に
走
る
国
道
１
６
９
号
線
に
沿
っ
て
、
広
大
な
土
地
と
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。
左
の
方
角

に
こ
ん
も
り
と
し
た
丘
の
よ
う
な
形
状
の
山
が
見
え
る
。

「
春
過
ぎ
て　
夏
来き

た

る
ら
し　
白し

ろ

妙た
え

の　

衣こ
ろ
も

干
し
た
り　
天あ

め

の
香か

久ぐ

山や
ま

」（
万
葉
集
・
持じ

統と
う

天
皇
）
で
知
ら
れ
る
、
あ

の
香
久
山
だ
。
後
方
に
は
耳み

み

成な
し

山や
ま

。
右
手
は
畝う

ね

傍び

山や
ま

。
大
和
三
山
の
こ
れ
ら
の
山
に
抱
か
れ
る
よ
う
に
し
て
残
る
そ
の

土
地
は
、
万
葉
の
時
代
を
象
徴
す
る
藤
原
京
跡
の
一
部
で
あ
る
。
２
０
１
４
年
９
月
最
後
の
日
。
徳
島
大
学
名
誉
教
授

で
考
古
学
者
の
東あ

ず
ま

潮う
し
お

と
と
も
に
旧
跡
を
歩
い
た
。
汗
ば
む
陽
気
の
中
、
東
の
足
取
り
は
飄ひ

ょ
う

々ひ
ょ
う

と
し
て
軽
い
。
藤
原
宮

の
大だ

い

極ご
く

殿で
ん

基き

壇だ
ん

跡
が
残
っ
て
い
て
、
近
く
で
は
、
発
掘
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
藤
原
京
は
、
現
在
の
奈
良
県
橿か

し

原は
ら

市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
造
ら
れ
た
日
本
で
最
初
の
本
格
的
な
都
で
あ
る
。
飛あ

す
か鳥

時
代
の
６
９
４
年
、
天て

ん

武む

天
皇
の
遺
志
を
継
い
だ
女
帝
の
持
統
天
皇
が
、
飛あ

す
か
の鳥

浄き
よ

御み

原は
ら
の

宮み
や

か
ら
北
へ
数
キ
ロ
の
地
域
に

遷
都
し
、
律
令
国
家
を
象
徴
す
る
都
と
し
た
。
地
元
の
橿
原
市
藤
原
京
資
料
室
に
置
い
て
あ
っ
た
「
観
光
ガ
イ
ド
」
に

は
、「
中
国
の
都
城
制
を
模
し
て
造
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
多
く
の
歴
史
関
連
の
書
籍
に
も
そ
う
書
か
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
東
は
違
う
見
解
を
持
っ
て
い
る
。

「
実
は
、
藤
原
京
と
新し

ら

羅ぎ

の
王
宮
（
金ク

ム
城ソ

ン
、
ま
た
は
金ク

ム

京ギ
ョ
ン

）
が
相
似
形
な
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
は
、
唐
の
長
安
城
と
新

羅
の
影
響
を
受
け
て
藤
原
京
が
造
ら
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
唐
の
長
安
城
そ
の
も
の
を
、
藤
原

京
が
模
倣
し
た
の
と
は
違
う
ん
で
す
ね
」

　
つ
ま
り
東
は
、
唐
の
都
の
影
響
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
新
羅
と
の
関
係
に
よ
っ
て
も
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た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
の
だ
。
そ
の
根
拠
と
す
る
の
が
坊ぼ

う

里り

制せ
い

で
あ
る
。
坊
里
と
い
う
の
は
、
四
方

形
の
区
割
り
を
示
す
も
の
で
、
一
坊
里
は
約
３
２
０
メ
ー
ト
ル
四
方
に
当
た
る
。

　
東
は
、
１
９
９
９
年
に
「
新
羅
金
京
の
坊
里
制
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
が
、
２
０
１
２
年
に
は
、「
新
羅
金

京
の
坊
里
制
再
論
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
百
済
・
山
城
研
究
の
第
一
人
者
で
、
故
成ソ

ン

周ジ
ュ

鐸テ
ク

忠チ
ョ
ン

南ナ
ム

大
学
校
名
誉

教
授
の
記
念
論
文
集
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
東
は
、
日
本
の
飛
鳥
浄
御
原
宮
か
ら
藤
原
京
が
成
立
す
る
過
程
で
、

新
羅
金
京
の
影
響
の
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。　

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
新
羅
・
金
京
と
唐
・
長
安
城
と
の
比
率
が
、
東
西
南
北
が
１
対
３
、
面
積
は
１
対
９
の
関
係
に
あ

る
と
し
、「
つ
ま
り
金
京
は
長
安
城
の
９
分
の
１
の
規
模
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
金
京
と
藤
原
京
と
の
比

率
は
、
１
対
１
・
65
の
相
似
形
で
あ
る
。
坊
里
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
１
対
１
・
84
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
金
京
よ
り
藤
原
京
の
ほ
う
が
大
き
い
。
藤
原
京
と
長
安
城
は
、
比
率
が
南
北
１
対
１
・
81
～
１
・
84
。
東
西

は
１
対
１
・
84
。
面
積
は
１
対
３・３
と
な
り
、
藤
原
京
は
長
安
城
の
３
分
の
１
の
規
模
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
12
年
10
月
か
ら
12
月
、
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
11
年
度
の
研
究
助
成
金
を
受
け
、
韓
国
の
慶キ

ョ
ン

北ブ
ク

大
学
校
博
物

館
に
滞
在
、
新
羅
や
百
済
の
都
城
を
調
査
し
、
仮
説
を
検
証
し
た
。

  

坊
里
と
い
う
尺
度
を
使
っ
て
の
研
究
な
だ
け
に
、
調
査
は
精
密
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
東
は
、
遺
跡
の
位
置
な
ど
を
計

測
す
る
の
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
愛
用
し
、
地
図
を
片
手
に
、
遺
跡
の
位
置
や
大
き
さ
な
ど
を
照
合
、
検
証
し
て
い
く
。

「
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
誤
差
は
だ
い
た
い
４
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
す
」

　
そ
う
言
い
な
が
ら
、
大
極
殿
が
あ
っ
た
藤
原
宮
の
近
く
を
片
時
も
休
ま
ず
、
あ
ち
こ
ち
歩
き
ま
わ
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
細
か
い
作
業
の
積
み
重
ね
の
上
に
割
り
出
し
た
考
察
は
、
精せ

い

緻ち

で
、
実
証
的
だ
。

　
藤
原
宮
跡
か
ら
約
１
キ
ロ
南
西
に
あ
る
本ほ

ん

薬や
く

師し

寺じ

跡
。
こ
こ
に
も
、
新
羅
の
影
響
を
証
明
す
る
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。

人
通
り
の
少
な
い
住
宅
地
を
抜
け
て
行
く
と
、
突
然
、
薄
紫
の
ホ
テ
イ
ア
オ
イ
の
花
が
び
っ
し
り
と
咲
き
誇
る
場
所
に

出
た
。
そ
の
向
こ
う
に
、
鎮
守
の
森
の
よ
う
な
、
樹
木
が
茂
っ
て
い
る
小
さ
な
台
地
が
あ
っ
た
。
そ
こ
が
本
薬
師
寺
の

あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。
本
薬
師
寺
と
は
、
藤
原
京
に
あ
っ
た
薬
師
寺
の
こ
と
で
、
現
在
の
移
転
し
た
薬
師
寺
と
区
別
さ

れ
て
い
る
。
本
薬
師
寺
跡
は
双
塔
式
で
、
翼よ

く

廊ろ
う

の
つ
く
金こ

ん

堂ど
う

な
ど
、
伽が

藍ら
ん

の
配
置
は
慶キ

ョ
ン

州ジ
ュ

の
四サ

天チ
ョ

王ナ
ン

寺サ

跡
や
、
感カ

恩ム
ン

寺サ

跡
と
同
一
だ
。
本
薬
師
寺
の
跡
に
は
、
金
堂
と
塔
の
礎
石
が
二
つ
、
し
っ
か
り
と
残
っ
て
い
た
。
同
じ
藤
原
京
に
あ
っ

た
大だ

い

官か
ん

大だ
い

寺じ

も
本
薬
師
寺
と
同
様
、
新
羅
の
寺
の
様
式
だ
と
い
う
。
東
は
、
こ
の
藤
原
京
と
新
羅
・
金
京
の
類
似
性
、

相
似
性
の
背
景
に
、
当
時
の
日
本
と
新
羅
と
の
活
発
な
人
的
、
文
化
的
交
流
や
関
係
が
あ
っ
た
と
語
る
。

　
６
６
３
年
、
倭わ

国こ
く

・
百く

だ
ら済

連
合
と
、
唐
・
新
羅
連
合
と
の
間
で
白は

く

村す
き

江の
え

の
戦
い
が
起
き
た
。
こ
の
戦
で
倭
国
・
百
済

連
合
は
敗
退
。
倭
国
は
、
唐
と
新
羅
に
対
す
る
敗
戦
国
で
あ
っ
た
。
６
６
９
年
か
ら
７
０
１
年
に
か
け
て
遣
唐
使
が
中

断
さ
れ
た
。
一
方
、
同
時
期
に
統
一
新
羅
が
成
立
（
６
６
８
年
）。
唐
の
長
安
に
倣な

ら

っ
て
王
都
を
整
備
す
る
。
倭
国
と

新
羅
は
、
以
来
約
30
年
間
、
遣
新
羅
使
や
新
羅
使
な
ど
に
よ
っ
て
交
流
は
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。
対
外
関
係
は
進
展

し
、
新
羅
か
ら
さ
ら
に
は
渤ぼ

っ

海か
い

へ
と
交
流
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い
く
。

「
30
年
間
の
あ
い
だ
に
新
羅
と
の
関
係
が
深
ま
っ
て
、
建
築
の
技
術
が
入
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
技
術
を
生
か
し
て

建
築
し
た
物
の
一
つ
が
勢せ

多た

（
瀬
田
）
橋
（
滋
賀
県
）
で
す
。
の
ち
の
瀬
田
唐
橋
の
唐
橋
で
す
。
壁
画
の
技
術
も
新
羅

か
ら
流
入
し
て
き
ま
し
た
」

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
事
実
は
一
般
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
遣
新
羅
使
と
い
う
言
葉
も
耳
慣
れ
な
い
。

東
に
よ
れ
ば
、
中
国
・
唐
偏
重
の
歴
史
観
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
、
新
羅
と
の
関
係
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
が
原
因

の
一
つ
だ
と
い
う
。
ま
た
、
古
代
の
歴
史
書
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
な
ど
で
も
新
羅
を
蔑
視
す
る
史
観
が
あ
り
、
新
羅

の
印
象
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
み
る
。
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奈良県の藤原京跡にある大極殿基壇跡の近くで発掘作業中の教
え子の調査員と出会った。作業の進

しん

捗
ちょく

を聞くのもまた嬉しい。

百
ひゃっ

穴
けつ

古墳（滋賀県大津市）。6世
紀後半の遺跡。斜面地に穴を掘っ
た造り。「倭人の村長のような人
を埋葬したと思われます」

愛用しているGPS。常に持ち歩
き、地図を片手に遺跡の位置、
長さ、大きさなどを照合、検証
する。誤差は約4メートル。
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自宅からほど近い所にある
南
みなみ

滋
し

賀
が

遺跡（6世紀後半）
の発掘現場。調査員とのや
り取りで得る情報も研究の
ヒントになる。
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東
は
、
日
本
の
古
代
史
の
中
で
、
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
倭
（
日
本
）
と
新
羅
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
研
究
を
続

け
て
い
て
、
財
団
の
助
成
金
に
よ
る
テ
ー
マ
も
、「
新
羅
王
京
と
東
ア
ジ
ア

―
遣
唐
使
か
ら
遣
新
羅
使
へ
」
と
い
う

も
の
だ
。
狙
い
は
、
中
国
・
唐
偏
重
の
歴
史
観
に
囚
わ
れ
、
看
過
さ
れ
て
き
た
７
世
紀
か
ら
８
世
紀
の
統
一
新
羅
を
め

ぐ
る
国
際
環
境
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

　
東
の
調
査
の
特
徴
は
徹
底
し
て
歩
き
、
現
場
を
踏
査
す
る
点
に
あ
る
。
今
回
の
助
成
金
に
よ
る
活
動
と
し
て
、
12
年

５
月
に
、
中
国
黒こ

く

竜り
ゅ
う

江こ
う

省し
ょ
う

の
渤
海
上じ

ょ
う

京け
い

龍り
ゅ
う

泉せ
ん

府ふ

を
調
査
。
こ
こ
は
、
渤
海
の
首
都
で
、
唐
の
長
安
城
を
模
し
て
造
営
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
遺
跡
だ
。
渤
海
で
は
王
陵
や
、
そ
の
他
吉き

つ

林り
ん

省し
ょ
う

な
ど
の
都
の
跡
も
歩
い
て
い
る
。
同
年
10
月
か

ら
12
月
に
は
、
先
述
の
韓
国
・
慶
北
大
学
博
物
館
。
13
年
７
月
に
は
韓
国
で
百
済
・
慕モ

韓ハ
ン

の
墳
墓
の
調
査
。
８
月
、
モ

ン
ゴ
ル
で
ス
キ
タ
イ
・
匈き

ょ
う

奴ど

・
突と

っ

厥け
つ

の
遺
跡
を
調
べ
た
。
な
か
で
も
モ
ン
ゴ
ル
草
原
の
、
ト
ル
コ
系
騎
馬
遊
牧
民
、
突

厥
の
時
代
に
造
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
オ
ラ
ー
ン
・
へ
レ
ム
壁
画
墓
を
通
し
て
、「
唐
と
突
厥
、
唐
と
新
羅
、
突
厥
と
高こ

う

句く

麗り

の
関
係
を
研
究
で
き
た
」
と
自
信
を
見
せ
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
発
掘
調
査
報
告
書
を
入

手
、
帰
国
後
に
「
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
突
厥
オ
ラ
ー
ン
・
へ
レ
ム
壁
画
墓
」
と
い
う
論
文
に
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

13
年
12
月
に
は
、
中
国
陜せ

ん

西せ
い

省し
ょ
う

西せ
い

安あ
ん

、
河か

南な
ん

省し
ょ
う

洛ら
く

陽よ
う

で
隋
や
唐
の
都
城
、
帝
陵
を
踏
査
し
、「
近
年
、
西
安
で
発
見
さ

れ
た
百
済
滅
亡
時
、
義ウ

ィ
慈ジ

ャ

王ワ
ン

と
と
も
に
唐
に
降
っ
た
禰で

い
氏し

一
族
も
ふ
く
め
、
当
時
の
国
際
環
境
を
み
た
」。

　
東
は
、
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ
な
が
ら
、
常
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
国
際
関
係
や
地
理
的
な
広
が
り
に
つ
い

て
も
視
野
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
調
査
も
、
東
の
中
で
は
広
い
面
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
た
と
え
ば
、
新
羅
を
め
ぐ
っ
て
の
国
際
的
な
関
係
は
と
い
う
の
が
、
東
ア
ジ
ア
の
枠
を
超
え
て
、
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
、

西
突
厥
、
ソ
グ
ド
ま
で
ひ
ろ
が
り
ま
す
」

2013年4月、財団の助成金で行った韓国忠
チュン

清
チョン

北
プク

道
ド

の三
サン

年
ニョン

山
サン

城
ソン

内
で催された「古代の鍛

か

冶
じ

実験」を試みる（写真提供・東潮）
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2014年に発掘された奈良県
明
あ

日
す

香
か

村
むら

の都
みやこ

塚
づか

古墳の石室
内部。国内では例を見ない大
型方墳。蘇

そ

我
がの

稲
いな

目
め

の墓という
説もある。

東
ア
ジ
ア
を
鳥
瞰
し
、
歴
史
観
を
問
い
直
す

　
ア
ジ
ア
へ
の
関
心
は
若
い
頃
か
ら
強
か
っ
た
。
考
古
学
を
専
攻
し
て
い
た
九
州
大
学
大
学
院
時
代
、
邪や

馬ま

台た
い

国こ
く

へ
の

道
を
調
査
す
る
た
め
に
、
古
代
復
元
船
「
野
性
号
」
で
、
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

に
書
か
れ
た
日
本
へ
の
ル
ー
ト
を
た
ど
る
航
海

に
参
加
し
て
い
る
。
雑
誌
『
野
性
時
代
』（
角
川
書
店
）
の
編
集
長
だ
っ
た
角か

ど

川か
わ

春は
る

樹き

が
企
画
し
た
一
大
イ
ベ
ン
ト
だ
っ

た
。
こ
の
と
き
は
福
岡
を
発
ち
、
ソ
ウ
ル
、
慶
州
、
釜プ

山サ
ン

、
金キ

海メ

を
歩
き
、
釜
山
港
か
ら
、
対
馬
・
壱
岐
・
唐
津
、
博

多
港
と
半
月
の
航
海
を
体
験
し
た
。
そ
の
後
、
研
究
者
と
し
て
の
道
に
入
っ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
膨
大
な
数
の
海
外
調

査
を
行
っ
て
き
た
。
朝
鮮
半
島
、
中
国
大
陸
各
地
を
中
心
に
何
十
回
も
の
調
査
を
実
施
。
モ
ン
ゴ
ル
、
ロ
シ
ア
、
ベ
ト

ナ
ム
、エ
ジ
プ
ト
な
ど
に
も
足
を
延
ば
し
て
い
る
。
東
は
、最
近
『
邪
馬
台
国
の
考
古
学　
魏ぎ

志し

東と
う

夷い

伝で
ん

が
語
る
世
界
』

（
角
川
選
書
）
と
い
う
本
も
著
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
も
、「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
倭
人
伝
を
魏
志
東
夷
伝

の
中
で
位
置
づ
け
、
そ
の
世
界
を
再
現
し
た
い
」
と
記
述
し
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
場
所
は
、
高
句
麗
、
扶ふ

餘よ

、
東と

う

沃よ
く

沮そ

、
挹ゆ

う

婁ろ
う

、
洛ら

く

陽よ
う

、
遼り

ょ
う

東と
う

郡ぐ
ん

、
楽ら

く

浪ろ
う

郡ぐ
ん

、
帯た

い

方ほ
う

郡ぐ
ん

、
玄げ

ん

菟と

郡ぐ
ん

、
大た

い

興こ
う

安あ
ん

嶺れ
い

、
内う

ち

蒙も
う

古こ

・
モ
ン
ゴ
ル
の
烏う

桓が
ん

鮮せ
ん

卑ぴ

、
東
夷
諸
族
の
地
、
ベ
ト
ナ
ム
・
ハ
ノ
イ
の
交こ

う

趾ち

郡ぐ
ん

、
西せ

い

南な
ん

夷い

の
夜や

郎ろ
う

国こ
く

・
滇て

ん

国こ
く

、
西
域
伝
の
各
地
域
と
な
っ
て
い

る
。
邪
馬
台
国
を
、
倭
と
中
国
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
広
大
な
地
域
の
中
で
捉と

ら

え
な
お
し
て
い
く
の
は
東
の

真し
ん

骨こ
っ

頂ち
ょ
う

だ
。

　
東
と
ア
ジ
ア
各
地
を
何
度
も
一
緒
に
調
査
旅
行
を
し
て
き
た
、
文
化
遺
産
関
連
の
ミ
ニ
コ
ミ
誌
の
編
集
長
佐さ

さ々

木き

章あ
き
ら

は
、
東
に
つ
い
て
、「
徹
底
し
て
現
場
を
歩
く
人
」
だ
と
称
賛
す
る
。「
残
り
の
視
察
の
時
間
が
１
時
間
し
か
な
く
て
も
、

目
的
の
遺
跡
な
ど
が
見
つ
か
る
ま
で
、
２
時
間
で
も
３
時
間
で
も
歩
く
」
と
い
う
の
だ
。
そ
の
た
び
に
予
定
変
更
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
が
、
東
は
妥
協
し
な
い
。
そ
の
東
が
今
、
最
も
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
明
治
時
代
か
ら
昭
和
に
か
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徹底して現場を歩き、調査、
踏
とう

破
は

することを課してきた。
「歩く考古学者」として、
見据えるのは人類学の先覚
者、鳥居龍蔵だ。

け
て
活
躍
し
た
鳥と

り

居い

龍り
ゅ
う

蔵ぞ
う

だ
。

「
人
類
学
、
考
古
学
、
民
俗
学
の
研
究
者
で
、
日
本
国
内
を
は
じ
め
、
朝
鮮
半
島
・
中
国
東
北
部
・
モ
ン
ゴ
ル
・
西
南

中
国・
台
湾・千
島
列
島・サ
ハ
リ
ン・東
部
シ
ベ
リ
ア・南
米
ブ
ラ
ジ
ル・ペ
ル
ー・ボ
リ
ビ
ア
な
ど
の
各
地
を
精
力
的
に

調
査
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
だ
っ
た
。
ま
た
カ
メ
ラ
の
導
入
な
ど
、
先
進
的
な
調
査
方
法
の
開
拓
者
で
、
日
本
に

お
け
る
人
類
学
研
究
の
先
覚
者
と
し
て
大
き
な
業
績
を
残
し
て
い
る
」（
徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
博
物
館
資
料
参
照
）

　
佐
々
木
に
よ
れ
ば
、
東
は
、「
現
代
の
鳥
居
龍
蔵
と
し
て
、
鳥
居
の
歩
い
た
道
を
歩
く
考
え
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

歴
史
を
知
る
に
は
、
今
の
時
代
の
視
点
で
見
て
は
い
け
な
い
。
あ
く
ま
で
そ
の
時
代
の
状
況
や
環
境
の
中
で
ど
う
だ
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
虚
心
に
見
て
、
実
証
的
に
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

「
唐
の
時
代
、
唐
と
周
辺
諸
国
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。
唐
と
新
羅
、
唐
と
日
本
の
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
唐

は
西
の
諸
国
と
も
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
目
で
全
体
を
見
て
い
く
と
歴
史
の
流
れ
が
わ
か
る
」

　
そ
う
し
た
観
点
に
立
っ
た
上
で
、
東
が
今
気
に
な
っ
て
い
る
の
が
日
本
と
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
歴
史
認
識
の
問
題
だ
。

「
高
校
の
日
本
史
の
教
科
書
に
、
現
代
の
日
韓
の
誤
っ
た
歴
史
観
が
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、『
日
本

書
紀
』
継
体
紀
に
倭
が
百
済
に
「
任み

ま

那な

四
県
」
の
地
を
割
譲
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
の
編
者

は
「
任
那
四
県
」
の
場
所
を
全チ

ョ
ル

羅ラ

南ナ
ム

道ド

の
栄ヨ

ン

山サ
ン

江ガ
ン

流
域
に
想
定
し
て
い
ま
す
。
倭
が
百
済
に
領
土
を
与
え
た
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
倭
の
領
土
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
百
済
の
武ム

寧リ
ョ
ン

王ワ
ン

の
時
代
に
栄
山
江
流
域
を
領
域
化
し
た
の
で
す
。

そ
う
し
た
歴
史
背
景
を
も
と
に
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
が
創
作
し
た
の
で
す
が
、
教
科
書
に
は
史
実
と
し
て
そ
の
ま
ま

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
認
識
の
問
題
は
、
古
代
に
お
け
る
関
係
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
う
い
う
差
別
観
と
い
う
固
定
観

念
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
学
界
も
含
め
て
問
題
提
起
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
」 （
文
中
敬
称
略
）
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憲
法
の
比
較
研
究
か
ら
生
ま
れ
た
日
韓
の
確
か
な
絆

國
分
典
子

日
韓
比
較
憲
法
研
究
会
代
表
／
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

文
＝
歌
代
幸
子

憲
法
は
国
民
の
意
志
で
あ
る
―
―

法
律
を
学
ぶ
こ
と
は
、そ
の
国
の

社
会
と
歴
史
、文
化
を
知
る
こ
と
―
―

憲
法
学
者・國
分
典
子
の「
韓
国
法
」ゼ
ミ
は
、

学
生
た
ち
の
熱
気
に
包
ま
れ
て
い
る
。

「
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
い
」と
い
う

思
い
か
ら
日
韓
比
較
憲
法
研
究
会
も
立
ち
上
げ
た
。

交
流
の
輪
が
、た
お
や
か
に
広
が
っ
て
い
く
。

写
真
＝
菊
地
健
志



79 78

國分典子

こくぶん・のりこ◎1957年愛知県生まれ。慶應義塾大学大学院
法学研究科公法学専攻後期博士課程単位取得退学。92年ドイツ
連邦共和国エアランゲン・ニュルンベルク大学法学博士号取得。
愛知県立大学文学部日本文化学科教授等を経て、2005年筑波大
学大学院人文社会科学研究科教授に就任。2014年から名古屋大
学大学院法学研究科教授に就任。著書に『近代東アジア世界と憲
法思想』(慶應義塾大学出版会)ほか。

　
晩
秋
に
暮
れ
ゆ
く
名
古
屋
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
。
法
学
研
究
科
の
一
室
で
は
ぽ
つ
ん
と
灯
り
が
と
も
り
、「
韓
国
法
」

の
ゼ
ミ
演
習
が
始
ま
っ
た
。

　
教
授
の
國こ

く

分ぶ
ん

典の
り

子こ

を
囲
む
の
は
３
人
の
男
子
学
生
だ
っ
た
。
法
学
部
の
４
年
生
と
大
学
院
生
、
も
う
一
人
は
博
士
課

程
で
学
ぶ
韓
国
か
ら
の
留
学
生
。
来
日
し
て
18
年
に
な
る
と
い
う
50
代
の
彼
が
リ
ー
ド
す
る
よ
う
に
、
熱
い
議
論
が
交

わ
さ
れ
て
い
く
。
違
憲
審
査
を
す
る
憲
法
裁
判
所
の
意
義
は
、
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
憲
法
学
の
違
い
と
は
…
…
。

「
そ
も
そ
も
憲
法
と
は
何
か
。
私
が
韓
国
の
先
生
に
言
わ
れ
た
の
は
『
国
民
の
意
志
で
あ
る
』
と
。
日
本
と
韓
国
の
学

者
で
は
論
じ
方
も
違
い
、
韓
国
で
は
民
主
主
義
を
守
る
と
い
う
意
識
が
強
い
と
思
い
ま
す
」

　
指
導
す
る
國
分
自
身
も
学
生
た
ち
の
意
見
に
真し

ん

摯し

に
耳
を
傾
け
、
疑
問
を
抱
け
ば
率
直
に
投
げ
か
け
る
。

「
こ
れ
が
正
し
い
と
い
う
正
解
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
私
自
身
も
結
論
を
出
せ
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
。
だ
か
ら
、
み

な
で
話
し
合
い
一
緒
に
考
え
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
学
生
た
ち
は
可
愛
く
て
、
新
鮮
な
目
で
思
い
も
か
け
な
い
こ

と
を
言
っ
て
く
れ
る
の
で
勉
強
に
な
り
ま
す
ね
」

　
名
古
屋
大
学
大
学
院
へ
教
授
と
し
て
着
任
し
た
の
は
２
０
１
４
年
４
月
。
そ
れ
を
機
に
同
大
で
韓
国
関
係
の
ゼ
ミ
が

開
講
さ
れ
、
國
分
は
年
代
も
さ
ま
ざ
ま
な
学
生
相
手
に
手
探
り
で
進
め
て
き
た
。

　
ゼ
ミ
生
の
一
人
、
政
治
学
科
4
年
の
学
生
は
も
と
も
と
韓
国
の
地
域
研
究
に
興
味
が
あ
り
、
新
任
の
國
分
の
も
と
へ

直
接
メ
ー
ル
を
送
っ
た
。
ゼ
ミ
の
聴
講
を
希
望
す
る
と
、
す
ぐ
に
快
諾
の
返
事
が
届
く
。

「
す
ご
く
優
し
そ
う
な
先
生
で
、
お
っ
と
り
と
し
て
温
和
な
イ
メ
ー
ジ
」

　

初
対
面
の
印
象
は
そ
の
ま
ま
変
わ
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
近
い
距
離
で
論
じ
あ
え
る
ゼ
ミ
で
憲
法
へ
の
関
心
も
深

ま
っ
た
。

「
政
治
に
関
わ
る
問
題
は
幅
広
く
、
理
解
す
る
た
め
に
は
ツ
ー
ル
が
必
要
。
法
律
を
学
ぶ
こ
と
で
、
そ
の
国
の
社
会
や
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歴
史
、
文
化
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
」

　
ゼ
ミ
で
そ
う
学
ん
だ
彼
は
、
國
分
か
ら
手
厚
い
指
導
を
受
け
て
大
学
院
へ
の
進
学
を
決
め
た
と
い
う
。

　
こ
の
日
、
ゼ
ミ
が
終
わ
る
と
、
國
分
は
み
な
を
誘
い
合
わ
せ
て
、
名
古
屋
名
物
「
味
噌
お
で
ん
」
が
人
気
の
居
酒
屋

へ
向
か
っ
た
。
早
稲
田
大
学
の
大
学
院
へ
入
学
が
決
ま
っ
た
男
子
学
生
の
た
め
に
お
祝
い
の
会
を
催
し
た
の
だ
。

　
牛
ス
ジ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
大
根
な
ど
を
八
丁
味
噌
で
こ
っ
く
り
煮
込
ん
だ
熱
々
の
お
で
ん
、
甘
辛
い
味
噌
ダ
レ
を
の

せ
た
串
カ
ツ
な
ど
が
テ
ー
ブ
ル
に
次
々
並
び
、
大
皿
は
た
ち
ま
ち
空
に
な
っ
て
い
く
。
旺
盛
な
食
べ
っ
ぷ
り
の
若
者
た

ち
を
見
な
が
ら
、
小
柄
な
國
分
は
ち
ょ
こ
ん
と
座
っ
て
愉
し
げ
に
微
笑
ん
で
い
た
。

は
に
か
み
屋
の
少
女
が
選
ん
だ
憲
法
学
者
の
道

　
憲
法
学
者
・
國
分
典
子
の
素
顔
は
、
お
そ
ら
く
少
女
の
と
き
か
ら
変
わ
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

「
な
ん
だ
か
頼
り
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
ま
り
先
生
ら
し
く
な
い
し
、
本
当
に
好
き
な
こ
と
が
あ
っ
て
学
者
に
な
っ
た
人

に
は
と
て
も
敵
わ
な
い
と
思
っ
て
い
て
…
…
。
小
さ
い
頃
は
『
若
草
物
語
』
や
『
赤
毛
の
ア
ン
』
の
よ
う
な
世
界
に
惹

か
れ
、
ど
こ
か
山
の
中
に
放
り
出
さ
れ
て
も
、
ず
っ
と
空
想
に
ふ
け
り
、
食
べ
る
も
の
さ
え
あ
れ
ば
大
丈
夫
と
思
っ
て

い
ま
し
た
」

　
恥
じ
ら
い
な
が
ら
話
す
当
人
は
も
と
も
と
名
古
屋
の
生
ま
れ
。
両
親
と
妹
の
4
人
家
族
で
市
内
に
実
家
も
あ
っ
た
が
、

老
い
た
親
を
案
じ
て
、
自
分
が
今
も
住
む
横
浜
近
隣
へ
呼
び
寄
せ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
國
分
に
幼
少
か
ら
の
歩
み
を
聞

く
と
、
勝
手
に
描
い
て
い
た
「
憲
法
学
者
」
の
堅
い
人
物
像
は
薄
ら
い
で
い
く
。

「
バ
ー
ビ
ー
ち
ゃ
ん
と
か
着
せ
替
え
人
形
が
好
き
で
、
仲
良
し
の
友
だ
ち
と
よ
く
『
お
姫
さ
ま
ご
っ
こ
』
を
し
て
い
ま

し
た
。
で
も
、
小
学
校
の
終
わ
り
頃
か
ら
だ
ん
だ
ん

お
姫
さ
ま
に
は
な
れ
な
い
と
わ
か
り
、
た
だ
お
嫁
さ

ん
に
な
っ
て
家
庭
に
入
る
よ
り
は
、
何
か
仕
事
が
で

き
た
ほ
う
が
い
い
の
か
な
と
ぼ
ん
や
り
考
え
始
め
た

の
で
す
。
将
来
の
夢
を
聞
か
れ
て
も
、
ど
ん
な
仕
事

が
あ
る
か
わ
か
ら
ず
、
母
に
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
ス

チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
は
ど
う
か
と
言
わ
れ
て
も
関
心
が
な

い
。
勉
強
も
あ
ま
り
好
き
で
は
な
く
、
こ
れ
と
い
っ

て
自
信
を
も
て
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ん
で
す
」

　
進
学
し
た
私
立
の
女
子
校
で
は
引
っ
込
み
思
案
な

性
格
ゆ
え
友
だ
ち
の
輪
に
入
り
込
め
ず
、
休
み
時
間

も
小
説
を
読
ん
で
過
ご
し
た
。
そ
ん
な
思
春
期
を

送
っ
た
自
分
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
の
は
、

父
の
存
在
か
も
し
れ
な
い
と
振
り
返
る
。

　
父
親
は
名
古
屋
大
学
で
超
伝
導
を
研
究
す
る
物
理

学
者
で
あ
っ
た
。
実
直
そ
の
も
の
で
人
付
き
合
い
は

得
意
で
な
い
父
に
「
似
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
育
ち
、

い
つ
し
か
自
分
も
同
じ
道
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
理
科
系
は
苦
手
で
あ
き
ら
め
、
法
学
部
へ

名古屋大学の｢韓国法｣のゼミ生が早稲田大学大学院への入学が
決まり、みなで味噌おでんを囲みながら祝杯を交わした



83 82

國分典子

名古屋大学で受け持つ韓国
法の特殊講義。司法権を担
う法院と違憲審査を行う憲
法裁判所について講義した。
韓国や中国などアジアから
の留学生も聴講する。
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「
彼
ら
の
中
に
は
法
律
を
勉
強
し
て
い
る
人
も
い
て
、
日
本
の
法
律
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
る
。
一
緒
に
話
し
て
い

る
う
ち
に
、自
分
は
日
韓
の
歴
史
な
ど
も
あ
ま
り
に
知
ら
な
さ
す
ぎ
る
こ
と
を
痛
感
し
、韓
国
へ
と
目
が
開
か
れ
て
い
っ

た
の
で
す
」

　
違
和
感
を
持
ち
な
が
ら
、
西
洋
社
会
や
法
律
だ
け
を
研
究
対
象
と
し
て
見
て
い
て
い
い
の
か
。
留
学
中
に
は
そ
ん
な

疑
問
も
膨
ら
み
、
東
ア
ジ
ア
の
中
で
も
特
に
韓
国
法
を
勉
強
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

足
元
の
日
本
と
韓
国
の
法
律
を
研
究
テ
ー
マ
に

　
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
後
、
國
分
は
愛
知
県
立
女
子
短
期
大
学
の
講
師
と
し
て
就
職
。
96
年
に
は
韓
国
国
際
交
流
財
団
の

助
成
を
受
け
て
韓
国
へ
半
年
間
留
学
し
、
本
格
的
に
韓
国
語
を
学
ん
だ
。
そ
こ
で
韓
国
が
近
代
化
を
進
め
た
開
化
期
に

お
け
る
憲
法
思
想
の
研
究
に
取
り
組
む
。
國
分
の
論
文
は
日
韓
の
法
学
者
の
目
に
と
ま
り
、
研
究
者
同
士
の
つ
な
が
り

が
で
き
た
。

　
そ
の
頃
、
北
海
道
大
学
で
日
韓
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
國
分
を
招
い
た
の
が
、
現
・

福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部
教
授
の
岡
克
彦
だ
。
岡
は
國
分
と
の
出
会
い
を
こ
う
語
る
。

「
物
腰
が
柔
ら
か
で
ス
マ
ー
ト
な
人
。
韓
国
を
研
究
す
る
学
者
は
ど
っ
ぷ
り
地
域
へ
入
る
タ
イ
プ
が
多
い
な
か
で
、
新

し
い
研
究
者
の
誕
生
と
い
う
印
象
で
し
た
。
國
分
さ
ん
は
ド
イ
ツ
法
の
研
究
か
ら
入
り
、
韓
国
も
ド
イ
ツ
法
を
ベ
ー
ス

に
し
て
い
る
の
で
、
韓
国
法
を
知
る
上
で
重
要
な
ツ
ー
ル
に
な
る
の
で
す
」

　
日
本
国
内
で
も
韓
国
法
の
研
究
者
は
少
な
か
っ
た
が
、
ア
ジ
ア
法
学
会
な
ど
に
参
加
す
る
中
で
少
し
ず
つ
交
流
も
広

が
っ
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
國
分
や
岡
た
ち
が
発
足
さ
せ
た
の
が
「
韓
・
朝
鮮
半
島
と
法
研
究
会
」。
韓
国
と
朝
鮮
関

進
も
う
と
考
え
る
。
法
学
部
な
ら
ば
弁
護
士
の
道
も
あ
り
、「
き
っ
と
カ
ッ
コ
い
い
」
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

　
慶
應
義
塾
大
学
の
法
学
部
へ
進
む
と
、
共
学
の
伸
び
や
か
な
気
風
は
肌
に
合
っ
て
い
た
。
法
律
を
学
ぶ
な
か
で
、
ゼ

ミ
の
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
の
が
憲
法
。
法
学
で
は
基
本
と
な
る
科
目
で
、
人
間
や
社
会
の
根
本
的
な
在
り
方
を
考
え
る
学

問
と
し
て
関
心
が
あ
っ
た
。

　
履
修
し
た
ゼ
ミ
で
は
ド
イ
ツ
語
の
憲
法
の
教
科
書
を
読
ま
さ
れ
、
そ
の
後
の
研
究
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
大
学
院
で

博
士
課
程
を
修
了
す
る
と
、「
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
財
団
」
か
ら
奨
学
金
を
得
て
、
ド
イ
ツ
へ
留
学
。
南
部
バ
イ
エ
ル
ン
地

方
に
あ
る
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン･

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
大
学
で
博
士
号
の
取
得
を
目
指
し
た
。

「
私
は
憲
法
が
で
き
あ
が
る
過
程
で
出
て
く
る
い
ろ
ん
な
概
念
や
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
の
変へ

ん

遷せ
ん

に
興
味
が
あ
り
ま
し

た
。
日
本
の
明
治
憲
法
は
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
の
影
響
が
強
い
と
い
わ
れ
、
ド
イ
ツ
で
憲
法
思
想
史
を
勉
強
し
た
い

と
思
っ
た
の
で
す
」

　
当
時
、
國
分
は
慶
應
大
の
専
任
教
員
だ
っ
た
政
治
学
者
と
結
婚
し
て
間
も
な
い
頃
。
研
究
へ
の
理
解
あ
る
夫
に
背
を

押
さ
れ
、
単
身
で
ド
イ
ツ
へ
渡
っ
て
4
年
間
学
ん
だ
が
、
そ
の
な
か
で
自
身
の
研
究
テ
ー
マ
に
対
す
る
疑
問
が
生
じ
て

い
っ
た
。

　
西
洋
社
会
に
ふ
れ
る
刺
激
は
あ
っ
た
が
、
や
が
て
ド
イ
ツ
人
の
旺
盛
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
な
じ
め
ず
、
溶
け
込
め
な

い
自
分
を
感
じ
て
い
く
。
こ
と
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ア
ジ
ア
人
へ
の
偏
見
も
体
験
し
た
。

　
一
方
、
同
じ
奨
学
生
の
中
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
韓
国
か
ら
の
留
学
生
だ
。
大
学
へ
入
る
前
、
ア
ジ
ア
か
ら
来
た
奨

学
生
た
ち
は
ド
イ
ツ
語
学
校
で
語
学
の
訓
練
を
受
け
、
國
分
は
初
め
て
韓
国
人
と
話
す
機
会
を
得
た
。
ち
ょ
う
ど
韓
国

で
は
１
９
８
７
年
の
民
主
化
以
後
初
の
大
統
領
選
挙
が
あ
り
、
88
年
の
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
沸わ

い
た
時
期
で
あ

る
。
彼
ら
は
「
日
本
の
こ
と
は
好
き
で
は
な
い
」
と
言
い
つ
つ
も
、
日
本
人
留
学
生
と
親
し
く
付
き
合
っ
て
く
れ
た
。
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｢韓・朝鮮半島と法研究会｣の懇親会が東京・新大久保の
韓国料理店で開かれ、筑波大学大学院の学生らと語らう。

韓国と北朝鮮関係の法律を研究する学者が年2回集う研究
会では、民法、行政法など多面的な視点から学び合う。
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係
の
法
律
を
研
究
す
る
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
目
的
だ
っ
た
。
代
表
を
つ
と
め
る
創
価
大
学
法
科
大
学
院
長
の

尹イ
ン

龍リ
ュ
ウ

澤タ
ク

は
そ
の
趣
旨
に
大
い
に
賛
同
し
た
と
い
う
。

「
経
済
な
ど
は
ひ
と
り
で
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
手
が
け
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
法
学
界
は
憲
法
、
行
政
法
、
民
法
な
ど

一
つ
一
つ
の
分
野
が
独
立
し
て
い
る
縦
割
り
の
世
界
。そ
れ
ぞ
れ
精
通
す
る
人
間
が
集
ま
れ
ば
、全
体
像
を
つ
か
む
き
っ

か
け
に
な
り
、
多
面
的
な
角
度
か
ら
捉
え
ら
れ
る
の
で
理
解
が
深
ま
り
ま
す
ね
」

　
最
初
は
６
人
で
発
足
し
、
現
在
は
30
人
ほ
ど
名
を
連
ね
る
。
民
法
で
日
韓
の
研
究
を
す
る
専
修
大
学
法
学
部
教
授
の

中な
か

川が
わ

敏と
し

宏ひ
ろ

は
「
憲
法
学
の
世
界
で
日
韓
の
比
較
を
す
る
の
は
國
分
さ
ん
が
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
的
存
在
。
研
究
者
同
士
の
つ

な
が
り
は
心
の
支
え
に
な
り
、
情
報
交
換
も
で
き
る
。
日
韓
を
比
較
す
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
役
に
立
つ
か
は
未
知
数
で

も
、
だ
か
ら
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
で
き
る
」
と
期
待
を
寄
せ
る
。

　
日
本
の
憲
法
研
究
者
も
次
第
に
韓
国
へ
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
日
韓
交
流
の
声
が
あ
が
る
。
そ
の
一
つ
の
端
緒

と
な
っ
た
の
が
、
２
０
０
８
年
に
韓
国
憲
法
60
周
年
を
記
念
し
て
韓
国
国
会
で
開
か
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
だ
。
日
中
韓

を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
学
者
が
集
い
、
こ
れ
を
機
に
日
韓
の
学
者
の
間
で
よ
り
深
い
共
同
研
究
を
し
た
い
と
い

う
気
運
が
芽
生
え
た
。

　

２
０
１
０
年
に
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
日
韓
の
憲
法
学
者
が
中
心
と
な
っ
て
、「
日
韓
比
較
憲
法
研
究
会
」

を
設
立
。
翌
年
、
韓
国
・
大テ

邱グ

市
で
日
韓
憲
法
論
の
比
較
検
討
を
行
う
共
同
研
究
会
が
開
か
れ
た
。
さ
ら
に
國
分
ら
は

日
本
で
の
開
催
を
目
指
し
て
、
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
助
成
金
を
申
請
し
、
そ
の
成
果
を
共
著
に
よ
る
著
書
と

し
て
刊
行
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
た
。

　
２
０
１
２
年
８
月
、
韓
国
か
ら
学
者
を
招
い
て
、
静
岡
の
伊
東
で
2
泊
3
日
の
共
同
研
究
会
を
行
っ
た
。「
表
現
の

自
由
」｢

社
会
権｣

な
ど
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
日
韓
の
学
者
が
発
表
し
、
参
加
者
と
じ
っ
く
り
論
じ
合
う
。
こ
の

2012 年に伊東で開催した 
｢日韓比較憲法研究会｣の
共同研究会。のどかな温泉
地で和気藹々と親交も深ま
った。（写真提供　國分典子）

日韓の憲法学者による共
同研究の成果をまとめて、
2012年に１巻目を刊行
した。
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年
９
月
末
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
報
告
を
ま
と
め
た
『
日
韓
憲
法
学
の
対
話
』
の
１
巻
目
を
出
版
し
、
続
い
て
第
２

巻
の
執
筆
も
進
め
て
き
た
。

「
日
韓
の
交
流
は
盛
ん
に
な
っ
て
い
て
も
、
一
過
性
で
終
わ
る
こ
と
も
多
い
。
持
続
的
に
交
流
し
て
い
く
う
え
で
は
互

い
の
理
解
を
深
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
國
分
は
手
応
え
を
感
じ
て
い
た
。

　
今
後
は
日
本
在
住
の
若
手
研
究
者
や
日
本
で
韓
国
法
を
研
究
す
る
若
い
学
者
た
ち
に
発
表
の
場
を
提
供
し
、
新
た
な

人
材
育
成
に
も
尽
く
す
。
國
分
ら
が
年
２
回
開
く
「
韓
・
朝
鮮
半
島
と
法
研
究
会
」
に
は
、
か
つ
て
筑
波
大
学
大
学
院

で
教
え
て
い
た
学
生
や
教
え
子
た
ち
も
喜
ん
で
参
加
し
て
く
れ
る
。
今
で
は
と
も
に
研け

ん

鑽さ
ん

す
る
頼
も
し
い
仲
間
で
も
あ

る
。

「
や
っ
ぱ
り
人
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
い
の
で
す
。
韓
国
の
人
は
私
た
ち
が
韓
国
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
だ
け

で
温
か
く
迎
え
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
、
私
も
頑
張
ろ
う
と
や
る
気
が
出
る
の
か
な
と
（
笑
）。

彼
ら
は
ガ
ッ
ツ
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
伝
わ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　
小
柄
で
華
奢
な
こ
の
人
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
國
分
に
聞
く
と
、
た
だ
困
っ

た
よ
う
に
ほ
ほ
笑
む
。
た
え
ず
輪
の
中
に
い
て
一
人
ひ
と
り
に
そ
そ
ぐ
優
し
い
ま
な
ざ
し
に
、
と
も
に
歩
む
同
志
た
ち

も
惹
か
れ
る
の
だ
ろ
う
。�

　
（
文
中
敬
称
略
）

父親も研究生活を送った
名古屋大学へ着任して1
年。熱心に学ぶ学生たち
に刺激を受け、「私も癒
されてます」とほほ笑む。
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樋口直人
在
日
コ
リ
ア
ン
の
地
位
の
変
遷
と
日
本
人
の
排
外
主
義
を
調
査

樋
口
直
人

徳
島
大
学
総
合
科
学
部
准
教
授

文
＝
西
所
正
道

多
文
化
共
生
は
掛
け
声
だ
け
な
の
か
？

民
族
差
別
を
標
榜
す
る「
在
特
会
」が

一
定
の
支
持
を
得
る
昨
今
の
世
相
に

心
を
痛
め
て
い
る
人
は
多
い
。

排
外
主
義
の
克
服
は
、在
日
コ
リ
ア
ン
の

実
像
を
知
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
―
―
。

樋
口
直
人
は
大
学
で
教
鞭
を
と
る
傍
ら

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
て
い
る
。

写
真
＝
渡
辺 

誠
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ひぐち・なおと◎1969年生まれ。1994年、一橋大学社会学部卒
業、99年、同大学大学院社会学研究科博士課程を中退し、同年
徳島大学総合科学部講師となり、2005年助教授（現准教授）に。
著書に『日本のエスニック・ビジネス』（編著）、『日本型排外
主義　在特会・外国人参政権・東アジア地政学』などがある。

「
在
特
会
」
活
動
家
の
歪
ん
だ
心
象
風
景

　
新
宿
・
新
大
久
保
界
隈
を
撮
影
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、
樋ひ

口ぐ
ち

直な
お

人と(

徳
島
大
学
総
合
科
学
部
准
教
授)

は
大
久

保
公
園
を
指
さ
し
な
が
ら
言
っ
た
。

「
在
特
会
の
人
た
ち
は
、
近
く
の
柏
木
公
園
を
起
点
に
し
て
、
周
辺
を
練
り
歩
い
て
、
ま
た
あ
の
公
園
に
戻
っ
て
解
散

す
る
ん
で
す
。
途
中
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
人
が
営
ん
で
い
る
店
に
、
嫌
が
ら
せ
を
言
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
ね
」

　

在
特
会
と
は
「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
」
の
略
称
で
、
過
激
な
プ
ラ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
デ
モ
を
す
る

２
０
０
７
年
に
設
立
さ
れ
た
団
体
だ
。
同
会
に
よ
れ
ば
、
会
員
数
は
１
５
３
５
５
人
（
２
０
１
５
年
２
月
２
日
現
在
） 

。

　
樋
口
は
、
活
動
家
た
ち
が
デ
モ
に
参
加
し
た
経
緯
や
動
機
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
傾
向
、
外
国
人
と
の
接
点
、
選
挙
で
の

投
票
傾
向
、
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
面
接
調
査
し
た
。

「
２
０
１
２
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ネ
ッ
ト
と
愛
国
』
が
、
講
談
社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
取
る
な
ど
、
話
題
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
著
者
の
安
田
浩
一
さ
ん
は
か
な
り
取
材
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
彼
の
発
言
や
本
の
中
身
に
疑
問
を
抱

く
部
分
が
あ
っ
た
の
で
す
」

　
た
と
え
ば
安
田
は
、「
取
材
し
た
半
分
以
上
の
人
が
日
韓
Ｗ
杯
を
き
っ
か
け
に
韓
国
が
嫌
い
に
な
っ
た
」（「
週
刊
朝
日
」

２
０
１
３
年
45
号
の
座
談
会
で
）
と
発
言
し
て
い
た
の
で
、「
何
人
中
何
人
が
そ
う
答
え
て
い
る
の
か
？
」
と
尋
ね
て

も
根
拠
を
明
示
し
な
か
っ
た
。
感
覚
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
ま
た
著
書
で
は
、「
僕
が
会
っ
た
在
特
会
員
の
ほ
と
ん
ど
が
非
正
規
の
労
働
者
で
、
経
済
生
活
の
不
安
定
な
人
が
多
」

く
、
精
神
的
に
も
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
「
し
ん
ど
そ
う
な
人
々
」
と
表
現
、
非
正
規
雇
用
だ
か
ら
排
外
主
義
に
な
っ
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た
か
の
よ
う
な
表
現
も
気
に
な
っ
た
。
非
正
規
雇
用
が
な
く
な
れ
ば
排
外
主
義
が
収
ま
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
樋
口
は
活
動
家
に
取
材
す
る
た
め
、
同
会
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。
が
、
取
材
は
難
航
し
た
。
と
い
う
の
も
、
在
特
会

内
部
が
組
織
的
に
不
安
定
な
時
期
で
あ
り
、
在
特
会
と
安
田
と
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、
同
時
に
取
材
制
限
を
か
け

て
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
悪
い
と
き
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
粘
っ
た
末
、
34
人
の
活
動
家
に
話
が
聞
け
た
。

　
そ
の
結
果
、
安
田
の
言
う
よ
う
な
「
し
ん
ど
そ
う
な
人
々
」
は
多
数
派
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
が
在
特
会
に

引
き
つ
け
ら
れ
る
理
由
は
他
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
樋
口
の
近
著
『
日
本
型
排
外
主
義　
在
特
会
・
外
国
人
参
政
権
・
東
ア
ジ
ア
地
政
学
』（
名
古
屋

大
学
出
版
会
）
に
譲
る
と
し
て
、
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
と
お
り
だ
。

　
彼
ら
の
基
本
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
保
守
的
な
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
人
が
、
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ

ン
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
在
特
会
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

　
彼
ら
が
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
い
た
の
は
、
何
も
政
治
的
な
問
題
や
韓
国
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
株
式
に
関

す
る
サ
イ
ト
を
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
す
る
う
ち
に
、
在
特
会
の
ペ
ー
ジ
に
行
き
つ
く
の
だ
。
在
特
会
を
率
い
た
桜さ

く
ら

井い

誠ま
こ
と

（
会
長
は
14
年
11
月
退
任
）
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
秀ひ

い

で
た
人
物
で
、
ネ
ッ
ト
環
境
に
い
る
人
た
ち
を
引
き
込

ん
で
い
く
。
こ
の
現
象
を
樋
口
は
、〝
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
に
張
ら
れ
た
蜘く

蛛も

の
巣
に
引
っ
か
か
る
蝶
〟
と
表
現
す
る
。

　
こ
れ
が
在
特
会
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
典
型
的
な
経
緯
だ
。

　
私
は
直
感
的
に
、
樋
口
が
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
き
た
在
日
コ
リ
ア
ン
の
実
態
を
調
べ
た
研
究
成
果
を
、
活
動
家
が

知
れ
ば
、
デ
モ
を
考
え
直
す
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
そ
れ
を
樋
口
に
持
ち
か
け
る
と
首
を
捻
っ
た
。

「
あ
の
人
た
ち
の
認
識
が
変
わ
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
で
す
ね
。
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
憎
悪
が
先
で
、
理
由
は

後
か
ら
適
当
に
つ
け
る
わ
け
で
す
か
ら
」

大学４年生から修士時代の
2年ほど、都立大久保病院
の建物内にあった東京都救
急通訳センターの休日事務
局でアルバイトしていた。
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た
だ
、
話
し
て
い
る
う
ち
に
希
望
の
あ
る
見
方
も
口
に
し
た
。

「
た
と
え
ば
在
日
コ
リ
ア
ン
の
失
業
率
は
な
ぜ
高
い
の
か
、
就
職
差
別
な
の
か
…
…
。
そ
う
し
た
実
態
を
社
会
一
般
の

人
に
し
っ
か
り
と
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
一
つ
の
問
題
解
決
の
手
段
に
な
り
得
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　
つ
ま
り
、
一
般
の
人
に
働
き
か
け
て
多
数
派
に
し
て
い
け
ば
、
在
特
会
に
代
表
さ
れ
る
排
外
主
義
を
食
い
止
め
る
ブ

レ
ー
キ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

在
日
コ
リ
ア
ン
の
社
会
的
地
位
の
変
遷
を
調
査

　
以
下
に
示
す
在
日
コ
リ
ア
ン
の
実
態
調
査
は
、
樋
口
が
㈶
韓
哲
文
化
財
団
（
当
時
）
の
助
成
を
受
け
て
行
わ
れ
た
。

　
樋
口
が
調
べ
た
の
は
、「
在
日
コ
リ
ア
ン
の
社
会
経
済
的
地
位
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
は
自
営
業
に

強
い
集
団
と
い
う
見
方
が
あ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
就
職
差
別
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
集
団
と
い
う
見
方
も
さ
れ
る
。
両
者
の

見
方
は
と
も
に
妥
当
性
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
デ
ー
タ
が
そ
ろ
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
議
論
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ

た
。
樋
口
は
25
年
と
い
う
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
ど
ん
な
変
化
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
調
べ
た
。

　
こ
う
し
た
国
籍
別
の
デ
ー
タ
は
、
一
般
に
は
な
い
。
国
勢
調
査
の
元
デ
ー
タ
を
総
務
省
の
外
郭
団
体
に
依
頼
し
、
研

究
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
デ
ー
タ
を
抽
出
し
て
も
ら
う
の
だ
。
こ
れ
を
「
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
集
計
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
費
用

に
助
成
金
の
全
額
が
使
用
さ
れ
た
。

　
ま
ず
１
９
８
０
年
代
前
半
ま
で
の
傾
向
で
特
徴
的
な
の
は
、
起
業
し
て
い
る
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
。
学
歴
や
、

有
名
大
学
な
ど
の
〝
学
校
歴
〟
の
高
い
人
の
ほ
う
が
、
そ
の
後
大
き
な
会
社
の
社
長
に
納
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

「
裸
一
貫
で
、
学
歴
に
関
係
な
く
、
一
か
ら
会
社
を
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
言
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
し
た

（財）韓哲文化財団の助成金を使ってオーダーメイド集計したデータ
をもとに書いた論文の一つ。実質的に執筆したのは樋口。
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う
の
で
す
が
、
Ｉ
Ｔ
業
界
に
進
出
し
て
い
る
の
は
、
中
国
人
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
で
す
ね
」

　
調
査
で
み
え
て
き
た
問
題
の
一
つ
に
失
業
が
あ
る
。
40
～
50
代
を
中
心
に
、
仕
事
の
機
会
さ
え
得
ら
れ
ず
、
就
職
で

き
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
こ
こ
20
年
近
く
で
、
団
塊
世
代
の
自
営
業
者
が
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
失
業
状
態

に
陥
っ
て
い
る
人
も
含
ま
れ
る
。
樋
口
に
よ
れ
ば
、
学
歴
が
低
い
ほ
ど
失
業
率
が
高
く
、
特
徴
的
な
の
は
、
ど
の
学
歴

で
あ
っ
て
も
、
日
本
人
よ
り
１・５
倍
ほ
ど
失
業
し
や
す
い
と
い
う
。

「
こ
れ
は
学
歴
で
は
な
く
、
就
職
差
別
の
せ
い
だ
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
就
職
差
別
は
減
少
し
て
い
る
と

は
い
え
、
こ
の
世
代
の
再
就
職
に
関
し
て
は
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
年
々
改
善
さ
れ
て
い
る
と
思
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
80
年
代
以
降
の
デ
ー
タ
を
見
て
も
、
失
業
率
の
格
差
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
」

　
失
業
し
た
人
た
ち
の
一
部
は
、
焼
肉
業
な
ど
に
吸
収
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
樋
口
は
推
測
す
る
が
、
実
態
は
わ
か

ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
今
後
の
テ
ー
マ
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
調
査
で
は
、
65
歳
以
上
の
失
業
率
が
高
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
な
ら
ば
定
年
す
る
年
齢
な

の
だ
が
、
在
日
コ
リ
ア
ン
た
ち
は
生
活
の
た
め
に
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環
境
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
の
厳
し
さ
の
背
景
に
は
年
金
の
問
題
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
厚
生
年
金
は
規
模
の
大
小
を
問
わ
ず
、
法
人
事

業
所
の
社
員
で
あ
れ
ば
加
入
で
き
る
が
、
個
人
事
業
主
や
個
人
は
82
年
ま
で
、
国
民
年
金
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
82
年
時
点
で
36
歳
以
上
だ
っ
た
人
は
、
年
金
受
給
に
必
要
な
25
年
の
掛
け
金
期
間
を
満
た
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
年

金
制
度
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
人
た
ち
は
今
68
歳
以
上
に
な
っ
て
い
る
。

　
無
年
金
の
人
に
は
、
高
齢
者
福
祉
給
付
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
自
治
体
に
よ
っ
て
制
度
の
有
無
は

あ
る
が
、
支
給
額
は
月
額
５
０
０
０
円
か
ら
最
高
３
万
円
ぐ
ら
い
ま
で
差
が
あ
る
。

「
こ
の
趣
旨
は
国
民
年
金
に
お
け
る
、
税
拠
出
分
の
補ほ

塡て
ん

と
い
う
意
味
あ
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
税
金
は

が
、
調
べ
て
み
る
と
、
役
員
に
な
っ
て
い
る
人
は
圧
倒
的
に
大
卒
者
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
」

　
興
味
深
い
の
は
、
会
社
の
規
模
を
拡
大
す
る
過
程
で
在
日
コ
リ
ア
ン
を
雇
い
、
ビ
ジ
ネ
ス
情
報
も
ま
た
民
族
系
の
企

業
を
通
じ
て
広
が
り
共
有
さ
れ
て
い
く
点
だ
。
そ
う
し
て
民
族
系
の
企
業
が
底
上
げ
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

　
70
年
代
ま
で
は
就
職
差
別
が
現
実
に
あ
っ
た
た
め
、
一
般
企
業
に
就
職
し
て
働
く
よ
り
、
自
営
業
、
ま
た
少
数
で
は

あ
る
が
、
医
師
や
薬
剤
師
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
と
い
っ
た
専
門
職
を
選
択
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
１
９
８
０
年
代
後
半
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
特
徴
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
自
営
業
を
選
択
す
る
人
が
減
り
、

か
わ
っ
て
一
般
企
業
に
就
職
す
る
人
が
増
え
た
こ
と
で
あ
る
。
背
景
に
は
就
職
差
別
の
減
少
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
在
日
三
大
職
種
に
も
こ
の
時
期
、
異
変
が
生
じ
て
い
る
。
三
大
職
種
と
は
、
金
属
リ
サ
イ
ク
ル
、
遊
技
場
（
パ
チ
ン

コ
な
ど
）、
焼
肉
店
で
あ
る
。
以
前
は
金
属
リ
サ
イ
ク
ル
が
目
立
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
２
位
が
遊
技
場
、

ト
ッ
プ
は
焼
肉
店
で
、
在
日
全
体
の
２
割
が
就
労
し
て
い
る
。
食
品
加
工
の
大
部
分
を
占
め
る
焼
肉
店
隆
盛
の
背
景
に

は
、
80
年
代
に
出
現
し
た
無
煙
ロ
ー
ス
タ
ー
が
あ
る
。

　
自
営
業
で
は
な
い
人
は
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
だ
け
で
な
く
不
安
定
な
〝
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
〟
に
も
な
っ
て
い
る
。
彼
ら

の
置
か
れ
た
状
況
も
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
調
査
で
わ
か
っ
た
。

「
か
つ
て
は
民
族
系
企
業
の
中
で
、
雇
用
者
と
被
雇
用
者
と
い
う
雇
用
関
係
が
完
結
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
時
期
に

な
る
と
、
民
族
系
企
業
の
中
で
助
け
合
う
と
い
う
関
係
も
希
薄
に
な
り
、
結
果
、
一
般
企
業
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
と
な
る

ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
民
族
経
済
の
基
盤
が
弱
く
な
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
ま
す
」

　
在
日
コ
リ
ア
ン
の
代
表
的
成
功
者
の
一
人
に
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
の
孫そ

ん

正ま
さ

義よ
し

が
い
る
が
、
樋
口
が
意
外
だ
と
思
っ
た
の

は
、
彼
は
い
わ
ば
例
外
で
、
Ｉ
Ｔ
業
界
に
進
出
す
る
在
日
が
多
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
勝
ち
上
が
っ
て
い
く
一
つ
の
戦
略
と
し
て
は
、
新
し
い
産
業
を
狙
う
と
こ
ろ
に
王
道
が
あ
る
と
思
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以前はホテルや韓国系料理店ぐら
いしかなかった通りに、今は韓流
系のお店が建ち並ぶ。「変わりまし
たよね、新大久保」と感慨深そう。
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払
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
分
だ
け
は
支
給
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。
無
年
金
の
人
は
少
な
い
の
で
、
支
給
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
治
体
の
財
政
に
響
く
わ
け
で
は
な
い
。
在
特
会
の
桜
井
な
ど
は
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

か
知
ら
な
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、〝
老
後
に
金
が
困
る
こ
と
ぐ
ら
い
、
在
日
コ
リ
ア
ン
は
最
初
か
ら
わ
か
っ
て
い

た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
貯
金
し
な
い
の
か
〟
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
自
治
体
の
窓
口
に
行
っ

て
、〝
支
給
を
や
め
さ
せ
ろ
〟
と
言
う
」

排
外
主
義
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
に

　
樋
口
が
在
特
会
活
動
家
ら
を
取
材
し
た
研
究
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
よ
い
。
そ
れ
は
学
生
時
代
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
志
望
だ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
高
校
時
代
は
理
系
で
、
離
島
に
住
ん
で
調
査

で
き
る
仕
事
を
し
た
く
て
気
象
大
学
校
に
入
学
。
し
か
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
芽
生
え
、

半
年
後
に
退
学
す
る
。

　
い
ざ
一
橋
大
学
に
入
学
す
る
と
、
今
度
は
本
を
読
み
研
究
す
る
面
白
さ
に
目
覚
め
、
研
究
職
を
志
す
こ
と
に
な
る
。

在
特
会
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
本
人
曰
く
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
と
い
う
地
金
が
出
た
も
の
だ
」。

　
在
日
外
国
人
の
調
査
研
究
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

　
博
士
課
程
の
１
９
９
６
年
、日
本
へ
の
出
稼
ぎ
外
国
人
の
調
査
の
た
め
に
担
当
教
官
に
駆
り
出
さ
れ
た
の
だ
。向
か
っ

た
の
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ペ
ル
ー
、
ボ
リ
ビ
ア
と
い
っ
た
南
米
諸
国
。
母
国
に
帰
っ
た
出
稼
ぎ
者
た
ち
を

訪
ね
歩
き
、
日
本
で
ど
う
い
う
経
験
を
し
た
か
を
聞
き
取
り
調
査
し
た
の
で
あ
る
。

「
こ
の
調
査
も
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
の
中
に
は
、
移
民
に
対
す
る
シ
ン
パ
シ
ー
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
移
民
に
排
外
的
な
こ
と
を
言
う
人
は
、
私
の
敵
に
な
る
。
私
は
、
排
外
主
義
を
予
防
す
る
た
め
の
方
策
は
な

い
の
か
、
排
外
主
義
の
流
れ
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
止
め
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
を
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
す
」

　
樋
口
に
よ
れ
ば
、
90
年
代
は
外
国
人
の
権
利
が
広
が
っ
て
い
っ
た
時
期
だ
っ
た
と
い
う
。
神
奈
川
県
川
崎
市
で
は
職

員
採
用
に
関
し
て
国
籍
条
項
が
は
ず
さ
れ
た
り
、
地
方
レ
ベ
ル
で
も
同
様
の
政
策
が
整
備
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
流
れ
を
逆
回
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
が
現
れ
た
。

　
石
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
（
当
時
）
で
あ
る
。
石
原
は
知
事
就
任
か
ら
２
年
後
に
、
外
国
人
に
関
わ
る
諸
問
題
に
つ

い
て
都
知
事
に
意
見
、
提
案
、
要
望
な
ど
を
述
べ
る
場
に
な
っ
て
い
た
外
国
人
都
民
会
議
を
廃
止
し
、〝
三さ

ん

国ご
く

人じ
ん

発
言
〟

な
ど
で
物
議
を
醸か

も

し
た
。見
過
ご
せ
な
い
動
き
だ
と
、樋
口
は
研
究
者
な
ど
と
一
緒
に
抗
議
声
明
を
出
し
た
。そ
の
い
っ

ぽ
う
で
、
な
ぜ
石
原
発
言
を
都
民
は
許
す
の
か
が
気
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
有
権
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
敢
行
し
た
。

「
そ
の
結
果
わ
か
っ
た
の
は
、
石
原
を
支
持
す
る
く
ら
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
傾
向
を
持
つ
都
民
が
多
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
ノ
ー
マ
ル
に
日
本
の
国
は
大
事
だ
し
、
中
国
を
〝
支
那
〟
と
呼
ぶ
こ
と
に
対
し
て
違
和
感
も
な
い
。
そ
う
い
う

人
た
ち
が
石
原
を
積
極
的
に
支
持
し
投
票
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
て
き
ま
し
た
」

　
そ
の
後
、
２
０
０
９
年
か
ら
１
年
間
、
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
す
る
の
だ
が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
発
つ
１
週
間
前
、
４
月
11
日
、

在
特
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
埼
玉
県
蕨わ

ら
び

市
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
一
家
の
住
む
地
域
で
デ
モ
を
開
始
し
た
。「
犯
罪
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
一
家
を
日
本
か
ら
叩
き
出
せ
」
な
ど
と
。

　
樋
口
は
、
そ
の
後
の
動
き
を
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
注
視
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
に
起
こ
っ
た
京

都
朝
鮮
学
校
襲
撃
事
件
に
関
わ
っ
た
４
人
が
、
翌
年
８
月
に
起
訴
さ
れ
て
有
罪
判
決
を
受
け
る
。
民
事
訴
訟
で
も
、

１
２
２
０
万
円
の
賠
償
と
近
隣
（
半
径
２
０
０
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
デ
モ
禁
止
の
判
決
が
、
14
年
12
月
、
最
高
裁
で

確
定
し
た
。
樋
口
は
こ
の
判
決
に
つ
い
て
こ
う
言
う
。
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「
高
額
の
賠
償
と
デ
モ
禁
止
に
よ
る
抑
止
効
果
を
、
現
行
法
で
最
大
限
追
求
し
た
も
の
で
評
価
で
き
ま
す
。
米
国
で
も
、

差
別
主
義
団
体
に
よ
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
（
憎
悪
犯
罪
）
に
対
し
て
高
額
の
賠
償
判
決
が
下
さ
れ
た
結
果
、
解
散
に
追

い
込
ま
れ
た
団
体
も
あ
り
、
司
法
判
断
が
一
定
の
効
果
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
判
決
が
在

特
会
の
活
動
を
弱
め
る
効
果
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、デ
マ
を
含
め
て
外
国
人
を
攻
撃
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ（
差

別
的
憎
悪
表
現
）
は
、
在
特
会
だ
け
で
な
く
政
治
の
場
で
も
広
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
野
放
し
に
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
そ
の
も
の
の
法
的
規
制
を
し
な
い
限
り
、
そ
の
拡
大
に
歯
止
め
を
か
け
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
す
」

　
樋
口
は
、
在
特
会
の
よ
う
な
活
動
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
他
の
方
法
も
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
。

樋
口
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
し
て
日
本
政
府
が
と
っ
た
政
策
の
変
遷
を
調
べ
て
い
て
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
日
本
政
府
が
自
発
的
に
、在
日
に
対
し
て
行
っ
た
政
策
は
何
一
つ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。〝
韓
国
の
要
求
〟
と
い
っ

た
外
部
か
ら
の
圧
力
に
反
応
し
て
、〝
仕
方
な
い
な
〟
と
い
う
態
度
で
動
く

―
そ
う
い
う
態
度
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

象
徴
的
な
の
が
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
地
位
に
関
し
て
、
日
本
政
府
は
審
議
会
を
つ
く
っ
て
議
論
し
た
こ
と
は
一
度
た
り

と
も
な
い
と
い
う
こ
と
。
同
和
や
ア
イ
ヌ
に
は
つ
く
っ
て
い
る
の
に
、
あ
る
い
は
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
に
対
し
て
は

２
０
０
５
年
に
多
文
化
共
生
に
関
す
る
審
議
会
を
つ
く
っ
た
の
に
、
で
す
。
こ
う
い
う
態
度
が
排
外
主
義
を
呼
び
込
ん

だ
の
で
は
な
い
か
。
在
特
会
の
主
張
を
結
果
的
に
裏
書
き
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い

ま
す
」

　
日
本
政
府
が
何
を
な
す
べ
き
か
は
自
明
で
あ
る
。

　
樋
口
の
研
究
し
た
デ
ー
タ
解
析
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
政
策
を
議
論
す
る
上
で
貴
重
な
資
料
に
な
る
は
ず
だ
。

 

（
文
中
敬
称
略
）

出稼ぎ調査のために今も
年２回は南米に飛ぶ。こ
れまでアルゼンチン9回、
ペルーも８回、ブラジル
3回、ボリビアに２回
行った。
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あ
の
日
、東
北
に
い
た

在
日
コ
リ
ア
ン
の
、声
な
き
声
を
聴
く

文
＝
千
葉 

望

そ
れ
ぞ
れ
が
国
を
離
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
個
人
史
を
背
負
っ
て

東
北
で
暮
ら
し
て
い
た
。

そ
こ
で
遭
遇
し
た
東
日
本
大
震
災
。

次
の
大
災
害
に
備
え
る
た
め
に
、

今
こ
そ
彼
ら
の
声
を
記
録
し
た
い
。

写
真
＝
渡
辺 

誠
赤
坂
憲
雄

「
東
日
本
大
震
災 
在
日
コ
リ
ア
ン
被
災
体
験
聞
き
書
き
調
査
」代
表
／

学
習
院
大
学
文
学
部
教
授
／
福
島
県
立
博
物
館
館
長



111 110

赤坂憲雄

あかさか・のりお◎1953年生まれ。学習院大学教授。民俗学者。東北
芸術工科大学助教授時代に東北文化研究センター設立後、1999年『東
北学』を創刊。著書に『境界の発生』『岡本太郎の見た日本』『3・11
から考える「この国のかたち」: 東北学を再建する』など著書多数。

日
本
で
暮
ら
す
外
国
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
３
月
11
日

　
雨
が
し
と
ど
に
地
面
を
濡ぬ

ら
す
初
冬
の
あ
る
日
、「
被
災
体
験
聞
き
書
き
調
査
」
の
一
員
で
あ
る
東
北
学
院
大
学
教

授
の
郭カ

ク

基キ

煥フ
ァ
ン

と
、
仙
台
の
出
版
社
「
荒あ

ら

蝦え

夷み
し

」
の
代
表
・
土ひ

じ

方か
た

正ま
さ

志し

は
石い

し
の
ま
き巻

に
い
た
。
こ
の
日
は
石
巻
に
暮
ら
す
在
日

コ
リ
ア
ン
の
東
日
本
大
震
災
被
災
者
に
、
聞
き
書
き
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
人
は
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
で
日
本
人

男
性
と
結
婚
し
た
女
性
、
も
う
一
人
は
長
く
日
本
で
暮
ら
し
、
80
代
を
迎
え
た
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
の
男
性
で
あ
る
。

　
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
女
性
に
は
日
本
人
の
夫
も
付
き
添
っ
て
い
た
。
家
の
１
階
は
津
波
で
す
べ
て
や
ら
れ
て
し
ま
い
、

自
分
の
車
で
逃
げ
る
途
中
、
パ
チ
ン
コ
店
の
駐
車
場
の
２
階
へ
上
が
る
こ
と
が
で
き
て
助
か
っ
た
。
仕
事
中
の
夫
の
無

事
は
確
認
で
き
た
も
の
の
、
会
え
な
い
う
ち
に
い
っ
た
ん
韓
国
へ
戻
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
も
、

家
を
直
す
ま
で
は
バ
ラ
バ
ラ
の
生
活
が
続
い
た
と
い
う
。
今
は
よ
う
や
く
当
時
の
苦
労
を
明
る
く
振
り
返
る
だ
け
の
ゆ

と
り
が
で
き
た
。

　
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
の
男
性
は
仮
設
住
宅
で
一
人
暮
ら
し
。
聞
き
取
り
は
前
に
済
ま
せ
て
い
た
が
、
話
し
好
き
の
寂
し

が
り
屋
な
の
で
、
料
理
や
酒
を
調
達
し
て
お
し
ゃ
べ
り
の
た
め
だ
け
に
再
訪
し
た
。
男
性
は
大
喜
び
で
、
仮
設
住
宅
の

自
室
も
案
内
し
て
く
れ
た
。
だ
が
、
こ
う
し
て
訪
問
者
が
い
な
い
と
き
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
あ
る
。
石
巻
市
街
地
の
仮

設
住
宅
は
昼
間
働
き
に
出
る
若
い
世
代
が
多
く
、
入
居
者
同
士
の
交
流
は
決
し
て
多
く
な
い
と
い
う
。
そ
ん
な
男
性
と

丁
寧
に
接
す
る
郭
や
土
方
か
ら
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
ら
お
し
ま
い
で
は
な
く
、
腰
を
据す

え
て
被
災
者
と
長
く
つ
き

あ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
え
た
。

　
同
じ
在
日
コ
リ
ア
ン
と
は
い
え
、
出
自
も
経
歴
も
ま
っ
た
く
違
う
人
々
が
、
２
０
１
１
年
３
月
11
日
の
あ
の
日
、
東
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石巻の仮設住宅に暮らす被
災者の在日韓国人一世の男
性。聞き書きチームの来訪
を楽しみにしており、部屋
も見せてくれた。
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北
の
沿
岸
部
で
大
地
震
と
大
津
波
に
遭あ

っ
た
。
そ
れ
は
運
命
と
い
う
し
か
な
い
出
来
事
で
あ
る
。
土
方
と
郭
も
ま
た
、

仙
台
で
そ
れ
ぞ
れ
被
災
し
て
い
る
。
郭
は
市
内
の
別
の
区
か
ら
引
っ
越
し
て
ま
だ
１
週
間
目
。
前
の
学
校
か
ら
転
校
手

続
き
を
済
ま
せ
て
い
な
か
っ
た
中
学
３
年
生
の
長
男
を
校
舎
へ
迎
え
に
行
け
た
の
は
、
翌
日
の
夕
方
だ
っ
た
。
土
方
の

自
宅
は
全
壊
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
３
月
11
日
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
郭
は
長
い
こ
と
被
災
者
支
援
に
走
り
回
っ
て
い
た
。
東
北
学
院
大
学
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
で
、
支
援
の
た
め

に
仙
台
入
り
す
る
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
の
拠
点
と
し
て
も
機
能
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
土
方
は
家
も
会
社
も
惨さ

ん

憺た
ん

た
る
あ
り
さ
ま
の
中
、
し
ば
ら
く
は
関
係
者
の
無
事
を
願
い
な
が
ら
、
生
活
を
建
て
直
す
の
に
精
一
杯
の
状
態
が
続

い
た
。「
荒
蝦
夷
」
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
父
親
も
、
津
波
に
巻
き
込
ま
れ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。

第
一
次
資
料
と
し
て
の
聞
き
書
き
を
残
す
意
味

　
そ
れ
で
も
、
ま
だ
混
乱
が
続
い
て
い
た
４
月
、
土
方
に
は
「
被
災
者
の
聞
き
書
き
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い

う
気
持
ち
が
頭
を
も
た
げ
て
い
た
。
被
災
地
は
混
乱
の
極
み
で
は
あ
っ
た
が
、
今
、
こ
の
時
で
な
け
れ
ば
聞
け
な
い
こ

と
も
あ
る
。
以
前
か
ら
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
民
俗
学
者
の
赤あ

か

坂さ
か

憲の
り

雄お

（
当
時
・
東
北
芸
術
工
科
大
学
教
授
、
現
・
学

習
院
大
学
教
授
）
も
同
様
に
記
録
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。
赤
坂
は
言
う
。

「
震
災
後
、
南
三
陸
町
で
撮
影
さ
れ
た
鮮
烈
な
写
真
を
見
ま
し
た
。
中
国
人
花
嫁
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
お
ん
ぶ
し
て
逃

げ
て
く
る
。
そ
の
横
に
も
花
嫁
と
し
て
来
た
中
国
人
女
性
が
い
る
。
そ
れ
は
と
て
も
象
徴
的
だ
っ
た
気
が
す
る
ん
で
す
。

東
北
に
は
花
嫁
と
し
て
、
あ
る
い
は
外
国
人
研
修
生
と
し
て
来
た
た
く
さ
ん
の
外
国
人
が
住
ん
で
い
ま
す
し
、
長
く
そ

こ
で
暮
ら
し
て
い
る
在
日
外
国
人
も
い
る
。
彼
ら
は
あ
の
震
災
の
中
で
ど
う
し
て
い
た
の
か
き
ち
ん
と
記
録
し
、
記
憶

し
て
お
く
こ
と
が
、
次
に
必
ず
や
っ
て
く
る
大
地
震
や
大
津
波
に
対
処
す
る
方
法
だ
と
考
え
ま
し
た
」

　
い
っ
た
い
彼
ら
は
あ
の
未み

曾ぞ

有う

の
災
害
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
耐
え
、
生
き
抜
い
た
の
だ
ろ
う
？　
今
後
起
き
る
で

あ
ろ
う
大
災
害
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
自
や
言
葉
、
習
慣
を
持
つ
人
々
が
情
報
を
き
ち
ん
と
得
て
、
パ
ニ
ッ
ク
に
な

ら
ず
生
き
延
び
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
そ
の
対
策
を
き
ち
ん
と
練
っ
て
お
く
こ
と
が
今
後
の
た
め
に
は
絶
対
に
必
要
な
の

だ
と
い
う
。
聞
き
書
き
に
よ
っ
て
彼
ら
の
声
を
記
録
し
、
赤
坂
自
身
も
そ
れ
に
つ
い
て
聞
き
取
り
、
執
筆
し
て
い
く
。

そ
ん
な
方
向
性
が
土
方
と
の
間
で
定
め
ら
れ
、「
被
災
体
験
聞
き
書
き
調
査
」
が
立
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
。

　
赤
坂
の
盟
友
と
も
い
う
べ
き
土
方
は
、
北
海
道
出
身
で
東
北
学
院
大
学
に
進
ん
だ
。
卒
業
後
は
東
京
で
仕
事
を
し
て

い
た
が
、
そ
の
時
期
に
「
東
北
学
」
の
提
唱
者
で
あ
る
赤
坂
と
知
り
合
い
、
赤
坂
に
『
別
冊
東
北
学
』
の
編
集
の
仕
事

に
誘
わ
れ
た
。

「
だ
け
ど
東
北
芸
術
工
科
大
学
の
あ
る
山
形
は
土
地
勘
が
な
い
。
仙
台
な
ら
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
仙
台
に
引
っ
越

し
て
最
初
は
編
集
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
『
荒
蝦
夷
』
を
作
り
、
２
０
０
６
年
に
は
法
人
化
し
て
独
自
の
出
版
活
動

を
始
め
ま
し
た
。
聞
き
書
き
も
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。
は
か
ら
ず
も
そ
れ
が
東
日
本
大
震
災
後
に
実
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
」（
土
方
）

　
「
荒
蝦
夷
」
は
『
別
冊
東
北
学
』
か
ら
派
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
誌
の
編
集
・
発
行
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に

仙
台
を
は
じ
め
東
北
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
脈
を
広
げ
て
い
っ
た
。

　
一
方
、
郭
は
名
古
屋
出
身
で
09
年
に
東
北
学
院
大
学
に
ポ
ス
ト
を
得
て
、
家
族
共
々
引
っ
越
し
て
き
た
。
そ
こ
で
大

震
災
に
遭
遇
し
、
思
い
が
け
な
く
支
援
活
動
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
新
た
な
役
割
と
出
合
っ
た
の
で
あ
る
。

「
呼
ば
れ
た
と
し
か
思
え
な
い
感
じ
で
す
ね
」

　
と
笑
う
。
最
初
は
支
援
活
動
と
し
て
沿
岸
地
区
に
入
る
う
ち
に
、
そ
こ
で
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
多
く
の
在
日
外
国
人
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親しくなった相手とは酒を酌み交わすこともある。郭は聞き
書きに教え子も同行させ、学びの場としている。

韓国から来日し、石巻の男性と結婚した女性に話を聞く郭と
土方。津波に追いかけられた経験を語ってくれた。
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が
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
も
と
も
と
郭
は
社
会
学
の
理
論
分
野
の
研
究
者
で
あ
る
。
し
か
し
聞
き
書
き
を
通

じ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
震
災
か
ら
１
年
、
２
年
と
い
う
単
位
で
考
え
れ
ば
、
東
京
の
メ
デ
ィ
ア
も
熱
心
に
被
災
者
の
取
材
を
行
う
。
し
か
し

徐
々
に
そ
の
意
欲
が
薄
れ
て
い
く
。情
報
を
受
け
取
る
人
々
の
関
心
も
ま
た
。そ
れ
を
受
け
と
め
、人
々
の
言
葉
を
拾
っ

て
い
く
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
地
元
の
人
間
た
ち
な
の
だ
ろ
う
。
郭
は
当
初
、
石
巻
市
役
所
と
協
力
し
て
在
日
外
国
人
の

支
援
調
査
を
実
施
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
も
ら
う
際
に
、
聞
き
取
り
調
査
に
協
力
し
て
も
よ
い
人
に
は
そ
の
旨む

ね

を
書
き
添
え
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
つ
て
を
た
ど
っ
て
ま
ず
は
50
名
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
つ
も
り
だ

と
い
う
。

　
在
日
外
国
人
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
国
籍
の
人
々
が
い
る
。「
被
災
体
験
聞
き
書
き
調
査
」
で
は
ま
ず
、
絶
対
数

の
多
い
在
日
コ
リ
ア
ン
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
り
、
８
名
の
聞
き
手
が
分
担
し
て
聞
き
書
き
を
始
め
た
。
㈶
韓
哲
文
化
財

団
（
当
時
）
の
助
成
金
は
そ
の
資
金
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
岩
手
・
宮
城
・
福
島
三
県
に
ま
た
が
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
、
交
通
や
宿
泊
の
コ
ス
ト
だ
け
で
も
相
当
か
か
る
。
助
成
金
は
大
い
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
今
回
は
と
に
か
く
聞
き
書
き
を
ま
と
め
る
一
時
資
料
作
り
で
い
い
と
割
り
切
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を

持
つ
か
は
先
々
の
こ
と
で
い
い
。
集
め
る
こ
と
が
先
決
だ
と
。
そ
う
考
え
た
の
は
、
被
災
者
の
壮
絶
な
体
験
記
は
古
び

る
の
が
早
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
す
」（
土
方
）

　
た
し
か
に
、
他
地
域
の
人
間
で
も
当
初
大
量
に
報
道
さ
れ
た
壮
絶
な
体
験
記
に
心
を
動
か
さ
れ
、
涙
し
た
。
だ
が
そ

れ
に
い
つ
か
慣
れ
、
飽
き
が
き
て
し
ま
え
ば
人
々
の
記
憶
か
ら
薄
れ
て
い
く
。
後
々
役
立
つ
記
録
と
は
、
も
っ
と
別
の

種
類
の
も
の
で
は
な
い
か
。

「
震
災
の
年
の
秋
ぐ
ら
い
か
な
。
心
理
療
法
士
か
な
に
か
の
小
さ
な
研
究
会
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
来
て
い
る
花
嫁
さ
ん

人生経験についても話を聞く。生きる糧を得るため移動をため
らわなかった在日のたくましさが心に残るという。
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避
難
所
な
ど
で
外
国
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
不
快
な
目
に
あ
っ
た
ケ
ー
ス
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
人
間
関
係
の
蓄
積
が
あ
る
か
ど
う
か
で
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
ね
。
牡お

鹿し
か

半
島
に
暮
ら
し
て
い
る
女
性
は
ソ
ー
シ
ャ
ル

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
（Facebook

やTw
itter

な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
を
使
っ
て
ど
ん
ど
ん
被
災
地
の
外
へ
発

信
も
し
て
い
て
、
た
く
さ
ん
の
支
援
を
受
け
て
い
ま
す
。
す
ご
く
不
便
な
土
地
な
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
先
日
訪
ね
て

い
き
、
育
て
た
牡か

蠣き

を
お
土
産
に
も
ら
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
九
州
の
支
援
者
が
送
っ
て
く
れ
た
と
い
う
カ
ボ
ス
を

つ
け
て
く
れ
ま
し
た
（
笑
）。
牡
鹿
半
島
に
い
な
が
ら
九
州
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
で
す
」（
郭
）

　
そ
の
女
性
は
中
国
語
と
韓
国
語
、
日
本
語
が
で
き
る
。
日
本
語
も
牡
鹿
半
島
の
言
葉
と
標
準
語
が
で
き
る
わ
け
で
、

今
後
地
域
の
中
で
、
復
興
に
も
貢
献
で
き
る
有
為
の
人
材
と
な
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

　
聞
き
書
き
を
続
け
て
い
く
間
に
、
別
の
問
題
も
生
ま
れ
た
。
聞
き
書
き
メ
ン
バ
ー
も
被
災
経
験
が
あ
る
な
ど
、
体
験

レ
ベ
ル
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
、
原
稿
を
起
こ
し
て
い
く
作
業
が
大
変
な
ス
ト
レ
ス
に
な
る
こ

と
も
あ
る
。
郭
自
身
、
被
災
地
に
行
く
よ
り
も
、
戻
る
こ
と
が
つ
ら
い
時
期
が
あ
っ
た
。
仙
台
の
市
街
地
に
戻
れ
ば
、

津
波
の
す
さ
ま
じ
い
被
害
な
ど
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
喧け

ん

噪そ
う

が
あ
る
。
そ
の
落
差
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

「
ス
タ
ッ
フ
に
は
『
し
ん
ど
く
な
っ
た
ら
や
め
ろ
よ
』
と
言
っ
て
い
ま
す
し
、
気
づ
い
た
ら
次
に
ま
わ
す
よ
う
に
し
な

い
と
続
か
な
い
。
原
稿
を
起
こ
し
て
行
く
途
中
で
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。
今
も
気
を
つ
け
て
い

ま
す
」（
土
方
）

　
土
方
自
身
、
大
き
な
被
害
の
あ
っ
た
閖ゆ

り

上あ
げ

で
、
語
り
部
の
人
が
聞
き
手
の
人
々
に
見
せ
る
た
め
に
津
波
の
映
像
を
見

せ
て
い
た
の
に
行
き
あ
っ
た
が
、
自
分
で
は
目
を
背
け
た
。
あ
の
日
の
映
像
は
つ
ら
く
て
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
分
、
外
か
ら
来
た
人
々
に
は
し
っ
か
り
見
て
ほ
し
い
と
思
う
。

　
赤
坂
は
こ
う
言
う
。

が
数
人
、
体
験
を
発
表
し
て
い
た
の
を
聞
き
ま
し
た
。
彼
女
た
ち
、
言
葉
が
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
日
本
人
同
士
が

わ
か
っ
て
い
て
も
、
彼
女
た
ち
に
は
地
震
や
津
波
の
情
報
が
伝
わ
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
災
害
に
あ
っ
た
と
き
、
言
葉

が
わ
か
ら
ず
情
報
が
遮し

ゃ

断だ
ん

さ
れ
た
状
況
の
中
に
い
る
こ
と
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
ど
の
よ

う
に
生
き
延
び
た
の
か
、
や
っ
ぱ
り
知
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
自
や
文

化
、
背
景
を
異
に
す
る
人
た
ち
が
共
生
し
て
い
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
ば
彼
ら
に
対
し
、
次
の
大
震
災
の
と

き
に
ど
う
や
っ
て
情
報
を
伝
達
す
る
の
か
、
最
低
限
の
ル
ー
ル
を
作
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
た

め
に
は
ま
ず
記
録
が
大
切
で
す
」（
赤
坂
）

多
様
な
個
人
史
を
背
負
っ
て
日
本
で
生
き
る
人
々

　
聞
き
書
き
を
続
け
る
う
ち
に
メ
ン
バ
ー
が
驚
い
た
の
は
、
一
口
に
在
日
コ
リ
ア
ン
と
い
っ
て
も
、
非
常
に
多
様
な
人

生
を
送
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。商
売
の
あ
る
と
こ
ろ
を
探
し
求
め
て
日
本
各
地
を
移
動
し
、東
北
に
住
み
着
い
た
オ
ー

ル
ド
カ
マ
ー
。
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
多
く
は
花
嫁
と
し
て
東
北
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
女
性
だ
が
、
彼
女
た
ち
の
背
景

も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　
多
く
の
場
合
、被
災
後
の
生
活
は
夫
と
の
関
係
で
規
定
さ
れ
る
と
い
う
。
夫
と
仲
良
く
暮
ら
し
て
お
り
、周
辺
の
人
々

と
も
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
女
性
は
、
た
と
え
被
災
し
て
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
居
場
所
が
あ
る
。
だ
が
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
頼
り
の
夫
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
、「
出
て
行
け
」
と
言
わ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
あ
る
い
は
狭
い

仮
設
住
宅
で
姑
と
同
居
が
始
ま
り
、
大
げ
ん
か
の
果
て
に
姑
が
出
て
行
っ
た
ケ
ー
ス
。
こ
ち
ら
は
周
辺
か
ら
も
冷
た
い

目
で
見
ら
れ
る
と
訴
え
て
い
る
。
だ
い
ぶ
精
神
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
す
だ
と
い
う
。
た
だ
幸
い
な
の
は
、



123 122

赤坂憲雄

石巻在住の在日女性の家で。長身
の郭のうしろに見える欄間近くま
で津波に浸かったが、幸い骨組み
は残り、再建することができた。

「
東
北
の
人
は
あ
の
大
災
害
の
中
で
も
か
ろ
う
じ
て
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
さ
ず
に
生
き
延
び
ま
し
た
。
東
北
人
の
我
慢
強

さ
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
次
に
東
京
の
直
下
型
地
震
と
か
南
海
大
震
災
な
ど
の
大
き
な
災
害
が
あ
っ
た
と
き
、

同
じ
よ
う
に
振
る
舞
え
る
だ
ろ
う
か
。
東
日
本
大
震
災
直
後
、
東
京
で
は
買
い
占
め
が
あ
り
ま
し
た
。
僕
は
土
方
さ
ん

た
ち
に
支
援
物
資
を
送
ろ
う
と
東
京
中
探
し
ま
わ
っ
た
け
れ
ど
、
何
も
な
か
っ
た
ん
で
す
。
次
の
大
災
害
は
必
ず
や
っ

て
く
る
。
そ
れ
な
ら
可
能
な
限
り
準
備
を
し
て
お
く
べ
き
だ
し
、
そ
の
と
き
『
大
災
害
の
中
の
外
国
人
』
と
い
う
テ
ー

マ
は
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
」

　
日
本
で
は
外
国
人
に
対
す
る
非
寛
容
な
姿
勢
を
取
る
意
見
が
一
定
の
支
持
を
得
は
じ
め
た
。
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
聞
き
書
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。

　
仙
台
で
は
２
０
１
５
年
３
月
に
、「
第
３
回
国
連
防
災
世
界
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、世
界
中
の
学
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、メ
デ
ィ

ア
関
係
者
が
集
う
。
今
回
の
聞
き
書
き
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
助
成
金
は
そ
の
出
版
費
用
と
し

て
も
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。�

　
（
文
中
敬
称
略
）
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大
韓
民
国
臨
時
政
府
の

憲
法
思
想
の
憲
法
史
的
位
置
づ
け

國
分
典
子

日
韓
比
較
憲
法
研
究
会
代
表

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

　
は
じ
め
に

　
韓
国
は
、
１
９
１
０
年
か
ら
１
９
４
５
年
ま
で
35
年
の
長
き
に

わ
た
っ
て
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
経
験
し
た
。
そ
の
結
果
、

韓
国
が
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
国
家
形
成
を
行
う
の
は
、
実
質
的
に

は
45
年
以
降
の
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
で
近
代
憲
法
が

作
ら
れ
る
の
は
、
48
年
の
建
国
期
が
初
め
て
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
す
で
に
植
民
地
支
配
下
の
独
立
運
動
の
中
で
、
大
韓
民
国

臨
時
政
府
が
設
立
さ
れ
、
臨
時
憲
法
も
作
ら
れ
て
い
た
。
現
在
の

第
六
共
和
国
憲
法
も
、
前
文
で
「
悠
久
な
る
歴
史
と
伝
統
に
輝
く

わ
が
大
韓
国
民
は
、
三
・
一
運
動
に
基
づ
い
て
建
立
さ
れ
た
大
韓

民
国
臨
時
政
府
の
法
統
と
、
不
義
に
抗
拒
し
た
四
・
一
九
民
主
理

代
は
韓
国
憲
法
に
と
っ
て
近
代
か
ら
現
代
へ
の
思
想
的
連
結
点
を

成
す
も
の
で
あ
る
と
捉と

ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

  

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
臨
時
政
府
の
憲
法
思
想
が

ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
き
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
と
共
に
、
そ
の
制
憲
憲
法
と
の
繋
が
り

を
考
え
て
み
た
い
。

１
、
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の
設
立
と
民
主
制
へ
の
転
換

　
大
韓
民
国
臨
時
政
府
は
、
１
９
１
０
年
に
日
本
に
併
合
さ
れ
た

の
ち
、
１
９
１
９
年
の
三
・
一
独
立
運
動
を
契
機
に
各
地
に
作
ら

れ
た
い
く
つ
か
の
臨
時
政
府＊

２
が
統
合
さ
れ
、
設
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
統
合
の
前
に
上
海
の
大
韓
民
国
臨
時
政
府
が
、
１
９

１
９
年
4
月
11
日
に
以
下
の
よ
う
な
臨
時
憲
章
を
起
草
し
て
い
る
。

【
大
韓
民
国
臨
時
憲
章
】

第
1
条　
大
韓
民
国
は
民
主
共
和
制
と
す
る
こ
と

第
2
条　
大
韓
民
国
は
臨
時
政
府
が
臨
時
議
政
院
の
決
議
に
よ
り

こ
れ
を
統
治
す
る
こ
と

第
3
条　
大
韓
民
国
の
人
民
は
男
女
、
貴き

賤せ
ん

お
よ
び
貧
富
の
階
級

が
な
く
一
切
平
等
で
あ
る
こ
と

第
4
条　
大
韓
民
国
の
人
民
は
信
教
、
言
論
、
著
作
、
出
版
、
結

社
、
集
会
、
信
書
、
住
所
、
移
転
、
身
体
お
よ
び
所
有
の
自
由
を

享
け
る
こ
と

第
5
条　
大
韓
民
国
の
人
民
で
公
民
資
格
が
有
る
者
は
選
挙
権
お

よ
び
被
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と

第
6
条　
大
韓
民
国
の
人
民
は
教
育
、
納
税
お
よ
び
兵
役
の
義
務

を
有
す
る
こ
と

第
7
条　
大
韓
民
国
は
神
の
意
思
に
よ
り
建
国
し
た
精
神
を
世
界

に
発
揮
し
て
進
み
、
人
類
の
文
化
お
よ
び
平
和
に
貢
献
す
る
た
め

に
国
際
連
盟
に
加
入
す
る
こ
と

第
8
条　
大
韓
民
国
は
旧
皇
室
を
優
待
す
る
こ
と

第
9
条　
生
命
刑
、
身
体
刑
お
よ
び
公
娼
制
を
全
廃
す
る
こ
と

第
10
条　
臨
時
政
府
は
国
土
回
復
後
満
一
年
以
内
に
国
会
を
召
集

す
る
こ
と

　
こ
の
憲
章
は
、
各
地
の
臨
時
政
府
が
作
っ
た
も
の
の
中
で
も
最

も
詳
し
く＊

３
、「
民
主
主
義
原
理
に
立
脚
し
た
韓
国
最
初
の
基
本
法

的
性
格
を
有
す
る
憲
法
」
と
評
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た＊

４
。

　
1
条
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
臨
時
政
府
は
「
民
主
共
和
制
」
を

表
明
し
、
君
主
制
と
の
訣け

つ
別べ

つ
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
こ
の
当
時
、

各
臨
時
政
府
は
い
ず
れ
も
君
主
制
か
ら
民
主
制
へ
の
転
換
を
示
し

て
お
り＊

５ 

、
こ
の
路
線
は
す
で
に
独
立
運
動
の
中
で
確
立
さ
れ
て

念
を
継
承
し
…
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
独
立
運
動
以
来
の
思

想
的
継
承
は
１
９
４
８
年
の
制
憲
憲
法
以
来
、
韓
国
が
一
貫
し
て

掲
げ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
１
９
４
８
年
の
建
国
以

降
の
憲
法
思
想
を
考
え
る
に
は
、
臨
時
政
府
時
代
の
憲
法
と
の
つ

な
が
り
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
日
韓
の
戦
後
補
償

を
巡
る
判
決
の
な
か
で
も
、
こ
の
前
文
が
引
用
さ
れ
て
お
り＊

１
、
臨

時
政
府
時
代
か
ら
の
繋つ

な
が
り
を
考
え
る
こ
と
は
、
今
日
の
韓
国
憲

法
の
特
徴
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
。

　
一
方
、
国
家
思
想
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
大
韓
民

国
臨
時
政
府
の
国
家
思
想
は
、
19
世
紀
末
に
始
ま
る
開
化
時
代
の

思
想
や
愛
国
啓
蒙
運
動
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
が
さ
ら
に
戦
後
の
韓
国
憲
法
の
文
脈
に
お
い
て
も
思
想
的
継

続
性
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
臨
時
政
府
時

青鶴学術論集
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い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
朴パ

ク
贊チ

ャ
ン

勝ス
ン

は
す
で
に
日
韓
併
合
に
至
る
過
程

で
、
旧
体
制
へ
の
批
判
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
韓
国
人
社
会
に
お

い
て
作
ら
れ
た
共
立
協
会
の
機
関
誌
『
共
立
申
報
』
が
こ
れ
ま
で

の
韓
国
の
改
革
が
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
拡
張
の
み
を
考
え
、
国
民
の

自
由
平
等
の
確
立
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
強
く
批
判
し
て

い
た＊

６
。
さ
ら
に
韓
国
併
合
が
行
わ
れ
る
１
９
１
０
年
に
入
っ
て
か

ら
は
、
君
主
制
自
体
へ
の
批
判
が
強
く
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
共

立
協
会
は
大
同
報
国
会
と
統
合
し
て
１
９
０
９
年
5
月
に
大
韓
人

国
民
会
を
形
成
す
る
が
、
国
民
会
は
「
専
制
政
治
の
打
破
」
を
標

ひ
ょ
う

榜ぼ
う

し
た＊

７
。
国
民
会
の
機
関
誌
『
新
韓
民
報
』
は
皇
帝
一
族
の
亡
国

の
責
任
を
厳
し
く
主
張
し
て
い
る＊

８
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
い
ま
だ
君
主
制
批
判
に
留
ま
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
民
主
制
へ
と
強
く
傾
斜
す
る
背
景
に
は
、
１

９
１
１
年
の
辛
亥
革
命
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、

北
京
に
い
た
曺チ

ョ

成ソ
ン

煥フ
ァ
ンは

安ア
ン

昌チ
ャ
ン

浩ホ

に
手
紙
を
送
り
、「
四
千
年
、
老

大
帝
国
の
腐
敗
し
た
専
制
を
打
破
し
、
大
陸
に
栄
誉
あ
る
共
和
制

を
建
設
し
、
少
数
の
血
で
金
功
を
収
め
…＊

９
」 

と
辛
亥
革
命
の
成
功

を
讃
え
、「
中
華
の
こ
の
成
功
は
ま
さ
に
半
島
の
先
鋒
だ＊1

＊

」 

と
述

べ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
中
で
君
主
制
か
ら
の
移
行
を
明
示
的
に
宣
言
す
る
文

書
と
し
て
最
初
に
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
が
、１
９
１
７
年
の「
大

同
団
結
宣
言
」
で
あ
っ
た＊＊

＊

。
申シ

ン

檉ジ
ョ
ン

・
趙チ

ョ

鏞ヨ
ン

殷ウ
ン

・
申シ

ン

獻ホ
ン

民ミ
ン

・
朴パ

ク

容ヨ
ン

萬マ
ン

・
韓ハ

ン

震チ
ン

・
洪ホ

ン

煒ウ
ィ

・
朴パ

ク

殷ウ
ン

植シ
ク

・
申シ

ン

采チ
ェ

浩ホ

・
尹ユ

ン

世セ

復ボ
ク

・
曹チ

ョ

煜ウ
ク

・
朴パ

ク

基キ

駿ジ
ュ
ン

・
申シ

ン

斌ビ
ン

・
金キ

ム

成ソ
ン

・
李イ

逸イ
ル

の
名
前
で
出
さ
れ
た
同
宣
言
で
は

「
隆リ

ュ
ン

熙ヒ

皇
帝
が
三
宝
を
放
棄
し
た
八
月
二
十
九
日
は
即
ち
わ
れ
ら

同
志
が
三
宝
を
継
承
し
た
八
月
二
十
九
日
で
あ
る
。
…
か
の
帝
権

消
滅
の
時
が
民
権
発
生
の
時
で
あ
る
。
そ
の
間
に
瞬
間
も
停
息
は

な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
同
志
は
完
全
な
相
続
者
で
あ
り
、
か
の

帝
権
消
滅
の
時
が
即
ち
民
権
発
生
の
時
で
あ
る
…
隆
熙
皇
帝
の
主

権
放
棄
と
は
即
ち
わ
が
国
民
同
士
に
対
す
る
黙
示
的
禅
位
で
あ

る
」
と
し
て
い
る
。
皇
帝
が
退
位
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
主
権

が
日
本
に
移
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
植
民
地
支
配
に
対
す

る
主
張
に
連
動
し
て
、
主
権
が
君
主
か
ら
国
民
に
移
っ
た
こ
と
が

明
確
に
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
１
９
１
９
年
2
月

に
は
、「
大
同
団
結
宣
言
」
に
参
加
し
た
者
の
多
く
に
さ
ら
に
金キ

ム

奎ギ
ュ

植シ
ク

、
安ア

ン
定ジ

ョ
ン

根ク
ン

、
李イ

承ス
ン

晩マ
ン

等
が
加
わ
り
、
39
人
が
参
加
し
て
「
大

韓
独
立
宣
言
書
」
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
も
冒
頭
で
「
大
韓
民

主
の
自
立
」
が
謳
わ
れ
て
い
る＊1

＊

。

　
臨
時
政
府
の
国
家
形
態
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
下
で
選
び
取

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

２
、
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
文
書
の
内
容

　

当
初
各
地
に
設
立
さ
れ
た
臨
時
政
府
は
最
終
的
に
統
合
さ
れ
、

１
９
１
９
年
9
月
11
日
に
憲
法
が
公
布
さ
れ
（
第
1
次
改
憲
と
呼

ば
れ
る
）、
新
た
な
統
一
臨
時
政
府
が
成
立
し
て
い
る＊1

＊

。

　
こ
の
臨
時
政
府
憲
法
は
、
全
8
章
58
条
の
条
文
か
ら
成
る
も
の

で
、2
条
で
「
大
韓
民
国
の
主
権
は
大
韓
人
民
全
体
に
あ
る
こ
と
」

と
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
１
９
２
５
年
4
月
7
日
に
憲
法
改
正
と

し
て
出
さ
れ
る
大
韓
民
国
臨
時
憲
法
（
第
2
次
改
憲
）、
１
９
２

７
年
3
月
5
日
の
大
韓
民
国
臨
時
約
憲
（
第
3
次
改
憲
）、
１
９

４
０
年
10
月
9
日
の
大
韓
民
国
臨
時
約
憲
（
第
4
次
改
憲
）、
１

９
４
４
年
4
月
22
日
の
大
韓
民
国
臨
時
憲
章
（
第
5
次
改
憲
）、

１
９
４
１
年
11
月
25
日
の
大
韓
民
国
建
国
綱
領
と
、
１
９
１
９
年

4
月
11
日
の
大
韓
民
国
臨
時
憲
章
か
ら
始
ま
り
、
植
民
地
時
代
の

臨
時
政
府
で
は
、
七
つ
の
憲
法
文
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
政

府
の
活
動
は
、
各
地
の
独
立
運
動
を
把
握
・
統
制
で
き
な
い
、
指

導
者
た
ち
の
方
向
性
が
一
致
し
な
い
、
等
の
問
題
を
抱
え
、
さ
ら

に
は
日
本
が
中
国
へ
の
侵
攻
を
進
め
る
と
上
海
か
ら
重
慶
に
拠
点

を
移
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
っ
た
状
況
が
加
わ
り
、
難
航
し

た
。
第
2
次
改
憲
か
ら
第
5
次
改
憲
ま
で
の
改
正
は
、
こ
う
し
た

状
況
を
反
映
し
て
い
る
。

　
１
９
１
９
年
4
月
11
日
の
大
韓
民
国
臨
時
憲
章
か
ら
１
９
４
４

年
の
第
5
次
改
憲
ま
で
の
内
容（
１
９
４
１
年
の
建
国
綱
領
は「
憲

法
」
と
い
う
位
置
づ
け
と
は
異
な
る
の
で
こ
こ
で
は
除
く
）
を
み

る
と
、
い
ず
れ
も
国
民
主
権
ま
た
は
「
民
主
共
和
」
が
謳
わ
れ
て

い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
第
2
次
改
憲
か
ら
第
4
次
改
憲
ま

で
に
共
通
す
る
の
は
、
個
別
の
人
権
に
関
す
る
内
容
が
な
く
な
り
、

総
則
的
規
定
以
外
は
統
治
機
構
に
関
す
る
内
容
の
み
と
な
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
１
９
２
５
年
の
第
2
次
改
正
で
は
、
第
3
条
で

「
大
韓
民
国
は
光
復
運
動
中
は
光
復
運
動
者
が
全
人
民
を
代
表
す

る
こ
と＊1

＊

」 

と
さ
れ
、
第
4
章
の
タ
イ
ト
ル
を
「
光
復
運
動
者
」
と

し
て
、
そ
の
財
政
負
担
お
よ
び
兵
役
の
義
務
（
27
条
）、
地
方
議

会
の
組
織
・
臨
時
議
政
院
議
員
の
選
挙
権
お
よ
び
臨
時
議
政
院
へ

の
請
願
権
（
28
条
）
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
実
質
的
に
は

憲
法
の
適
用
範
囲
は
全
人
民
で
は
な
く
、「
光
復
運
動
者
」
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た＊1

＊

。

　
こ
の
3
条
の
規
定
に
あ
た
る
規
定
は
、
そ
の
後
の
改
憲
で
は
以

下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

【
１
９
２
７
年
大
韓
民
国
臨
時
約
憲
（
第
3
次
改
憲
）】

第
1
条　
大
韓
民
国
は
民
主
共
和
国
で
あ
り
、
国
権
は
人
民
に
あ

る
。
但
し
、
光
復
完
成
前
に
は
国
権
は
光
復
運
動
者
全
体
に
あ
る
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こ
と
と
す
る

【
１
９
４
０
年
大
韓
民
国
臨
時
約
憲
（
第
4
次
改
憲
）】

第
1
条　
大
韓
民
国
の
主
権
は
国
民
に
あ
り
、
光
復
完
成
前
に
は
、

光
復
運
動
者
全
体
に
あ
る

【
１
９
４
４
年
大
韓
民
国
臨
時
憲
章
（
第
5
次
改
憲
）】

第
4
条　
大
韓
民
国
の
主
権
は
人
民
全
体
に
あ
る
こ
と

　
国
家
が
光
復
さ
れ
る
前
に
は
主
権
は
光
復
運
動
者
全
体
に
あ
る

こ
と　

　
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
１
９
２
５
年
の
改
憲
の
考
え
方
を
踏と

う
襲し

ゅ
う

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
１
９
２
７
年
の
第

3
次
改
憲
と
１
９
４
０
年
の
第
4
次
改
憲
で
は
、
権
利
と
義
務
に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
1
条
ず
つ
だ
が
総
則
的
規
定
が
設
け
ら
れ
、

「
光
復
活
動
者
」
に
限
定
せ
ず
「
人
民
」
に
つ
い
て
の
規
定＊1

＊

と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
第
2
次
改
憲
か
ら
第
4
次
改
憲
ま
で
で
は「
人
民
」

の
範
囲
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
の
に
対
し
、
１
９
４
４
年
の
第

5
次
改
憲
で
は
、
3
条
が
「
大
韓
民
国
の
人
民
は
原
則
上
韓
国
民

族
と
す
る
こ
と
」
と
し
、
2
条
で
「
大
韓
民
国
の
疆
土
は
大
韓
の

固
有
な
版
図
と
す
る
こ
と
」
と
い
う
領
土
規
定
も
お
い
て
い
た
。

こ
う
し
た
点
で
、
第
2
次
改
憲
の
内
容
が
臨
時
政
府
の
組
織
規
範

的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
第
3
次
改
憲
以
降
の
内
容

は
一
応
、
憲
法
と
し
て
の
体
裁
を
維
持
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る

の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
憲
法
史
学
者
の
金キ

ム

滎ヨ
ン

秀ス

に
よ
る
と
、

議
政
院
議
員
の
一
人
で
あ
っ
た
趙チ

ョ
素ソ

昴ア
ン

（
本
名
は
趙チ

ョ
鏞ヨ

ン

殷ウ
ン

、
１
８

８
７
〜
１
９
５
８
？
）
が
臨
時
憲
法
案
を
臨
時
議
政
院＊1

＊

に
出
し
、

そ
の
後
、
審
議
委
員
に
選
ば
れ
た
申シ

ン
翼イ

ッ

煕キ

、
李イ

光グ
ァ
ン

洙ス

、
趙チ

ョ
素ソ

昴ア
ン

の

三
人
が
審
議
し
た
も
の
が
本
会
議
に
回
付
さ
れ
、
若
干
の
修
正
を

経
て
議
決
さ
れ
た
ら
し
い＊1

＊

。
韓
国
憲
法
史
に
お
け
る
中
国
の
影
響

を
詳
細
に
検
討
す
る
申シ

ン

宇ウ

澈チ
ョ
ル

は
、
こ
れ
が
趙
素
昴
の
作
品
だ
と
い

う
の
が
学
界
の
支
配
的
見
解
で
あ
る
と
し
、
ま
た
同
じ
く
趙
素
昴

が
起
草
し
た
１
９
１
９
年
2
月
の
大
韓
独
立
宣
言
書
や
１
９
４
１

年
の
大
韓
民
国
建
国
綱
領
と
の
内
容
的
類
似
性
か
ら
み
て
そ
う
し

た
学
界
の
見
解
を
「
一
応
」
妥
当
な
も
の
と
み
て
い
る＊1

＊

。

　

で
は
、
１
９
１
９
年
9
月
11
日
の
臨
時
憲
法
（
第
1
次
改
憲
）

は
ど
う
か
。
こ
こ
で
も
金
滎
秀
や
申
宇
澈
の
分
析
を
参
照
す
る
な

ら
ば
、
中
国
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
金
滎
秀
は
１
９

１
２
年
3
月
11
日
の
中
華
民
国
臨
時
約
法
と
の
類
似
性
を
指
摘
し

て
い
る
が11

＊

、
申
宇
澈
は
そ
の
ほ
か
に
１
９
１
３
年
10
月
31
日
の
中

華
民
国
憲
法
草
案
（
天
壇
憲
草
）、
１
９
１
４
年
5
月
1
日
の
中

華
民
国
約
法
（
袁
記
約
法
）
も
加
え
、
こ
れ
ら
「
三
つ
の
憲
法
文

書
を
適
切
に
抜ば

っ
粋す

い
し
編
集
し
た
『
翻
案
憲
法
』
で
あ
る
」
と
し
て

い
る1＊

＊

。

　

１
９
４
１
年
の
大
韓
民
国
建
国
綱
領
は
、「
30
余
年
の
独
立
闘

争
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
『
趙
素
昴
憲
法
思
想
』
の
真し

ん
髄ず

い
を
す
べ

て
盛
り
込
ん
だ
も
の11

＊

」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
述
の
趙
素
昴
の

手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
１
９
４
４
年
の
臨
時
憲
章
（
第
5
次

改
正
）
に
つ
い
て
は
、
金
滎
秀
は
、「
建
国
綱
領
は
大
韓
民
国
臨

時
憲
章
（
第
5
次
改
憲
）
の
理
論
的
基
礎
と
な
っ
た
」
と
し
て
い

る
が11

＊

、
こ
れ
に
は
否
定
的
な
見
解
も
あ
る
。
權

ク
ォ
ン

寧ニ
ョ
ン

建コ
ン

は
、
第
5
次

改
憲
に
お
け
る
論
議
の
な
か
で
趙
素
昴
が
「
三
均
主
義
的
革
命
憲

法
」
を
作
ろ
う
と
し
、
民
主
共
和
国
か
ら
「
均
治
共
和
国
」
へ
の

改
正
を
提
案
し
た
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
内
容
的

に
み
て
も
建
国
綱
領
に
示
さ
れ
た
理
念
が
実
際
に
は
反
映
さ
れ
て

い
な
い
と
し
て
い
る11

＊

。
申
宇
澈
は
權
寧
建
と
類
似
の
見
解
を
示
し
、

こ
こ
に
も
中
国
の
諸
憲
法
案
か
ら
の
多
く
の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
１
９
４
４
年
の
臨
時
憲
章
が
１
９
４
８
年
の
制
憲

憲
法
以
上
に
時
間
を
か
け
て
議
論
さ
れ
、
検
討
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る11

＊

。
確
か
に
、
建
国
綱
領
と
１
９
４
４
年
の
臨
時
憲

章
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
類
似
性
は
あ
ま
り
見
え
て
こ
な
い
。

前
文
や
1
条
の
「
民
主
共
和
国
」
規
定
を
始
め
と
す
る
第
１
章
の

「
総
綱
」、
国
務
委
員
会
の
職
権
を
規
定
し
た
30
条
の
1
号
に
「
復

国
と
建
国
の
方
策
を
議
決
す
る
こ
と
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
程
度

に
と
ど
ま
る
。
個
別
の
権
利
規
定
に
つ
い
て
も
、
１
９
４
４
年
の

臨
時
憲
章
で
は
、「
法
律
に
よ
り
就
学
、
就
職
お
よ
び
扶
養
を
要

と
い
う
違
い
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
第
3
次
と
第
4
次
の
改
憲
で

は
、
前
述
の
1
条
ず
つ
の
権
利
義
務
規
定
が
第
1
章
の
「
総
綱
」

に
加
え
ら
れ
た
の
み
で
、
第
2
章
以
降
は
組
織
規
範
に
留
ま
る
と

い
う
構
成
は
第
2
次
改
憲
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
が
大
き
く
変

わ
る
の
は
１
９
４
４
年
の
第
5
次
改
憲
で
、
第
2
次
改
憲
か
ら
第

4
次
改
憲
ま
で
で
失
わ
れ
て
い
た
前
文
や「
人
民
の
権
利
と
義
務
」

の
章
が
復
活
し
、
個
別
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
の
規
定
が
お
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
第
5
次
改
憲
は
、
１
９
４
１
年
の
建
国

綱
領
で
臨
時
政
府
の
方
向
性
の
立
て
直
し
が
図
ら
れ
た
の
ち
、
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
2
次
改
憲
か
ら
第
4
次
改
憲
ま
で
の
変
化
は
、
臨
時
政
府
の

実
態
と
の
関
係
か
ら
は
重
要
な
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
の
注
目
す
る
臨
時
憲
法
の
背
景
に
あ

る
思
想
・
理
念
と
い
う
点
で
は
、
１
９
１
９
年
の
臨
時
憲
章
と
臨

時
憲
法
（
第
1
次
改
憲
）、そ
し
て
１
９
４
４
年
の
臨
時
憲
章
（
第

5
次
改
憲
）
と
そ
の
前
に
出
さ
れ
た
１
９
４
１
年
の
建
国
綱
領
に

着
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３
、
臨
時
憲
法
の
背
景
と
趙
素
昴
の
思
想

　
１
９
１
９
年
4
月
の
臨
時
憲
章
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
公
式
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求
す
る
権
利
」（
5
条
3
号
）、「
選
挙
お
よ
び
被
選
挙
権
の
権
利
」

（
同
4
号
）
に
平
等
に
関
わ
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
建
国
綱
領
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
平
等
の
重
視
よ
り
は
自
由

権
に
重
点
を
お
い
た
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
１
９
４
４
年
の

臨
時
憲
章
は
第
５
章
に
「
審
判
院
」
の
章
を
新
た
に
設
け
、
司
法

制
度
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
建
国
綱
領
に
は
み
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
考
え
る
と
、
臨
時
政
府
時
代
の
憲
法
に
お
け
る
建
国

綱
領
の
位
置
づ
け
を
過
大
視
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
但
し
、
建
国
綱
領
は
、
後
述
の
よ
う
に
１
９
４
８
年

の
制
憲
憲
法
制
定
の
際
に
も
参
照
さ
れ
て
お
り11

＊

、
建
国
以
降
の
憲

法
思
想
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
上
で
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
。
こ
の
点
で
、
１
９
１
９
年
の
臨
時
憲
章
と
１
９
４
１
年
の

建
国
綱
領
の
起
草
に
携
わ
っ
た
者
と
し
て
の
趙
素
昴
の
思
想
は
、

臨
時
政
府
時
代
の
憲
法
思
想
と
現
代
の
接
点
を
考
え
る
上
で
の
ひ

と
つ
の
視
角
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
趙
素
昴
の
憲
法

思
想
を
考
察
す
る
。

４
、
趙
素
昴
の
三
均
主
義

（
１
）
趙
素
昴
の
履
歴

　
趙
素
昴
は
、
臨
時
政
府
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
人

物
で
あ
っ
た
。
幼
い
頃
、
漢
学
を
学
び
、
１
９
０
２
年
に
成
均
館

に
入
学
し
た
。
日
韓
議
定
書
が
調
印
さ
れ
た
こ
と
に
激
憤
を
感
じ

つ
つ
、
日
本
留
学
を
決
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る11

＊

。
皇
室
留
学
生
と

し
て
１
９
０
４
年
10
月
、
日
本
に
渡
り
、
東
京
府
立
第
一
中
学
校

に
入
学
し
た
。
そ
の
後
、
正
則
英
語
学
校
を
経
て
１
９
１
２
年
明

治
大
学
法
科
で
学
び
、
計
8
年
余
り
、
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、
官
費
留
学
生
の
団
体
、
共
修
学
会
の
主
筆
お
よ
び
会

長
や
、
留
学
生
団
体
、
大
韓
興
学
会
の
会
誌
『
大
韓
興
学
報
』
の

編
集
者
を
務
め
、
１
９
１
１
年
に
は
朝
鮮
留
学
生
親
睦
会
を
組
織

し
、自
ら
会
長
を
務
め
る
等
、日
本
の
韓
国
人
留
学
生
の
リ
ー
ダ
ー

的
存
在
で
あ
っ
た
。
１
９
１
１
年
に
中
国
亡
命
を
図
る
が
失
敗
し
、

１
９
１
２
年
に
明
治
大
学
卒
業
後
、
朝
鮮
に
戻
り
、
大
東
法
律
専

門
学
校
等
で
教き

ょ
う

鞭べ
ん

を
と
っ
た
の
ち
、
１
９
１
３
年
に
上
海
に
亡
命

し
、
以
後
、
上
海
を
拠
点
に
本
格
的
に
独
立
運
動
を
行
い
、
臨
時

政
府
の
理
論
家
と
し
て
活
動
す
る
と
と
も
に
、
臨
時
政
府
承
認
を

取
り
付
け
る
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
回
る
と
い
っ
た
外
交
活

動
も
行
っ
て
い
る
。　

　
趙
素
昴
は
、
す
で
に
言
及
し
た
「
三
均
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
思

想
を
主
張
し
、
１
９
４
１
年
の
建
国
綱
領
で
は
「
建
国
精
神
は
三

均
制
度
に
歴
史
的
根
拠
を
お
い
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
謳う

た
い
、

第
1
章
「
総
綱
」、
第
2
章
「
復
国
」、
第
3
章
「
建
国
」
の
そ
れ

ぞ
れ
で
「
三
均
制
度
」
に
則
っ
た
国
家
形
成
の
具
体
的
方
針
を
打

ち
出
し
て
い
る
。
三
均
主
義
が
体
系
化
さ
れ
た
の
は
１
９
３
０
年

代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り11

＊

、
１
９
３
１
年
4
月
の
「
大
韓
民

国
臨
時
政
府
対
外
宣
言
」
が
、「
趙
素
昴
自
身
が
作
成
し
た
三
均

主
義
の
公
式
文
書
と
し
て
最
初
の
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る11

＊

。

ま
た
李イ

東ト
ン

寧ニ
ョ
ン

、
安
昌
浩
、
金キ

ム
九ク

ら
の
民
族
主
義
者
た
ち
と
１
９
２

９
年
に
結
成
し
た
韓
国
独
立
党
の
党
義
・
党
綱
と
し
て
三
均
主
義

が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
党
義
解
釈
に
お
い
て
、
三
均
主
義
の
図
を
用

い
て
細
か
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
趙
素
昴
の
「
韓
国
独
立
党
党
義
」
の
解
釈
に
み
ら
れ
る
三

均
主
義
の
内
容

　
１
９
３
１
年
か
ら
3
年
の
間
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
「
韓
国
独

立
党
党
義
研
究
方
法11

＊

」
で
は
、
党
義
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
内
容
が

図
を
用
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る1＊

＊

。

　
党
義
は
、

（
１
）
わ
れ
ら
は
五
千
年
独
立
自
主
し
て
き
た
国
家
を
異
族
日
本

に
奪
わ
れ

（
２
）
今
、
政
治
の
蹂じ

ゅ
う

躙り
ん

と
経
済
の
破
滅
と
文
化
の
抹
殺
の
下
で

死
滅
に
直
面
し

（
３
）
民
族
的
に
自
存
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
世
界
的
に
共
栄

を
図
る
由
が
な
い
の
で

（
４
）
こ
こ
に
本
党
は
革
命
的
手
段
を
も
っ
て

（
５
）
仇
敵
日
本
の
す
べ
て
の
侵
奪
勢
力
を
撲
滅
し

（
６
）
国
土
と
主
権
を
完
全
に
光
復
し

（
７
）
政
治
・
経
済
・
教
育
の
均
等
を
基
礎
と
す
る
新
民
主
国
を

建
設
し
て

（
８
）内
に
は
国
民
各
個
の
均
等
生
活
を
確
保
し
外
に
は
族
と
族・

国
と
国
の
平
等
を
実
現
し

（
９
）
ひ
い
て
は
世
界
一
家
の
進
路
へ
向
か
う
こ
と

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た11

＊

。

　
こ
の
説
明
の
な
か
で
、
趙
素
昴
は
次
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
図
表
を

用
い
て
、
そ
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る11

＊

。

　

図
の
上
方
に
は
、「
復
国
」、「
建
国
」、「
治
国
」
の
三
つ
が
並

ん
で
お
り
、
こ
れ
は
「
第
一
歩
と
し
て
国
家
を
光
復
し
た
後
に
、

第
二
歩
と
し
て
各
国
の
各
種
事
業
を
建
設
し
、
第
三
歩
と
し
て
国

家
の
維
持
発
展
に
必
要
な
科
学
的
施
設
を
も
っ
て
永
遠
の
集
団
生

命
を
継
続
成
長
す
る
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
三
段
階
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
但
し
、
時
間
的
な
三
段
階
を
示
す
の
み
で
な
く
、
一
定

の
形
式
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、「
復
国
」
は
「
独
立
国
の

形
式
を
内
容
と
し
た
も
の
」、「
建
国
」
は
「
民
主
政
府
即
ち
新
民
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主
制
度
の
形
式
を
述
べ
た
も
の
」、「
治
国
」
は
「
自
由
社
会
の
最

高
級
形
態
を
内
包
し
た
も
の
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

中
央
に
あ
る
「
政
治
」、「
経
済
」、「
教
育
」
は
、「
党
義
中
の

核
心
問
題
」
と
し
て
中
央
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
権
・
富
・
智
の

三
権
は
人
類
の
中
心
問
題
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
現

存
す
る
一
般
的
独
立
国
民
主
政
府
は
自
由
社
会
の
形
式
だ
け
を
建

立
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
満
足
せ
ず
、
内
容
と
し
て
本
質
的
に
理

想
的
に
生
活
問
題
を
合
理
的
に
解
決
す
る
た
め
に
、
政
・
経
・
教

の
三
大
制
度
に
つ
い
て
徹
底
し
た
革
新
制
度
の
建
立
を
渇か

つ

求き
ゅ
う

し

た
も
の
で
あ
る
。
権
・
富
・
智
の
三
権
は
人
類
の
中
心
問
題
で
あ

る
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、「
相
当
水
準
」
か
ら
「
最

高
水
準
」
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
「
最
均
最
平
水
準
」
に
ま
で
高
め

ら
れ
る
よ
う
、「
均
権
・
均
富
・
均
智
の
終
極
究
竟
を
目
標
と
し

て
突
進
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
下
に
あ
る
「
個
人
」、「
民
族
」、「
国
際
」
の
三
つ
は
、「
党

義
執
行
者
の
主
体
」
で
あ
り
、
同
時
に
「
党
義
適
用
の
対
象
」
と

な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る11

＊

。
こ
こ
で
は
個
人
が
党
員

と
し
て
党
義
の
「
主
体
」
な
い
し
「
対
象
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
み
な
ら
ず
、
集
団
と
し
て
の
党
全
体
、
ひ
い
て
は
民
族
自
体
、

国
自
体
が
同
じ
く
「
主
体
」、「
対
象
」
に
な
る
も
の
と
さ
れ
、「
適

用
対
象
が
発
展
拡
大
さ
れ
る
に
従
い
」、
国
際
社
会
に
ま
で
広
が
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る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で

必
要
と
さ
れ
る
の
は
、「
均
等
」
で
あ
る
。
個
人
に
お
い
て
は
、「
個

人
対
個
人
の
均
生
問
題
、
即
ち
、
精
神
上
物
質
上
の
生
活
水
準
の

均
等
」、
民
族
に
つ
い
て
は
、「
民
族
対
民
族
の
自
決
権
」、
す
な

わ
ち
、「（
１
）
一
個
の
民
族
が
不
合
理
な
所
属
国
家
か
ら
自
由
に

離
脱
（
筆
者
注
：
原
語
は
「
離
奪
」）
す
る
権
利
」、「（
２
）
新
た

に
離
脱
し
た
一
個
の
民
族
が
自
由
に
建
国
す
る
権
利
」、「（
３
）

す
で
に
離
脱
し
た
一
個
の
民
族
が
自
身
の
政
治
・
軍
事
・
経
済
・

外
交
等
、
建
国
綱
領
を
自
由
に
決
定
し
、
再
び
他
国
に
附
属
し
な

い
権
利
」
等
を
包
括
す
る
民
族
自
決
、
国
家
に
つ
い
て
は
、「
国

家
対
国
家
の
平
等
権
」、
即
ち
「
国
際
法
上
決
定
し
た
い
わ
ゆ
る

独
立
権
・
対
内
主
権
行
使
の
自
由
権
・
生
存
権
・
自
己
保
存
権
・

自
衛
権
・
平
等
権
・
尊
厳
権
・
国
際
交
通
権
・
公
使
権
・
対
外
保

護
国
民
権
等
々
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
「
人
類
社
会
の
必
修
過
程

と
し
て
残
存
」
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
実
行
が
要
求
さ
れ
る
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、「
復
国
」・「
建
国
」・「
治
国
」、「
政
治
」・「
経
済
」・「
教

育
」、「
個
人
」・「
民
族
」・「
国
際
」
の
三
種
三
態
様
の
九
つ
の
要

素
は
図
上
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

例
え
ば
、「
政
治
」・「
経
済
」・「
教
育
」
の
平
等
は
、「
復
国
」・「
建

国
」・「
治
国
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
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相
互
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
の
後
に
、「
６
．
幾
・
行
・
果
」、「
７
．

真
・
善
・
美
」、「
８
．
哲
学
的
基
礎
」
の
章
が
立
て
ら
れ
て
い
る

が
、
章
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
る
の
み
で
、
註
に
こ
の
部
分
の
「
解
説

は
散
失
し
た
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
説
明
は
残
っ
て
い
な
い
。

　
九
つ
の
要
素
は
、
図
の
中
で
は
円
で
囲
ま
れ
、
ひ
と
つ
の
宇
宙

観
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
円
の
左
右
に
空
間
的
世
界
を
表

す
「
宇
」
と
、時
間
的
世
界
を
表
す
「
宙
」、上
下
に
「
陽
」
と
「
陰
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
李イ

允ユ
ン

熙ヒ

が
、
伝
統
的
な
「
太
陰
」、「
太
陽
」、「
少
陰
」、「
少
陽
」
に

代
わ
り
、道
家
に
由
来
す
る
概
念
（
宇
と
宙
）
と
易
卦
の
概
念
（
陰

と
陽
）
を
用
い
て
新
し
い
太
極
図
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
い
る11

＊

。「
本
覚
」、「
始
覚
」
の
概
念
は
仏
教
思
想
を
理
気
説
に

取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
図
に
お
い
て
、
陰
陽
の
両
儀
を

示
す
部
分
、
す
な
わ
ち
、
黒
い
部
分
は
陽
か
ら
陰
を
経
て
再
び
陽

へ
と
戻
り
、
白
い
部
分
は
陰
か
ら
陽
を
経
て
陰
へ
と
戻
っ
て
、
仏

教
的
理
解
を
組
み
込
ん
だ
「
宇
宙
循
環
論
的11

＊

」
な
立
場
が
示
さ
れ

て
い
る
。
一
方
、
図
の
上
に
書
か
れ
た
表
に
は
、
先
に
み
た
円
形

の
図
中
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
に
つ
い
て
の
「
時
相
」、「
空
相
」、「
故
相
」

の
三
相
に
よ
る
説
明
が
み
ら
れ
る
。
李
允
熙
に
よ
れ
ば
、「
時
相
」

と
は
「
時
間
的
契
機
に
よ
り
転
変
す
る
」
も
の
で
あ
り
、「
空
相
」

と
は「
空
間
的
移
動
に
よ
っ
て
変
わ
る
」も
の
、「
故
相
」と
は「
論

り
、
ま
た
「
個
人
」・「
民
族
」・「
国
際
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
平
等
に

緊
密
な
関
係
を
も
っ
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
九
つ
の
要
素
の
な
か
で

は
、「
経
済
」が
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
が
、趙
素
昴
は
こ
れ
を「
経

済
問
題
は
一
切
の
中
心
で
あ
り
、
一
切
の
源
泉
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
経
済
が
中
心
と
な
る
こ
と
の
理
由
に
つ

い
て
は
、「
個
人
を
出
発
点
と
し
て
、
均
等
に
生
産
・
分
配
・
消

費
等
の
権
利
を
賦
与
し
、
民
族
を
中
心
点
と
し
て
、
高
度
の
科
学

的
方
法
を
も
っ
て
生
産
を
増
加
し
、
国
民
全
体
の
総
富
力
を
増
加

す
る
と
同
時
に
応
能
応
分
に
消
費
を
均
等
に
し
、
国
際
的
に
資
源

の
互
用
、
技
術
の
合
作
、
資
本
の
輸
出
入
等
の
交
互
関
係
を
前
提

と
し
、
国
際
全
体
に
相
応
じ
た
調
和
お
よ
び
協
調
を
促
進
す
る
の

で
あ
る
。
故
に
人
・
族
・
国
の
三
方
面
の
経
済
相
お
よ
び
本
質
を

発
揮
し
、
古
代
の
陋ろ

う

習し
ゅ
う

・
独
富
主
義
・
強
盗
主
義
の
侵
略
お
よ
び

被ひ

侵し
ん

掠り
ゃ
く

を
防
ぎ
、
自
力
発
展
に
よ
っ
て
理
に
か
な
っ
た
生
産
・
消

費
・
分
配
を
前
提
に
し
て
、
経
済
政
策
の
基
本
原
則
を
革
命
的
に

実
行
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
経

済
は
教
育
を
通
じ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
生
活
問
題
と
し

て
も
実
施
問
題
と
し
て
も
工
業
化
、
科
学
化
の
問
題
、
農
村
工
業

化
等
々
の
教
育
を
要
求
す
る
第
一
の
理
由
と
な
る
も
の
で
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
韓
国
独
立
党
党
義
研
究
方
法
」
の
説
明
で
は
、
九
つ
の
要
素
の
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理
的
な
推
理
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容

が
「
人
情
律
」
と
「
物
理
律
」
に
分
け
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
解

さ
れ
る
。

　
以
上
の
説
明
に
見
ら
れ
る
伝
統
思
想
と
組
み
合
わ
せ
て
展
開
さ

れ
る
内
容
は
趙
素
昴
独
特
の
も
の
で
、
１
９
１
０
年
代
に
か
れ
が

提
唱
し
た
六
聖
教
に
も
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
統
合
し
て

世
界
一
家
の
理
想
社
会
を
作
ろ
う
と
い
う
考
え
方
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る11

＊

。

（
３
）
趙
素
昴
の
思
想
と
中
国
思
想
の
影
響

　

一
方
、
１
９
４
１
年
の
建
国
綱
領
で
は
、
第
１
章
の
「
総
綱
」

で
韓
国
独
立
党
党
義
に
掲
げ
ら
れ
た
内
容
に
類
似
し
た
異
族
支
配

の
転て

ん
覆ぷ

く
、
主
権
の
回
復
、
民
主
制
度
の
確
立
、
階
級
社
会
の
消
滅
、

等
を
掲
げ
、
第
２
章
の
「
復
国
」
と
第
３
章
の
「
建
国
」
で
は
、

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
第
１
期
、
第
２
期
、
完
成
期
に
分
け
て
三
均

主
義
に
則
っ
た
政
治
・
経
済
・
教
育
分
野
で
の
実
践
目
標
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。

　
趙
素
昴
の
理
論
で
特
徴
的
な
の
は
、
平
等
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
独

立
を
訴
え
な
が
ら
、
段
階
を
経
て
最
終
的
に
は
「
世
界
一
家
」
の

社
会
に
至
ろ
う
と
す
る
目
標
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
発
展

段
階
論
的
な
社
会
の
進
化
を
考
え
、
世
界
一
家
を
標
榜
す
る
と
い

う
思
想
は
、
康こ

う
有ゆ

う

為い

の
大
同
論
に
近
い
。
日
本
留
学
時
代
、
趙
素

昴
は
康
有
為
の
理
論
に
触
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る11

＊

。
１
９
０
７
年

の
「
信
教
論
」
で
は
、
孔
子
の
教
え
の
「
進
歩
主
義
」
的
性
格
を

「
清
国
碩
学
康
有
為
」の
論
ず
る
と
こ
ろ
と
し
て
紹
介
し11

＊

、ま
た『
大

韓
興
学
報
』
で
は
、
康
有
為
の
活
動
を
称
え11

＊

、
さ
ら
に
将
来
的
に

は
民
権
思
想
が
中
国
に
広
ま
る
で
あ
ろ
う
と
も
述
べ
て
い
る1＊

＊

。
康

有
為
は
そ
の
著
『
孔
子
改
制
考
』
で
「
春
秋
公
羊
伝
」
を
平
等
論

と
変
法
改
制
の
根
拠
と
し
て
解
釈
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ま
た

『
大
同
書
』
で
は
、「
据
乱
」、「
升
平
」、「
太
平
」
の
三
段
階
に
分

け
て
の
社
会
の
発
展
を
論
じ
て
い
た
。
伝
統
思
想
を
用
い
て
平
等

や
改
革
を
理
論
づ
け
る
手
法
や
三
段
階
の
発
展
は
趙
素
昴
の
三
均

主
義
思
想
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
一
般
に
立
憲
君
主
制
論
者
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
康
有
為
は

「
太
平
」
の
世
を
共
和
制
と
捉
え
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
趙
素
昴

の
思
想
と
一
致
す
る
内
容
を
示
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
中
国
か
ら
の
影
響
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

孫そ
ん

文ぶ
ん

の
思
想
で
あ
る
。
趙
素
昴
は
、
１
９
０
４
年
に
ド
イ
ツ
駐
在

参
事
官
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
い
た
兄
の
趙チ

ョ

鏞ヨ
ン

夏ハ

か
ら
『
孫
文
伝
』

を
贈
ら
れ
て
お
り11

＊

、
ま
た
明
治
大
学
に
在
学
中
に
国
民
党
要
人
戴た

い

季き

陶と
う

と
交
際
し
て
い
る
。
戴
季
陶
は
趙
素
昴
ら
と
新
亜
同
済
社
を

結
成
し
た
ほ
か
、
韓
国
人
た
ち
の
独
立
運
動
を
そ
の
後
、
長
く
支
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援
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
民
生
哲
学
の
立
場
か
ら
三
民
主
義
の
再

解
釈
に
努
力
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る11

＊

。
こ
う
し
た
状
況

を
通
じ
て
、
三
民
主
義
は
趙
素
昴
の
思
想
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
前
述
の
李
允
熙
は
、
三
均
主
義
は
三
民
主

義
の
亜
流
で
は
な
い
と
し
、
三
民
主
義
と
三
均
主
義
の
違
い
を
①

三
民
主
義
が
救
国
主
義
で
あ
る
の
に
対
し
、
三
均
主
義
は
世
界
平

和
を
志
向
す
る
救
世
主
義
で
あ
る
こ
と
、
②
三
民
の
民
族
主
義
は

中
国
国
民
の
解
放
と
独
立
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
三
均
の

民
族
主
義
は
全
世
界
の
平
等
と
い
う
原
理
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
、
③
三
民
の
民
生
主
義
は
国
民
の
生
活
権
の
保
障
に
目
的
を
置

く
の
に
対
し
、
三
均
は
富
の
均
等
化
を
通
じ
た
理
想
社
会
建
設
を

目
的
と
し
て
い
る
こ
と
、
④
三
民
が
自
由
と
平
等
の
折せ

っ

衷ち
ゅ
う

的
な
立

場
で
あ
る
の
に
対
し
、
三
均
は
徹
底
し
た
平
等
論
の
立
場
で
あ
る

こ
と
、
⑤
三
均
の
教
育
思
想
が
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
5

点
に
求
め
、
ま
た
趙
素
昴
が
三
民
主
義
を
批
判
す
る
文
章
を
残
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る11

＊

。
か
れ
が
挙
げ
る
の
は
、
中
国
在

住
韓
国
人
に
関
し
て
「
中
国
の
立
場
か
ら
諸
問
題
を
み
る
と
、
三

民
主
義
を
韓
国
僑き

ょ
う

民み
ん

に
適
用
し
、
土
地
問
題
、
労
使
問
題
、
参
政

権
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い11

＊

」
と
述
べ
て
い
る
部
分
で

あ
る
。
し
か
し
、
孫
文
の
「
民
族
主
義
」
は
国
家
主
義
と
は
異
な

り11
＊

、
排
外
主
義
で
は
な
い
と
同
時
に
、
他
の
「
被
圧
迫
民
族
」
の

（
４
）
趙
素
昴
の
民
主
主
義
理
解

　
で
は
、
趙
素
昴
の
考
え
る
具
体
的
な
統
治
の
あ
り
か
た
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
？

　

先
の
１
９
４
４
年
の
臨
時
憲
章
制
定
の
際
の
議
論
で
は
、「
均

地
共
和
」
と
い
っ
た
共
産
主
義
に
近
い
か
と
思
わ
れ
る
提
案
が
さ

れ
て
い
る
が
、
か
れ
の
思
想
は
共
産
主
義
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
建
国
時
の
１
９
４
８
年
12
月
1
日
の
「
社

会
党
結
党
大
会
宣
言
書
」
で
は
、「
わ
が
民
衆
は
、
無
産
階
級
独

裁
も
資
本
主
義
特
権
階
級
の
似え

せ
而
非
的
民
主
主
義
政
治
も
願
う
の

で
は
な
い
」
と
し
、「
進
歩
的
民
主
主
義
で
あ
る
と
い
う
階
級
独

裁
派
が
無
産
階
級
独
裁
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
一
部

民
衆
が
こ
れ
に
誘
惑
、
煽せ

ん
動ど

う
さ
れ
て
い
る
現
状
」
を
憂
え
て
い
る11

＊

。

　
１
９
４
０
年
頃
の
執
筆
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
韓
国
独
立
党　

党
義
解
釈
」
に
お
い
て
も
、「
新
民
主
国
」
に
つ
い
て
、
以
下
の

記
述
が
み
ら
れ
る
。

「
過
去
の
あ
る
時
代
に
は
、
君
主
専
制
政
治
を
必
要
と
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
五マ

〇マ

年
代
で
あ

る
今
日
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
旧
制
度
は
な
ん
ら
必
要
な
い
も

の
で
あ
る
。
一
七
・
八
世
紀
か
ら
欧
米
で
は
民
権
運
動
が
台
頭
し
、

革
命
の
血
を
流
し
た
こ
と
が
数
多
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
成
功

し
た
と
き
に
は
、
民
主
共
和
国
、
即
ち
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
国
家
を

解
放
運
動
と
の
連
帯
の
意
識
を
強
く
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た11

＊

。
た

し
か
に
「
救
国
」
を
掲
げ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、「
世
界
主
義
」

的
な
発
想
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た11

＊

。
趙
素
昴
自
身
も
先

の
中
国
在
住
韓
国
人
に
つ
い
て
の
文
章
で
は
、
最
終
的
に
三
民
主

義
を
適
用
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
三
民
主
義
思
想
が
そ

も
そ
も
こ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る11

＊

。
さ
ら
に
民
生
主
義
に
つ
い
て
も
、
孫

文
は
「
三
民
主
義
」
に
つ
い
て
の
講
演
の
中
で
、民
生
主
義
は
「
社

会
主
義
に
ほ
か
な
ら
ず
、
共
産
主
義
と
も
名
づ
け
ら
れ
、
要
す
る

に
大
同
主
義
で
あ
る11

＊

」と
し
、「
社
会
の
財
源
を
平
均
に
す
る
こ
と
」

で
あ
っ
て
、
共
産
主
義
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
方
法

が
違
う
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る1＊

＊

。
共
産
主
義
と
の
関
係
に
つ
い

て
の
孫
文
の
説
明
は
、
共
産
主
義
と
敵
対
す
る
分
子
に
よ
る
国
民

党
の
分
裂
を
抑
え
よ
う
と
す
る
文
脈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
点
を
考
慮
し
た
上
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
基
本
的
に
三
均
主
義
の
「
富
の
均
等
化
」
と
異
な
ら
な
い
説

明
を
と
っ
て
い
る
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
趙
素
昴
の
三
均
主
義
は
、
李
允
熙
の
い
う
と
お
り
、
三
民
主
義

の
「
亜
流
」
で
は
な
い
に
し
て
も
、
多
く
の
影
響
を
受
け
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

建
設
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
理
想
中
に
あ
る
民

主
国
家
は
一
七
・
八
世
紀
に
欧
米
で
建
立
さ
れ
た
そ
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
国
家
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
も
違
う
。
当
時
そ
れ
ら
の
成
功
に

起
因
し
て
建
立
さ
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
上
昇
期
資
本
主
義
を
基

礎
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
下
、
労
使
間
の
極
度
の
葛

藤
と
矛
盾
を
内
包
し
た
制
度
を
産
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
制
度
を
建
設
す
る
か
。
本
党

党
義
に
明
々
白
々
に
規
定
し
た
と
こ
ろ
、
政
治
・
経
済
・
教
育
の

均
等
を
基
礎
と
し
た
新
民
主
国
、即
ち
『
ニ
ュ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』

の
国
家
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
民
主
と

い
う
の
は
、
民
衆
を
愚
弄
す
る
『
資
本
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で

も
な
く
、
無
産
者
独
裁
を
標
榜
す
る
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で

も
な
い
。
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
く
、
汎は

ん
韓
民
族
を
地
盤
と
し
、

汎
韓
国
国
民
を
単
位
と
し
た
全
民
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る11

＊

」。

　
こ
こ
で
の
「
全
民
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か

は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
国
で
執
筆
さ
れ
た
と
す
る

執
筆
年
代
不
明
の
「
党
綱
解
釈　

草
案
」
に
は
、「
三
均
主
義
だ

け
が
旧
民
主
制
度
の
失
敗
と
欠
陥
を
補
い
、
名
実
と
も
に
全
民
政

体
を
施
行
す
る11

＊

」
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
三
均
主
義
を
国
家
の
政

体
に
関
す
る
議
論
と
捉
え
る
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
か
れ
は

「
新
民
主
主
義
」
と
い
う
こ
と
ば
を
も
っ
て
そ
の
政
体
を
「
民
主
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主
義
中
央
集
権
制
」
と
対
置
さ
れ
る
も
の
と
み
て
お
り
、「
民
主

的
で
あ
る
と
は
、
一
般
民
衆
の
意
思
を
投
票
や
会
議
あ
る
い
は
そ

の
他
の
手
段
で
民
意
を
代
表
し
反
映
さ
せ
、
最
大
多
数
人
の
意
思

を
も
っ
て
事
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
万
機
を
公
論
に
よ
っ
て
決
定

す
る
こ
と
が
民
主
的
で
あ
り
、
そ
の
反
対
は
官
僚
的
命
令
的
な
も

の
で
あ
り
、
ま
た
は
中
央
集
権
的
で
あ
る
」
と
し
て
い
る11

＊

。
さ
ら

に
、「
現
代
世
界
の
70
余
の
国
の
う
ち
最
大
多
数
の
国
家
が
民
主

政
治
を
採
用
し
て
い
る
が
、
民
主
政
治
の
実
益
を
得
る
こ
と
が
で

き
て
お
ら
ず
、
形
式
的
に
進
ん
で
い
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
陳ち

ん
腐ぷ

な
民
主
的
残ざ

ん

滓し

を
受
け
取
る
の
で
は
な
く
民
主
政
治
の
真
髄
あ
る

い
は
民
治
の
本
質
を
実
行
し
よ
う
と
新
の
字
を
加
え
た
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
、「
民
主
政
体
」
と
い
わ
れ
る
国
々
が
「
本
質
上

は
資
本
階
級
の
政
権
を
代
表
す
る
も
の
で
政
・
経
・
教
の
恵
沢
が

大
衆
に
及
ば
な
い
こ
と
は
事
実
が
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と

し
て
お
り11

＊

、
か
れ
の
い
う
「
民
主
的
中
央
集
権
」
が
社
会
の
一
部

の
階
級
に
資
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
の
問
題
を
指
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
れ
に
従
え
ば
、
前
述
の
「
全
民
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は
、「
汎

韓
民
族
」「
汎
韓
国
国
民
」
と
い
う
民
族
主
義
的
な
色
彩
が
伴
う

も
の
の
、
三
均
主
義
に
則
っ
て
従
来
の
自
由
民
主
主
義
を
補
完
す

る
民
主
主
義
、
無
産
者
独
裁
と
は
異
な
る
社
会
民
主
主
義
に
近
い

も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

５
、
趙
素
昴
の
思
想
と
制
憲
憲
法
と
の
つ
な
が
り

　
以
上
の
よ
う
な
趙
素
昴
の
思
想
は
、
前
述
の
よ
う
に
１
９
４
４

年
の
臨
時
憲
章
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

１
９
４
８
年
の
憲
法
と
は
一
定
の
繋
が
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
１
９
４
８
年
憲
法
の
起
草
者
と
し
て
知
ら
れ
る
兪ユ

鎭ヂ

午ノ

は
、

憲
法
制
定
前
の
１
９
４
７
年
に
出
し
た
論
文
で
現
代
の
憲
法
を
考

え
る
上
で
の
か
れ
の
考
え
を
支
え
る
資
料
と
し
て
、
立
法
議
院
の

「
朝
鮮
民
主
臨
時
約
憲
」
第
２
章
や
米
ソ
共
同
委
員
会
諮
問
第
5・

6
号
に
対
す
る
韓
民
・
合
委
等
の
答
申
と
と
も
に
、
建
国
綱
領
第

３
章
を
挙
げ
て
い
る
し11

＊

、
憲
法
制
定
後
に
出
し
た
『
憲
法
起
草
回

顧
録
』
で
も
草
案
作
成
の
際
の
資
料
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
て
い
る11

＊

。

　

兪
鎭
午
は
憲
法
制
定
に
あ
た
っ
て
、「
社
会
的
経
済
的
民
主
主

義
」
を
現
代
的
な
民
主
主
義
と
捉
え
、
韓
国
憲
法
の
基
盤
に
こ
の

民
主
主
義
観
を
据
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
制
憲
国
会
に
お
い
て
も
、

１
９
４
８
年
6
月
23
日
、
憲
法
草
案
に
つ
い
て
の
国
会
本
会
議
で

の
第
一
読
会
で
は
、
ま
ず
起
草
委
員
会
委
員
長
で
あ
っ
た
徐ソ

相サ
ン

日イ
ル

が
委
員
会
の
作
っ
た
憲
法
案
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る11

＊

。

「
憲
法
の
精
神
を
要
約
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
…
…
わ
れ
ら
は
民

主
主
義
民
族
国
家
を
構
成
し
て
わ
れ
ら
三
〇
〇
〇
万
は
勿
論
、
子

孫
万
代
を
し
て
現
時
局
に
適
応
し
た
民
族
社
会
主
義
国
家
に
到
達

せ
し
め
よ
う
と
い
う
そ
の
精
神
の
骨
子
が
こ
の
憲
法
に
編
集
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
…
特
権
階
級
一
切
を
、
特
殊

階
級
制
度
を
否
認
し
ま
し
た
。
も
う
一
度
言
う
と
社
会
的
経
済
的

文
化
的
政
治
的
に
す
べ
て
の
領
域
に
あ
っ
て
わ
れ
ら
三
〇
〇
〇
万

と
と
も
に
わ
れ
ら
の
子
孫
万
代
が
均
等
な
社
会
を
作
り
上
げ
る
と

い
う
そ
の
よ
う
な
権
利
義
務
を
設
定
し
た
こ
と
が
わ
が
憲
法
の
重

要
な
骨
子
精
神
で
あ
る
こ
と
を
み
な
さ
ん
が
理
解
し
て
下
さ
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
」

　
続
け
て
個
別
の
内
容
に
つ
い
て
、
兪
鎮
午
が
憲
法
提
案
理
由
の

説
明
に
あ
た
っ
た
が
、
提
案
理
由
の
冒
頭
で
、
か
れ
は
「
こ
の
憲

法
の
基
本
精
神
は
政
治
的
民
主
主
義
と
社
会
的
民
主
主
義
の
調
和

を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
う

一
度
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
米
国
の
独
立
時
代

か
ら
民
主
主
義
の
根
源
と
な
っ
て
き
た
す
べ
て
の
人
の
自
由
と
平

等
と
権
利
を
大
切
に
し
、
尊
重
す
る
と
同
時
に
、
経
済
的
均
等
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
こ
の
憲
法
の
基
本
精
神
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
人
の
自
由

と
平
等
を
基
本
原
理
と
し
つ
つ
、
こ
の
自
由
と
平
等
が
国
家
全
体

の
利
害
と
矛
盾
す
る
段
階
に
達
す
る
な
ら
ば
、
国
家
権
力
に
よ
っ

て
こ
れ
を
調
和
す
る
そ
の
よ
う
な
国
家
体
制
を
考
え
て
み
た
の
で

ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る11

＊

。

　
徐
相
日
と
兪
鎮
午
の
こ
と
ば
に
示
さ
れ
た
「
民
主
主
義
民
族
国

家
」、「
社
会
的
民
主
主
義
」、「
経
済
的
均
等
」
と
い
う
こ
と
ば
は

い
ず
れ
も
こ
の
憲
法
の
目
指
す
民
主
主
義
の
概
念
を
端
的
に
特
徴

づ
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
社
会
民
主
主
義
的
な
理
解
が
示
さ
れ

て
い
る
と
と
も
に
、
民
族
主
義
的
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、

「
憲
法
の
基
本
精
神
」
と
さ
れ
る
も
の
は
、
先
の
趙
素
昴
の
党
義

解
釈
に
み
ら
れ
る
民
主
国
家
の
理
解
と
類
似
し
た
要
素
を
も
つ
も

の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
制
憲
憲
法
に
は
、
前
文
で
は
「
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
の

す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
各
人
の
機
会
均
等
」
が
謳
わ
れ
、
具
体

的
憲
法
条
項
の
中
で
も
、
第
２
章
の
「
国
民
の
権
利
義
務
」
で
は
、

自
由
権
よ
り
先
に
最
初
の
8
条
で
平
等
や
社
会
的
特
殊
階
級
の
廃

止
が
定
め
ら
れ
、
16
条
で
は
「
均
等
に
教
育
を
受
け
る
権
利
」、

17
条
、
18
条
で
は
勤
労
の
権
利
や
労
働
基
本
権
と
と
も
に
、
営
利

私
企
業
に
お
い
て
勤
労
者
が
利
益
の
分
配
に
均
等
に
預
か
る
権
利
、

19
条
に
生
存
権
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
第
6
章
で
は
経
済
条
項
が

お
か
れ
、
重
要
資
源
の
国
有
、
農
地
の
分
配
、
公
共
性
を
有
す
る

企
業
の
国
営
な
い
し
公
営
、
対
外
貿
易
の
国
家
に
よ
る
統
制
、
等
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効
力
が
排
除
さ
れ
る
」
と
解
し
た
。
な
お
、同
判
決
の
翻
訳
が
、専
修
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
ル
8
号
（
２
０
１
３
年
1
月
）
１
５
３
頁
以
下
（
中
川
敏
宏
訳
）

に
あ
る
。

＊
2　
大
韓
国
民
議
会
（
ロ
シ
ア
領
）、
上
海
臨
時
政
府
、
漢
城
政
府
な
ど

が
あ
っ
た
ほ
か
に
、
臨
時
政
府
案
と
し
て
、
朝
鮮
民
国
臨
時
政
府
案
、
新

韓
民
国
臨
時
政
府
案
な
ど
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
金
榮
秀
『
大
韓
民

国
臨
時
政
府
憲
法
論
』
三
英
社 

１
９
８
０
年 

74
頁
以
下
、
同
『
韓
国
憲

法
史
』
学
文
社 

２
０
０
０
年 

２
１
３
頁
、
李
炫
熙
『
大
韓
民
国
臨
時
政

府
史
』
第
２
版 

集
文
堂 

１
９
８
３
年 

49
頁
以
下
、
等
、
参
照
）。

＊
3　
前
注
に
挙
げ
た
統
合
前
の
臨
時
政
府
の
う
ち
、
実
体
が
伴
っ
て
い
た

の
は
ロ
シ
ア
領
の
大
韓
国
民
議
会
、
上
海
の
大
韓
民
国
臨
時
政
府
、
漢
城

臨
時
政
府
の
3
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
3
つ
の
内
、
大
韓
国
民
議
会
は
憲
法

に
当
た
る
内
容
の
も
の
は
制
定
し
て
い
な
い
（
李
炫
熙
前
掲
『
大
韓
民
国

臨
時
政
府
史
』
53
頁
、
参
照
）。
漢
城
政
府
は
１
９
１
９
年
4
月
23
日
に

6
条
の
約
法
を
制
定
し
た
が
、そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た（
金

榮
秀
『
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
論
』
91
頁
以
下
、
李
炫
熙
前
掲
『
大
韓

民
国
臨
時
政
府
史
』
69
頁
、
参
照
）。

　
【
漢
城
政
府
約
法
】

　
第
1
条　
国
体
は
民
主
制
を
採
用

　
第
2
条　
政
体
は
代
議
制
を
採
用

　
第
3
条　
国
是
は
国
民
の
自
由
と
権
利
を
尊
重
し
、
世
界
平
和
の
幸
福
を

増
進
す
る
こ
と

　
第
4
条　
臨
時
政
府
に
は
左
の
権
限
が
有
る
こ
と

　
１．一
切
の
内
政  

１．一
切
の
外
政

　
第
5
条　
朝
鮮
国
民
は
左
の
義
務
を
有
す
る
こ
と　

　
１．納
税 

１．兵
役

　
第
6
条　
本
約
法
は
正
式
国
会
を
召
集
し
、
憲
法
を
発
布
す
る
と
き
ま
で

適
用
す
る
こ
と

＊
4　
金
榮
秀
前
掲
『
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
論
』
85
頁
。

＊
5  

金
榮
秀
前
掲
『
韓
国
憲
法
史
』
２
３
３
頁
、
参
照
。
注
3
で
挙
げ
た

臨
時
政
府
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
名
称
か
ら
も
民
主
制
を
標
榜
す
る
も
の
で

あ
っ
た
し
、
漢
城
政
府
約
法
も
1
条
で
「
民
主
制
」
を
採
る
こ
と
を
明
記

し
て
い
た
（
金
榮
秀
前
掲
『
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
論
』
91
頁
）。

＊
6　

박
찬
승
『
대
한
민
국
은 

민
주
공
화
국
이
다-

헌
법
　
제
1
조  
성

립
의  

역
사
』
돌
베
개 

２
０
１
３
年 

１
０
６
頁
以
下
。

＊
7　
박
찬
승
前
掲
『
대
한
민
국
은 

민
주
공
화
국
이
다
』
１
１
０
頁
、参
照
。

同
著
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
嘯
卬
生
「
会
員
諸
君
」
大
韓
興
学
報

７
号
（
１
９
０
９
年
11
月
）
8
頁
（
韓
国
学
文
献
研
究
所
編
『
韓
国
開
化

期
学
術
誌
』
の
シ
リ
ー
ズ
中
の
『
大
韓
興
学
報
』
下
巻 

亜
細
亜
文
化
社 

１
９
７
８
年 

90
頁
）
が
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
著
者
の
嘯
卬

生
は
趙
素
昴
で
あ
る
。

＊
8　

박
찬
승
前
掲
『
대
한
민
국
은 

민
주
공
화
국
이
다
』
１
１
２
頁
は
、

こ
う
し
た
例
と
し
て
新
韓
民
報 

１
９
１
０
年 

10
月
12
日
の
論
説
「
망
국

민
이 

망
국
노
를 

책
한
다
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
筆
者
は
同
論
説
を
確
認

で
き
て
い
な
い
。

＊
9　
１
９
１
２
年
〈
日
付
不
明
〉
曺
成
煥
か
ら
安
昌
浩
へ
の
手
紙
『
島
山

安
昌
浩
資
料
集
⑵
』（
韓
国
独
立
運
動
資
料
叢
書　

第
５
輯
）
独
立
紀
念

館
附
設
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
所 

１
９
９
１
年 

73
頁
。

＊
10　
前
掲
１
９
１
２
年
〈
日
付
不
明
〉
曺
成
煥
か
ら
安
昌
浩
へ
の
手
紙
74

頁
。

＊
11
「
大
同
団
結
宣
言
」
は
、『
島
山
安
昌
浩
資
料
集
⑶
』（
韓
国
独
立
運
動

資
料
叢
書　

第
6
輯
）
独
立
紀
念
館
附
設
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
所 

１

９
９
２
年 

２
３
２
頁
以
下
に
所
収
。
ま
た
「
韓
国
独
立
運
動
史
情
報
シ

ス
テ
ム
」
の
Ｈ
Ｐ
で
も
原
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
12  

１
９
１
９
年
2
月
（
日
付
不
明
）
の
「
大
韓
独
立
宣
言
書
」
は
「
韓

国
独
立
運
動
史
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
Ｈ
Ｐ
で
原
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
13　
金
榮
秀
前
掲
『
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
論
』
１
０
７
頁
、
参
照
。

＊
14　
「
光
復
」
と
は
主
権
の
回
復
を
指
す
韓
国
語
で
あ
る
。「
光
復
運
動
」

が
定
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
内
容
に
は
当
時
、
世
界
的
な
思
潮
と
な
っ
て
い
た

社
会
主
義
や
社
会
民
主
主
義
の
影
響
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
や
中
国

の
各
憲
法
案
か
ら
の
影
響
、当
時
参
照
さ
れ
た
「
朝
鮮
臨
時
約
憲
」

そ
の
他
の
文
書
か
ら
の
影
響
を
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
建
国
綱
領
や

三
均
主
義
の
直
接
的
影
響
を
重
視
す
る
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。

但
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
臨
時
政
府
時
代
の
憲

法
文
書
の
う
ち
で
は
、
明
白
に
参
照
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
建
国
綱
領
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
臨
時
政
府
時
代

の
思
想
的
特
徴
で
あ
っ
た
三
均
主
義
が
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。

　
お
わ
り
に

　
以
上
は
い
ま
だ
一
面
的
な
考
察
に
過
ぎ
ず
、
制
憲
憲
法
と
臨
時

政
府
憲
法
文
書
と
の
繋
が
り
と
し
て
は
、
本
稿
で
採
り
上
げ
な

か
っ
た
自
由
権
に
つ
い
て
、
１
９
４
４
年
の
臨
時
憲
章
の
内
容
の

多
く
が
制
憲
憲
法
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
も
別
途
、
そ
れ
ぞ

れ
の
制
定
過
程
を
踏
ま
え
て
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
し
か
し
、冷
戦
下
の
１
９
４
８
年
に
成
立
し
た
「
民
主
共
和
国
」

の
憲
法
論
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
の
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
自

由
を
重
視
し
た
１
９
４
４
年
の
臨
時
憲
章
で
は
な
く
、
平
等
重
視

の
建
国
綱
領
に
み
ら
れ
る
志
向
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
韓
国
憲
法
の

背
景
に
あ
る
思
潮
と
し
て
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
経
済
条

項
は
、
１
９
４
８
年
以
降
の
憲
法
改
正
で
も
修
正
を
加
え
つ
つ
、

受
け
継
が
れ
た
。
趙
素
昴
の
意
図
し
た
理
想
社
会
を
生
む
こ
と
に

は
繋
が
ら
な
か
っ
た
が
、
韓
国
憲
法
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
重

要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
建
国
後
の
韓
国
憲
法
が「
自
由
民
主
」

を
前
面
に
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
維
新
憲
法
の
時
代
か
ら
で

あ
る1＊

＊ 

。
そ
れ
ま
で
の
間
、建
国
後
の
憲
法
に
お
け
る「
民
主
主
義
」

が
も
っ
た
韓
国
的
な
特
徴
に
つ
い
て
は
改
め
て
注
目
す
べ
き
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。　

＊
１　

戦
時
徴
用
を
巡
る
２
０
１
２
年
5
月
24
日
の
大
法
院
判
決
は
、
戦
後

の
制
憲
憲
法
（
１
９
４
８
年
）
前
文
が
「
三
・
一
運
動
に
よ
り
大
韓
民
国

を
建
立
し
世
界
に
宣
布
し
た
偉
大
な
独
立
精
神
を
継
承
し
…
」
と
し
て
お

り
、
以
来
、
現
行
憲
法
前
文
（「
三
・
一
運
動
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
大
韓

民
国
臨
時
政
府
の
法
統
…
を
継
承
し
」　

と
す
る
）
に
至
る
ま
で
韓
国
憲

法
が
一
貫
し
て
三
・
一
独
立
運
動
お
よ
び
臨
時
政
府
を
継
承
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
制
憲
憲
法
１
０
０
条
が
「
現
行
法

令
は
、
こ
の
憲
法
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
効
力
を
有
す
る
」、
同
１
０
１

条
が
「
こ
の
憲
法
を
制
定
し
た
国
会
は
、
檀
紀
４
２
７
８
年
8
月
15
日
以

前
の
悪
質
な
反
民
族
行
為
を
処
罰
す
る
特
別
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、「
日
本
の
不
法
な
支
配
に
よ
る

法
律
関
係
の
う
ち
大
韓
民
国
の
憲
法
精
神
と
両
立
し
え
な
い
も
の
は
そ
の
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は
意
味
と
し
て
は
「
独
立
運
動
」
に
近
い
が
、韓
国
語
で
も
「
独
立
運
動
」

の
語
は
別
に
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
韓
国
語
の
ま
ま
と
し
た
。

＊
15  
金
榮
秀
前
掲
『
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
論
』
１
２
５
頁
も
こ
の
点

を
指
摘
し
て
い
る
。

＊
16　
１
９
４
０
年
の
改
憲
で
は
、権
利
に
つ
い
て
の
規
定
は
、主
語
が
「
人

民
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
義
務
に
つ
い
て
は
「
国
民
」
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
各
改
憲
条
文
に
つ
い
て
は
、
金
榮
秀
前
掲
『
韓
国
憲
法

史
』
に
「
附
録
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
を
用
い
た
。

＊
17　
臨
時
議
政
院
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
金
榮
秀
前
掲
『
大
韓
民
国
臨
時

政
府
憲
法
論
』
84
頁
注
40
、
参
照
。

＊
18　
金
榮
秀
前
掲
『
韓
国
憲
法
史
』
２
２
６
頁
。

＊
19　

申
宇
澈
『
比
較
憲
法
史

−

大
韓
民
国
立
憲
主
義
의 

淵
源
』
法
文
社

２
０
０
８
年 

２
９
２
頁
以
下
。

＊
20　
金
榮
秀
前
掲
『
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
論
』
１
０
９
頁
。

＊
21　
申
宇
澈
前
掲
『
比
較
憲
法
史
』
３
０
９
頁
。
な
お
同
著
で
は
、
当
時

の
資
料
で
は
申
翼
煕
が
活
躍
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
的

に
は
中
国
の
憲
法
を
模
倣
し
た
か
ら
こ
そ
短
期
間
に
臨
時
憲
法
の
内
容
を

作
る
こ
と
が
で
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
３
０
７
頁
以
下
）。

＊
22　
申
宇
澈
前
掲
『
比
較
憲
法
史
』
４
２
４
頁
。

＊
23　
金
榮
秀
前
掲
『
大
韓
民
国
臨
時
政
府
憲
法
論
』
１
７
５
頁
。

＊
24　
權
寧
建
「
大
韓
民
国
臨
時
政
府
와 

三
均
主
義

−

채
택
배
경 

및 
과
정

과 

한
계
성
을 

중
심
으
로
ー
」
三
均
主
義
研
究
論
集
12
輯
（
１
９
９
２
年

2
月
）
３
０
７
頁
以
下
、
参
照
。

＊
25　
申
宇
澈
前
掲
『
比
較
憲
法
史
』
４
３
９
頁
以
下
、
参
照
。 

＊
26　
兪
鎭
午
「
우
리
憲
法
의 

輪
郭

－

十
八
世
紀
憲
法
과 

二
十
世
紀
憲
法

－

」 

兪
鎭
午
『
憲
法
의 

基
礎
理
論
』
明
世
堂 

１
９
５
０
年 

85
頁
、
参
照
。

な
お
、
金
榮
秀
「
우
리
나
라 　

憲
法
과　

三
均
主
義
思
想
」
三
均
主
義

研
究
論
集
16
輯
（
１
９
９
６
年
2
月
）
48
頁
以
下
は
、
制
憲
憲
法
や
現
行

韓
国
憲
法
へ
の
三
均
主
義
の
影
響
を
分
析
し
て
い
る
。

れ
て
い
る
）。

＊
35　
李
允
熙
「
趙
素
昴
思
想
의 

研
究
」
三
均
学
会
編
『
三
均
主
義
研
究

論
集
』
6
輯
（
１
９
８
５
年
12
月
）
61
頁
、
参
照
。

＊
36　
李
允
熙
前
掲
「
趙
素
昴
思
想
의 

研
究
」
61
頁
、
参
照
。

＊
37　
六
聖
教
は
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
の
代
表
的
な
聖
人
6
人
の
教
え

を
統
合
し
て
、
人
類
み
な
同
胞
と
す
る
世
界
一
家
の
理
想
社
会
を
作
ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
六
聖
教
と
三
均
主
義
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、

김
기
승
『
조
소
앙
의 

꿈
꾼 

세
계
』
지
영
사 

２
０
０
３
年 

１
３
７
頁
以
下
、

１
８
４
頁
以
下
、
等
、
参
照
。

＊
38　
洪
善
憙
前
掲
『
趙
素
昴
思
想
』
44
頁
、
参
照
。

＊
39　
趙
鏞
殷
「
信
教
論
」
大
韓
留
学
生
会
学
報
１
号
（
１
９
０
７
年
3
月
）

32
頁
（
復
刻
版：韓
国
学
文
献
研
究
所
編
『
韓
国
開
化
期
学
術
誌
』
シ
リ
ー

ズ
19
巻
『
大
韓
学
会
月
報
（
下
）・
大
韓
留
学
生
会
学
報
』
亜
細
亜
文
化

社 

１
９
７
８
年 

２
８
４
頁
）。

＊
40  

趙
素
昴
「
学
生
論
（
上
）」
大
韓
興
学
報
4
号
（
１
９
０
８
年
6
月
）

13
頁
（
復
刻
版：韓
国
学
文
献
研
究
所
編
『
韓
国
開
化
期
学
術
誌
』
シ
リ
ー

ズ
20
巻
『
大
韓
興
学
報
』
上
巻 

亜
細
亜
文
化
社 

１
９
７
８
年 

３
１
７
頁
）。

＊
41　
嘯
卬
生
「
甲
辰
以
後
列
国
大
勢
의 

変
動
을 

論
함
」
大
韓
興
学
報
10

号
（
１
９
１
０
年
2
月
）
4
頁
（
復
刻
版
：
韓
国
学
文
献
研
究
所
編
『
韓

国
開
化
期
学
術
誌
』
シ
リ
ー
ズ
21
巻
『
大
韓
興
学
報
』
亜
細
亜
文
化
社 

１
９
７
８
年 

２
８
６
頁
、
参
照
。

＊
42　
李
允
熙
前
掲
「
趙
素
昴
思
想
의 

研
究
」
52
頁
、
参
照
。

＊
43　
以
上
の
孫
文
や
戴
季
陶
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
洪
善
憙
前
掲
『
趙
素

昴
思
想
』
43
頁
、
参
照
。

＊
44　
李
允
熙
前
掲
「
趙
素
昴
思
想
의 

研
究
」
52
頁
以
下
、
参
照
。

＊
45　
趙
素
昴
「
東
三
省
韓
僑
問
題
」
前
掲
『
素
昴
先
生
文
集
』
上
巻 

１

０
３
頁
以
下
。

＊
46　
堀
川
哲
男
『
孫
文
』（『
人
類
の
知
的
遺
産
』
63
巻
）
講
談
社 

１
９

８
３
年 

6
頁
は
、「
彼
の
掲
げ
る
民
族
主
義
は
、
国
粋
主
義
・
国
家
主
義
・

＊
27　
韓
詩
俊
「
解
題
」
国
学
事
業
推
進
委
員
会
編
『
韓
国
独
立
運
動
史
資

料
集
―
趙
素
昴
篇
（
一
）
―
』（
韓
国
学
資
料
叢
書
五
）
韓
国
精
神
文
化

研
究
院 

１
９
９
５
年 

3
頁
、
参
照
。

＊
28　
김
기
승 「
조
소
앙
과 

대
한
민
국 

정
부
수
립 

」
도
양
정
치
사
상
사
8

巻
1
号
（
２
０
０
９
年
3
月
）
32
頁
、
等
、
参
照
。

＊
29　

洪
善
憙
『
趙
素
昴
思
想
』
太
極
出
版
社
１
９
７
５
年 

27
頁
注
6
。

權
寧
建
前
掲
「
大
韓
民
国
臨
時
政
府
와 

三
均
主
義
」
３
０
３
頁
も
同
旨
。

趙
素
昴
自
身
も
、
建
国
綱
領
の
第
1
章
「
総
綱
」
の
6
に
お
い
て
、
民
国

13
年
（
＝
１
９
３
１
年
）
4
月
の
「
対
外
宣
言
」
で
三
均
制
度
の
建
国
原

則
を
臨
時
政
府
が
表
明
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

＊
30　
趙
素
昴
「
韓
国
独
立
党
党
義
研
究
方
法
」
三
均
学
会
編
『
素
昴
先
生

文
集
』
上
巻 

횃
불
사
１
９
７
９
年 

１
９
６
頁
以
下
に
収
録
。
同
２
０
３

頁
の
註
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
党
員
に
配
布
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
推

定
さ
れ
る
印
刷
物
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊
31  

以
下
の
説
明
と
ほ
ぼ
同
様
な
内
容
は
、
拙
著
『
近
代
東
ア
ジ
ア
世
界

と
憲
法
思
想
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会 

２
０
１
２
年 

２
２
７
頁
以
下
で

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

＊
32　
こ
こ
で
記
し
た
党
義
各
文
節
の
前
の
括
弧
内
の
数
字
は
、
趙
素
昴
前

掲
「
韓
国
独
立
党
党
義
研
究
方
法
」
１
９
６
頁
以
下
の
記
載
に
従
っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
趙
素
昴
は
、
１
９
９
字
の
党
義
を
「
9
節
に
分
け
」、

説
明
す
る
と
し
て
い
る
。

＊
33　
以
下
、
図
お
よ
び
説
明
は
、
趙
素
昴
前
掲
「
韓
国
独
立
党
党
義
研
究

方
法
」
１
９
６
頁
以
下
に
よ
る
。

＊
34　
な
お
、
こ
の
「
人
と
人
」、「
民
族
と
民
族
」、「
国
と
国
」
の
均
等
に

つ
い
て
は
、
国
学
振
興
事
業
推
進
委
員
会
編
前
掲
『
韓
国
独
立
党
運
動
史

資
料
集
―
趙
素
昴
（
一
）
―
』
に
収
め
ら
れ
た
「
韓
国
独
立
党
党
綱
浅
釈

―
均
等
的
意
義
―
」
８
８
１
頁
以
下
お
よ
び
「「
韓
国
独
立
党
党
綱
浅
釈

（
続
）
―
均
等
的
意
義
―
」
８
９
１
頁
以
下
で
も
詳
し
い
説
明
が
さ
れ
て

い
る
（
こ
の
う
ち
「
続
」
に
は
文
末
に
１
９
４
１
年
6
月
10
日
と
記
載
さ

国
権
主
義
と
は
厳
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
い
う
〝
国
〟

は
支
配
の
道
具
と
し
て
の
国
家
で
は
な
く
、
民
衆
の
集
合
と
し
て
の
国
家

で
あ
っ
た
」
と
す
る
。

＊
47　
堀
川
哲
男
前
掲
『
孫
文
』
16
頁
、
参
照
。

＊
48　
孫
文
は
「
世
界
主
義
」
に
つ
い
て
、「
こ
う
い
う
道
理
は
、
い
じ
め

ら
れ
て
い
る
民
族
の
口
に
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
い
じ
め
ら

れ
て
い
る
民
族
は
、
ど
う
し
て
も
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
民
族
の
自
由
に
し
て

平
等
な
地
位
を
、
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
は
じ
め
て
、

世
界
主
義
を
口
に
す
る
資
格
が
あ
る
の
で
す
」と
述
べ
て
い
る（
孫
文「
三

民
主
義
」『
世
界
の
名
著
』
64
巻 

中
央
公
論
社 

１
９
７
９
年 

１
３
３
頁

以
下
）。

＊
49　
趙
素
昴
前
掲
「
東
三
省
韓
僑
問
題
」
１
０
４
頁
、
参
照
。

＊
50　
孫
文
前
掲
「
三
民
主
義
」
１
７
９
頁
。

＊
51　
孫
文
前
掲
「
三
民
主
義
」
１
８
２
頁
。

＊
52
「
社
会
党
結
党
大
会
宣
言
書
」
前
掲
『
素
昴
先
生
文
集
』
下
巻
횃
불
사

１
９
７
９
年 

１
１
５
頁
。

＊
53　
趙
素
昴
「
韓
国
独
立
党　
党
義
解
釈
」
三
均
学
会
編
前
掲
『
素
昴
先

生
文
集
』
上
巻
２
１
７
頁
以
下
。

＊
54　
趙
素
昴
「
党
鋼
解
釈　
草
案
」
前
掲
『
素
昴
先
生
文
集
』
上
巻
２
２

７
頁
。

＊
55　
趙
素
昴
前
掲
「
党
綱
解
釈　
草
案
」
２
２
７
頁
。

＊
56　
趙
素
昴
前
掲
「
党
綱
解
釈　
草
案
」
２
２
７
頁
以
下
。

＊
57　
兪
鎭
午
前
掲
「
우
리
憲
法
의 

輪
郭
」
85
頁
。

＊
58　
兪
鎭
午
『
憲
法
起
草
回
顧
録
』
一
潮
閣 

１
９
８
０
年 

22
頁
。

＊
59　
大
韓
民
国
国
会
発
行
『
制
憲
国
会
速
記
録
』
1
巻 

１
９
８
７
年 

驪

江
出
版
社
影
印 

２
０
８
頁
以
下
。

＊
60　
前
掲
『
制
憲
国
会
速
記
録
』
1
巻 

２
０
９
頁
以
下
。

＊
61　
維
新
憲
法
に
お
い
て
、
前
文
に
初
め
て
「
自
由
民
主
的
基
本
秩
序
」

と
い
う
こ
と
ば
が
挿
入
さ
れ
た
。
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新
羅
金
京
と
東
ア
ジ
ア

東
　
潮

考
古
学
者

徳
島
大
学
名
誉
教
授

１　
新
羅
金
京
の
坊
里
制

  

新
羅
王
京
研
究
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
新
た
な
展
開
を
と
げ
て

い
る
。
か
つ
て
「
新
羅
金
京
の
坊
里
制
」
で
王
京
の
復
元
を
試
み

た
こ
と
が
あ
る
が
、
日
本
の
藤
原
京
、
唐
の
長
安
城
と
の
関
係
を

ふ
く
め
て
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
再
論
す
る
。

　
新
羅
王
京
は
金
城
、
金
京
と
よ
ば
れ
、
一
般
的
に
は
王
都
、
大

京
、
京
師
、
京
都
、
京
邑
と
記
載
さ
れ
た
。
辰
韓
時
代
、
斯
羅
国

の
中
心
地
は
北
川
と
南
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
扇
状
地
に
立
地

し
て
い
た
。
月
城
か
ら
隍
城
洞
に
か
け
て
の
地
域
で
あ
る
。

　
高
句
麗
は
永
楽
10
年（
４
０
０
）に
新
羅
に
侵
攻
し
、「
新
羅
城
」

に
至
っ
た
（
広
開
土
王
碑
文
）。
金
城
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
５
世

　
慈
悲
麻
立
干
12
年
（
４
６
９
）
に
「
定
京
都
坊
里
名
」
と
あ
る
。

坊
里
制
が
定
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
あ
き
ら
か
で
な
い
。
こ
の
こ
ろ

か
ら
京
位
・
外
位
の
制
度
の
前
段
階
と
い
え
る
身
分
制
度
、
中
央

（
王
都
）と
地
方
と
の
関
係
が
顕
在
化
す
る
時
期
に
あ
た
る
。冠
飾・

冠
帽
・
大
刀
な
ど
に
身
分
制
度
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。

　
新
羅
都
城
の
発
展
の
画
期
は
７
世
紀
後
半
の
坊
里
制
の
成
立
で

あ
る
。
白
（
村
）
江
戦
争
後
、
唐
と
戦
争
状
態
に
は
い
る
が
、
６

６
８
年
統
一
新
羅
が
成
立
し
た
。
新
羅
は
唐
の
長
安
・
洛
陽
城
に

な
ら
っ
て
王
都
を
整
備
し
て
ゆ
く
。
文
武
王
14
年
（
６
７
４
）
の

「
宮
内
穿
池
造
山
」（
雁
鴨
池
）、文
武
王
19
年
（
６
７
９
）
の
「
創

造
東
宮
。
始
定
内
外
諸
門
額
号
」、孝
昭
王
６
年（
６
９
７
）の「
宴

羣
臣
於
臨
海
殿
」
な
ど
の
王
京
・
王
宮
造
営
記
事
、
文
武
王
20
年

（
６
８
０
）
の
金
官
小
京
、神
文
王
５
年
（
６
８
５
）
の
西
京
小
京・

南
原
小
京
の
地
方
都
市
の
整
備
な
ど
か
ら
み
て
、
７
世
紀
末
葉
、

王
都
に
坊
里
制
が
形
成
さ
れ
た
。

　

金
京
の
都
市
構
造

　
城
東
洞
遺
跡
は
「
北
宮
」
と
推
定
さ
れ
る
。
北
宮
は
７
６
７
年

ま
で
に
創
建
さ
れ
て
い
る
。「
北
宮
庭
中
先
有
二
星
墜
地
」（『
三

国
遺
事
』
巻
２
、
恵
恭
王
条
）、「
三
星
隕
王
庭
、
相
撃
、
其
光
如

火
迸
散
」（『
三
国
史
記
』
巻
９
、
恵
恭
王
３
年
条
）
と
あ
り
、
北

宮
は
宮
庭
で
あ
っ
た
。

　

雁
鴨
池
・
臨
海
殿
跡
（
東
宮
）、
芬
皇
寺
苑
池
、
龍
江
洞
苑
池

な
ど
王
宮
、
寺
院
に
と
も
な
う
苑
池
が
あ
る
。

　
仁
旺
洞
遺
跡
（
現
慶
州
博
物
館
）
で
は
「
習
府
」「
習
部
」「
虍
」

銘
瓦
が
出
土
し
、習
比
部
関
連
の
坊
里
と
推
定
さ
れ
る
（
鄭
良
謨・

姜
友
邦
１
９
７
４
）。
月
城
垓
字
（
趙
由
典・南
時
鎮
１
９
９
０
）・

月
城
北
方
遺
跡
で
官
衙
関
係
の
遺
構
、
皇
南
洞
３
７
６
番
地
で
み

つ
か
っ
た
「
椋
」
字
木
簡
は
京
内
の
倉
・
大
蔵
、
市
に
関
連
す
る
。

　
東
川
洞
北
方
遺
跡
で
は
南
北
道
路
、
東
西
道
路
、
建
物
、
排
水

施
設
、
蓮
池
、
墻
垣
、
苑
池
な
ど
の
遺
構
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。

独
山
を
ふ
く
め
た
こ
の
一
帯
は
禁
苑
の
可
能
性
が
あ
る
。
隍
城
洞

古
墳
、
龍
江
洞
古
墳
さ
ら
に
龍
江
洞
苑
池
が
あ
る
。

　
隍
城
洞
、
九
黄
洞
・
排
盤
洞
ガ
ス
管
埋
設
地
跡
、
西
部
洞
19
番

地
、
西
部
洞
北
門
路
な
ど
で
道
路
遺
構
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
王

京
内
の
南
川
に
架
け
ら
れ
た
月
精
橋・日
精
橋・鬼
橋
の
橋
に
よ
っ

て
、
王
京
内
の
交
通
網
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当

時
の
木
造
・
石
造
の
建
築
技
術
も
わ
か
る
。　

　

皇
龍
寺
周
辺
の
地
割
と
坊
里

　
皇
龍
寺
の
伽
藍
垣
墻
は
１
尺
35
・
１
㎝
の
「
東
魏
尺
」
に
よ
っ

て
完
数
値
が
え
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
算
出
す
る
と
、
東
西
複
廊

紀
代
末
葉
に
は
炤
知
麻
立
干
９
年
（
４
８
７
）「
葺
月
城
」、
同
10

年
に
「
王
移
居
月
城
」
と
い
う
記
事
が
み
え
、「
月
城
」
が
造
営

さ
れ
て
い
た
。

　
高
句
麗
は
４
２
７
年
に
平
壌
城
に
遷
都
し
、
清
岩
里
土
城
と
大

城
山
城
が
一
体
と
な
る
都
城
を
造
営
し
た
。
月
城
は
そ
の
清
岩
里

土
城
と
立
地
条
件
・
平
面
形
態
な
ど
が
類
似
す
る
。
そ
の
こ
ろ
慶

州
で
は
明
活
山
城
が
築
造
さ
れ
て
い
た
。
実
聖
尼
師
今
４
年
（
４

０
５
）
に
「
倭
兵
来
攻
明
活
城
」、
訥
祗
麻
立
干
15
年
（
４
３
０
）

に「
倭
兵
来
侵
東
辺
。
圍
明
活
城
」、慈
悲
麻
立
干
16
年（
４
７
３
）

に
「
葺
明
活
城
」（『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
第
３
）、同
18
年
（
４

７
５
）
に
「
王
移
居
明
活
城
」
な
ど
の
記
録
が
み
え
る
。「
倭
兵
」

の
記
事
は
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
５
世
紀
後
半
に
は
月

城
と
も
に
明
活
山
城
は
築
造
さ
れ
て
い
た
。

青鶴学術論集
2
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間
１
６
９
・
１
ｍ
（
４
８
０
尺
）、
各
金
堂
間
56
・
３
～
56
・
４

ｍ
（
１
６
０
尺
）
で
３
等
分
さ
れ
た
数
値
で
あ
る
。
南
北
関
係
は
、

第
３
次
伽
藍
の
講
堂
―
中
門
間
が
１
４
９・２
ｍ
（
４
２
５
尺
）で
、

金
堂
―
講
堂
50・２
ｍ
（
１
４
３
尺
）、金
堂
―
塔
間
49・３
ｍ
（
１

４
０
尺
）
で
あ
り
、
や
は
り
全
長
の
３
分
の
１
で
あ
る
。
つ
ま
り

皇
龍
寺
は
東
西
南
北
を
三
分
割
と
い
う
設
計
原
理
の
伽
藍
配
置
で

あ
る
。
東
魏
尺
が
使
用
さ
れ
る
。

　
皇
龍
寺
の
東
方
地
区
（
東
南
坊
里
）
で
は
、
東
西
方
向
の
道
路

遺
構
３
条
（
南
大
路
・
幅
15
ｍ
内
外
、
東
小
路
・
幅
５
・
５
ｍ
、

北
大
路
・
幅
16
ｍ
）
と
南
北
方
向
の
道
路
遺
構
２
条
（
皇
龍
寺
東

大
路
・
幅
５
・
５
～
16
・
０
ｍ
、
道
林
寺
西
小
路
〈
東
南
坊
里
東

辺
小
路
〉・
幅
５
・
５
～
７
・
８
ｍ
）
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

　
東
小
路
は
幅
５
・
５
ｍ
で
、
そ
の
中
心
は
金
堂
台
座
の
南
18
・

０
ｍ
、
皇
龍
寺
基
準
点
か
ら
北
に
５
・
５
ｍ
に
あ
た
る
。
皇
龍
寺

東
墻
に
と
り
つ
く
。

　
南
大
路
（
南
辺
大
路
、
皇
龍
寺
大
路
）
で
は
、
上
面
の
約
70
㎝

の
下
部
か
ら
先
行
す
る
時
期
の
道
路
遺
構
（
幅
15
ｍ
）
が
確
認
さ

れ
、
そ
の
南
北
に
石
築
排
水
路
が
道
路
と
並
行
し
て
つ
く
ら
れ
る
。

下
層
の
道
路
幅
は
13
・
５
ｍ
で
あ
る
。
道
路
心
は
そ
の
中
心
を
皇

龍
寺
基
準
点
か
ら
南
側
に
１
６
１
・
３
ｍ
で
あ
る
。
北
小
路
の
下

層
で
も
、
南
北
両
側
に
石
築
排
水
溝
の
一
部
が
確
認
さ
れ
、
道
路

は
側
溝
を
と
も
な
う
。    

　
皇
龍
寺
東
墻
の
東
に
東
西
２
条
の
大
・
中
形
の
南
北
溝
が
あ
る
。

そ
の
小
形
排
水
溝
の
下
層
で
、
統
一
新
羅
時
代
の
幅
５
・
５
ｍ
の

道
路
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
ず
大
形
排
水
溝
が
つ
く
ら
れ
、
大
形
溝

の
東
16
ｍ
に
中
形
溝
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
東
墻
に
そ
っ
て
道
路

が
存
在
す
る
。
そ
の
南
の
延
長
上
に
幅
約
16
ｍ
の
道
路
が
存
在
す

る
。
皇
龍
寺
大
路
の
南
に
と
り
つ
く
。
東
墻
東
側
の
道
路
は
坊
内

に
あ
る
た
め
、
幅
５
・
５
ｍ
と
減
じ
て
い
る
。
皇
龍
寺
東
墻
と
東

南
坊
里
西
墻
の
間
を
通
る
道
路
で
あ
る
。

　
北
小
路
と
南
大
路
の
道
路
心
々
距
離
の
一
端
は
１
６
５
ｍ
で
あ

る
。
ま
た
皇
龍
寺
基
準
点
と
南
大
路
心
ま
で
１
６
１
・
25
ｍ
と
い

う
測
定
値
が
あ
る
。
基
準
点
と
道
路
心
の
間
隔
は
５
・
５
ｍ
、
金

堂
台
座
中
心
か
ら
道
路
心
ま
で
18
・
０
ｍ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

道
路
心
か
ら
南
大
路
心
ま
で
１
６
６
・
75
ｍ
（
１
６
１
・
25
＋
５
・

５
）
を
測
る
。

　
皇
龍
寺
南
北
墻
間
の
１
坊
里
は
３
２
５
・
43
ｍ
（
１
４
０
・
68

＋
23
・
５
＋
１
６
１
・
25
）
で
、
そ
の
２
分
の
１
は
１
６
２
・
７

ｍ
で
、１
坊
里
を
４
５
０
尺
と
仮
定
す
る
と
、１
尺
36・０
㎝
（
１

６
２
・
７
／
４
５
０
）
で
あ
る
。
皇
龍
寺
北
辺
大
路
の
幅
は
15
～

16
ｍ
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
加
算
す
る
と
、
１
坊
里
３
３
３
・

４
ｍ
（
１
６
６
・
７
ｍ
半
坊
里
）
と
な
る
。
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道
路
心
か
ら
北
墻
心
は
１
５
８
・
68
ｍ
（
23
・
50
−
５
・
50
＋

１
４
０・68
）、
Ｄ
路
心
か
ら
Ｅ
路
心
は
１
６
６・43
ｍ
（
１
５
８・

68
＋
７
・
75
）
で
あ
る
。
皇
龍
寺
域
内
で
は
、
南
に
１
６
６
・
８

ｍ
（
１
６
１
・
３
＋
５
・
５
）、
北
に
１
６
６
・
４
ｍ
、
つ
ま
り

１
６
６
・
６
ｍ
の
単
位
が
算
出
し
え
る
。
皇
龍
寺
東
方
Ｄ
路
―
Ｅ

路
心
は
、
１
６
２
～
１
６
５
ｍ
で
あ
る
。

　
半
坊
里
の
単
位
は
東
西
１
６
０
～
１
６
２
ｍ
（
１
尺
35
・
６
～

36
・
０
㎝
）、
南
北
１
６
２
～
１
６
６
ｍ
（
１
尺
36
・
０
～
36
・

９
㎝
）、
１
坊
里
は
東
西
３
２
０
～
３
２
４
ｍ
、
南
北
３
２
４
～

３
３
２
ｍ
（
平
均
値
３
２
６
ｍ
）
と
割
り
だ
せ
る
。

　
以
上
の
道
路
遺
構
と
皇
龍
寺
の
伽
藍
お
よ
び
垣
墻
と
の
関
係
か

ら
、
造
営
基
準
線
、
造
営
尺
度
を
推
定
す
る
。

  

皇
龍
寺
の
講
堂
金
堂
塔
中
門
の
中
心
軸
（
南
北
主
軸
）
か
ら
西

墻
ま
で
１
６
１
・
４
ｍ
、
南
北
主
軸
か
ら
東
墻
ま
で
１
２
６
・
３

ｍ
と
測
定
さ
れ
て
い
る
。
皇
龍
寺
東
墻
か
ら
東
方
垣
墻
区
画
の
西

墻
ま
で
35
・
２
ｍ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
南
北
主
軸
か
ら
皇
龍
寺

東
側
の
垣
墻
区
域
の
西
墻
ま
で
１
６
１
・
３
ｍ
と
な
る
。
さ
ら
に

図
上
か
ら
東
西
大
路
（
南
大
路
）
と
東
西
小
路
（
北
小
路
）
の
溝

心
々
距
離
は
１
６
２
～
１
６
５
ｍ
と
測
定
さ
れ
る
。南
北
小
路（
東

小
路
）
と
皇
龍
寺
東
墻
間
は
約
１
６
４
ｍ
で
あ
る
。

　
大
路
側
溝
幅
は
上
層
溝
で
０
・
８
～
０
・
９
ｍ
、
中
層
で
０
・

　
・
皇
龍
寺
東
方
の
南
北
小
路
（
道
林
寺
西
小
路
）
で
、
皇
龍
寺

東
北
坊
里
で
幅
７
・
６
ｍ
、
東
南
坊
里
で
５
・
５
ｍ
、
Ｓ
４

３
０
区
（
Ｓ
４
３
０
、
Ｅ
２
９
１
）
で
幅
７
・
８
ｍ
の
道
路

が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
皇
龍
寺
東
墻
ま
で
１
６
０
ｍ
余
で
あ

る
。
東
南
坊
里
で
は
南
北
小
路
と
皇
龍
寺
東
墻
ま
で
約
１
６

５
ｍ
で
あ
る
。
道
路
心
心
距
離
は
１
６
０
～
１
６
２
ｍ
と
な

る
。

　
・
皇
龍
寺
東
墻
と
東
辺
に
沿
う
南
北
大
路
（
皇
龍
寺
東
大
路
）

は
幅
12
ｍ
以
上
で
あ
る
。
東
墻
に
沿
う
部
分
は
幅
約
５
・
５

ｍ
で
あ
る
。　

　
・
皇
龍
寺
南
墻
の
南
面
を
通
る
東
西
道
路
（
皇
龍
寺
南
大
路
）

で
、
幅
15
・
５
ｍ
の
大
路
で
あ
る
。

　

・
皇
龍
寺
金
堂
の
東
に
つ
な
が
る
東
西
小
路
（
皇
龍
寺
東
小

路
）
は
幅
５
・
５
～
６
・
０
ｍ
で
あ
る
。

　
・
皇
龍
寺
東
北
坊
の
北
、
北
墻
延
長
道
路
（
皇
龍
寺
北
大
路
）

の
幅
は
16
・
０
ｍ
で
あ
る
。
皇
龍
寺
北
墻
外
の
道
路
に　
つ

い
て
は
不
明
。

　
・
皇
龍
寺
西
１
坊
里
の
南
北
道
路
（
雁
鴨
池
東
小
路
）
は
東
側

溝
と
幅
７
ｍ
の
道
路
面
が
確
認
さ
れ
た
が
、
西
側
は
そ
の
現

行
の
道
路
下
に
延
び
る
と
い
う
。

　

・
城
東
洞
西
方
（
南
古
塁
下
層
）
の
南
北
道
路
（
北
宮
西
大

路
）
は
幅
13
ｍ
以
上
の
道
路
で
あ
る
。
東
１
６
０
ｍ
の
南
北

軸
は
、
大
形
の
東
西
棟
建
物
の
中
心
に
あ
た
る
。

　
・
西
部
洞
の
慶
州
邑
城
内
で
南
北
（
西
部
道
南
北
小
路
）
・
東

西
（
西
部
道
東
西
小
路
）
道
路
、
西
部
洞
北
門
路
で
４
条
の

南
北
道
路
が
確
認
さ
れ
た
。

　
以
上
の
資
料
か
ら
、
皇
龍
寺
東
方
道
路
の
東
西
幅
は
１
６
０
～

１
６
２
ｍ
、
皇
龍
寺
南
墻
と
金
堂
東
の
東
西
道
路
間
の
南
北
は
約

１
６
５
ｍ
で
あ
る
。

　
皇
龍
寺
周
辺
で
は
、
坊
里
の
区
画
が
東
西
・
南
北
１
６
０
～
１

６
６
ｍ
と
い
う
よ
う
な
差
が
み
ら
れ
る
。
僧
坊
な
ど
特
殊
な
施
設

な
ど
が
想
定
さ
れ
る
の
で
、
普
遍
化
し
え
な
い
面
が
あ
る
。
坊
里

制
施
行
の
基
準
に
な
っ
た
可
能
性
も
つ
よ
い
。

　
他
に
王
京
内
で
坊
里
推
定
の
資
料
が
未
確
認
で
あ
る
の
で
、
仮

説
と
し
て
提
示
す
る
。
道
路
幅
は
小
路
で
５
・
５
～
７
・
８
ｍ
、

大
路
で
15
・
５
～
16
・
０
ｍ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
路
・
小
路

の
10
分
の
１
で
あ
る
。
長
安
城
の
街
路
が
、
お
お
よ
そ
16
・
０
ｍ

で
あ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　
王
京
・
坊
里
の
施
工
に
あ
た
っ
て
、
他
の
基
準
軸
が
想
定
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
西
川
に
並
行
し
て
南
北
に
走
る
道
路
で
、
現
存
の

鳳
凰
路
に
あ
た
る
。
慶
州
邑
城
の
中
軸
線
上
に
も
あ
た
り
、
慶
州

盆
地
内
で
は
ほ
ぼ
南
北
に
直
線
状
を
な
し
て
い
る
。
南
は
南
川
に

７
～
１
・
４
ｍ
で
あ
る
。
道
路
幅
は
上
層
で
16
ｍ
前
後
、
下
層
で

13
・
５
ｍ
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
路
面
幅
は
上
層
で
14
・

３
ｍ
、
下
層
で
11
・
４
ｍ
と
な
る
。

  

南
北
主
軸
か
ら
東
南
坊
里
西
垣
墻
ま
で
１
６
１
・
４
ｍ
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
を
４
５
０
尺
と
仮
定
す
る
と
、
１
尺
＝
35
・
９
㎝
と

い
う
単
位
尺
が
え
ら
れ
る
。
東
西
の
大
路
と
小
路
間
が
１
６
２
～

１
６
６
ｍ
で
あ
っ
た
が
、
４
５
０
尺
で
徐
す
る
と
、
36
・
０
～

36
・
８
㎝
と
な
る
。
つ
ま
り
35
・
９
～
36
・
９
㎝
の
間
に
あ
る
。

こ
れ
を
大
尺
と
す
る
と
、
小
尺
（
唐
尺
）
は
29
・
９
～
30
・
８
㎝

と
な
る
。
１
坊
里
を
４
５
０
尺
×
２
の
９
０
０
尺
と
仮
定
す
る

と
、
３
２
４
～
３
３
０
㎝
（
平
均
３
２
７
ｍ
）
と
な
る
。
１
６
２

～
１
６
６
ｍ
（
平
均
１
６
４
ｍ
）
は
半
坊
里
と
い
え
る
。

　
皇
龍
寺
跡
の
発
掘
成
果
か
ら
造
営
の
基
準
尺
度
を
推
定
す
る
と
、

１
尺
35
・
９
～
36
・
９
㎝
、
１
坊
里
３
２
８
ｍ
と
算
出
さ
れ
る
。

か
つ
て
坊
里
の
復
元
に
あ
た
っ
て
、
遺
存
地
割
か
ら
１
６
０
ｍ
前

後
を
１
区
画
と
し
て
、
４
区
画
を
１
坊
里
と
推
定
し
た
が
、
造
営

に
さ
い
し
て
施
工
上
の
誤
差
な
ど
も
あ
り
、
１
６
０
～
１
６
６
ｍ

の
幅
を
み
て
、
基
本
単
位
は
半
坊
里
１
６
４
ｍ
前
後
、
１
坊
里
３

２
８
ｍ
前
後
を
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

　
皇
龍
寺
周
辺
の
道
路
遺
構
を
基
本
と
し
て
、
王
京
各
地
で
発
掘

さ
れ
た
遺
構
、
遺
存
地
割
な
ど
を
検
討
す
る
。
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至
り
、
さ
ら
に
五
陵
の
東
端
を
過
ぎ
、
南
山
西
麓
に
沿
っ
て
南
下

し
、
梁
山
・
東
莱
に
至
る
。
北
は
城
乾
里
か
ら
隍
城
洞
。
羅
原
里

ま
で
直
進
し
、
さ
ら
に
安
康
方
面
に
至
る
。

　
こ
の
道
は
５
千
分
の
１
地
図
で
計
測
す
る
と
、
試
み
に
皇
龍
寺

の
南
北
主
軸
（
０
地
点
）、
道
林
寺
西
小
路
（
Ｅ
２
９
３
・
50
ｍ
）

か
ら
計
測
す
る
。
道
路
（
鳳
凰
路
）
は
金
冠
塚
・
西
鳳
凰
台
古
墳

か
ら
西
に
曲
が
り
、
最
長
部
分
は
皇
南
国
校
の
西
側
、
瞻
星
台
の

西
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
１
坊
里
３
２
８
ｍ
（
９
０
０
尺
、
１
尺

36
・
４
㎝
）
で
除
す
る
と
、
①
②
③
が
７
・
３
、
④
７
・
45
で
６

坊
半
（
13
半
坊
里
）
と
い
う
値
が
え
ら
れ
る
。
１
坊
里
３
２
０
ｍ

（
１
尺
35
・
６
㎝
）
で
除
す
る
と
、
①
～
③
が
７
・
５
坊
里
、
④

が
７
・
６
坊
里
と
な
る
。
こ
の
道
路
を
南
北
古
道
と
称
す
る
。
１

坊
里
・
９
０
０
尺
・
３
２
０
ｍ
（
半
坊
里
１
６
０
ｍ
）
を
基
準
尺

度
と
し
て
想
定
し
え
る
。  

　
さ
ら
に
こ
の
南
北
古
道
を
１
万
分
の
１
の
地
図
に
よ
っ
て
み
る

と
、
そ
の
東
約
１
８
０
０
ｍ
（
１
尺
36
㎝
で
、
５
０
０
０
尺
）
に
、

雁
鴨
池
と
皇
龍
寺
の
間
を
通
る
南
北
道
が
存
在
す
る
。
５
・
６
～

５
・
５
坊
里
（
１
８
０
０
・
／
３
２
０
～
３
２
８
）
で
あ
る
。
そ

の
西
約
６
２
０
ｍ
（
１
・
９
坊
里
）
に
「
南
北
大
路
」
が
通
る
が
、

南
北
古
道
か
ら
３
・
５
坊
里
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
そ
の
西
約
６
３

０
～
６
４
０
ｍ
に
南
北
方
向
の
道
路
痕
跡
を
明
瞭
に
と
ど
め
る
が
、

こ
れ
は
南
北
古
道
か
ら
１
・
５
坊
里
分
に
相
当
す
る
。
芬
皇
寺
南

方
の
西
墻
ま
で
は
２
０
７
０
ｍ
（
６
・
３
～
６
・
５
坊
里
）
で
あ

る
。
こ
の
南
北
古
道
は
金
冠
塚
の
東
側
、
鳳
凰
台
古
墳
の
西
を
南

北
に
通
る
大
路
で
あ
る
。
金
冠
塚
の
東
辺
が
い
つ
の
時
期
に
削
平

さ
れ
、
民
家
が
建
築
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。
道
路
が
整
備
さ
れ

た
こ
と
は
金
冠
塚
の
墳
丘
外
を
と
お
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
北

側
の
隍
城
洞
遺
跡
の
石
敷
道
路
と
つ
な
が
る
。
邑
城
北
辺
の
北
門

路
の
３
号
道
路
も
南
北
古
道
に
あ
た
る
。
王
京
の
造
営
の
基
準
線

に
な
っ
た
。
皇
龍
寺
の
南
北
主
軸
で
な
く
、
皇
龍
寺
東
墻
（
東
大

路
）
な
い
し
そ
の
東
側
大
路
も
基
準
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
可
能

性
も
あ
ろ
う
。

　
７
世
紀
末
の
王
京
の
坊
里
制
の
再
施
行
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ま

で
存
在
し
て
い
た
月
城
・
皇
龍
寺
・
芬
皇
寺
・
興
輪
寺
・
霊
廟
寺

は
王
京
に
く
み
こ
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
南
北
古
道
と
皇
龍
寺
の
伽
藍
・
垣
墻
と
周
辺
の
大
路
・
小
路
か

ら
基
準
線
が
設
定
さ
れ
た
。
南
北
は
、
皇
龍
寺
東
墻
（
東
大
路
）、

中
金
堂
と
塔
の
中
間
に
通
じ
る
東
小
路
と
皇
龍
寺
南
大
路
の
数
値

１
６
５
ｍ
が
一
つ
の
基
準
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
中
金
堂
心

か
ら
南
18
ｍ
が
道
路
心
に
あ
た
る
。

　
東
西
は
皇
龍
寺
東
大
路
と
道
林
寺
西
小
路
は
１
６
０
・
00
ｍ
で
、

皇
龍
寺
東
大
路
の
西
１
６
０
ｍ
は
中
金
堂
の
西
端
の
線
と
な
る
。

皇
龍
寺
中
金
堂
お
よ
び
講
堂
の
西
端
に
あ
た
る
。
東
西
の
中
心
軸

を
皇
龍
寺
の
中
金
堂
南
北
主
軸
に
王
京
の
造
営
基
準
線
に
仮
定
し

た
こ
と
が
あ
る
。
芬
皇
寺
南
の
坊
の
西
墻
が
中
心
軸
に
合
致
す
る
。

こ
の
坊
は
皇
龍
寺
の
僧
坊
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
西
墻
の
位
置
、

構
築
時
期
と
の
関
係
は
無
視
し
え
な
い
。
つ
ぎ
に
京
域
を
か
ぎ
る

南
・
北
・
東
の
京
極
を
検
討
し
よ
う
。

　
南
京
極
は
、
狼
山
山
頂
と
武
烈
王
陵
（
６
６
１
年
没
）
を
結
ぶ

線
が
想
定
さ
れ
る
。
王
京
は
文
武
王
（
６
６
１
～
６
８
１
）
代
に

整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
前
王
の
陵
墓
は
意
識
さ
れ
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
。
月
城
の
南
東
部
で
、
南
川
が
南
北
・
東
西
方
向

に
直
線
的
に
改
修
さ
れ
て
い
る
。
日
精
橋
の
橋
脚
の
位
置
・
方
向

か
ら
み
て
、
新
羅
時
代
に
修
堤
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
帯

は
、
南
山
の
北
麓
に
あ
た
り
、
地
形
的
条
件
か
ら
み
て
も
南
の
京

極
の
想
定
で
き
る
。
そ
の
南
川
は
皇
龍
寺
南
大
路
か
ら
南
に
４
坊

里
に
相
当
す
る
。
狼
山
の
南
峯
（
標
高
１
１
６
ｍ
）
の
南
に
接
し

て
善
徳
王
陵
（
６
４
７
年
没
）
が
立
地
す
る
。
そ
の
南
山
麓
に
四

天
王
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
南
峯
の
西
に
小
山
（
高
台
）
が
あ

る
。
現
在
、
北
半
部
は
削
平
さ
れ
て
い
る
が
、
王
京
関
連
の
施
設

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
南
京
極
の
西
端
に
五
陵
が
存
在
す
る
。

始
祖
赫
居
世
な
ど
五
陵
の
築
造
時
期
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
西

南
方
向
・
西
南
隅
に
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
注
目
さ
れ
る
。
宮
中

に
お
け
る
西
南
隅
は
神
（
祖
先
神
）
が
居
場
所
で
あ
る
。
五
陵
の

葬
地
は
王
京
外
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
造
営
・
祭
祀

は
北
の
脱
解
王
陵
と
同
じ
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
東
京
極
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
盆
地
東
南
の
狼
山
西
麓
に
位

置
す
る
陵
旨
塔
の
性
格
が
問
題
と
な
る
。
十
二
支
像
の
午
像
の
板

石
が
唯
一
み
つ
か
っ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
石
製
の
相
輪
片
も
あ
り
、

墳
墓
で
な
く
、
基
壇
に
十
二
支
像
を
め
ぐ
ら
せ
た
塔
基
で
あ
ろ
う
。

文
武
王
の
火
葬
の
場
は
、
狼
山
の
辺
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
発

見
さ
れ
た
文
武
王
の
碑
も
そ
の
近
く
に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
。
王

京
内
に
葬
地
は
禁
じ
ら
れ
、
荼
毘
の
場
は
そ
の
東
南
に
あ
る
四
天

王
寺
の
辺
り
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
陵
旨
塔
が
墳
墓
で
あ
れ

ば
、
そ
の
地
は
王
京
外
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
狼
山
の
東
に
皇
福
寺
石
塔
が
遺
存
し
、
寺
域
も
存
在
す
る
。
ま

た
皇
福
寺
の
東
方
に
破
壊
さ
れ
た
墳
墓
が
あ
る
。
十
二
支
像
の
外

護
列
石
が
囲
繞
す
る
王
陵
級
の
墳
墓
で
、
８
世
紀
中
葉
ご
ろ
に
推

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
墳
墓
と
皇
福
寺
寺
域
の
東
端
の
間
に
「
九

黄
洞
古
道
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
狼
山
の
北
に
は
、
地
籍
図
を
み
て
も
方
形
の
地
割
が
遺
存
す
る

が
、き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
区
域
で
あ
る
。
や
は
り
墳
墓
（
陵
墓
）

の
存
在
か
ら
も
そ
の
西
に
京
極
が
設
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
京
極
の
北
、
皇
龍
寺
の
東
側
に
九
黄
洞
廃
寺
（
模
塼
塔
）

CHEONGHAK



155 154

が
位
置
す
る
。
こ
の
廃
寺
か
ら
「
道
林
」
銘
瓦
が
出
土
し
た
こ
と

か
ら
、『
三
国
遺
事
』
巻
２
に
み
え
る
「
道
林
寺
旧
在
入
都
林
卩
」

の
道
林
寺
に
比
定
さ
れ
る
。
道
林
寺
は
都
の
東
端
に
位
置
し
て
い

た
。
そ
の
東
側
一
帯
で
寺
院
跡
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　
北
京
極
に
つ
い
て
は
、
盆
地
の
東
北
部
の
丘
陵
に
立
地
す
る
東

川
洞
古
墳
群
、
龍
江
洞
石
室
墳
、
隍
城
洞
石
室
墳
を
京
域
に
ふ
く

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
後
世
に
築
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
脱
解
王

陵
も
、
京
外
を
意
識
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
東

川
洞
か
ら
小
金
剛
山
南
麓
・
西
麓
の
龍
江
洞
に
か
け
て
道
路
が
あ

る
が
、
古
道
と
み
ら
れ
る
。
川
の
旧
流
路
に
沿
う
よ
う
に
通
っ
て

お
り
、
東
京
極
か
ら
北
方
に
至
る
当
時
の
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
。

　
北
川
の
流
路
に
か
ん
し
て
、
王
京
の
一
画
を
流
れ
て
い
た
の
か
、

旧
地
形
の
復
元
が
必
要
で
あ
る
が
、
旧
河
川
は
さ
き
の
古
道
に
沿

う
、
小
金
剛
山
麓
を
流
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
小
金
剛
山
の
西
の
東
川
洞
一
帯
か
ら
独
山
と
い
う
小
丘
に
か
け

て
の
地
域
は
、
南
北
古
道
と
小
金
剛
山
西
麓
道
、
北
川
の
旧
河
道

に
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
。
尹
武
炳
説
に
よ
る
と
、
王
京
内
で
あ

る
。
東
川
洞
遺
跡
で
建
物
、
道
路
遺
構
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ

の
地
域
に
南
北
３
里
、
東
西
６
里
の
坊
里
を
設
定
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
が
、
最
大
の
問
題
は
「
北
宮
」
が
北
宮
で
な
く
な
る
か

ら
で
あ
る
。
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小
金
剛
山
が
、
三
山
の
「
骨
火
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
王
京
の

北
岳
に
あ
た
る
。
独
山
か
ら
北
宮
に
か
け
て
の
地
域
は
狼
山
一
帯

の
「
奈
林
」
と
お
な
じ
禁
苑
的
な
空
間
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
西
京
極
に
つ
い
て
は
、
路
西
洞
古
墳
群
の
な
か
に
、
馬
塚
・
双

床
塚
な
ど
の
横
穴
式
石
室
墳
が
７
世
紀
末
以
降
の
時
期
と
み
て
、

王
京
外
と
か
ん
が
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
石
室
は
７
世

紀
後
半
か
ら
８
世
紀
前
半
に
編
年
さ
れ
る
が
、
７
世
紀
末
の
坊
里

制
の
施
行
時
期
と
の
関
係
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。
新
羅
王
京
の
成

立
に
唐
の
影
響
を
か
ん
が
え
る
な
ら
ば
、
隋
唐
の
喪
葬
令
の
規
定

の
よ
う
に
京
師
に
お
け
る
埋
葬
の
禁
止
は
遵
守
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
墳
墓
は
坊
里
施
行
以
前
の
石
室
墳
と
推
定

し
て
お
き
た
い
。
西
部
洞
の
慶
州
邑
城
内
で
発
掘
さ
れ
た
南
北
・

東
西
道
路
の
東
西
道
路
が
南
北
道
路
の
西
側
に
延
び
る
な
ら
ば
京

極
と
設
定
し
が
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
京
域
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
京
の
外

域
に
も
方
格
の
遺
存
地
割
が
み
と
め
ら
れ
る
。
狼
山
の
北
、
東
辺
、

邑
城
の
西
・
西
南
地
域
、
北
京
極
の
北
辺
で
あ
る
。
た
だ
東
辺
は
、

皇
福
寺
東
方
墳
墓
の
西
、
北
辺
は
龍
江
洞
石
室
墳
の
北
、
東
辺
は

西
川
の
西
、
南
辺
は
南
京
極
の
推
定
線
の
南
に
は
ひ
ろ
が
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
独
山
を
中
心
と
し
て
、
小
金
剛
山
麓
か
ら
西
川
一
帯
は
禁
苑
と

　
坊
名
と
し
て
「
板
積
宅
芬
皇
寺
上
坊
」、「
反
香
寺
上
坊
」、「
反

香
寺
下
坊
」、「
隅
金
坊
」
が
あ
る
。

　
里
名
は「
久
遠
寺
西
南
里
」、「
沙
梁
里
」、「
芬
皇
寺
之
東
里
」、「
孝

徳
之
里
」、「
王
城
西
里
」、「
漢
岐
里
」、「
徳
隠
居
芬
皇
西
里
。
或

云
皇
龍
寺
有
西
去
房
未
知
執
是
」、「
京
師
萬
善
北
里
」、「
明
常
居

四
天
王
寺
。
…
因
名
其
路
日
月
明
里
」
が
あ
る
。

　

坊
里
の
関
係
は
「
芬
皇
寺
上
坊
」、「
芬
皇
寺
西
里
」
と
あ
り
、

東
西
南
北
の
関
係
で
坊
里
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
上
坊
は
現
在
の
北

川
の
河
川
敷
に
あ
た
る
が
、
北
川
が
さ
ら
に
北
側
に
あ
っ
た
こ
と

を
し
め
す
。
芬
皇
寺
上
坊
の
板
積
宅
は
芬
皇
寺
の
寺
域
が
１
坊
里

の
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芬
皇
寺
北
の
大
路
を
こ
え
た

坊
里
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
芬
皇
西
里
」
は
芬
皇
寺
の
西

の
坊
里
に
想
定
さ
れ
る
。

　
な
お
坊
里
の
呼
称
に
関
連
し
て
、「
法
流
寺
南
」、「
川
北
」、「
葛

善
北
里
」
と
あ
り
、
東
西
南
北
の
四
至
、
南
北
に
あ
た
る
上
下
と

表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
宅
地
名
は
、
南
宅
、
北
宅
、
汚
比
所
宅
、
本
彼
宅
、
梁
宅
、
池

上
宅
、
財
買
井
宅
庾
信
公
祖
家
、
北
維
宅
、
南
維
宅
反
香
寺
下
坊
、

隊
宅
、
賓
支
宅
反
香
寺
北
、
長
沙
宅
、
上
櫻
宅
、
下
櫻
宅
、
水
望

宅
、
泉
宅
、
楊
上
宅
梁
南
、
漢
岐
宅
法
流
寺
南
、
鼻
穴
宅
法
流
寺

南
、
板
積
宅
芬
皇
寺
上
坊
、
別
教
宅
川
北
、
衙
南
宅
、
金
楊
宗
宅

推
定
さ
れ
る
。
北
の
龍
江
洞
石
室
墳
や
隍
城
洞
石
室
墳
を
ふ
く
ま

な
い
範
囲
で
あ
る
。
東
川
洞
で
、
道
路
・
垣
墻
・
建
物
・
井
戸
鍛

冶
跡
な
ど
が
み
つ
か
っ
て
い
る
が
、
禁
苑
内
で
の
官
営
工
房
跡
と

み
ら
れ
る
。「
北
園
宮
」（『
三
国
史
記
』
雑
志
第
８
）
と
よ
ば
れ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

あ
ら
た
に
発
見
さ
れ
た
龍
江
洞
苑
池
は
王
京
外
に
位
置
す
る
。

離
宮
や
饗
宴
施
設
の
苑
池
で
あ
ろ
う
。そ
の
西
の
南
北
道
路
は「
北

宮
」
西
大
路
に
直
結
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
慶
州
王
京
は
、
皇
龍
寺
垣
墻
お
よ
び
周
辺
の
道
路
、

南
北
古
道
な
ど
を
基
準
と
し
て
、
坊
里
制
が
施
行
さ
れ
た
推
定
さ

れ
る
。
そ
の
造
営
に
あ
た
っ
て
は
、「
朱
雀
大
路
」
な
ど
の
主
軸

も
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

新
羅
王
京
で
は
、
坊
・
里
の
名
が
文
献
に
み
え
、「
坊
里
」
制

が
布
か
れ
て
い
た
。

新
羅
全
盛
之
時
。
京
中
十
七
萬
八
万
九
千
三
十
六
戸
。
一
千

三
百
六
十
坊
。
五
十
五
里
。
三
十
五
金
入
宅
（『
三
国
遺
事
』

巻
１
、
辰
韓
条
）

城
中
。
三
百
六
十
坊
十
七
萬
戸
（『
三
国
遺
事
』
巻
５
、
念

仏
師
）

王
都
長
三
千
七
十
五
歩
。
廣
三
千
一
十
八
歩
。
三
十
五
里
。

六
部
（『
三
国
史
記
』
雑
誌
第
３
、
地
理
１
）
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梁
官
寺
南
、
曲
水
宅
川
北
、
柳
也
宅
、
寺
下
宅
、
沙
梁
宅
、
井
上

宅
、
里
南
宅
汚
所
宅
、
思
内
曲
宅
、
池
宅
、
寺
上
宅
大
宿
宅
、
林

上
宅
青
龍
之
寺
東
方
有
池
、
橋
南
宅
、
巷
叱
宅
本
彼
部
、
樓
上
宅
、

里
上
宅
、
井
下
宅
が
あ
る
。

　
寺
名
も
ま
た
「
法
流
寺
南
」、「
梁
官
寺
南
」、「
青
龍
之
寺
東
方
」

と
い
う
よ
う
に
方
位
の
呼
称
の
も
と
と
な
っ
た
。

　

新
羅
金
京
の
復
元

　
新
羅
に
王
京
は
、
京
域
の
設
定
・
造
営
尺
度
の
復
元
な
ど
か
ら

み
て
、南
北
九
坊
里
、東
西
八
坊
里
な
い
し
十
坊
里
の
坊
里
（
制
）

が
施
行
さ
れ
て
い
た
。
月
城
か
ら
東
宮
（
臨
海
殿
跡
）
の
西
を
と

お
り
、北
宮
（
城
東
洞
遺
跡
）
に
至
る
中
心
道
路
（
朱
雀
大
路
？
）

を
中
心
と
す
る
。
各
坊
里
は
小
路
に
よ
っ
て
、
四
分
割
さ
れ
て
い

た
。
坊
里
内
で
は
宅
地
割
り
さ
れ
、
大
小
の
「
宅
」
が
存
在
し
た
。

　
つ
ぎ
に
推
定
し
た
王
京
と
各
遺
跡
と
の
地
理
的
関
係
を
あ
ら
た

め
て
み
て
み
よ
う
。

　
芬
皇
寺
は
、
善
徳
王
３
年
（
６
３
４
）
の
創
建
で
あ
る
。
そ
の

伽
藍
配
置
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ
た
が
、
近
年
の
発
掘
に
よ
っ

て
創
建
時
は
一
塔
三
金
堂
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
幢
干
支
柱
の
南
３
ｍ
で
、
東
西
方
向
に
約
40
ｍ
延
び

る
垣
墻
が
確
認
さ
れ
た
。
芬
皇
寺
の
南
に
、
そ
の
南
北
主
軸
か
ら

西
73
ｍ
で
、
南
に
折
れ
、
垣
墻
で
囲
ま
れ
た
「
宅
地
」
が
存
在
す

る
。
東
墻
・
南
墻
部
分
は
未
確
認
で
あ
る
。
西
墻
の
西
５
・
７
ｍ

で
、
幅
１
・
８
ｍ
の
南
北
方
向
の
石
築
排
水
路
が
30
ｍ
分
確
認
さ

れ
て
い
る
。
南
北
方
向
の
墻
は
、
坊
里
の
南
北
区
画
線
上
に
あ
た

る
。
芬
皇
寺
の
幢
干
支
柱
は
皇
龍
寺
の
南
北
主
軸
上
に
あ
る
が
、

そ
の
わ
ず
か
３
ｍ
離
れ
て
検
出
さ
れ
て
い
る
。
芬
皇
寺
南
の
墻
垣

区
画
は
ほ
ぼ
４
分
の
１
坊
里
分
に
あ
た
る
。
皇
龍
寺
東
南
坊
里
と

同
様
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
、
寺
の
僧
坊
の
よ
う
な
空
間
で
、

皇
龍
寺
の
関
連
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
つ
よ
い
。

　
瞻
星
台
は
善
徳
王
代
（
６
３
２
～
６
４
７
年
）
に
構
築
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
天
文
台
説
、
須
弥
山
説
な
ど
が
あ
る
が
、
そ

の
位
置
関
係
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
瞻
星
台
は
皇
龍
寺
南
北
主

軸
か
ら
西
に
４
坊
里
、
南
に
１
坊
里
の
位
置
に
あ
る
。
こ
の
瞻
星

台
付
近
に
道
路
が
施
工
さ
れ
た
か
否
か
は
定
か
で
な
い
が
、
王
京

の
造
営
に
あ
た
っ
て
は
、
古
道
と
と
も
に
重
要
な
指
針
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。

　
月
城
は
北
宮
の
造
営
後
も
王
宮
の
中
心
と
し
て
存
続
し
た
。
月

城
を
核
と
し
て
、
東
宮
、
瞻
星
台
を
ふ
く
め
、
王
京
区
域
が
設
定

さ
れ
る
。
朴
方
龍
は
そ
れ
を
「
満
月
城
」
と
か
ん
が
え
る
。「
新

月
城
北
有
満
月
城
。
周
一
千
八
百
三
十
八
歩
」（『
三
国
史
記
』
巻

３
雑
志
３
地
理
１
）
と
あ
る
。
１
歩
６
尺
、基
準
尺
36・10
㎝
（
皇

龍
寺
跡
）
で
計
算
す
る
と
、
３
９
６
１
ｍ
と
な
る
。
一
辺
が
３
坊

里
（
３
×
３
２
５
ｍ
）
の
９
７
５
ｍ
と
す
る
と
、
四
周
は
３
９

０
０
ｍ
と
な
り
、
ほ
ぼ
合
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
満
月

城
は
月
城
、
雁
鴨
池
、
瞻
星
台
、
月
精
橋
・
日
精
橋
を
ふ
く
む
区

域
と
い
え
る
。
さ
ら
に
天
柱
寺
・
仁
旺
洞
廃
寺
も
ふ
く
ま
れ
る
。

た
だ
月
城
北
方
の
建
物
群
が
南
北
小
路
状
に
あ
る
。『
東
国
與
地

勝
覧
』
に
よ
る
と
、「
土
築
。
周
四
千
九
百
四
十
五
尺
」
と
あ
る
。

１
尺
30
㎝
で
、
１
４
８
３
・
５
ｍ
と
せ
ま
く
な
る
。
満
月
城
の
土

城
が
大
小
の
道
路
に
沿
う
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
東
宮
か
ら
月
城

北
方
建
物
群
を
囲
む
範
囲
、
３
坊
里
分
と
す
れ
ば
一
致
す
る
。

　
鶏
林
一
帯
の
建
築
群
も
唐
尺
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
８
世
紀
以

降
に
月
城
の
外
に
拡
大
さ
れ
た
宮
域
の
一
部
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
こ
の
王
宮
域
で
、
坊
里
の
道
路
が
そ
の
よ
う
に
施
工
さ
れ
た
か

で
あ
る
。
月
城
の
周
囲
に
垓
字
が
掘
削
さ
れ
て
い
る
が
、
東
門
跡

付
近
に
鍵
形
の
垓
字
が
築
造
さ
れ
て
い
る
。
他
の
曲
線
的
な
垓
字

の
形
態
に
対
し
て
、
北
壁
を
東
壁
が
直
線
と
な
っ
て
お
り
、
方
形

区
画
、
道
路
と
関
連
す
る
。
こ
の
垓
字
に
沿
っ
て
、
東
門
か
ら
東

宮
へ
至
る
通
路
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
文
武
王
19
年
（
６
７
８
）
の
「
始
定
内
外
諸
額
号
」（『
三
国
史

記
』
巻
７
）
と
い
う
記
事
は
、
坊
里
制
・
王
京
が
再
整
備
さ
れ
た

こ
と
を
示
唆
す
る
。
昭
聖
王
２
年
（
８
０
１
）
に
「
臨
海
仁
化
二

門
壊
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
臨
海
殿
へ
の
門
で
あ
り
、
月
城
の
東
門

か
ら
東
宮
へ
の
南
門
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
神
文
王
３
年（
６
８
３
）に「
至
王
宮
北
門
下
車
入
内
」（『
三

国
史
記
』
巻
８
）
の
王
宮
は
月
城
で
あ
る
。
帰
正
門
は
宮
の
西
門

に
あ
た
り
、
京
外
か
ら
王
宮
に
至
る
重
要
な
門
で
あ
っ
た
。

　
月
城
の
「
北
門
」
か
ら
、
北
宮
に
至
る
に
は
南
北
大
路
を
通
っ

た
の
で
あ
り
、「
玄
徳
門
」
な
ど
は
そ
の
一
画
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

北
宮
の
規
模
も
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

か
つ
て
発
掘
さ
れ
た
宮
殿
建
築
の
東
西
軸
が
ほ
ぼ
推
定
の
大
路
に

一
致
し
、
坊
里
制
と
北
宮
の
造
営
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と

を
類
推
さ
せ
る
。

　
王
京
の
内
外
に
六
部
が
あ
り
、
王
都
を
中
心
と
し
て
政
治
を
お

こ
な
っ
て
い
た
。「
及
梁
部
を
中
東
、沙
梁
部
は
南
、漸
梁
部
（
牟

梁
部
）
は
西
、
本
彼
部
は
東
南
、
漢
岐
部
は
東
、
習
比
部
は
東
北
」

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
習
比
部
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
の
べ

た
よ
う
に
月
城
東
南
の
仁
旺
洞
遺
跡
（
慶
州
博
物
館
敷
地
）
で
、

関
連
資
料
が
み
ら
れ
る
。

　
東
方
に
狼
山
が
あ
り
、
そ
の
狼
山
一
帯
に
「
奈
歴
＝
奈
林
」
が

あ
っ
た
。「
狼
山
之
南
有
神
遊
林
」（『
三
国
遺
事
』文
虎
王
法
敏
条
）

と
み
え
、
こ
の
一
帯
が
神
聖
な
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
奈
歴
は
習

比
部
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
習
比
部
は
月
城
の
東
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南
か
ら
狼
山
に
か
け
て
存
在
し
た
可
能
性
が
つ
よ
い
。
ま
た
こ
の

奈
林
は
三
山
の
一
で
あ
り
、
さ
き
に
想
定
し
た
京
極
の
東
南
隅
に

あ
た
る
。
独
山
付
近
の
「
禁
苑
（
秘
苑
）」
と
の
関
係
も
あ
る
。

小
金
剛
山
の
北
岳
に
対
し
て
、
狼
山
は
東
岳
と
解
釈
さ
れ
る
の
で

あ
る
。　
　
　
　

　
南
北
古
道
は
坊
里
制
の
施
行
に
大
き
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
が
、

文
献
に
は
、
官
道
・
大
道
・
路
・
道
（『
三
国
史
記
』・『
三
国
遺
事
』）

の
あ
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

幸
霊
妙
寺
前
路
、閲
兵
（『
三
国
史
記
』
巻
７
、文
武
王
14
年
）

霊
妙
寺
東
北
路
傍
樹
（『
三
国
遺
事
』
巻
３
）

始
置
四
方
郵
駅
、
命
所
司
修
理
官
道
（『
三
国
史
記
』　
知
麻

立
干
９
年
（
４
８
７
））

四
大
道
祭
、東
古
里
、南
＊
并
樹
、西
渚
樹
、北
活
併
岐
（『
三

国
史
記
』
巻
32
）

四
城
門
祭
、
一
大
井
門
、
二
吐
山
良
門
、
三
習
比
門
、
四
王

后
涕
門
（『
三
国
史
記
』
巻
32
）

　
官
道
・
大
道
・
城
門
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
習
比

門
は
、
習
比
部
と
の
か
か
わ
り
で
、
狼
山
西
麓
に
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
つ
ま
り
京
の
東
南
隅
、
四
天
王
寺
跡
か
ら
仏
国
寺
に
至
る

古
道
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
南
北
古
道
の
北
に
「
枝
北
」
と
い
う

地
名
が
の
こ
る
が
、「
活
併
岐
」
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
。「
王

后
涕
門
」
は
月
城
の
「
南
門
」
に
通
ず
る
門
で
あ
ろ
う
。

「
幸
霊
妙
寺
前
路
。
閲
兵
」、「
霊
妙
寺
東
北
路
傍
樹
」
の
史
料
か

ら
、「
霊
廟
寺
」
の
南
に
大
路
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
東
に
南
北

方
向
の
道
路
が
存
在
し
た
。
こ
の
南
北
古
道
と
南
川
の
交
差
点
に

は
、「
鬼
橋
」（『
三
国
遺
事
』
巻
１
）、「
大
井
門
」
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
東
西
道
路
は
遺
存
地
割
か
ら
み
て
、
皇
龍
寺
南
門

の
前
の
大
路
が
重
要
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
霊
廟
（
妙
）
寺
で

は
、「
五
星
祭
」
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
祭
祀
と
、

寺
の
西
南
隅
と
い
う
位
置
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
市
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

炤
知
王
12
年
（
４
９
０
）
…
初
開
京
師
市
肆
。
以
通
四
方
之

貨
（『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
第
３
）

智
證
王
10
年
（
５
０
９
）
春
正
月
。
置
京
都
東
市
（『
三
国

史
記
』
新
羅
本
紀
第
４
）

東
市
典
。
智
證
王
9
年
（
５
０
８
）
置
。
監
二
人
。
…
大
舎

二
人
。（『
三
国
史
記
』
雑
志
第
７
職
官
上
）　

孝
昭
王
４
年
（
６
９
５
）。
…
置
西
南
二
市
（『
三
国
史
記
』

新
羅
本
紀
第
８
）　

西
市
典
。
孝
昭
王
４
年
（
６
９
４
）
置
。
監
二
人
。
大
舎
二

人
。（『
三
国
史
記
』
雑
志
第
７
職
官
上
）

南
市
典
。
亦
孝
昭
王
４
年
置
。
監
二
人
。
大
舎
二
人
。（『
三
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国
史
記
』
雑
志
第
７
職
官
上
）　　
　

　
統
一
新
羅
時
代
以
前
に
、
月
城
の
東
に
市
が
設
け
ら
れ
、
物
資

が
取
引
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
孝
昭
王
代
に
置
か
れ
た
、
西

市
と
南
市
の
監
督
は
各
２
人
で
十
七
等
官
位
の
十
二
等
の
大
舎
で

あ
っ
た
。
２
人
体
制
の
監
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
れ
相
当
の
官
営
の

市
で
あ
っ
た
。
各
市
と
も
１
里
４
坊
分
を
占
め
る
。

　
坊
里
制
が
施
行
さ
れ
、
造
営
工
事
も
進
行
す
る
時
期
６
９
５
年

に
西
市
と
南
市
が
置
か
れ
た
。
坊
里
の
西・南
で
あ
る
が
、宮
（
月

城
）
の
南
に
市
は
想
定
し
が
た
い
。
王
京
の
西
に
、
南
北
の
市
が

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
東
西
・
南
北
の
大
路
に
接
し
て
い
た
な

ら
ば
、
東
部
洞
や
皇
南
洞
に
各
１
坊
（
里
）
の
市
が
想
定
し
え
る
。

皇
南
洞
の
市
の
南
に
は
官
営
工
房
跡
と
み
ら
れ
る
皇
南
洞
３
７
６

番
地
地
点
遺
跡
が
位
置
す
る
。

　

新
羅
金
京
と
藤
原
京　

　
文
武
王
19
年
（
６
７
９
）
の
東
宮
の
創
建
、
内
外
諸
門
の
額
号

の
制
度
、
南
山
城
の
増
築
、
７
６
７
年
の
「
北
宮
」
な
ど
か
ら
、

王
宮
・
王
京
造
営
の
記
事
が
７
世
紀
後
半
に
集
中
す
る
こ
と
、
文

武
王
代
に
み
ら
れ
る
唐
の
諸
制
度
（
律
令
・
喪
葬
令
・
衣
冠
制
）

を
導
入
し
、
国
家
機
構
を
整
備
し
、
王
京
・
坊
里
制
を
施
行
し
た

の
で
あ
る
。

表１　金京・藤原京・長安城・平城京の規模
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月
城
、
月
城
垓
字
、
雁
鴨
池
、
瞻
星
台
付
近
、
仁
旺
洞
（
慶
州

博
物
館
地
点
）
な
ど
で
、「
儀
鳳
四
年
皆
土
」（
６
７
９
年
）
銘
瓦

が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
各
宮
殿
に
建
築
部
材
と
し
て
供
給
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
月
城
垓
字
・
東
宮
な
ど
が
同
時
期
に
建
立
・
修
復
さ

れ
た
。
新
羅
王
京
の
成
立
、
坊
里
制
の
施
行
は
７
世
紀
後
半
の
段

階
で
あ
っ
た
。

　

藤
原
京
は
岸
俊
男
説
に
よ
る
と
、
南
北
６
里
（
12
条
）・
東
西

各
４
里
（
８
坊
）
の
京
域
か
ら
な
る
。
４
坊
ご
と
に
一
人
の
坊
令

が
置
か
れ
た
。
東
西
両
京
極
は
中
ツ
道
と
下
ツ
道
で
隔
さ
れ
、
そ

の
間
隔
は
２
１
１
８
ｍ
、
高
麗
尺
（
35
・
３
～
35
・
５
㎝
）
の
６

０
０
０
尺
＝
４
里
で
、
１
坊
は
高
麗
尺
の
７
５
０
尺
＝
半
里
＝
約

２
６
５
ｍ
で
あ
っ
た
。
上
・
中
・
下
三
道
は
高
麗
尺
６
尺
を
１
歩

と
す
る
１
０
０
０
歩
と
い
う
完
数
で
設
定
さ
れ
て
い
た
。
１
里
は

１
５
０
０
尺
で
、
東
西
南
北
の
各
里
は
一
辺
７
５
０
尺
で
四
分
割

さ
れ
、
さ
ら
に
各
条
坊
は
四
分
割
さ
れ
、
３
７
５
大
尺
（
実
長
１

３
３
・
５
ｍ
）
が
造
営
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

　
藤
原
京
造
営
に
大
尺
（
０
・
35
～
０
・
36
ｍ
）
が
使
用
さ
れ
た
。

大
路
は
朱
雀
大
路
が
70
大
尺
（
復
原
値
24
・
８
ｍ
）、
六
条
大
路

が
50
大
尺
（
17・７
ｍ
）、
八
条
大
路
な
ど
が
45
大
尺
（
15・９
ｍ
）、

三
条
大
路
25
尺
（
８
・
９
ｍ
）
と
復
原
さ
れ
て
い
る
。
大
路
の
ば

あ
い
、
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
が
、
路
面
幅
が
50
大
尺
と
い
う
よ

う
に
一
定
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
路
は
20
大
尺
（
復

原
値
７
・
０
ｍ
）
と
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る
。
慶
州
王
京
で
は
16

ｍ
前
後
（
45
尺
）
の
大
路
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
半
坊
里
（
４

５
０
大
尺
）
の
10
分
の
１
に
あ
た
る
。

　
慶
州
王
京
の
坊
里
は
大
尺
９
０
０
尺
（
小
尺
７
５
０
尺
）
の
３

２
５
ｍ
で
、
藤
原
京
の
各
坊
里
は
小
尺
１
８
０
０
尺
（
大
尺
１
５

０
０
尺
）
の
５
３
４
ｍ
で
あ
る
。
藤
原
京
の
造
営
単
位
を
１
里
５

３
４
ｍ
の
２
分
割
の
２
６
７
ｍ
（
１
里
四
方
の
４
分
割
）
と
み
る

と
、
各
坊
里
の
基
準
尺
度
は
小
尺
９
０
０
尺
（
大
尺
７
５
０
尺
）

と
な
る
。
つ
ま
り
二
つ
の
王
京
に
、「
９
０
０
尺
」
と
い
う
共
通

の
単
位
が
存
在
す
る
。
慶
州
王
京
で
は
大
尺
９
０
０
尺
（
小
尺
１

０
８
０
尺
）
で
あ
り
、
藤
原
京
は
小
尺
９
０
０
尺
（
大
尺
７
５
０

尺
）
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
造
営
基
準
尺
の
使
用
法
の
ち
が
い
と

い
え
る
。

　

慶
州
王
京
の
造
営
は
、
６
７
４
年
に
「
宮
内
穿
池
造
山
」（
雁

鴨
池
）、
６
７
９
年
に
「
東
宮
」
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。
孝
昭
王
６
年
（
６
９
７
）
に
は
臨
海
殿

で
宴
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
王
京
内
に
皇
龍
寺
を
中
心
と
し
て
芬
皇
寺
・
四
天
王
寺
・
望
徳

寺
な
ど
、
王
京
外
に
高
仙
寺
・
感
恩
寺
・
仏
国
寺
な
ど
が
建
立
さ

れ
た
。
い
ず
れ
も
双
塔
式
伽
藍
配
置
で
あ
る
。

CHEONGHAK

図２　新羅金京・唐長安城・藤原京
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藤
原
京
遷
都
は
６
９
４
年
で
あ
る
が
、
６
８
０
年
代
に
造
営
は

開
始
さ
れ
て
い
る
。

　
６
８
０
年
ご
ろ
の
建
立
の
元
薬
師
寺
や
同
時
期
に
造
営
さ
れ
た

大
官
大
寺
は
双
塔
で
、
翼
廊
の
つ
く
金
堂
な
ど
、
そ
の
伽
藍
配
置

は
慶
州
四
天
王
寺
跡
、
感
恩
寺
跡
と
同
一
で
あ
る
。
藤
原
京
内
の

寺
院
は
新
羅
仏
教
の
影
響
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。

　
ま
た
近
江
の
勢
多
橋
（
今
の
瀬
田
唐
橋
）
の
橋
脚
構
造
は
新
羅

王
京
の
月
精
橋
・
日
精
橋
に
類
似
し
、
土
木
技
術
の
面
で
も
、
技

術
伝
播
・
移
転
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
慶
州
雁
鴨
池
と
飛
鳥
苑
池
造
営
の
時
期
は
同
じ
で
あ
る
。
慶
州

の
王
京
の
北
京
極
の
北
に
位
置
す
る
龍
江
洞
苑
池
は
８
世
紀
代
で
、

平
城
宮
東
宮
の
苑
池
に
類
似
す
る
。

　
藤
原
京
は
新
羅
金
京
に
影
響
の
も
と
に
成
立
し
た
。
藤
原
京
の

宮
は
中
央
部
に
位
置
し
て
い
る
。
新
羅
王
京
の
ば
あ
い
、
５
世
紀

後
半
以
来
、
南
に
位
置
す
る
月
城
が
王
宮
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

７
世
紀
末
葉
に
唐
の
長
安
城
に
よ
り
、
北
宮
を
造
営
し
た
。

　
６
６
０
年
の
百
済
の
滅
亡
、
６
６
３
年
の
白
村
江
戦
争
、
６
７

２
年
の
壬
辰
の
乱
の
政
変
の
な
か
で
、
飛
鳥
板
葺
宮
か
ら
近
江
大

津
宮
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
遷
都
し
、
藤
原
京
が
成
立
し
た
。

　
白
村
江
敗
戦
後
、
日
本
の
対
外
関
係
は
同
じ
戦
勝
国
で
あ
る
が
、

唐
か
ら
新
羅
に
か
わ
っ
た
。
そ
う
し
た
歴
史
環
境
の
な
か
で
都
城

制
や
新
羅
仏
教
が
あ
ら
た
に
伝
わ
っ
た
。

　

新
羅
金
京
と
唐
長
安
城

　

金
京
（
金
城
）
は
東
西
10
坊
里
（
３
２
０
０
ｍ
）、
南
北
９
坊

里
（
２
８
８
０
ｍ
）
の
規
模
を
も
つ
。
１
坊
里
は
約
３
２
０
ｍ
四

方
で
、
１
坊
里
は
４
分
割
さ
れ
る
。
１
坊
里
は
１
尺
約
36
・
０
㎝

の
大
尺
で
９
０
０
尺
で
あ
る
。
儀
鳳
４
年
（
６
７
９
）
銘
の
瓦
が

皇
龍
寺
、
四
天
王
寺
、
月
城
、
雁
鴨
池
で
出
土
し
、
宮
殿
や
寺
院

の
造
営
が
進
め
ら
れ
た
。
月
城
の
王
宮
と
と
も
に
、
北
宮
が
坊
里

の
北
に
置
か
れ
た
。
唐
の
長
安
城
の
都
城
造
営
の
理
念
に
も
と
づ

き
、
北
に
宮
殿
（
北
宮
）
が
造
営
さ
れ
た
。
王
宮
の
機
能
は
月
城

に
あ
っ
た
。

　
新
羅
金
京
の
東
西
・
南
北
坊
里
は
各
三
道
（
街
路
９
）
で
分
割

さ
れ
た
と
推
定
し
え
る
。
東
西
は
３
・
４
・
３
坊
里
分
、
南
北
は

各
３
坊
里
分
を
街
路
で
９
分
割
す
る
。
各
街
路
に
門
を
お
い
た
。

　

唐
の
長
安
城
は
南
北
13
坊
里
（
８
６
５
１
・
８
ｍ
）、
東
西
８

坊
里
（
９
７
２
１
ｍ
）
で
あ
る
。
南
北
は
春
明
門
―
金
光
門
、
延

興
門
―
延
平
門
の
東
西
二
門
に
よ
っ
て
３
分
割
、
東
西
は
安
化
門

―
芳
林
門
、
启
夏
門
―
興
安
門
の
南
北
門
に
よ
っ
て
３
分
割
さ
れ

る
。
宮
城
（
掖
庭
宮
・
太
極
宮
・
東
宮
）・
皇
城
の
２
坊
里
、
東

西
各
３
坊
里
の
計
８
坊
里
で
、長
安
城
は
東
西・南
北
を
門
に
よ
っ
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て
、
３
分
割
さ
れ
て
い
る
。

『
周
礼
冬
官
』
に
「
匠
人
營
國
方
九
里
、
傍
三
門
。
国
中
九
經
九

緯
。
經
涂
九
軌
。
左
祖
右
社
、
面
朝
後
市
。
市
朝
一
夫
」
と
あ
る
。

京
域
各
三
門
の
街
路
に
よ
っ
て
９
分
割
す
る
の
が
周
礼
の
理
念
で

あ
る
。
新
羅
金
京
、
藤
原
京
も
９
分
割
さ
れ
て
い
る
。

　
金
京
と
長
安
城
と
の
比
率
は
東
西
南
北
１
対
３
、
面
積
１
対
９

の
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
金
京
は
長
安
城
の
９
分
の
１
の
規
模
で

あ
る
。
金
京
の
宮
殿
は
月
城
に
あ
っ
た
が
、
長
安
城
の
宮
城
配
置

の
影
響
を
う
け
、
北
宮
を
造
営
し
た
。
な
お
金
京
と
藤
原
京
と
の

比
は
藤
原
京
が
９
・
10
坊
里
の
ば
あ
い
１
対
１
・
65
（
指
数
60
）

の
相
似
形
、
10
・
10
坊
里
で
は
１
８
４
～
１
・
65
（
指
数
54
～

60
）
と
な
る
。
面
積
は
１
対
２
・
７
～
３
・
０
（
指
数
37
～
33
）

の
関
係
に
あ
る
。

　
藤
原
京
と
長
安
城
の
比
率
は
南
北
１
対
１
・
81
（
９
坊
里
）
～

１・84
（
10
坊
里
）、
東
西
１
対
１・84
、
面
積
で
１
対
３・３
（
９

坊
里
）
～
３
・
０
（
10
坊
里
）
の
関
係
で
あ
る
。
藤
原
京
は
長
安

城
の
約
３
分
の
１
の
規
模
と
な
る
。
平
城
京
の
面
積
は
長
安
城
の

４
分
の
１
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

新
羅
で
は
６
世
紀
初
め
に
す
で
に
律
令
が
発
布
さ
れ
て
い
る
。

７
世
紀
末
葉
の
統
一
期
に
律
令
体
制
に
も
と
づ
く
王
権
が
確
立
し

た
。
坊
里
制
が
施
行
さ
れ
、
王
畿
が
形
成
さ
れ
た
。

２　
突
厥
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
と
僕
固
乙
突
墓

　
近
年
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
、
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
と

僕
固
乙
突
墓
の
２
基
の
突
厥
墓
が
発
見
さ
れ
た
。
７
～
８
世
紀
の

唐
の
政
治
的
国
際
関
係
、
羈
縻
体
制
を
さ
ぐ
る
う
え
で
の
あ
ら
た

な
る
事
実
が
う
か
び
あ
が
っ
て
き
た
。

　

オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓   

　

２
０
１
１
年
、
モ
ン
ゴ
ル
草
原
の
ボ
ル
ガ
ン
（Bulgan

）
県

バ
ヤ
ン
ノ
ー
ル
（Bayan-nuul

）
の
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム

（U
laan-herem

）
で
、
モ
ン
ゴ
ル
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
共
同
調

査
と
し
て
発
掘
さ
れ
た
。

　
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
墳
丘
を
中
心
に
長
さ
１
７
５
ｍ
、
幅

83
ｍ
の
長
方
形
の
垣
墻
で
区
画
さ
れ
た
陵
園
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。

墳
丘
は
南
北
約
34
ｍ
、
東
西
約
30
ｍ
、
高
さ
約
４
・
０
ｍ
の
楕
円

形
で
あ
る
。
単
室
土
洞
で
斜
坡
墓
道
、
４
過
洞
、
４
天
井
、
２
龕

室
（
墓
道
か
ら
か
ぞ
え
て
第
４
天
井
）、
甬
道
、
墓
室
か
ら
な
る
。

全
長
約
46
ｍ
。
墓
道
は
約
20
ｍ
、
地
表
面
か
ら
６
・
３
ｍ
、
約
15

度
の
傾
斜
を
も
つ
。
過
洞
・
天
井
部
の
長
さ
約
19
ｍ
、
幅
１
・
６

～
２
・
２
ｍ
。
墓
室
は
長
さ
３
・
１
、
幅
３
・
４
、
甬
道
長
さ
３
・
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図３　オラーン・ヘレム墓と乙突墓の位置

図４　オラ－ン・ヘレム墓 と乙突墓の墓室図５　オラーン・ヘレム墓　墓道壁画

オラーン・ヘレム墓

乙突墓

墓道

墓道東壁　青龍
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０
、
幅
１
・
６
ｍ
で
あ
る
。
第
４
天
井
に
両
龕
室
が
つ
く
ら
れ
る
。

　
壁
画
は
墓
道
・
過
洞
・
墓
室
に
え
が
か
れ
る
。
墓
道
の
東
西
壁

に
青
龍
と
白
虎
、
列
戟
と
儀
衛
１
人
、
男
侍
（
内
侍
）
３
人
が
配

置
さ
れ
る
。
墓
道
北
壁
上
部
の
門
楼
は
過
洞
入
口
と
一
体
的
に
表

現
さ
れ
る
。
門
の
基
台
に
入
母
屋
式
の
楼
閣
で
鴟
尾
に
鳥
が
止
ま

る
。
斗
栱
、
扉
、
櫺
子
窓
、
欄
干
の
表
現
は
写
実
的
で
あ
る
、
屋

根
の
上
方
に
雁
の
群
れ
が
み
え
る
。

　
天
井
・
過
洞　
第
１
過
洞
の
両
壁
に
牽
馬
図
が
あ
る
。
東
壁
の

牽
馬
図
の
御
者
は
弁
髪
風
の
頭
髪
で
、
開
襟
の
長
袍
、
袴
を
穿
く
。

馬
は
鞍
金
具
を
装
着
し
、
方
形
状
の
輪
鐙
（
右
）
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。
副
葬
品
の
金
銅
装
の
輪
鐙
に
類
似
す
る
。
西
壁
の
御
者
は

鳳
帽
を
か
ぶ
り
、
円
領
の
長
袍
、
袴
・
裳
を
着
る
。
左
手
で
手
綱

を
持
つ
。
鞍
を
装
備
す
る
が
、
鐙
（
左
）
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。

鞍
敷
は
毛
織
物
で
あ
る
。
こ
の
御
者
と
馬
装
の
ち
が
い
は
被
葬
者

夫
婦
の
出
自
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
過
洞
の
後
壁
に
蓮
華
化

生
図
が
あ
る
。
第
４
過
洞
の
両
壁
に
２
人
ず
つ
の
人
物
が
あ
る
。

西
壁
に
女
侍
と
男
装
女
侍
の
人
物
が
あ
る
。
墓
道
・
過
洞
に
は
門

楼
→
蓮
華
紋
→
畏
獣
（
鬼
神
）
→
門
楼
→
鎮
墓
獣
と
い
う
よ
う
に

一
連
の
辟
邪
、
他
界
観
に
か
か
わ
る
図
像
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
壁
面
に
屏
風
状
の
輪
郭
（
褐
色
）
を
と
り
、
樹
下
人
物
像
を
え

が
く
。
女
侍
は
赤
色
の
長
袖
の
衫
、
条
紋
裙
を
身
に
つ
け
る
。
隋

か
ら
初
唐
様
式
の
細
身
の
女
性
像
で
あ
る
。
男
侍
は
円
襟
の
袍
、

裳
を
つ
け
る
。
上
部
で
数
条
の
赤
色
線
で
雲
紋
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

同
時
期
の
昭
陵
陪
葬
の
燕
妃
墓
（
６
７
１
）
の
屏
風
画
に
樹
下
人

物
図
像
、
雁
と
と
も
に
山
岳
流
雲
紋
が
描
か
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ー

ン
・
ヘ
レ
ム
墓
の
朱
線
の
横
列
紋
は
雲
紋
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
の
青
龍
・
白
虎
図
像
の
系
譜

  

墓
道
東
壁
の
青
龍
は
長
さ
７
・
６
ｍ
、
高
さ
１
・
８
ｍ
の
図
像
。

身
体
の
骨
格
・
中
心
線
は
青
色
で
表
現
し
、
胸
繋
と
腹
部
下
辺
、

左
足
に
か
け
て
太
い
朱
線
で
縁
ど
る
。
左
前
足
を
腹
部
の
輪
郭
線

ま
っ
す
ぐ
に
突
き
出
す
。
足
首
を
か
え
す
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
と
る
。

下
腹
部
と
右
後
足
の
交
点
は
約
１
４
０
度
の
鋭
角
と
な
っ
て
い
る
。

白
虎
の
ば
あ
い
は
曲
線
的
で
あ
る
。
背
か
ら
尾
に
鋭
利
な
線
で
背

鰭
を
え
が
く
。
尾
の
根
元
に
火
焔
紋
を
装
飾
す
る
。
四
足
は
爪
の

細
部
ま
で
表
現
す
る
。
左
前
足
を
の
ぞ
く
三
足
の
つ
ま
先
は
雲
気

紋
で
装
飾
さ
れ
る
。

　
西
壁
の
白
虎
図
像
の
特
色
は
這
う
姿
態
で
、
四
足
に
雲
気
紋
で

飾
ら
れ
、
同
じ
雲
龍
紋
を
は
き
出
す
。
背
鰭
が
表
現
さ
れ
て
い
る

が
、
白
虎
図
像
と
し
て
は
例
外
的
で
あ
る
。
朱
色
の
線
で
輪
郭
を

と
る
。
右
足
と
下
腹
部
下
辺
は
直
線
的
で
あ
る
。
背
か
ら
尾
に
か

け
て
、
背
鰭
を
表
現
す
る
。
尾
の
端
部
は
丸
味
を
も
つ
。
尾
の
中

図６　青龍白虎図像

白虎 青龍
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間
に
ね
じ
れ
の
よ
う
な
痕
跡
が
あ
り
、
部
分
的
に
と
ぎ
れ
る
。
四

足
の
つ
ま
先
は
い
ず
れ
も
雲
気
紋
化
し
て
い
る
。
背
の
斑
点
は
朱

色
で
花
弁
状
を
呈
す
る
。
盛
唐
期
の
白
虎
の
よ
う
に
花
紋
化
し
て

い
な
い
。  

　
青
龍
・
白
虎
図
像
の
粉
本
が
あ
り
、
壁
面
に
転
写
す
る
か
た
ち

で
描
か
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
体
躯
（
尾
を
の
ぞ
く
）
の
幅
・
高

さ
の
指
数
は
47
、
白
虎
45
で
、
そ
の
比
率
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

図
面
を
反
転
し
重
ね
あ
わ
せ
る
と
明
白
で
あ
る
。
墓
道
両
壁
の
一

定
の
空
間
全
体
に
表
現
し
て
い
る
の
で
、
青
龍
・
白
虎
の
大
き
さ

は
ほ
ぼ
等
し
く
な
っ
て
い
る
。
白
虎
の
尾
の
中
間
に
結
び
目
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
画
師
の
心
理
状
況
を
推
測
さ
せ
る
。
尾
の
先

端
が
円
ま
る
の
は
様
式
的
特
徴
で
あ
る
。
青
龍
の
粉
本
が
あ
り
、

そ
れ
を
反
転
し
て
白
虎
が
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
白
虎
に
背
鰭

が
表
現
さ
れ
る
の
は
例
外
で
的
で
あ
る
。
唐
代
で
は
金
勝
村
６
号

墓
（
山
西
省
太
原
）
の
白
虎
に
鰭
状
の
輪
郭
が
描
か
れ
る
。
青
龍

の
図
像
を
基
本
に
し
て
白
虎
像
が
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
オ

ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
の
青
龍
・
白
虎
図
像
は
阿
史
那
忠
墓
の
も
の
に

も
っ
と
も
類
似
す
る
。

　

蘇
定
方
墓
の
白
虎
の
長
さ
は
６
・
５
ｍ
（
身
体
５
・
２
ｍ
）、

阿
史
那
忠
墓
の
白
虎
は
６
・
５
～
７
・
０
ｍ
、
懿
徳
太
子
墓
の
青

龍
の
長
さ
は
約
７
ｍ
、
高
さ
２
・
２
ｍ
、
白
虎
残
長
６
・
８
ｍ
、

高
さ
２
ｍ
で
８
ｍ
に
ち
か
い
。
永
泰
公
主
墓
は
残
長
６
・
０
ｍ
で
、

８
・
０
ｍ
以
上
。
李
憲
墓
の
青
龍
・
白
虎
は
約
６
ｍ
で
あ
る
。

　
墓
道
に
青
龍
・
白
虎
像
が
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
北
朝

後
期
以
降
で
あ
る
。
６
世
紀
中
葉
の
東
魏
武
寧
陵
の
湾
漳
墓
（
５

５
０
）
な
ど
に
出
現
す
る
。
墓
道
に
青
龍
・
白
虎
が
え
が
か
れ
、

四
神
壁
画
の
表
現
空
間
が
変
容
す
る
。
四
神
は
十
二
支
像
思
想
と

と
も
に
墓
室
壁
画
に
表
現
さ
れ
る
。

　
墓
室
・
墓
道
の
規
模
、
墓
道
の
図
像
の
構
成
な
ど
に
関
係
す
る
。

オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
の
ば
あ
い
、
青
龍
・
白
虎
図
像
は
墓
道
壁

面
の
半
分
以
上
を
し
め
て
い
る
。
同
時
期
の
突
厥
族
の
右
驍
衛
大

将
軍
阿
史
那
忠
墓
に
匹
敵
す
る
大
き
さ
で
あ
る
。
乙
突
墓
（
６
７

８
）
も
右
驍
衛
大
将
軍
で
あ
る
。

　
青
龍
図
像
は
東
魏
の
茹
茹
公
主
墓
（
５
５
０
）
の
龍
身
の
背
や

脚
部
縁
端
に
Ｃ
字
形
唐
草
紋
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
７
世
紀
後
半

段
階
で
固
原
思
索
岩
墓
（
６
６
４
）
や
太
原
金
勝
村
７
号
墓
の
よ

う
に
龍
身
の
輪
郭
が
唐
草
紋
化
す
る
と
と
も
に
、
背
鰭
が
鋸
歯
紋

様
化
（
鋸
歯
紋
装
飾
）
さ
れ
る
。
礼
泉・阿
史
那
忠
墓
（
６
７
５
）

に
唐
草
紋
様
化
が
み
ら
れ
る
。
咸
陽
・
蘇
定
方
墓
で
は
、
龍
身
が

装
飾
化
（
唐
草
紋
装
飾
）
す
る
と
と
も
に
、
尾
が
垂
れ
下
が
り
、

後
足
に
絡
ま
せ
た
り
、
も
ぐ
る
よ
う
な
構
図
と
な
る
。
高
元
珪
墓

（
７
５
６
）
は
中
・
晩
唐
期
で
、
青
龍
の
背
か
ら
尾
に
か
け
て
連

続
し
て
、
鋸
歯
紋
状
の
鰭
が
あ
り
、
角
も
退
化
し
て
い
る
。
周
囲

を
花
紋
で
飾
る
。
高
松
塚
古
墳
の
青
龍
も
鋸
歯
紋
化
し
、
青
龍
の

輪
郭
は
縞
状
紋
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
青
龍
・
白
虎
の
胴
部

（
腹
部
）
に
縞
状
紋
で
輪
郭
を
と
る
手
法
は
、
初
唐
の
太
原
南
郊

墓
あ
た
り
か
ら
顕
著
に
な
る
。
冉
仁
才
墓
（
６
５
４
）
の
青
龍
の

脚
部
は
花
紋
化
し
、
腹
部
に
縞
状
紋
の
輪
郭
が
あ
る
。

　
茹
茹
公
主
墓
の
白
虎
図
像
は
花
紋
・
雲
気
紋
な
ど
が
装
飾
さ
れ
、

前
進
、
引
導
す
る
姿
態
で
あ
る
。
背
に
唐
草
紋
が
装
飾
さ
れ
る
。

金
勝
村
７
号
墓
の
尾
に
は
斑
点
が
表
現
さ
れ
る
。
青
龍
も
同
様
の

表
現
で
あ
る
。
体
躯
の
頸
か
ら
尾
に
か
け
て
の
下
縁
辺
部
を
刻
み

目
紋
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
白
虎
で
は
一
般
に
み
ら
れ
な
い

背
鰭
状
の
紋
様
も
あ
る
。
斑
状
の
尾
は
蘇
定
方
墓
の
白
虎
に
も
み

ら
れ
、
そ
の
尾
は
左
足
に
絡
ま
る
。
ま
た
そ
の
白
虎
の
体
躯
に
花

紋
が
装
飾
さ
れ
て
い
る
点
は
特
徴
的
で
あ
る
。
周
囲
の
花
紋
が
絡

ま
る
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
青
龍
や
白
虎
の
尾
が
後
足

に
か
ら
ま
る
図
像
は
隋
の
耀
県
葯
王
墓
石
棺
、
寧
夏
回
族
自
治
区

固
原
史
道
洛
墓
（
６
４
６
）
墓
誌
彫
刻
、
蘇
定
方
墓
壁
画
、
乾
陵

石
刻
に
み
ら
れ
る
。

　
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
の
青
龍
・
白
虎
図
像
は
咸
陽
蘇
定
方

墓
（
６
６
７
）
の
図
像
は
礼
泉
阿
史
那
忠
墓
（
６
７
５
）
か
ら
礼

泉
永
泰
公
主
墓・懿
徳
太
子
墓
、洛
陽
安
国
相
王
孺
人
唐
氏
墓
（
７

０
６
）
の
図
像
に
変
化
す
る
。
７
世
紀
末
葉
の
唐
様
式
の
図
像
で

あ
る
。 

　

洛
陽
唐
氏
墓
の
墓
室
壁
画
の
構
成
は
阿
史
那
忠
墓
や
オ
ラ
ー

ン
・
ヘ
レ
ム
墓
と
共
通
す
る
。　

　
７
０
０
～
７
０
１
年
黙
啜
は
安
北
大
都
護
相
王
の
李
旦
（
の
ち

の
睿
宗
）
を
天
兵
道
大
元
帥
と
し
た
。
安
北
都
護
を
歴
任
し
た
睿

宗
（
７
１
０
～
７
１
２
年
在
位
）
の
夫
人
の
墓
で
あ
る
が
、
同
時

期
の
長
安
・
洛
陽
と
羈
縻
支
配
期
の
突
厥
墓
と
類
似
す
る
。

　

突
厥
僕
固
乙
突
墓

　
モ
ン
ゴ
ルTov aim

ag 

中
央
県
、 Zaam

ar sum

ザ
ア
マ
ル

郡
の
中
心
か
ら
南
南
東
に
28
㎞
、Shoroon bum

m
bagar 

シ
ョ
ロ
ー
ン=

ボ
ン
バ
ガ
ル
あ
る
い
はShoroon D

ov 

シ
ョ

ロ
ー
ン=

ド
ブ
、
ト
ー
ラ
川
か
ら
２
・
５
㎞
の
右
岸
。
契
丹
の

都
城
址 Kherm

en D
enj 

ヘ
ル
メ
ン=

デ
ン
ジ
の
北
東
に
あ

る
。
２
０
０
９
年
、
ロ
シ
ヤ
（
ブ
リ
ャ
ー
ト
）
と
モ
ン
ゴ
ル
の
共

同
調
査
と
し
て
発
掘
さ
れ
た
。

　
陵
園
の
垣
墻
は
北
辺
92
ｍ
、
西
辺
１
１
１
ｍ
、
南
辺
90
ｍ
、
東

辺
１
０
８
ｍ
の
長
方
形
で
あ
る
。
墳
丘
は
径
約
20
ｍ
、
高
さ
５
ｍ
。

円
墳
内
の
南
東
部
に
墓
室
が
築
か
れ
る
。
全
長
約
28
ｍ
、
斜
坡
墓

道
（
長
さ
21
ｍ
、
幅
２
～
２
・
５
ｍ
）、
３
過
洞
、
３
天
井
か
ら

CHEONGHAK
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な
る
。
第
２
天
井
の
左
右
に
龕
が
つ
く
。
龕
内
で
陶
俑
、
木
製
品
、

織
物
が
出
土
。
墓
室
３
・
６
×
３
・
５
ｍ
。
墓
室
に
連
接
す
る

天
井
（
第
３
天
井
）
で
墓
誌
「
大
唐
金
微
都
督
僕
固
府
君
墓
誌
」

が
出
土
し
た
。

　
墓
誌
に
よ
る
と
、
諡
は
乙
突
で
金
山
人
。
祖
は
左
武
衛
大
将
軍

金
微
州
都
督
の
歌
濫
拔
延
、
父
の
思
匐
は
金
微
州
都
督
を
引
き
継

い
だ
。
乙
突
は
儀
鳳
３
年
（
６
７
８
）
２
月
29
日
に
卒
し
、
そ
の

年
の
戊
寅
（
６
７
８
）
に
埋
葬
さ
れ
た
。
そ
の
葬
地
は
墓
誌
の
と

お
り
、
西
に
峙
葱
山
，
北
は
蒲
海
に
面
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

大
唐
故
右
驍
衛
大
将
軍
、
金
微
都
督
、
上
柱
国
、
林
中
縣
開

國
公
僕
固
府
君
墓
誌
銘
幷
序

公
諱
乙
突
、
朔
野
金
山
人
。
盖
鐵
勤
之
別
部
也
《
僕
固
乙
突

墓
誌
》。
僕
固
懐
恩
、
鉄
勒
部
落
僕
骨
歌
濫
抜
延
之
曽
孫
、

語
訛
謂
之
僕
固
。
貞
観
二
十
年
、
鉄
勒
九
姓
大
首
領
率
其
部

落
来
降
、
分
置
瀚
海
、
燕
然
、
金
微
、
幽
陵
等
九
都
督
府
於

夏
州
、
別
為
蕃
州
以
禦
辺
授
歌
濫
抜
延
為
右
武
衛
大
将
軍
、

金
微
都
督
。
抜
延
生
乙
李
啜
抜
、生
懐
恩
、世
襲
都
督
（『
旧

唐
書
』
巻
１
２
１
列
伝
第
71
）。

　
僕
固
部
世
系
が
乙
突
墓
誌
を
も
と
に
復
元
さ
れ
た
。

　
一
世
歌
濫
拔
延
（
６
４
７
～
？
、右
武
衛
大
将
軍
金
微
州
都
督
）

―
二
世
思
匐
（
子
、
？
～
６
５
７
、
金
微
州
都
督
）―
三
世
乙
突

（
子
、
６
３
５
～
６
７
８
、
右
驍
衛
大
将
軍
金
微
州
都
督
上
柱
国

林
中
県
開
国
公
）
―
四
世
佚
名
（
子
、
？
～
６
８
６
、
金
微
州
都

督
）―
五
世
設
支（
弟
？
、金
微
州
都
督
）―
六
世
曳
勒
歌（
子
、？

～
７
２
０
以
前
、
充
大
武
軍
右
軍
討
撃
大
使
金
微
州
都
督
）
―
七

世
勺
磨
（
弟
、
？
～
７
４
１
以
前
、
金
微
州
都
督
）―
八
世
乙
李

啜
抜
（
子
、
７
４
１
年
以
前
～
７
５
６
年
）、
僕
固
懐
恩
（
７
５

６
～
７
６
５
、
金
微
州
都
督
）。

　
僕
固
乙
突
は
歌
濫
抜
延
（
右
武
衛
大
将
軍
金
微
都
督
）
の
曽
孫
、

乙
李
啜
拔
の
子
で
あ
っ
た
（《
旧
唐
書
》
巻
１
２
１
）。
歌
濫
抜
延

を
祖
と
す
る
別
の
家
系
が
知
ら
れ
た
。

　
歌
濫
拔
延
・
乙
突
・
懐
恩
等
の
僕
固
部
は
代
々
金
微
州
都
督
を

受
け
継
い
で
き
た
。
乙
突
墓
の
葬
地
に
よ
っ
て
、
蒙
古
ト
ゥ
ブ
県

の
ザ
ア
マ
ル
の
地
域
に
金
微
州
都
督
府
が
存
在
し
た
。

　

貞
観
21
年
（
６
４
７
）、
太
宗
は
６
府
７
州
を
設
置
し
、
府
に

都
督
、
州
に
刺
史
、
府
州
の
長
史
、
司
馬
以
下
の
官
吏
を
置
い
た
。

僕
骨
を
金
微
府
と
し
た
（《
旧
唐
書
》
巻
１
９
５
迴
紇
）。
墓
誌
に

乙
突
の
祖
歌
濫
抜
延
は
皇
朝
左
武
衛
大
将
軍
金
微
州
都
督
と
み
え

る
。
子
孫
に
あ
た
る
僕
固
懐
恩
は
右
驍
衛
大
将
軍
金
微
州
都
督
と

し
て
冊
封
の
地
で
死
亡
、
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
金
微
は
６
５
０
年

に
設
置
さ
れ
た
瀚
海
都
護
領
の
一
都
督
で
あ
る
。

　
墓
誌
に
「
祖
歌
濫
抜
延
、
皇
朝
左
武
衛
大
将
軍
、
金
微
州
都
督
。

父
思
匐
、
継
襲
金
微
州
都
督
」、「
及
父
歿
、
傳
嗣
還
囗
本
部
都
督
。

統
率
部
落
、
遵
奉
聲
教
」
と
あ
る
が
、
そ
の
思
匐
（
乙
突
の
父
）

は
顕
慶
５
年
（
６
６
０
）、龍
朔
２
年
（
６
６
２
）
の
討
伐
に
よ
っ

て
誅
殺
さ
れ
た
僕
固
部
の
首
領
と
み
る
。
思
匐
は
金
微
州
都
督
の

地
位
に
あ
っ
た
。
そ
の
葬
地
も
本
貫
の
地
で
あ
っ
た
と
み
る
と
、

乙
突
墓
と
同
じ
ザ
ア
マ
ル
に
位
置
し
た
。
乙
突
は
龍
朔
２
年
（
６

６
２
）
以
降
に
都
督
を
継
承
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
顕
慶
４
年
（
６
５
９
）
鉄
勒
の
思
結
反
す
。
翌
年
の
５
年
（
６

６
０
）
に
唐
の
鄭
仁
泰
は
思
結
・
抜
也
固
・
僕
骨
・
同
羅
四
部
を

討
ち
、そ
の
首
領
を
斬
る
。
龍
朔
元
年
（
６
６
１
）、囘
紇・同
羅・

僕
固
、
邊
を
犯
し
た
。
龍
朔
２
年
、
鄭
仁
泰
が
鉄
勒
を
天
山
で
破

り
、
契
苾
何
力
が
鉄
勒
諸
部
を
安
撫
し
て
偽
葉
護
・
設
・
特
勤
等

を
誅
し
た
。
龍
朔
３
年
正
月
に
鉄
勒
は
平
定
さ
れ
た
。

　
ま
た
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
の
造
営
年
代
は
乙
突
墓
以
前
と
推

定
さ
れ
る
の
で
、
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
一
帯
が
金
微
州
都
督
の
管

轄
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

唐
昭
陵
十
四
国
蕃
君
長
と
突
厥
可
汗
・
新
羅
王 

　
突
厥
国
家
の
発
展
段
階
は
、
護
雅
夫
に
よ
る
と
３
時
期
に
区
分

さ
れ
る
。

　
Ⅰ
突
厥
第
１
可
汗
国
期
（
５
５
２
～
６
３
０
）

　
Ⅱ
唐
の
羈
縻
支
配
期
（
６
３
０
～
６
７
９
） 

　
Ⅲ
東
突
厥
第
２
可
汗
国
期
（
６
８
２
～
７
４
４
）

　

貞
観
４
年
（
６
３
０
）、
唐
の
李
靖
の
征
討
軍
に
よ
っ
て
頡
利

が
降
服
し
、
突
厥
第
一
帝
国
は
瓦
解
し
た
。
薛
延
陀
の
真
珠
毗
伽

可
汗
が
唐
の
冊
立
を
う
け
、
羈
縻
支
配
下
に
は
い
っ
た
。
こ
の
こ

図７　乙突墓墓誌
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ろ
太
宗
は
諸
蕃
の
君
長
か
ら
「
天
河
汗
」
と
尊
称
さ
れ
た
。

突
厥
尽
為
封
彊
之
民
。
於
分
置
単
于
、
瀚
海
二
都
護
府
。　

　
単
于
都
護
領
狼
山
雲
中
桑
乾
三
都
督
、
蘇
農
等
一
十
四
州

瀚
海
都
護
領
瀚
海
金
微
新
黎
等
七
都
督
、
仙
萼
賀
蘭
等
八
州
、

各
以
其
首
領
為
都
督
、
刺
史
（『
旧
唐
書
』
巻
１
９
４　
上
）。

　
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
の
年
代
は
こ
の
羈
縻
支
配
期
に
あ
た
る
。

羈
縻
支
配
関
係
に
お
い
て
、
臣
た
る
諸
国
・
諸
族
の
首
長
が
死
亡

す
れ
ば
、
必
ず
詔
し
て
そ
の
後
嗣
を
冊
立
す
る
権
利
と
義
務
を
保

有
し
た
と
い
う
。

  

昭
陵
は
貞
観
10
年
（
６
３
７
）
に
寿
陵
と
し
て
の
営
造
が
始
ま

り
、
貞
観
23
年
（
６
５
０
）
に
太
宗
が
埋
葬
さ
れ
た
。
永
微
元
年

（
６
５
０
）
に
「
十
四
国
蕃
君
長
」
の
石
像
物
が
立
て
ら
れ
た
。

そ
の
記
録
ど
お
り
昭
陵
北
司
馬
門
跡
の
調
査
に
よ
っ
て
石
像
座
と

と
も
に
石
像
本
体
が
見
つ
か
っ
た
。
十
四
国
蕃
君
長
の
な
か
で
鉄

勒
・
突
厥
族
が
５
人
で
あ
り
、
太
宗
・
高
宗
代
の
唐
と
突
厥
な
ど

と
の
政
治
的
関
係
が
わ
か
る
。

　

オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
墳
の
被
葬
者
問
題
を
検
討
す
る
た
め
、

昭
陵
の
十
四
国
蕃
君
長
石
像
の
突
厥
人
の
身
分
や
葬
地
な
ど
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

『
唐
会
要
』
巻
20
に
よ
る
と
、「
上
欲
闡
揚
先
帝
徽
烈
乃
令
匠
人

琢
石
寫
諸
蕃
君
長
貞
觀
中
擒
伏
歸
化
者
形
狀
而
刻
其
官
名
…
十
四

人
列
于
陵
司
馬
北
門
内
九
嵈
山
之
陰
以
武
功
乃
又
刻
石
爲
常
所
乘

破
敵
馬
六
匹
于
闕
下
也
」
と
み
え
る
。

突
厥
頡
利
可
汗
・
右
（
左
）
衛
大
将
軍
阿
史
那
出
（
咄
）
苾

　
　
（
６
３
４
年
、
洛
陽
濁
水
の
東
に
埋
葬
）
⑧　

突
厥
頡
（
突
）
利
可
汗
・
右
衛
大
将
軍
阿
史
那
什
鉢
苾
（
６

３
１
年
、
葬
地
不
明
）
⑨　

突
厥
乙
彌
泥
孰
候
利
苾
可
汗
・
右
武
衛
大
将
軍
阿
史
那
李
思

摩
（
６
４
７
年
、
昭
陵
陪
葬
）
⑩　

突
厥
都
（
答
）
布
可
汗
・
右
衛
大
将
軍
阿
史
那
杜
爾
（
６
５

５
年
、
昭
陵
陪
葬
）
⑪　

薛
延
陀
眞
珠
毘
伽
可
汗
（
６
４
５
年
、
葬
地
不
明
）
⑤

吐
番
贊
普
⑥　

新
羅
楽
浪
郡
王
金
貞
（
真
）
徳
（
６
５
４
年
、
慶
州
金
京
・

沙
梁
部
）
⑫　

吐
谷
渾
河
源
郡
王
烏
地
也
抜
勒
豆
可
汗
慕
容
諾
曷
鉢
⑦　

亀
茲
王
訶
黎
布
失
畢
②         

于
闐
王
伏
闍
信
①　

焉
耆
王
龍
突
騎
支
③　

高
昌
王
・
左
武
衛
将
軍
麹
智
盛
④

林
邑
王
范
頭
黎
⑬

帝
那
伏
帝
國
王
阿
羅
那
順
⑭

　
こ
の
十
四
国
蕃
君
長
の
14
人
の
う
ち
唐
の
将
軍
、
大
将
軍
に
任

じ
ら
れ
た
の
は
８
人
、
ほ
か
の
６
人
は
本
国
王
号
、
可
汗
号
で
あ

る
。
長
安
に
入
朝
し
な
い
も
の
４
人
で
あ
る
。
頡
利
可
汗
は
長
安

で
卒
し
、
突
利
は
長
安
へ
の
道
中
で
歿
し
た
。
麹
智
盛
と
阿
羅
那

順
の
死
亡
地
と
葬
地
は
不
明
で
あ
る
。
思
摩
と
杜
爾
は
昭
陵
に
陪

葬
さ
れ
た
。

　
頡
利
可
汗　
左
衛
大
将
軍
阿
史
那
咄
苾
で
あ
る
。貞
観
４
年（
６

３
０
）、
唐
の
李
勣
の
軍
は
突
厥
の
頡
利
可
汗
を
攻
め
、
捕
ら
え
、

長
安
ま
で
お
く
っ
た
。
降
服
し
た
頡
利
は
右
衛
大
将
軍
に
任
命
さ

れ
た
。
貞
観
８
年（
６
３
４
）に
死
亡
す
る
。
固
有
の
礼
式
に
従
っ

て
濁
水
（
渭
水
の
支
流
）
の
東
で
火
葬
さ
れ
た
。
帰
義
王
の
号
が

贈
ら
れ
、
荒
の
諡
が
賜
っ
た
。
葬
地
は
不
明
で
あ
る
。

　
突
厥
突
利
可
汗
阿
史
那
什
鉢
苾　
貞
観
４
年
（
６
３
０
）
に
右

衛
大
将
軍
号
が
授
け
ら
れ
た
。
北
平
郡
王
に
封
じ
、
７
百
戸
の
食

邑
を
与
え
ら
れ
た
。
配
下
の
兵
士
、
領
民
の
と
こ
ろ
に
順
州
、
祐

州
な
ど
の
州
を
置
き
、
領
民
を
ひ
き
い
て
本
国
に
帰
ら
せ
た
。
太

宗
は
貞
観
５
年
（
６
３
１
）、突
利
を
よ
び
よ
せ
て
入
朝
さ
せ
た
が
、

幷
州
道
（
太
原
付
近
）
ま
で
来
て
病
気
に
な
っ
て
死
ん
だ
。
29
歳

で
あ
っ
た
。
太
宗
は
か
れ
の
た
め
に
葬
式
を
お
こ
な
い
、
中
書
侍

郎
の
岑
文
本
に
命
じ
て
、
そ
の
碑
の
銘
文
を
つ
く
ら
せ
た
（『
旧

唐
書
』
突
厥
伝
）。
貞
観
５
年
（
６
３
１
）
に
「
右
衛
大
将
軍
順

図８　昭陵十四国蕃君長（『大唐皇帝陵』）
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州
都
督
北
平
郡
王
阿
史
那
什
鉢
苾
卒
」
と
み
え
る
（『
旧
唐
書
』

本
紀
第
三
太
宗
下
）。

　

突
厥
乙
沴
泥
孰
候
利
苾
可
汗
阿
史
那
思
摩
墓
（
６
４
７
）　

右

武
衛
大
将
軍
で
、
記
録
の
と
お
り
昭
陵
陪
葬
墓
域
で
発
掘
さ
れ
た
。

墓
誌
に
よ
る
と
貞
観
21
年
（
６
４
７
）
に
埋
葬
さ
れ
た
。
思
摩
は

都
で
没
し
て
い
る
。
太
宗
は
兵
部
尚
書
・
夏
州
都
督
の
号
を
追
贈

し
、昭
陵
に
陪
葬
さ
せ〔
思
摩
の
出
身
地
の
〕白
道
山
を
か
た
ど
っ

た
墳
土
を
き
ず
か
せ
、
さ
ら
に
命
じ
て
、
か
れ
の
た
め
に
化
州
に

碑
を
立
て
さ
せ
た
と
い
う
。
太
宗
は
、
突
厥
を
黄
河
以
北
に
移
し
、

右
武
候
大
将
軍
化
州
都
督
懐
化
郡
王
の
〔
阿
史
那
〕
思
摩
を
立
て

て
乙
弥
泥
孰
候
利
苾
可
汗
と
し
、
李
の
姓
を
賜
い
、
所
領
を
ひ
き

い
て
、
そ
の
本
営
を
黄
河
の
北
に
置
か
せ
る
こ
と
に
し
た
と
い
う

（『
旧
唐
書
』
突
厥
伝
）。   

   

薛
延
陀
真
珠
毗
伽
可
汗
（
夷
男
）　
貞
観
４
年
（
６
３
０
）
に

唐
が
頡
利
可
汗
を
平
定
し
た
あ
と
、
夷
男
は
東
方
の
故
郷
へ
帰
り
、

宮
廷
を
都
尉
揵
山
の
北
、
独
邏
河
の
南
岸
の
地
に
置
い
た
。
京
師

の
北
三
千
三
百
里
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
東
は
室
韋
に
、
西
は
金
山

に
、
南
は
突
厥
に
そ
れ
ぞ
れ
達
し
、
北
は
瀚
海
（
バ
イ
カ
ル
湖
）

に
臨
む
地
点
で
、
す
な
わ
ち
古
代
の
匈
奴
の
故
地
で
あ
る
（『
旧

唐
書
』
鉄
勒
伝
）。
貞
観
３
年
（
６
２
９
）、
唐
は
突
厥
を
討
伐
し
、

夷
男
を
真
珠
毗
伽
可
汗
と
し
た
。
そ
の
後
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
、

貞
観
５
年
（
６
３
１
）、
李
勣
（
徐
懋
功
）
の
攻
撃
に
降
服
し
た
。

貞
観
19
年
（
６
４
５
）
に
夷
男
は
に
わ
か
に
他
界
し
た
の
で
、
太

宗
は
こ
れ
に
対
し
喪
を
発
し
た
。
夷
男
の
少
子
の
肆
葉
護
抜
灼
は

兄
の
突
利
失
可
汗
を
襲
い
殺
し
、
み
ず
か
ら
即
位
し
た
。
こ
れ
が

頡
利
倶
利
薛
沙
多
弥
可
汗
で
あ
る
。
灼
抜
は
廻
紇
に
殺
さ
れ
、
か

れ
の
一
族
は
ほ
と
ん
ど
全
滅
し
、
そ
の
残
余
の
部
衆
５
万
、
６
万

人
は
西
域
に
逃
げ
こ
ん
だ
。
ま
た
鉄
勒
諸
姓
の
俟
斤
た
ち
は
た
が

い
に
攻
撃
し
あ
い
、
お
の
お
の
は
唐
に
使
者
を
派
遣
し
て
帰
順
し

た
。
夷
男
の
葬
地
は
わ
か
ら
な
い
。
昭
陵
北
司
馬
門
に
は
石
像
が

立
て
ら
れ
た
。
１
９
８
２
年
に
「
薛
延
陀
真
珠
毗
伽
可
汗
」
の
石

像
座
が
発
見
さ
れ
た
。

　

突
厥
答
布
可
汗
（
阿
史
那
杜
爾
）　

貞
観
21
年
（
６
４
７
）
に

崑
丘
道
行
軍
大
総
管
と
な
り
、
亀
茲
を
征
服
、
22
年
に
西
突
厥
の

処
密
を
破
る
。
太
宗
が
崩
御
し
た
と
き
、
殉
葬
を
請
う
が
、
高
宗

は
許
可
し
な
か
っ
た
。
永
微
６
年（
６
５
５
）卒
し
、輔
国
大
将
軍・

幷
州
都
督
に
贈
補
さ
れ
る
。
昭
陵
に
陪
葬
さ
れ
る
。
冢
を
葱
山
の

よ
う
に
象
り
、
碑
を
立
て
た
（『
旧
唐
書
』
列
伝
第
59
）。「
突
厥

答
布
可
汗
右
衛
大
将
軍
阿
史
那
杜
爾
」
銘
の
石
像
座
が
出
土
し
て

い
る
。
突
厥
族
の
阿
史
那
什
鉢
苾
と
薛
延
陀
眞
珠
毘
伽
可
汗
の
葬

地
は
不
明
で
あ
る
。
突
厥
の
地
に
帰
葬
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

唐
乾
陵
六
十
一
蕃
臣
像
と
僕
固
乙
突　

　
乾
陵
の
蕃
君
長
石
人
像
に
「
故
左
威
衛
大
将
軍
兼
金
微
都
督
僕

固
乙
突
」
の
銘
が
の
こ
る
。
僕
固
乙
突
の
功
績
は
「
及
東
征
靺
鞨
、

西
討
吐
蕃
、並
效
忠
勤
、丞
摧
凶
勤
」
と
あ
る
。
東
は
高
句
麗
（
６

６
６
年
）、
西
は
吐
蕃
の
征
服
に
参
戦
し
た
。

　

乾
陵
蕃
君
長
石
像
の
な
か
に
、「
吐
火
囗
囗
囗
囗
囗
囗
督
阿
史

那
忠
節
」
と
、
阿
史
那
氏
の
名
が
み
え
る
。《
旧
唐
書
》
巻
２
２

１
下
に
「
顕
慶
中
、
以
其
緩
城
為
月
氏
都
督
府
、
折
小
城
為
二
十

四
州
、
授
王
阿
史
那
都
督
」
で
あ
ろ
う
。
阿
史
那
忠
（
６
７
５
）

は
昭
陵
に
は
陪
葬
さ
れ
て
い
る
。
昭
陵
の
十
四
番
君
長
か
ら
乾
陵

の
六
十
一
蕃
臣
像
へ
の
唐
の
蛮
夷
、
天
下
観
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

　

オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
と
僕
固
乙
突
墓
の
被
葬
者

　
唐
墓
に
お
い
て
墳
丘
・
墓
室
・
墓
道
の
規
模
と
と
も
に
、
天
井
・

過
洞
の
数
は
身
分
制
を
関
連
す
る
。
龕
に
は
陶
俑
が
置
か
れ
、
鹵

簿
制
と
関
係
が
あ
る
。
龕
の
数
は
鹵
簿
に
比
例
す
る
。

　
天
井
・
過
洞
の
数
は
墓
道
の
規
模
と
関
係
が
あ
る
。
７
世
紀
中

葉
か
ら
７
世
紀
末
葉
、
８
世
紀
初
葉
に
４
～
７
天
井
・
過
洞
の
長

大
な
墓
室
が
発
達
す
る
。
８
世
紀
中
葉
に
は
衰
退
す
る
。

　
突
厥
僕
固
乙
突
墓
は
右
驍
衛
大
将
軍
金
微
州
都
督
、オ
ラ
ー
ン・

ヘ
レ
ム
墓
は
右
驍
衛
大
将
軍
の
阿
史
那
忠
墓
と
同
等
か
、
下
位
の

身
分
で
あ
ろ
う
。
僕
固
乙
突
墓
の
等
級
は
下
位
と
み
ら
れ
る
。

礼 

泉
長
楽
公
主
李
麗
質
墓
（
太
宗
第
５
女
）
（
６
４
３
）
墓

室
全
長
48
ｍ
、
４
天
井
４
過
洞
・
２
対
龕
（
第
３
・
４

天
井
）

礼 

泉
新
城
長
公
主
墓
（
太
宗
第
21
女
）
（
６
６
３
）
全
長
約

50
ｍ
、
５
天
井
５
過
洞
・
４
対
龕
（
第
２
～
４
天
井
）

礼 

泉
鄭
仁
泰
墓
（
右
衛
大
将
軍
・
正
三
品
、
同
安
郡
公
・
正

一
品
）
全
長
53
ｍ
、
５
天
井
５
過
洞
・
５
対
龕
（
第
１

～
５
天
井
）

咸 

陽
蘇
定
方
墓
（
左
驍
騎
大
将
軍
邢
国
王
）（
６
６
７
）　
全

長
73
ｍ
、
７
天
井
７
過
洞
・
２
対
龕
（
第
３
・
５
天
井
）

礼 

泉
李
勣
墓
（
英
国
公
、
太
子
大
師
）
（
６
６
９
）
４
天
井

４
過
洞
・
１
対
龕
（
第
２
天
井
）

礼
泉
阿
史
那
忠
墓
（
右
驍
衛
大
将
軍
薛
國
公
・
従
一
品
）　

　

 （
６
７
５
）
全
長
55
ｍ
、
５
天
井
５
過
洞
・
１
対
龕
（
第

４
天
井
）

モ 

ン
ゴ
ル
突
厥
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓　
全
長
約
46
ｍ
、
４

天
井
４
過
洞
・
１
対
龕
（
第
４
天
井
）

モ 

ン
ゴ
ル
突
厥
僕
固
乙
突
墓
（
右
驍
衛
大
将
軍
金
微
州
都
督

上
柱
国
開
国
公
）
（
６
７
８
）
全
長
約
25
ｍ
、
３
天
井

３
過
洞
・
１
対
龕
（
第
２
天
井
）
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礼
泉 

安
元
寿
墓
（
右
威
衛
将
軍
、
贈
代
州
刺
史
・
従
三
品
）

　
 （

６
８
４
）
約
60
ｍ
、
５
天
井
５
過
洞
・
２
対
龕
（
第
４
・

５
天
井
）

西
安
独
孤
思
貞
墓
（
６
９
８
）
約
31
ｍ
、
５
天
井
５
過
洞
・

１
対
龕
（
第
４
天
井
）
朝
議
大
夫
行
乾
陵
令
上
護
軍

乾
県
永
泰
公
主
李
仙
恵
墓
（
中
宗
第
７
女
）（
７
０
６
）
全

長
88
ｍ
、
７
天
井
６
過
洞
・
４
対
龕
（
第
１
～
４
天
井
）

乾
県
懿
徳
太
子
李
重
潤
墓
（
中
宗
長
子
）（
７
０
６
）
全
長

１
０
１
ｍ
、
７
天
井
６
過
洞・４
対
龕
（
第
１
～
４
天
井
）

乾
県
章
懐
太
子
李
賢
墓
（
高
宗
・
武
則
天
次
子
）（
７
０
６
）

全
長
71
ｍ
、
４
天
井
４
過
洞・３
対
龕
（
第
１
～
３
天
井
）

蒲
城
高
力
士
墓
（
玄
宗
内
侍
監
・
正
三
品
）（
７
０
６
）
３

天
井
３
過
洞
・
４
対
龕
（
第
１
～
４
天
井
）

洛
陽
唐
氏
墓
（
安
国
相
王
孺
人
） （
７
０
６
）
全
長
35
ｍ
、

３
天
井
３
過
洞
１
暗
過
洞
・
２
対
龕
（
第
２
・
３
過
洞
）

富
平 

節
愍
太
子
李
重
俊
墓
（
中
宗
第
３
子
）（
７
１
０
）
３

　
（
５
）
天
井
３
（
５
）
過
洞
・
２
対
龕
（
第
１
・
２
天
井
）

山
西
省
万
榮
薛
儆
墓
（
睿
宗
婿
、
青
禄
大
夫
駙
馬
都
尉
・
上

　

 

柱
国
汾
隠
郡
開
国
公
、
殿
中
少
監
太
僕
少
卿
太
常
少
卿
岐

州
刺
史
、
兊
州
都
督
追
認
）
（
７
２
０
）
全
長
47
ｍ
、

５
天
井
６
過
洞
・
３
対
龕
（
３
・
５
・
７
過
洞
）

蒲
城
恵
庄
太
子
李
為
墓
（
７
４
１
）
墓
（
７
２
４
）
約
39
ｍ
、

３
天
井
３
過
洞
（
第
１
～
３
過
洞
）

蒲
城
李
憲
墓
（
睿
宗
李
炭
旦
長
子
、
譲
皇
帝
）
恵
陵
（
７
４

１
）
（
玄
宗
内
侍
監
・
正
三
品
）
（
７
０
６
）
約
64
ｍ
、

３
天
井
３
過
洞
・
４
対
龕
（
第
１
～
３
過
洞
）

　
金
銅
三
梁
冠
は
円
形
の
金
銅
帯
に
３
本
の
骨
架
が
鋲
留
さ
れ
て

い
る
。
李
勣
墓
の
三
梁
進
徳
冠
に
類
似
す
る
。
そ
れ
は
径
20
㎝
、

高
さ
23
㎝
。
側
面
に
六
花
紋
の
金
銅
飾
金
具
が
つ
く
。
冠
帽
に
つ

い
て
「
三
品
以
上
三
梁
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
、
李
勣
の
冠
帽
は

太
尉
楊
州
大
都
督
上
柱
国
英
国
公
の
身
分
と
合
致
す
る
。
李
勣
は

総
韋
２
年
（
６
６
９
）
に
卒
し
、
翌
年
に
埋
葬
さ
れ
た
。

親
王
、
遠
遊
三
梁
冠
、
金
附
蝉
、
犀
簪
導
、
自
筆
。
…
進　

賢
冠
、
三
品
以
上
三
梁
、
五
品
以
上
、
両
梁
、
犀
簪
導
。　

九
品
以
上
一
梁
、
牛
角
簪
導
（『
旧
唐
書
』
巻
45
）

貞
観
８
年
（
６
３
４
）
五
月
辛
未
朔
、
日
有
蝕
之
、
上
初
服

翼
善
冠
、
貴
臣
服
進
徳
冠
」（『
旧
唐
書
』
巻
３
）。

　
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
の
冠
は
三
梁
冠
で
、
李
勣
の
位
に
匹
敵

す
る
大
都
督
上
柱
国
英
国
公
級
の
も
の
で
、
被
葬
者
の
身
分
を
示

す
。
李
勣
・
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
の
冠
は
唐
代
の
冠
帽
と
し
て

稀
な
実
物
資
料
で
あ
る
。

　
墓
道
の
両
壁
に
３
竿
ず
つ
の
「
列
戟
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
木

架
に
吹
き
流
し
の
旗
旌
が
つ
く
。
鋒
先
は
戟
で
な
く
、
矛
や
槍
で

あ
る
。
架
と
旗
旌
付
き
の
武
器
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
唐
代
の
列
戟
は
李
寿
墓
で
７
竿
１
対
14
竿
（
左
武
衛

大
将
軍
、
准
安
王
、
贈
司
空
）、
段
簡
璧
６
竿
１
対
12
竿
、
李
氏

定
襄
県
主
は
６
竿
１
対
12
竿
、
新
城
長
公
主
墓
は
６
竿
１
対
12
竿
、

阿
史
那
忠
墓
（
右
驍
衛
大
将
軍
薛
国
王
・
從
一
品
）（
６
７
５
）

は
６
竿
１
対
12
竿
、
蘇
定
方
墓
（
左
武
衛
大
将
軍
）
は
５
竿
１
対

10
竿
、
李
賢
（
７
０
６
）
は
７
竿
１
対
14
竿
、
永
泰
公
主
李
仙
恵

墓
（
中
宗
７
女
）
は
６
竿
１
対
12
竿 

、
懿
徳
太
子
李
重
潤
（
中

宗
長
子
）
墓
は
６
竿
１
対
12
竿
、
万
泉
県
主
薛
氏
墓
は
５
竿
１
対

10
竿
で
あ
る
。

　
『
唐
六
典
』
巻
４
に
「
太
廟
太
社
及
諸
宮
殿
門
、
各
二
十
四
戟
、

東
宮
及
一
品
以
下
、
諸
州
門
、
施
戟
有
差
、
凡
太
廟
太
社
及
諸
宮

殿
門
各
二
十
四
戟
、
東
宮
諸
門
施
十
八
戟
、
正
一
品
十
六
戟
、
開

府
儀
同
三
司
嗣
王
郡
王
若
上
柱
国
柱
国
帯
職
事
二
品
以
上
及
京
兆

河
南
太
原
府
大
都
督
大
擭
護
門
十
四
戟
、
上
柱
国
柱
国
帯
職
事
三

品
以
上
中
都
督
府
上
州
上
都
擭
門
十
二
戟
、
国
公
及
上
擭
軍
帯
職

事
三
品
若
下
州
門
十
戟
」
と
あ
る
。

　

時
期
が
く
だ
る
が
、
元
和
７
年
（
８
１
２
）、
新
羅
国
王
（
憲

徳
王
）
に
た
い
し
て
「
戟
」
が
賜
与
さ
れ
て
い
る
。

　

以
新
羅
大
宰
相
金
彦
昇
爲
開
府
儀
同
三
司
、
検
校
太
尉
、

使
持
節
、
大
都
督
雞
林
州
諸
軍
事
、
雞
林
州
刺
史
、
兼
寧　

海
軍
使
上
柱
国
、
封
新
羅
国
王
、
仍
冊
彦
昇
妻
貞
氏
爲
妃
。

…
新
除
新
羅
国
大
宰
相
金
崇
斌
等
三
人
、
宜
令
本
国
准
例　

賜
戟
（『
旧
唐
書
』
本
紀
第
15
憲
宗
下
）

　
冊
立
王
爲
開
府
儀
同
三
司
検
校
太
尉
持
節
大
都
督
雞
林
州

諸
軍
事
時
節
充
寧
海
軍
使
上
柱
国
新
羅
王
。
冊 

妻
貞
氏
爲

妃
賜
大
宰
相
金
崇
斌
等
三
人
門
戟
（『
三
国
史
記
』
新
羅
本

紀
第
10
）

　
墓
室
構
造
・
壁
画
図
像
な
ど
の
諸
要
素
を
比
較
す
る
と
、
６
７

０
年
前
後
の
壁
画
墓
と
類
似
す
る
。
と
く
に
阿
史
那
忠
墓
（
６
７

５
）
と
く
ら
べ
と
、
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
先
行
す
る
。

　
近
在
す
る
ザ
ア
マ
ル
乙
突
墓
は
唐
の
羈
縻
支
配
期
（
６
３
０
～

６
８
０
）
の
最
晩
年
、
第
２
突
厥
帝
国
が
形
成
さ
れ
る
直
前
で
あ

る
。
乙
突
墓
と
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
同
一
地
域
に
存
在
す
る
。

二
つ
の
墓
に
築
造
上
の
時
間
差
が
あ
り
、
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓

が
先
行
し
、
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
６
６
０
～
70
年
代
に
築
造

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
の
墓
室
は
全
長
46
ｍ
で
斜
坡
墓
道
、
各

４
の
天
井
・
過
洞
を
そ
な
え
た
大
規
模
な
墓
で
あ
る
。
新
城
長
公

主
墓
が
約
50
ｍ
、
鄭
仁
泰
墓
が
53
ｍ
、
蘇
定
方
墓
が
73
ｍ
、
阿
史

那
忠
墓
が
55
ｍ
、
安
元
寿
は
60
ｍ
、
懿
徳
太
子
墓
は
１
０
１
ｍ
、
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と
の
地
理
的
条
件
を
み
よ
う
。

　
ボ
ル
ガ
ン
県
と
ト
ゥ
ブ
県
境
を
流
れ
る
オ
ル
ホ
ン
川
の
東
、
支

流
の
ト
ー
ラ
川
の
北
約
２
・
５
㎞
に
位
置
す
る
。
墓
誌
に
「
儀
鳳

三
年
二
月
廿
九
日
遘
疾
終
於
部
落
。
春
秋
卌
有
四
」
と
あ
り
、
金

微
都
督
の
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ト
ー
ラ
川
沿
い
の
東
岸
に
ヘ
ル
メ
ン
・
デ
ン
ジ
城
が
立
地
す
る
。

北
壁
３
２
８
ｍ
、
東
壁
５
３
８
ｍ
、
西
壁
５
３
４
ｍ
、
南
壁
４
５

０
ｍ
で
、
西
に
接
し
て
周
長
約
３
㎞
の
外
城
が
あ
る
。
周
辺
は
山

塊
で
か
こ
ま
れ
た
盆
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
金
微
州
都
督
府
の

中
心
地
で
あ
っ
た
。

　
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
僕
固
乙
突
墓
の
南
約
30
㎞
、
ト
ー
ラ

川
の
西
岸
、
南
辺
に
位
置
す
る
。
ボ
ル
ガ
ン
県
の
東
辺
に
あ
た
る
。

ト
ー
ラ
川
の
東
岸
地
域
は
金
微
州
都
督
府
に
比
定
さ
れ
る
が
、

ト
ー
ラ
川
西
岸
一
帯
の
地
域
は
金
微
州
都
督
以
外
の
地
で
あ
る
の

か
。
ト
ー
ラ
川
流
域
に
金
微
州
都
督
府
が
お
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
ま
た
安
北
都
護
府
の
治
所
は
ホ
ル
ホ
ン
・
ト
ー
ラ
川
流
域
に
存

在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
突
厥
・
鐵
勒
疎
部
は
、
調
露
元
年
（
６
７
９
）
ま
で
、
ほ
ぼ
30

年
の
あ
い
だ
、
羈
縻
府
・
州
体
制
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
（
護
雅

夫
１
９
６
）。

　
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
の
被
葬
者
は
乙
突
墓
と
お
な
じ
、
都
督

級
の
も
の
で
あ
る
か
、
墓
室
規
模
は
乙
突
墓
よ
り
大
き
い
た
め
、

よ
り
高
位
の
人
物
も
想
定
さ
れ
る
。
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
唐

の
羈
縻
支
配
期
に
築
造
さ
れ
た
。
被
葬
者
は
唐
の
羈
縻
政
策
に

よ
っ
て
将
軍
号
が
授
け
ら
れ
た
突
厥
族
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
オ
ル
ホ
ン
・
ト
ー
ラ
川
流
域
は
突
厥
第
１
可
汗
国
期
か
ら

唐
羈
縻
支
配
期
を
へ
て
東
突
厥
第
２
可
汗
国
期
、
ウ
イ
グ
ル
可
汗

国
期
、
契
丹
（
遼
）
の
文
化
が
栄
え
た
地
域
で
あ
る
。
そ
こ
に
オ

ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
壁
画
墓
・
僕
固
乙
突
墓
が
存
在
す
る
。

　

唐
・
突
厥
・
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
の
国
際
関
係　

　
真
平
王
46
年
（
６
２
４
）
い
ら
い
、
善
徳
王
、
真
徳
王
は
「
楽

浪
郡
公
新
羅
王
」、
文
武
王
は
「
開
府
儀
同
三
司
新
羅
王
」
に
封

じ
ら
れ
て
い
る
。
十
四
国
蕃
君
長
の
な
か
で
、
新
羅
に
た
い
し
て

は
王
号
と
郡
王
号
が
複
合
的
に
授
与
さ
れ
た
。
真
徳
王
３
年
（
６

４
９
）
に
は
唐
の
衣
冠
を
着
用
す
る
。
同
４
年
（
６
５
０
）
に
真

骨
の
身
分
の
も
の
は
「
牙
笏
」
を
持
つ
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
慶

州
龍
江
洞
古
墳
の
笏
を
持
つ
陶
俑
は
唐
か
ら
将
来
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
唐
の
笏
の
制
度
を
と
り
い
れ
た
。
陶
俑
に
は
胡
人
像
も
ふ

く
ま
れ
る
。
同
時
に
出
土
し
た
青
銅
十
二
支
像
も
そ
の
こ
ろ
唐
か

ら
伝
わ
っ
て
い
る
。
文
武
王
５
年
の
伊
湌
文
王
の
死
去
の
さ
い
、

章
懐
太
子
墓
が
71
ｍ
で
、
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
全
長
50
ｍ
前

後
の
大
型
墓
に
属
す
る
。

　
壁
画
題
材
は
青
龍
・
白
虎
、
儀
衛
、
列
戟
、
門
楼
、
牽
馬
、
畏

獣
、
蓮
華
、
侍
女
で
同
時
期
の
唐
代
壁
画
と
共
通
す
る
。
列
戟
は

阿
史
那
忠
墓
が
東
西
両
壁
６
竿
ず
つ
の
計
12
竿
、
蘇
定
方
墓
は
計

10
竿
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
計
６
竿
で
あ
る
が
、

壁
画
に
列
戟
を
表
現
し
う
る
身
分
で
大
将
軍
級
で
あ
る
。
壁
画
に

は
生
前
の
身
分
関
係
が
表
象
さ
れ
る
。
葬
送
儀
礼
は
公
的
な
も
の

で
あ
る
。
三
梁
冠
や
佩
剣
は
李
勣
墓
（
司
空
公
太
子
師
贈
太
尉
揚

州
大
都
督
上
柱
国
英
国
公
）
の
も
の
に
相
当
す
る
。
身
分
と
墓
制

と
の
関
係
で
あ
る
が
、
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
は
右
武
衛
大
将
軍

（
正
三
品
）
凉
州
都
督
の
鄭
仁
泰
（
６
６
４
）、
左
武
衛
大
将
軍
の

蘇
定
方
（
６
６
７
）、
右
驍
衛
大
将
軍
薛
国
王
（
従
一
品
）
の
阿

史
那
忠
（
６
７
５
）、
右
驍
衛
大
将
軍
金
微
都
督
上
柱
国
林
中
県

開
国
公
の
乙
突（
６
７
８
）、右
威
衛
将
軍
贈
代
州
刺
史（
従
三
品
）

上
柱
国
の
安
元
寿
（
６
８
３
）
の
墓
に
匹
敵
す
る
。

　
乙
突
は
金
山
（
金
微
山
）
人
で
、
鉄
勒
の
別
部
で
あ
っ
た
、
突

厥
族
で
あ
る
が
、
都
督
と
し
て
唐
の
墓
制
に
の
っ
と
り
、
都
護
府

の
域
内
で
埋
葬
さ
れ
た
。
蕃
君
長
の
右
武
衛
大
将
軍
阿
史
那
思

（
李
）
思
摩
や
右
衛
大
将
軍
阿
史
那
杜
爾
は
昭
陵
に
陪
葬
さ
れ
て

い
る
。

　
『
旧
唐
書
』
巻
３
に
よ
る
と
貞
観
20
年
６
月
、
李
勣
は
薛
延
陀

を
鬱
督
軍
山
で
撃
破
し
、
五
千
余
を
斬
首
し
、
男
女
３
万
余
人
を

捕
虜
と
し
た
と
あ
る
。
唐
の
突
厥
支
配
は
軍
事
力
を
背
景
に
、
羈

縻
支
配
を
断
行
し
た
。

　
『
旧
唐
書
』
巻
１
９
４
上
突
厥
上
に
《
突
厥
盡
為
封
彊
之
民
、

於
是
置
單
于
、
瀚
海
二
都
護
府
。
單
于
都
護
領
狼
山
雲
中
桑
乾
三

都
督
、
蘇
農
等
一
十
四
州
、
瀚
海
都
護
領
瀚
海
金
微
新
黎
等
七
都

督
、
仙
萼
賀
蘭
等
八
州
、
各
以
其
首
領
為
都
督
、
刺
史
。
高
宗
東

封
泰
山
、
狼
山
都
督
葛
邏
祿
社
利
等
首
領
三
十
餘
人
、
並
扈
従
至

嶽
下
、
勒
名
於
封
禪
之
碑
。
自
永
微
已
後
、
殆
三
十
年
、
北
鄙
無

事
》

　
『
通
典
』
巻
１
３
２
に
《
大
唐
永
微
中
、
始
於
邊
方
置
安
東
、

安
西
、
安
南
、
安
北
四
大
都
護
府
、
後
又
加
單
于
北
庭
都
護
府
。

麟
徳
元
年
、
改
雲
中
都
護
為
單
于
都
護
》
と
み
え
る
。

　
麟
徳
初
年
（
６
６
４
）
に
燕
然
都
護
府
は
瀚
海
都
護
府
に
改
め

ら
れ
、
瀚
海
都
護
府
は
雲
中
城
に
移
さ
れ
た
。
太
極
元
年
（
７
１

２
）、
單
于
・
安
西
・
安
北
大
都
護
府
が
置
か
れ
た
。
僕
固
乙
突

が
金
微
州
都
督
と
し
て
没
し
た
の
は
儀
鳳
３
年（
６
７
８
）で
あ
っ

た
。

　
ホ
ル
ホ
ン
・
ト
ー
ラ
川
流
域
と
瀚
海
都
護
領
瀚
海
金
微
州
都
督

（
６
４
６
）、
瀚
海
都
護
府
（
６
６
４
）、
安
北
都
護
府
（
７
１
２
）

CHEONGHAK
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朔
、
邢
國
公
蘇
定
方
獻
百
濟
王
扶
餘
義
慈
、
太
子
隆
等
五
十

八
人
俘
則
天
門
、
責
而
宥
之
（『
旧
唐
書
』
巻
４
高
宗
上
）

其
大
将
禰
植
又
将
義
慈
来
降
、
太
子
隆
幷
輿
諸
城
主
皆
同
送

款
。
百
済
悉
平
、
分
地
為
六
州
。
俘
義
慈
及
隆
、
泰
等
献
于

東
都
（『
旧
唐
書
』
巻
83
列
伝
33
蘇
定
方
）

義
慈
王
20
年
（
６
６
０
） 

王
及
太
子
孝
與
諸
城
皆
降
。
定
方

以
王
及
王
子
泰
、
隆
、
演
及
大
臣
将
士
八
十
八
人
、
百
姓
一

万
二
千
八
百
七
人
送
京
師
。
…
析
置
熊
津
、
馬
韓
、
東
明
、

金
漣
徳
安
五
都
督
府
。
各
統
州
県
。
擢
渠
長
為
都
督
、
刺
史
、

県
令
、
以
理
之
。
命
郎
将
劉
仁
願
守
都
城
。
又
以
左
衛
郎
将

王
文
度
為
熊
津
都
督
。
撫
其
余
衆
。
定
方
以
所
俘
見
上
。
責

而
宥
之
（『
三
国
史
記
』
巻
28
）

顕
慶
６
年
（
６
６
１
）
春
正
月
乙
卯
、
於
河
南
、
河
北
、
淮

南
六
十
七
州
募
得
四
萬
四
千
六
百
四
十
六
人
、
往
平
壌
帯
方

道
行
營
（『
旧
唐
書
』
巻
４
）

龍
朔
元
年
（
６
６
１
）
夏
五
月
丙
申
、
命
左
驍
衞
大
将
軍
、

涼
國
公
契
苾
何
力
為
遼
東
道
大
總
管
、
左
武
衞
大
将
軍
、
邢

國
公
蘇
定
方
為
平
壌
道
大
總
管
、
兵
部
尚
書
、
同
中
書
門
下

三
品
、樂
安
縣
公
任
雅
相
為

江
道
大
總
管
、以
伐
高
麗（『
旧

唐
書
』
巻
４
）。

武
烈
王
８
年（
６
６
１
）以
阿
湌
宗
貞
為
都
督（『
三
国
史
記
』

巻
５
）

文
武
王
２
年
（
６
６
２
）
唐
使
臣
在
館
。
至
是
册
命
王
為
開

府
儀
同
三
司
上
柱
国
楽
浪
郡
王
新
羅
王（『
三
国
史
記
』巻
６
）

龍
朔
３
年
（
６
６
３
）
春
正
月
、
左
武
衛
大
将
軍
鄭
仁
泰
等

元
帥
帥
討
鉄
勒
餘
種
、
盡
平
之
。
…
改
燕
然
都
護
府
為
瀚
海

都
護
府
、
瀚
海
都
護
府
為
雲
中
都
護
府
（『
旧
唐
書
』
巻
４
）

文
武
王
３
年
（
６
６
３
）
大
唐
以
我
国
為
鶏
林
大
都
督
府
。

以
王
為
鶏
林
州
大
都
督
。
…
唐
皇
帝
詔
仁
軌
検
校
帯
方
州
刺

史
、
統
前
都
督
王
文
度
之
衆
我
兵
（『
三
国
史
記
』
巻
６
）

麟
徳
元
年
（
６
６
４
）、
改
雲
中
都
護
府
為
単
于
大
都
護
府
、

官
品
同
大
都
督
符
（『
旧
唐
書
』
巻
４
） 

文
武
王
４
年
（
６
６
４
） 

下
教
婦
人
亦
服
中
朝
衣
裳
。
…
百

済
残
衆
拠
泗
沘
城
叛
。
熊
津
都
督
諸
軍
事
発
兵
破
之
（『
三

国
史
記
』
巻
６
）

文
武
王
５
年
（
６
６
５
）
伊
湌
文
王
卒
。
以
王
子
礼
葬
之
。

唐
皇
帝
遣
使
来
弔
。
兼
進
贈
紫
衣
一
襲
、
腰
帯
一
条
、
彩
綾

一
百
匹
、
綃
二
百
匹
。
…
王
輿
勅
使
劉
仁
願
熊
津
都
督
扶
餘

隆
。
盟
于
熊
津
就
利
山
（『
三
国
史
記
』
巻
６
）

總
章
２
年（
６
６
９
）、改
瀚
海
都
護
府
為
安
北
都
護
府（『
旧

唐
書
』
巻
５
）

  

７
世
紀
は
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
に
お
け
る
戦
争
の
世
紀
で
あ
っ
た
。

哀
悼
の
意
を
表
し
、
真
骨
の
公
服
で
あ
る
紫
衣
と
銙
帯
が
賜
与
さ

れ
た
。真

平
王
16
年
（
５
９
４
）
隋
帝
詔
拜
王
為
上
開
府
楽
浪
郡
公

新
羅
王
（『
三
国
史
記
』
巻
４
）

真
平
王
46
年
（
６
２
４
）
唐
高
祖
降
使
册
王
為
柱
国
楽
浪
郡

公
新
羅
王
（『
三
国
史
記
』
巻
４
）

善
徳
王
４
年
（
６
３
５
） 

唐
遣
使
時
節
册
命
王
為
柱
国
楽
浪

郡
公
新
羅
王
（『
三
国
史
記
』
巻
５
）

貞
観
21
年
（
６
４
７
）
契
苾
、
廻
紇
等
十
餘
部
落
以
薛
延
亡

散
殆
盡
、
乃
相
継
歸
国
。
太
宗
各
因
其
地
土
、
擇
其
部
落
、

置
為
州
府
、
以
廻
紇
部
為
瀚
海
都
督
府
、
僕
骨
為
金
微
都
督

府
、
多
覧
葛
為
燕
然
都
督
府
、
抜
野
古
部
為
幽
陵
都
督
府
、

同
羅
部
為
亀
林
都
督
府
、
思
結
部
為
盧
山
都
督
府
、
渾
部
為

皋
蘭
州
、
…
凡
一
十
三
州
。
拜
其
酋
長
為
都
督
、
刺
史
、
給

玄
金
魚
以
為
符
信
、
又
置
燕
然
都
護
以
統
之
（『
旧
唐
書
』

巻
１
９
９
下
）　

真
徳
王
元
年
（
６
４
７
）
唐
太
宗
遣
使
時
節
。
追
贈
前
王
。

為
光
禄
大
夫
。
仍
册
命
王
為
柱
国
封　

楽
浪
郡
王
（『
三
国

史
記
』
巻
５
）

貞
観
22
年
（
６
４
８
）
癸
未
、
斯
羅
王
遣
其
相
伊
賛
千
金　

春
秋
及
其
子
文
王
来
朝
。
是
歳
、
新
羅
女
王
金
善
徳
死
、
遣

册
立
其
妹
眞
徳
為
新
羅
王
（『
旧
唐
書
』
巻
３
）　

真
徳
王
３
年
（
６
４
９
） 

始
服
中
朝
衣
冠
（『
三
国
史
記
』

巻
５
）

真
徳
王
４
年
（
６
５
０
） 

下
教
以
真
骨
在
位
者
執
牙
笏
（『
三

国
史
記
』
巻
５
）

真
徳
王
８
年
（
６
５
４
） 

王
薨
。
諡
曰
真
徳
。
葬
沙
梁
部
。

唐
高
宗
聞
之
。
為
挙
哀
於
永
光
門
。
使
大
常
丞
張
文
収
持
節

弔
祭
之
。
贈
開
府
儀
同
三
司
賜
綵
段
三
百
（『
三
国
史
記
』

巻
５
）

武
烈
王
元
年
（
６
５
４
）
唐
遣
使
持
節
。
備
礼
册
命
。
為
開

府
儀
同
三
司
新
羅
王
。
王
遣
使
入
唐
表
謝
（『
三
国
史
記
』

巻
５
）

武
烈
王
７
年
（
６
６
０
）（
蘇
）
定
方
以
百
済
王
及
王
族
臣

寮
九
十
三
人
、
百
姓
一
万
二
千
人
。
自
泗
沘
乗
船
廻
唐
。
…

唐
皇
帝
遣
左
衛
中
朗
将
王
文
度
為
熊
津
都
督
（『
三
国
史
記
』

巻
５
）

顕
慶
５
年
（
６
６
０
）
辛
亥
、
發
神
丘
道
軍
伐
百
濟
（『
旧

唐
書
』
巻
４
高
宗
上
）

顕
慶
５
年
（
６
６
０
） 

八
月
、
蘇
定
方
等
討
平
百
濟
、
面
縛

其
王
扶
餘
義
慈
。
國
分
為
五
部
、
郡
三
十
七
、
城
二
百
、
戸

七
十
六
萬
、
以
其
地
分
熊
津
等
五
都
督
府
。
…
十
一
月
戊
戌
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隋
唐
・
高
句
麗
戦
争
、
唐
・
百
済
戦
争
、
唐
・
新
羅
と
百
済
・
倭

（
日
本
）
の
白
村
江
戦
争
を
へ
て
、
隋
・
百
濟
・
高
句
麗
の
滅
亡
、

統
一
新
羅
が
成
立
し
た
。

　
突
厥
は
第
１
可
汗
国
期
か
ら
唐
の
羈
縻
支
配
期
、
東
突
厥
第
２

可
汗
国
期
か
ら
滅
亡
し
、
廻
紇
国
が
成
立
し
た
。

　
唐
の
対
突
厥
の
都
督
制
に
も
と
づ
く
機
微
支
配
は
対
百
済
の
支

配
方
式
で
あ
っ
た
。

　
唐
は
６
６
０
年
、
滅
亡
し
た
百
済
の
地
に
熊
津
都
護
府
を
置
い

た
。
十
四
国
蕃
君
長
な
ど
周
辺
諸
国
に
た
い
す
る
羈
縻
支
配
の
時

代
で
あ
る
。
ま
た
唐
は
６
６
３
年
に
鶏
林
大
都
督
府
を
置
く
。
文

武
王
は
鶏
林
州
大
都
督
に
任
じ
ら
れ
る
。
白
村
江
戦
争
の
勝
利
国

の
新
羅
に
都
督
府
が
設
置
さ
れ
た
。
真
平
王
代
以
来
の
羈
縻
政
策

か
ら
都
督
体
制
に
支
配
方
式
が
か
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
唐
の
高
句
麗
侵
攻
に
任
じ
ら
れ
た
左
驍
衞
大
将
軍
・
涼
國
公
契

苾
何
力
の
出
自
は
突
厥
族
で
あ
っ
た
。
夷
を
以
て
夷
を
制
す
る
と

い
う
唐
の
支
配
方
式
が
貫
徹
さ
れ
た
。

　
６
６
０
年
、
百
済
の
義
慈
王
と
と
も
に
唐
に
帰
順
し
た
禰
氏
一

族
も
同
様
で
あ
る
。
禰
素
士
（
Ｍ
13
）（
７
０
８
）
は
唐
雲
麾
将

軍
左
武
衛
将
軍
上
柱
国
来
運
郡
開
国
公
、
禰
仁
秀
（
Ｍ
23
）（
７

５
０
）
は
禰
素
士
の
長
子
で
虢
州
金
門
府
折
冲
で
あ
る
。
禰
寔
進

（
Ｍ
15
）（
６
７
２
）
は
禰
素
士
の
父
で
唐
左
威
衛
大
将
軍
来
運
郡

開
国
子
柱
国
公
で
あ
る
。
禰
寔
進
は
禰
植
と
同
一
人
物
で
あ
る
。

い
わ
ば
捕
虜
の
身
分
で
大
将
軍
と
な
っ
て
い
る
。

　
隋
・
唐
の
高
句
麗
侵
攻
は
魏
晋
の
天
下
観
念
、
夷
狄
、
蕃
夷
観

念
に
あ
い
つ
う
ず
る
。

　
唐
の
突
厥
、
亀
茲
、
高
句
麗
、
百
濟
戦
争
に
任
命
さ
れ
将
軍
の

墓
が
昭
陵
陪
葬
区
で
み
つ
か
っ
て
い
る
。
英
国
公
李
勣
墓
、
左
驍

騎
大
将
軍
蘇
定
方
墓
、
右
衛
大
将
軍
鄭
仁
墓
、
突
厥
族
の
右
驍
衛

大
将
軍
阿
思
那
忠
墓
、
右
武
衛
大
将
軍
阿
史
那
李
思
摩
墓
、
百
済

人
左
威
衛
大
将
軍
禰
寔
進
な
ど
で
あ
る
。
身
分
と
墓
制
、
文
献
と

墓
誌
と
の
比
較
を
つ
う
じ
て
、
歴
史
上
の
実
在
し
た
人
物
を
実
感

を
も
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
微
州
都
督
の
僕
固
乙
突

墓
も
ど
う
よ
う
で
あ
る
。

３　
キ
ト
ラ
・
高
松
塚
古
墳
壁
画
図
像
の
系
譜

　

               　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

　
キ
ト
ラ
古
墳
・
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
図
像
―
日
月
・
四
神
・
山

岳
・
天
文
・
人
物
・
獣
首
人
身
十
二
支
・
持
物
―
に
日
本
と
百
済
・

高
句
麗
・
新
羅
・
唐
と
国
際
関
係
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。

　

四
神
図
像
の
系
譜

　
キ
ト
ラ
・
高
松
塚
古
墳
の
四
神
図
像
の
粉
本
は
同
じ
で
、
キ
ト

ラ
古
墳
が
先
に
築
造
さ
れ
て
い
る
。

　
玄
武
は
亀
蛇
対
向
で
、
蛇
身
は
亀
身
に
巻
き
つ
き
、
さ
ら
に
蛇

身
じ
た
い
も
巻
く
。
横
楕
円
形
の
構
図
で
あ
る
。
蛇
身
と
亀
身
の

短
径
と
長
径
の
指
数
は
キ
ト
ラ
が
67
、
高
松
塚
が
72
で
、
高
松
塚

が
円
形
化
し
て
い
る
。
全
体
に
キ
ト
ラ
の
図
像
が
よ
り
写
実
的
で

あ
る
。
敦
煌
仏
爺
廟
湾
１
２
１
号
墓
な
ど
の
図
像
と
類
似
す
る
。

中
国
壁
画
の
玄
武
像
も
７
世
紀
後
半
代
に
楕
円
化
・
円
形
化
す
る
。

玄
武
の
亀
蛇
対
向
図
は
亀
身
と
蛇
身
が
か
ら
み
あ
う
構
図
か
ら
、

亀
蛇
交
絡
と
と
も
に
亀
身
じ
た
い
が
か
ら
む
構
図
へ
変
容
す
る
。

亀
と
蛇
が
亀
の
甲
羅
の
上
で
に
ら
み
あ
い
、
蛇
が
甲
羅
に
か
ら
む

も
の
か
ら
、
蛇
が
亀
に
ま
き
つ
き
、
蛇
体
が
亀
の
甲
羅
の
上
方
で

円
環
を
え
が
く
も
の
へ
変
化
し
た
。

　
キ
ト
ラ
古
墳
の
朱
雀
の
羽
は
幾
何
学
紋
様
に
変
化
し
、
羽
尾
は

渦
紋
で
装
飾
さ
れ
る
。
唐
の
節
愍
太
子
墓
（
７
１
０
）
の
鳳
凰
紋

と
類
似
す
る
。
玉
虫
厨
子
の
鳳
凰
紋
は
写
実
的
で
、
薬
師
寺
本
尊

台
座
の
朱
雀
に
つ
な
が
る
。
ま
た
新
羅
の
慶
州
芬
皇
寺
軒
平
瓦
の

紋
様
に
共
通
す
る
。
玉
虫
厨
子
の
鳳
凰
紋
は
写
実
的
で
キ
ト
ラ
よ

り
古
い
。

　
青
龍
は
尾
が
左
後
足
に
く
ぐ
る
、
尾
と
足
が
絡
む
図
像
で
あ
る
。

白
虎
図
像
は
高
松
塚
が
45
・
５
㎝
、
キ
ト
ラ
は
45
㎝
と
や
や
胴
長

で
、
高
松
塚
の
青
龍
の
胴
部
と
似
る
。
キ
ト
ラ
の
白
虎
は
胴
部
縁

辺
や
羽
に
幾
何
学
紋
風
の
唐
草
紋
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
。
後
脚
と
尾

の
交
絡
構
図
も
類
似
す
る
。

　
青
龍
・
白
虎
の
後
足
・
尾
の
交
絡
図
像
は
蘇
定
方
墓
（
６
６
７
）

壁
画
な
ど
の
よ
う
に
７
世
紀
後
半
ご
ろ
に
出
現
す
る
。
青
龍
の
首

輪
紋
様
、
身
部
の
火
焔
形
装
飾
紋
様
首
飾
や
火
焔
形
装
飾
も
唐
様

式
で
あ
る
。
薬
師
寺
本
尊
台
座
の
青
龍
、
敦
煌
仏
爺
廟
湾
１
２
３

号
墓
、
乾
陵
石
刻
紋
な
ど
唐
代
の
龍
・
青
龍
・
鳳
凰
・
白
虎
・
鎮

墓
獣
に
え
が
か
れ
る
。
後
足
・
尾
の
交
絡
図
像
は
慶
州
芬
皇
寺
の

軒
平
瓦
に
表
現
さ
れ
、
唐
か
ら
新
羅
に
伝
わ
っ
て
い
た
。

  

四
神
図
像
の
粉
本
の
流
入
時
期
は
蘇
定
方
墓
（
６
６
７
）
の
白

虎
図
像
か
ら
み
て
、
７
世
紀
半
ば
で
あ
る
。
四
神
図
像
は
７
世
紀

後
半
い
ら
い
の
唐
様
式
で
あ
る
。
薬
師
寺
金
堂
本
尊
台
座
の
四
神

図
像
は
唐
、
非
唐
の
様
式
が
あ
る
。
薬
師
寺
本
尊
は
白
鳳
仏
か
、

平
城
京
遷
都
後
の
天
平
仏
か
で
あ
る
が
、
四
神
図
像
の
様
式
は
古

い
。
元
薬
師
寺
は
新
羅
系
の
伽
藍
配
置
で
、
藤
原
京
期
の
６
９
８

年
に
完
工
し
て
い
る
。
慶
州
芬
皇
寺
の
軒
平
瓦
の
龍
（
青
龍
）
図

像
の
よ
う
に
、
唐
の
四
神
図
像
は
新
羅
に
流
入
し
て
い
た
。

　

日
月
・
天
文
・
山
岳
紋
の
系
譜

　
キ
ト
ラ
と
高
松
塚
の
日
月
山
岳
紋
は
唐
昭
陵
陵
園
の
太
宗
徳
妃

の
燕
妃
墓
（
６
７
１
）
の
図
像
に
似
る
。
同
時
代
の
唐
の
永
泰
公
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主
墓
（
７
０
６
）
に
も
前
室
の
日
象
の
下
に
３
条
の
横
線
と
三
角

形
状
の
山
形
紋
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
玉
虫
厨
子
の
日
象
に
三
足
烏
、
月
像
に
蟾
蜍
・
玉
兎
が
え
が
か

れ
る
。
天
寿
国
繍
帳
の
月
象
は
黒
色
で
縁
ど
ら
れ
、
内
に
お
な
じ

色
彩
の
玉
兎
と
壺
と
花
紋
が
織
ら
れ
る
。
月
象
の
右
上
に
円
紋
と

雲
状
の
紋
様
が
あ
る
。

　
高
松
塚
古
墳
の
星
宿
と
日
月
の
方
形
配
置
は
新
彊
ア
ス
タ
ー
ナ

38
号
墓
に
類
似
す
る
。
キ
ト
ラ
古
墳
の
天
文
図
は
円
軌
内
に
表
現

さ
れ
る
「
円
形
星
図
」
で
あ
る
。
キ
ト
ラ
壁
画
の
天
文
図
は
朝
鮮

時
代
の
「
天
象
列
次
分
野
之
図
」
と
類
似
す
る
。
そ
の
天
文
図
は

も
と
も
と
高
句
麗
の
も
の
と
い
わ
れ
る
。
高
句
麗
で
は
北
斗
七
星

や
南
斗
六
星
な
ど
の
星
座
は
す
で
に
５
世
紀
初
葉
の
薬
水
里
古
墳

壁
画
に
表
現
さ
れ
、
６
世
紀
代
に
徳
花
里
古
墳
や
真
坡
里
古
墳
壁

画
な
ど
の
よ
う
な
天
文
図
が
発
達
す
る
。
天
象
列
次
分
野
之
図
像

も
そ
れ
ら
の
系
統
上
に
あ
る
。
つ
ま
り
７
世
紀
の
飛
鳥
時
代
に
高

句
麗
や
百
済
か
ら
そ
う
し
た
天
文
図
が
伝
来
し
て
い
た
。
キ
ト
ラ

や
高
松
塚
の
日
月
山
岳
紋
は
唐
様
式
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
在
来

の
天
文
図
と
唐
様
式
の
天
文
図
が
融
合
し
て
い
る
。

　

人
物
群
像
と
持
物

　
高
松
塚
壁
画
図
像
は
朝
賀
の
儀
式
や
儀
仗
具
・
持
物
に
か
か
わ

る
。被
葬
者
に
対
す
る
威
儀
の
群
像
で
あ
る
。男
子
像
は
屏へ

い

繖さ
ん（

き

ぬ
が
さ
）、
嚢ふ

く
ろ（

柳
筥
）、
袋
入
太
刀
、
毬き

ゆ
う

杖じ
よ
う

、
胡
床
、「
桙
」
を

持
つ
。
女
子
像
は
円
翳
（
円
羽
）、
蠅
払
い
、
如
意
を
持
つ
。

　
大
宝
元
年
（
７
０
１
）
正
月
朔
日
の
朝
賀
の
儀
式
で
は
「
天
皇

は
大
極
殿
に
出
御
し
て
朝
賀
を
受
け
た
。
そ
の
儀
式
の
様
子
は
正

門
に
烏
形
幢
を
立
て
、
左
側
に
は
日
象
・
青
龍
・
朱
雀
の
幡
、
右

側
に
は
月
象
・
玄
武
・
白
虎
の
幡
を
立
て
、
蕃
夷
の
国
の
使
者
が

左
右
に
並
ん
だ
」（
直
木
孝
次
郎
他
訳
注
『
続
日
本
紀
』
１
）。
そ

の
烏
形
幢
に
つ
い
て
は
、「
文
安
御
即
位
調
度
図
」
の
「
銅
烏
幢
」

と
と
も
に
、
キ
ト
ラ
壁
画
の
寅
像
の
持
つ
幢
が
同
時
代
の
も
の
と

し
て
参
考
に
な
る
。

　
上
衣
は
養
老
３
年
（
７
１
９
）
に
右
襟
に
定
め
ら
れ
た
。
高
松

塚
壁
画
の
男
子
は
左
衽
（
さ
じ
ん
）、
円
襟
の
長
袍
に
白
色
の

袴は
か
ま・

裳
を
着
用
し
て
い
る
。
脛は

ば

裳き
も・

褶ひ
ら
お
び

は
、
天
武
11
年
（
６
８
２
）

３
月
に
着
用
が
停
め
ら
れ
、
天
武
13
年
閏
４
月
に
は
括

く
く
り
お
の
は
か
ま

緒
褌
を
着

る
こ
と
と
さ
れ
、
朱
鳥
元
年
（
６
８
６
）
７
月
再
び
垂
髪
と
と
も

に
脛
裳
は
旧
に
復
し
た
。
持
統
４
年
（
６
９
０
）
の
朝
服
改
正
で

は
白し

ろ

袴ば
か
まと

さ
れ
、
大
宝
元
年
（
７
０
１
）
３
月
に
直
冠
以
上
に
白

縛
口
袴
、
勤
冠
以
下
は
白
脛
裳
と
定
め
ら
れ
、
慶
雲
３
年
（
７
０

６
）
12
月
に
至
っ
て
す
べ
て
脛
裳
を
廃
し
、
白
袴
と
さ
れ
た
。

　
唐
代
の
女
子
の
服
装
は
上
衣
に
衫さ

ん

、
半は

ん

臂ひ

、
下
衣
に
裙く

ん

、
帔ひ

を
図９　キトラ・高松塚壁画図像の系譜
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着
用
す
る
。
新
羅
の
服
飾
は
高
句
麗
、
百
済
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ

た
。
高
松
塚
女
子
服
装
は
新
羅
の
於
宿
知
述
干
墓
（
５
９
５
）
の

人
物
像
に
類
似
す
る
。百
年
前
の
服
装
で
あ
る
。法
興
王
７
年（
５

２
０
）の「
百
官
公
服
」の
服
装
で
も
あ
っ
た
。
眞
徳
王
３
年（
６

４
９
）
に
初
め
て
「
中
朝
衣
冠
」
を
服
し
た
。
新
羅
で
は
元
旦
の

朝
賀
の
儀
式
に
お
い
て
、
日
月
神
が
拝
さ
れ
て
い
た
。
日
象
・
月

象
を
あ
ら
わ
す
旗
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
神

思
想
に
も
か
か
わ
る
。

　
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
人
物
は
威
儀
具
を
も
つ
が
、
キ
ト
ラ
古
墳

の
十
二
支
像
は
楯
（
弓
）
と
幢
を
持
つ
。
鉤
鑲
は
鹵
簿
を
先
導
す

る
人
物
、
方
相
氏
の
持
物
だ
。
懿
徳
太
子
墓
の
弓
袋
は
文
安
御
即

位
調
度
図（『
群
書
類
従
』）の
そ
れ
に
類
似
す
る
。
キ
ト
ラ
十
二
支

像
持
物
の
幢
・
弓
（
盾
）
は
、
朝
賀
の
儀
式
の
持
物
に
共
通
す
る
。

　
人
物
群
像
と
そ
の
持
物
は
唐
代
の
官
職
と
関
係
が
あ
る
。

　
李
憲
は
睿
宗
長
子
で
、
玄
宗
の
開
元
29
年
（
７
４
１
）
に
薨
じ
、

譲
皇
帝
恵
陵
に
追
謚
さ
れ
た
。
翌
年
に
皇
帝
陵
に
準
じ
て
埋
葬
さ

れ
た
。
全
長
59
ｍ
で
、
墓
室
・
甬
道
・
過
洞
・
天
井
・
墓
道
か
ら

な
る
。
墓
室
内
玄
武
と
朱
雀
、
楽
奏
、
歌
舞
、
星
座
、
雲
紋
、
甬

道
か
ら
墓
道
に
人
物
、
城
楼
、
青
龍
・
白
虎
、
飛
人
、
出
行
図
が

え
が
か
れ
る
。
壁
画
内
容
は
墓
道
の
城
楼
を
境
に
北
に
文
武
官
、

出
行
儀
杖
、
南
に
内
廷
を
描
く
。
皇
帝
内
官
六
尚
局
の
司
・
典
、

仕
女
、
内
侍
省
の
内
侍
・
内
常
侍
（
宦
官
）
の
人
物
が
配
さ
れ
て

い
る
。
如
意
（
尚
服
局
）、
団
扇
（
尚
寝
局
）
な
ど
皇
帝
内
官
、

内
官
官
署
機
構
を
表
現
し
て
い
る
。
同
時
代
の
代
宗
李
豫
元
陵
の

葬
儀
を
想
起
さ
せ
る
。　

　
高
松
塚
の
人
物
図
像
は
７
０
４
年
に
帰
国
し
た
遣
唐
使
に
よ
っ

て
将
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
被
葬
者
は
刑
部
（
忍
壁
）

親
王
（
～
７
０
５
年
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

獣
首
人
身
十
二
支
像

　
キ
ト
ラ
の
古
墳
壁
画
十
二
支
像
の
う
ち
、
子
・
丑
・
寅
・
午
・
戌
・

亥
戟
の
６
体
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
子
像
は
朱
色
の
襟え

り

の
襦は

だ
ぎに

長
袍
を
着
る
。
裾
に
朱
色
の
縁
取
り

が
の
こ
る
。
右
手
に
身
長
と
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
の
弓
の
よ
う
な
物
を

持
つ
。

　
丑
像
も
右う

袵じ
ん

の
長
袍
を
着
る
。
袖
も
朱
色
の
縁
ど
り
か
下
衣
の

朱
色
の
襦
で
あ
ろ
う
か
。
朱
色
の
２
条
に
み
え
る
弓
状
品
を
持
つ
。

外
側
の
縁
辺
は
山
形
曲
線
。
端
部
の
下
側
に
垂
飾
が
あ
る
。

　
寅
像
は
朱
色
の
Ｖ
字
形
の
合
わ
せ
襟
の
襦
に
、
長
袍
を
ま
と
う
。

袍
は
左
衽
。
裾
に
朱
色
の

せ
ん

を
施
す
。
右
手
に
幢
を
持
つ
。
鋒
先

は
圭
頭
、
剣
形
で
あ
る
。

　
午
像
は
朱
色
の
袍
。
右
手
に
幢ど

う

を
持
つ
。
戌
像
は
Ｖ
字
の
朱
色

の
襟
。
袖
口
は
朱
色
。
寅
像
と
同
じ
衣
服
で
、
幢
を
持
つ
の
で
あ

ろ
う
。
亥
像
は
子
像
と
同
じ
か
た
ち
と
い
う
。

　
後
（
北
）
壁
の
戌
・
子
・
丑
像
は
弓
を
持
ち
、
東
壁
の
寅
は
幢

を
持
つ
。
前
（
南
）
壁
の
午
像
も
幢
で
あ
る
。
後
壁
の
３
体
が
弓
、

そ
の
他
は
幢
を
持
つ
。
右
手
で
持
ち
、
左
手
に
は
刀
剣
類
な
ど
何

も
持
た
な
い
。
こ
の
幢
の
先
端
部
は
ヤ
リ
先
で
、
幢
の
形
態
は
懿

徳
太
子
墓
（
７
０
６
）
の
列
戟
に
類
似
す
る
。

　

キ
ト
ラ
古
墳
の
壁
画
は
方
位
の
四
神
と
時
の
十
二
支
、
日
月
、

星
宿
図
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
獣
首
十
二
支
像
は
唐
よ
り
も

新
羅
の
影
響
に
よ
る
。
同
時
期
の
唐
墓
の
陶
俑
・
墓
誌
の
獣
首
人

身
十
二
支
像
の
こ
と
ご
と
く
は
基
本
的
に
か
な
ら
ず
笏
を
持
つ
。

龍
江
洞
古
墳
の
青
銅
十
二
支
像
は
武
人
俑
で
な
い
が
、
皇
福
寺
東

方
墓
の
十
二
支
像
は
武
人
で
あ
る
。キ
ト
ラ
の
十
二
支
像
は
武
器・

旗・戟
を
持
つ
。
唐
の
影
響
で
あ
れ
ば
、持
笏
の
十
二
支
像
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
日
本
で
は
養
老
３
年
に
笏
の
制
度
が
さ
だ
め

ら
れ
て
い
る
。

　
古
代
中
国
に
お
い
て
、
四
神
・
十
二
支
思
想
は
漢
代
に
存
在
す

る
。
獣
形
の
十
二
支
像
に
く
わ
え
、
獣
首
人
身
十
二
支
像
が
出
現

す
る
の
は
隋
代
で
あ
っ
た
。
湖
南
省
湘
陰
の
隋
大
業
６
年
墓
（
６

１
０
）
な
ど
い
ず
れ
も
座
像
で
あ
る
。
７
世
紀
末
葉
か
ら
８
世
紀

初
葉
に
、
遼
寧
省
朝
陽
黄
河
路
墓
の
よ
う
に
立
像
に
変
化
す
る
。

陝
西
省
高
力
士
墓
（
７
６
２
）
や
靖
陵
の
よ
う
に
壁
画
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。

　
慶
州
龍
江
洞
古
墳
の
青
銅
製
十
二
支
像
（
俑
）
は
袴
と
袍
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。
伴
出
し
た
唐
製
の
男
子
陶
俑
は
撲
頭
で
袴
を
は

き
、
襦
と
円
領
襴ら

ん

袍ほ
う

を
重
ね
着
る
。
笏
を
持
つ
者
が
あ
る
。

　
慶
州
皇
福
寺
跡
東
方
に
破
壊
さ
れ
た
墳
墓
が
あ
り
、
石
造
十
二

支
像
と
基
壇
石
が
残
存
す
る
。
巳
像
は
短
衣
（
襦
）
に
右
袵
の
広

袖
袍
を
着
て
、
下
衣
は
袴
を
着
け
る
。
右
手
に
武
器
、
左
手
に
柄

付
き
円
形
状
の
も
の
を
持
つ
。
下
衣
の
袴
は
龍
江
洞
古
墳
の
青
銅

十
二
支
像
の
も
の
と
似
る
。「
狼
山
東
」に
埋
葬
さ
れ
た
神
文
王（
在

位
６
８
１
～
６
９
２
年
）
陵
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
伝

金
庾
信
墓
な
ど
武
人
像
の
護
石
十
二
支
像
が
発
達
す
る
。

　
十
二
支
像
の
表
現
空
間
は
、
龍
江
洞
古
墳
の
よ
う
に
墓
室
内
の

俑
か
ら
、
墓
室
外
の
墳
丘
護
石
に
う
つ
っ
た
。
四
神
図
と
十
二
支

像
の
表
現
空
間
は
、
墓
室
（
四
神
） 

→ 

墓
室
内
四
神
・
墓
室
内

墓
誌
（
四
神
）
→ 

墓
室
内
墓
誌
（
四
神
・
十
二
支
）
と
変
遷
す
る
。

キ
ト
ラ
古
墳
は
墓
室
内
で
四
神
と
十
二
支
像
が
共
存
す
る
段
階
の

も
の
だ
。

　

キ
ト
ラ
・
高
松
塚
壁
画
図
像
の
伝
播

　
６
世
紀
末
か
ら
７
世
紀
前
半
、
飛
鳥
時
代
の
日
本
列
島
に
は
、
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高
句
麗
そ
し
て
百
済
か
ら
造
寺
・
造
仏
、
天
文
学
、
土
木
技
術
な

ど
が
伝
え
ら
れ
た
。

　
四
神
思
想
と
と
も
に
天
文
学
も
伝
わ
り
、
天
象
列
次
分
野
之
図

の
よ
う
な
天
文
図
も
高
句
麗
か
ら
将
来
さ
れ
て
い
た
。

　
推
古
10
年
（
６
０
２
）
に
百
済
僧
の
観
勒
が
来
朝
し
て
、
暦
本
、

天
文
地
理
書
、
遁
甲
方
術
の
書
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
こ
ろ
、
百

済
か
ら
倭
に
仏
教
も
伝
来
し
た
。
法
隆
寺
若
草
伽
藍
出
土
の
壁
画

片
は
益
山
弥
勒
寺
な
ど
百
済
の
寺
院
壁
画
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

　
新
羅
で
は
、
孝
昭
王
元
年
（
６
９
２
）
に
高
僧
の
道
證
が
唐
か

ら
帰
り
、
天
文
図
を
献
上
し
た
。

　
江
西
大
墓
や
中
墓
の
四
神
、
日
月
・
山
岳
紋
な
ど
の
図
像
は
飛

鳥
時
代
の
法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
、
中
宮
寺
の
天
寿
国
繍
帳
な
ど
の

図
像
に
つ
な
が
る
。

　
キ
ト
ラ
・
高
松
塚
古
墳
の
四
神
図
像
は
高
句
麗
や
百
済
と
お
な

じ
よ
う
に
墓
室
の
四
壁
に
え
が
か
れ
る
。
同
時
期
の
唐
壁
画
墓
で

は
墓
道
の
入
り
口
に
辟
邪
と
し
て
、
青
龍
・
白
虎
の
み
が
表
現
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
墓
室
内
に
四
神
を
描
く
風
習
は
も
と
も
と
高

句
麗
・
百
済
の
影
響
に
よ
る
。

　
斉
明
10
年
（
６
７
１
）
３
月
に
、
黄
書
造
（
連
）
本
実
が
水
ば

か
り
を
献
上
し
、
そ
の
４
月
に
漏
剋
が
設
置
さ
れ
た
と
み
え
る
。

そ
の
本
実
は
、
遣
唐
使
に
随
行
し
、
天
智
10
年
に
帰
国
し
た
。
薬

師
寺
の
仏
足
石
の
図
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
ま
た
大
宝
２
年
（
７
０

２
）
の
持
統
喪
儀
の
作
殯
宮
司
、
慶
雲
４
年
（
７
０
７
）
の
文
武

の
殯
宮
に
供
奉
し
、葬
儀
の
御
装
司
と
し
て
、葬
儀
の
威
儀
を
司
っ

て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
職
能
か
ら
み
て
、
黄
文
連
本
実
ら
の

遣
唐
使
に
よ
っ
て
粉
本
が
将
来
し
た
。
６
７
０
年
前
後
に
流
行
し

て
い
た
壁
画
構
成
や
画
風
・
画
法
が
将
来
さ
れ
、
四
神
図
像
の
粉

本
も
入
手
し
て
い
た
可
能
性
が
つ
よ
い
。

　

遣
唐
使
か
ら
遣
新
羅
使
へ

　
キ
ト
ラ
古
墳
の
獣
首
人
身
十
二
支
像
は
日
本
・
新
羅
・
唐
と
い

う
国
際
環
境
を
う
き
ぼ
り
に
す
る
。
７
世
紀
末
か
ら
８
世
紀
に
か

け
て
、「
白
村
江
の
戦
い
」
の
敗
戦
を
へ
て
、
６
６
９
年
に
遣
唐

使
が
と
だ
え
る
が
、
７
０
２
年
に
再
開
さ
れ
る
ま
で
の
30
年
間
、

遣
新
羅
使
な
ど
新
羅
と
の
通
交
は
活
発
化
し
た
。
藤
原
京
内
の
元

薬
師
寺
（
６
８
６
年
？
）、
大
官
大
寺
な
ど
の
新
羅
系
寺
院
の
双

塔
式
伽
藍
、
飛
鳥
苑
池
と
慶
州
雁
鴨
池
、
藤
原
京
の
造
営
と
新
羅

王
京
、
勢
多
橋
と
慶
州
月
精
橋
の
橋
脚
構
造
に
み
ら
れ
る
建
築
・

土
木
技
術
、
新
羅
土
器
の
分
布
と
新
羅
系
渡
来
人
、
正
倉
院
文
物

の
な
か
の
新
羅
系
文
物
な
ど
、
新
羅
と
の
国
際
関
係
が
緊
密
で

あ
っ
た
。

　
唐
の
皇
帝
、太
宗
昭
陵
の
北
司
馬
門
の
「
十
四
国
蕃
君
長
石
像
」

に
「
新
羅
楽
浪
郡
王
真
徳
」
銘
石
像
が
あ
る
。
真
徳
王
は
即
位
し

た
真
徳
王
元
年
（
６
４
７
）
に
楽
浪
郡
王
に
封
じ
ら
れ
た
。
同
３

年
（
６
４
９
）
に
唐
の
朝
服
（
衣
冠
）
を
採
用
し
、
同
４
年
（
６

５
０
）
に
官
（
真
骨
）
の
持
物
と
し
て
笏
を
採
用
し
、
唐
の
永
微

年
号
を
導
入
し
た
。
さ
ら
に
文
武
王
４
年
（
６
６
４
）
に
は
婦
人

に
中
国
の
衣
装
を
着
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
新
羅
と
唐
の
連
合
軍
は
百
済
と
倭
と
の
戦
争
（
白
村
江
）
に
勝

利
し
、
６
６
８
年
、
百
済
・
高
句
麗
の
地
を
新
羅
が
統
一
し
た
。

戦
勝
国
の
唐
と
新
羅
は
政
治
的
利
害
関
係
を
も
ち
な
が
ら
、
国
際

関
係
を
結
ん
で
い
っ
た
。
倭
（
日
本
）
の
国
際
関
係
は
遣
唐
使
か

ら
遣
新
羅
使
に
移
行
し
て
い
っ
た
。

　
高
松
塚
古
墳
壁
画
は
渤
海
貞
孝
公
主
墓
（
７
９
２
）
の
衣
服
や

威
儀
具
と
類
似
す
る
。
日
本
・
渤
海
・
新
羅
・
唐
の
文
化
、
国
際

関
係
が
壁
画
に
表
象
さ
れ
て
い
る
。

　
突
厥
オ
ラ
ー
ン
・
ヘ
レ
ム
墓
壁
画
は
キ
ト
ラ
・
高
松
塚
古
墳
壁

画
と
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

　
唐
と
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
・
日
本
と
の
関
係
は
同
時
に
突
厥
、

高
昌
、
吐
蕃
諸
国
と
の
関
係
で
も
あ
っ
た
。

【
参
考
文
献
】（
年
代
順
）

藤
島
亥
治
郎
１
９
３
０
「
朝
鮮
建
築
史
論
其
１
・
其
２
」『
建
築
雑
誌
』

　
44
―
５
３
０
・
５
３
１

護
雅
夫
１
９
６
７
『
古
代
ト
ル
コ
民
族
史
研
究
Ⅰ
』
山
川
出
版
社

尹
武
炳
１
９
７
２「
역
사
도
시 

경
주
의 

보
존
에 

관
한 

」
과
학
적 

보
존
『
에 

관
한 

연
（
１
）』
科
学
技
術
処

岸
俊
男
１
９
７
２
「
文
献
史
料
と
高
松
塚
壁
画
古
墳
」『
壁
画
古
墳
高
松
塚
』

鄭
良
謨
・
姜
友
邦
１
９
７
４
「
新
築
慶
州
博
物
館
新
羅
時
代
遺
構
第
１
次
調

査
」『
博
物
館
新
聞
』
43

和
田
萃
１
９
７
６
「
東
ア
ジ
ア
の
古
代
都
城
と
葬
地
」『
古
代
国
家
の
形
成

と
展
開
』
吉
川
弘
文
館

斎
藤
忠
１
９
７
８
「
慶
州
城
東
洞
遺
跡
再
考
―
新
羅
都
京
内
の
宮
城
的
性
格

を
も
つ
遺
跡
と
す
る
考
え
に
つ
い
て
」『
古
代
東
ア
ジ
ア
史
論
集
』　
上
巻
、

吉
川
弘
文
館

佐
藤
興
治
１
９
８
３
「
新
羅
の
都
城
制
」『
文
化
財
論
叢
』
同
朋
舎

文
化
財
研
究
所
１
９
８
４
『
皇
龍
寺
遺
蹟
発
掘
調
査
報
告
書
』
Ⅰ
、
文
化
財

管
理
局

井
上
和
人
１
９
８
４
「
古
代
都
城
制
地
割
再
考
―
藤
原
京
・
平
城
京
を
中
心

と
し
て
―
」『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
論
集
』
Ⅶ
、
奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所

孫
遅
１
９
８
４
「
昭
陵
十
四
国
君
長
石
像
考
」『
文
博
』
１
９
８
４
―
２
朴

方
龍
１
９
８
５
「
都
城
・
城
址
」『
韓
国
史
論
』
５
、
国
史
編
纂
委
員
会

尹
武
炳
１
９
８
７
「
新
羅
王
京
の
坊
制
」『
斗
渓
李
丙
壽

博
士
９
旬
紀
年
韓

国
史
学
論
叢
』
知
識
産
業
社

岸
俊
男
１
９
８
８
『
日
本
古
代
宮
都
の
研
究
』
岩
波
書
店

東
潮
・
田
中
俊
明
１
９
８
８
『
韓
国
の
古
代
遺
跡
１
新
羅
（
慶
州
）
篇
』
中

央
公
論
社

趙
由
典
・
南
時
鎮
１
９
９
０
『
月
城
垓
字
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅰ
』
国
立
慶
州

文
化
財
研
究
所
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的
意
義
』
吉
川
弘
文
館

東
潮
２
０
０
９
『
高
句
麗
壁
画
と
東
ア
ジ
ア
』
学
生
社

韓
国
文
化
財
保
護
財
団
２
０
１
０
『
慶
州
北
門
路
王
京
遺
蹟
Ⅲ
』『
学
術
調

査
報
告
』
２
２
４

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
２
０
１
０
『
大
唐
皇
帝
陵
』『
奈
良
県
立
橿

原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
特
別
図
録
』
73

東
潮
２
０
１
２
『
邪
馬
台
国
の
考
古
学
』
角
川
学
芸
出
版

楊
富
学
２
０
１
２
「
唐
代
回
鶻
僕
固
部
世
系
考
―
以
蒙
古
国
新
出
僕
固
氏
墓

誌
銘
為
中
心
」『
高
台
魏
晋
墓
与
河
西
歴
史
文
化
研
究
』
甘
粛
教
育
出
版

社
А
・
О
Ч
И
Р
・
Д.

Э
Р
Д
Э
Н
Э
Б
О
Д
Д  "

Э
Р
Т
Н
И
Й 

Н

YY

Д
Э
Л
Ч
Д
И
Й
Н 

Б
У
Н
Х
А
Н
Т  

Б
У
Л
Ш
Н
Ы 

М
А
Л
Т

Л
А
Г
А 

С
У
Д
А
Л
Г
А
А"

У
Л
А
А
Н
Б
А
А
Т
А
Р.2013

金
子
修
一
主
編
２
０
１
３
『
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
』
汲
古
書
院

東
潮
２
０
１
３
「
キ
ト
ラ
古
墳
」『
季
刊
明
日
香
風
』

石
見
清
裕
２
０
１
４
「
羈
縻
支
配
期
の
唐
と
鉄
勒
僕
固
部
―
新
出
〈
僕
固
乙

突
墓
誌
〉
か
ら
み
て
―
」『
東
方
学
』
１
２
７

楊
富
学
２
０
１
４
「
蒙
古
國
新
出
土
僕
固
墓
誌
研
究
」『
文
物
』
２
０
１
４

―
５

馮
恩
学
２
０
１
４
「
蒙
古
國
出
土
金
微
州
都
督
僕
固
墓
誌
考
研
」『
文
物
』

２
０
１
４
―
５

田
中
俊
明
１
９
９
２
「
新
羅
に
お
け
る
王
京
の
成
立
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論

文
集
』
30
、
緑
蔭
書
房

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
１
９
９
２
「
東
川
洞
土
地
区
画
整
理
第
６
地
区
収

拾
調
査
」『
慶
州
文
化
財
研
究
所
年
報
１
９
９
１
』

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
１
９
９
６
『
王
京
地
区
内
가
스
관
埋
設
地
発
掘
調

査
報
告
書
』『
学
術
研
究
叢
書
』
16
、
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
１
９
９
６
『
財
買
井
址
発
掘
調
査
報
告
書
』『
学

術
研
究
叢
書
』
14
、
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所

小
澤
毅
１
９
９
７
「
古
代
都
市
『
藤
原
京
』
の
成
立
」『
考
古
学
研
究
』　
１

７
５

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
１
９
９
８「
慶
州
西
部
洞
19
番
地
内
遺
蹟
発
調
査
」

『
慶
州
文
化
財
研
究
所
年
報
１
９
９
７
』

東
潮
１
９
９
９
「
新
羅
金
京
の
坊
里
制
」『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』　
15
、

条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
会

嶺
南
埋
蔵
文
化
財
研
究
院
２
０
０
１
『
慶
州
龍
江
洞
苑
池
遺
蹟
』『
嶺
南
文

化
財
研
究
院
学
術
調
査
報
告
』
30

申
秦
雁
２
０
０
１
「
唐
代
列
戟
制
探
析
」『
唐
墓
壁
画
研
究
文
集
』
３
秦
出

版
社

宮
島
一
彦
２
０
０
１
「
キ
ト
ラ
古
墳
天
井
天
文
図
」『
季
刊
明
日
香
風
』
80

金
子
修
一
２
０
０
１
『
隋
唐
の
国
際
秩
序
と
東
ア
ジ
ア
』
名
著
出
版
社
、
東

国
大
学
校
慶
州
캠
퍼
스
博
物
館
２
０
０
２
『
慶
州
皇
南
洞
３
７
６
統
一
新

羅
時
代
遺
蹟
』『
東
国
大
学
校
慶
州
キ
ャ
ン
パ
ス
博
物
館
研
究
叢
書
』
13
、

『
東
国
大
学
校
慶
州
캠
퍼
스
博
物
館
調
査
報
告
』
１
９
１

陝
西
省
考
古
研
究
所
２
０
０
５
『
唐
李
憲
墓
発
掘
報
告
』

昭
陵
博
物
館
２
０
０
６「
２
０
０
２
年
度
唐
昭
陵
北
司
馬
門
遺
址
発
掘
簡
報
」

『
考
古
与
文
物
』
２
０
０
６
―
６

張
建
林
・
王
小
蒙
２
０
０
６
「
対
唐
昭
陵
北
司
馬
門
遺
址
考
古
新
発
現
的
幾

点
認
識
」『
考
古
与
文
物
』
２
０
０
６
―
６　

井
上
和
人
２
０
０
８
『
日
本
古
代
都
城
制
の
研
究
―
藤
原
京
・
平
城
京
の
史
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在
日
コ
リ
ア
ン
の
社
会
経
済
的
状
況
の
動
態

─
─
職
業
の
変
遷
を
中
心
に
─
─

樋
口
直
人

徳
島
大
学
総
合
科
学
部
准
教
授

１　
在
日
外
国
人
の
職
業
ニ
ッ
チ
─
─
問
題
の
所
在

　
在
日
外
国
人
の
社
会
生
活
の
基
礎
に
は
職
業
生
活
が
あ
り
、
そ

れ
が
社
会
的
地
位
を
規
定
し
、
社
会
活
動
や
民
族
学
校
、
政
治
参

加
の
基
盤
と
な
る
。
ま
た
、
親
の
職
業
と
子
ど
も
の
教
育
に
は
密

接
な
関
連
が
あ
り
、
そ
の
点
で
も
仕
事
の
研
究
は
重
要
な
意
味
を

持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
移
民
研
究
は
在
日
外
国
人
の
職

業
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
、
相
対
的
に
手
薄
な
蓄
積
し
か
し
て
こ

な
か
っ
た
。
日
本
の
場
合
、
研
究
者
が
無
作
為
抽
出
に
も
と
づ
く

調
査
を
実
施
す
る
の
が
難
し
く
、
公
的
機
関
が
実
施
し
た
デ
ー
タ

の
二
次
利
用
も
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
、
研
究
し
に
く
い
環
境
に

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
質
的
な
研
究
も
含
め

　

本
稿
で
は
、
在
日
外
国
人
の
う
ち
韓
国
・
朝
鮮
籍
に
限
定
し
、

そ
の
職
業
ニ
ッ
チ
の
時
系
列
的
変
化
を
予
備
的
に
分
析
す
る
。
こ

こ
で
い
う
韓
国
・
朝
鮮
籍
と
は
明
示
的
に
は
在
日
コ
リ
ア
ン
を
指

し
て
お
り
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
職
業
に
つ
い
て
は
一
定
の
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た＊

１

。
だ
が
、
こ
う
し
た
研
究
は
基
本
的
に
一
時
点
で

の
状
況
を
扱
う
も
の
で
、
時
系
列
的
な
変
化
は
一
部
の
例
外
（
韓
、

二
〇
一
〇
）
を
除
い
て
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
在
日
コ
リ
ア
ン
の
職
業
に
関
す
る
基
本
的
な
構
図
と
し
て
職
業

差
別
が
あ
り
、
や
む
を
得
ざ
る
適
応
と
し
て
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ビ

ジ
ネ
ス
が
あ
っ
た
。
近
年
で
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
積

極
的
に
評
価
す
る
研
究
が
増
え
て
き
た
が
、
一
方
で
日
立
就
職
差

別
裁
判
や
指
紋
押
捺
拒
否
運
動
以
降
の
就
職
差
別
の
緩
和
が
い
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
一
般
労
働
市

場
へ
の
進
出
を
示し

唆さ

し
て
い
る
が
、
現
実
に
は
ど
の
程
度
の
変
化

が
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
糊こ

口こ
う

を
し
の
ぐ
差
別
の
所
産
な
の
か
、
マ
ル
ハ
ン
、
平
和
中
島
、
ロ
ッ

テ
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
と
い
っ
た
大
企
業
を
生
み
出
す
上
昇
移
動
を

可
能
に
す
る
も
の
な
の
か
。

　
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
に
際
し
て
、
現
時
点
で
も
っ
と
も
信

頼
で
き
包ほ

う
括か

つ

的
な
デ
ー
タ
は
、
国
勢
調
査
結
果
で
あ
る
。
二
〇
〇

九
年
の
統
計
法
改
正
に
よ
り
、
学
術
目
的
に
よ
る
国
勢
調
査
デ
ー

タ
の
二
次
利
用
が
可
能
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
二
次
利
用
に
際
し

て
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
集
計
を
委
託
す
る
と
、
か
な
り
高
額
の
手
数

料
が
か
か
る
。
助
成
金
は
す
べ
て
こ
の
集
計
の
た
め
に
使
わ
れ
て

お
り
、
以
下
で
は
集
計
デ
ー
タ
を
も
と
に
在
日
コ
リ
ア
ン
の
職
業

の
変
化
を
あ
と
づ
け
て
い
く
。

２　
理
論
的
背
景
─
─
民
族
経
済
化
、
経
済
的
同
化
、
分
極
化

　
在
日
コ
リ
ア
ン
の
職
業
の
変
化
を
み
る
に
際
し
て
、
民
族
経
済

化
、
同
化
、
分
極
化
と
い
う
三
つ
の
方
向
性
を
設
定
し
た
い
。
在

日
コ
リ
ア
ン
は
独
立
自
営
が
多
い
こ
と
、
就
職
差
別
が
緩
和
さ
れ

た
（
と
い
わ
れ
て
い
る
）
こ
と
、
民
族
経
済
離
れ
が
進
ん
で
い
る

と
い
う
言
説
に
対
応
し
た
類
型
で
あ
る
。

⑴
民
族
経
済
化＊

２ 

　
多
民
族
社
会
の
労
働
市
場
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
よ
っ
て
分
断

さ
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
（Bonacich 1972; H

echter 
1999

）。
職
を
め
ぐ
る
競
合
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
無
関
係
に
生

じ
る
の
で
は
な
い
。
求
職
の
過
程
で
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
絆
が
活
用
さ

れ
た
結
果
、
特
定
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
特
定
の
職
に
集
中
す
る

事
態
が
生
じ
る
。
そ
の
な
か
で
も
自
営
業
に
進
出
す
る
集
団
に
注

て
職
業
の
領
域
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
基
本

的
な
状
況
の
正
確
な
理
解
が
進
ま
な
い
事
態
が
あ
っ
た
。
米
国
で

は
、
人
種
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
職
業
階
層
の
説
明
に
と
っ
て
重
要

な
要
素
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
（Blau and D

uncan 
1967

）、
日
本
で
そ
う
し
た
認
識
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。

現
実
に
は
、
在
日
外
国
人
に
は
集
団
ご
と
に
職
業
ニ
ッ
チ
が
あ
り
、

集
団
ご
と
に
分
岐
も
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
ニ
ッ
チ
は

時
系
列
的
に
変
化
し
て
お
り
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
進
出
ひ
と
つ
と
っ
て
も
か
な
り
の
差
が
あ
る
（
樋

口
、
二
〇
一
二
）。
こ
れ
は
、
ポ
ル
テ
ス
が
か
つ
て
述
べ
た
移
民

の
包
摂
様
式
の
議
論
が
適
用
で
き
る
状
況
で
あ
り
（Portes 

1995
）、
職
業
を
通
し
て
各
集
団
が
ど
の
よ
う
に
包
摂
さ
れ
て
い

る
の
か
を
比
較
で
き
る
。

青鶴学術論集
3
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表1　2005年国勢調査にみる在日外国人の仕事
日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン タイ ブラジル ペルー

N 万分率 N 万分率 N 万分率 N 万分率 N 万分率 N 万分率 N 万分率

専

門

自然科学系研究者 138,960 23 540 24 1,590 87 10 2 50 46 20 1 0 0 
システムエンジニア 732,690 121 2,580 115 6,210 339 150 24 60 55 30 2 10 4 
医師 249,070 41 1,360 60 410 22 0 0 10 9 10 1 0 0 
歯科医師 90,130 15 630 28 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
薬剤師 179,850 30 610 27 150 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
看護師 1,104,920 182 1,590 71 120 7 10 2 0 0 0 0 0 0 
マッサージ・鍼灸 106,420 18 830 37 430 23 20 3 70 64 270 19 10 4 
大学教員 163,140 27 1,310 58 2,010 110 10 2 20 18 10 1 10 4 
音楽家（個人教授除） 22,450 4 160 7 230 13 2,220 350 0 0 0 0 50 22 
俳優，舞踊家，演芸家 53,500 9 350 16 460 25 2,560 403 20 18 30 2 0 0 
個人教師（他に分類されないもの） 123,820 20 740 33 620 34 460 72 30 27 180 13 20 9 

販

売

小売店主 648,880 107 2,340 104 380 21 90 14 20 18 140 10 30 13 
卸売店主 99,590 16 700 31 210 11 10 2 10 9 10 1 10 4 
飲食店主 245,210 40 5,910 262 1,280 70 720 113 240 220 50 4 30 13 
販売店員 3,437,920 566 10,690 475 4,910 268 1,120 176 270 247 1,090 77 160 71 
再生資源卸売・回収 31,510 5 1,750 78 70 4 40 6 10 9 50 4 40 18 
不動産仲介・売買 333,760 55 3,290 146 360 20 10 2 0 0 10 1 0 0 

サ

ー

ビ

ス

クリーニング、洗張 147,410 24 310 14 550 30 960 151 100 92 310 22 100 44 
調理 1,855,770 305 15,490 688 11,920 651 1,430 225 730 668 910 64 190 84 
飲食物給仕・身の回り世話 1,105,740 182 9,660 429 8,970 490 3,330 524 580 531 420 30 140 62 
接客社交 32,180 5 690 31 550 30 3,260 513 170 156 30 2 20 9 
芸者、ダンサー 1,580 0 30 1 310 17 2,460 387 10 9 10 1 0 0 
娯楽場等接客 401,760 66 4,070 181 520 28 170 27 20 18 410 29 100 44 
介護職員（治療・福祉施設） 739,700 122 1,340 60 340 19 170 27 30 27 420 30 20 9 

製

造

セメント製品製造 40,160 7 110 5 210 11 140 22 30 27 490 35 280 124 
金属工作機械 227,840 38 790 35 1,310 72 460 72 120 110 3,390 240 520 231 
金属プレス 98,070 16 320 14 1,100 60 540 85 50 46 3,140 222 740 329 
金属溶接・溶断 206,880 34 1,180 52 3,400 186 1,110 175 320 293 3,790 268 1,130 502 
めっき 33,880 6 120 5 400 22 150 24 10 9 760 54 180 80 
その他の金属加工 642,240 106 2,880 128 3,400 186 2,330 367 380 348 10,520 744 1,450 645 
一般機械器具組立 622,310 102 1,070 48 3,120 170 2,870 452 410 375 21,220 1501 3,250 1445 
電気機械器具組立 564,410 93 990 44 5,110 279 3,020 476 420 385 14,830 1049 1,290 574 
その他の電気機械器具組立・修理 234,010 39 310 14 1,690 92 1,260 198 110 101 4,560 322 670 298 
自動車組立 109,100 18 110 5 310 17 110 17 70 64 1,550 110 320 142 
光学機械器具組立・修理 30,280 5 30 1 210 11 320 50 10 9 1,920 136 80 36 
パン・菓子製造 325,210 54 780 35 900 49 550 87 120 110 2,270 161 340 151 
水産物加工 169,420 28 400 18 6,670 364 740 117 250 229 960 68 220 98 
その他の食料品製造 687,340 113 3,140 139 7,100 388 4,060 639 620 568 7,780 550 1,110 494 
ミシン縫製 200,670 33 810 36 23,440 1280 420 66 130 119 360 25 70 31 
ゴム製品成形 69,960 12 690 31 570 31 300 47 120 110 1,810 128 270 120 
プラスチック製品成形・加工・仕上 234,460 39 1,400 62 3,340 182 1,070 169 320 293 4,230 299 760 338 
塗装作業者，画工，看板制作 304,680 50 1,610 71 1,160 63 640 101 60 55 2,140 151 350 156 
包装 315,430 52 1,030 46 2,210 121 1,630 257 280 256 1,320 93 370 165 
他に分類されない製造・制作 361,730 60 1,010 45 1,460 80 1,580 249 190 174 7,750 548 810 360 

そ

の

他

自動車運転 1,721,360 283 9,140 406 670 37 240 38 20 18 1,080 76 110 49 
フォークリフト運転 95,510 16 320 14 50 3 40 6 30 27 680 48 90 40 
建設 2,565,010 422 12,630 561 4,280 234 2,200 347 430 394 1,720 122 380 169 
荷造 251,230 41 630 28 1,190 65 690 109 140 128 2,540 180 400 178 
清掃 987,540 163 4,490 199 2,280 125 1,540 243 210 192 1,000 71 220 98 

総数 60,753,330 225,200 183,100 63,490 10,920 141,410 22,490 
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目
し
た
の
が
、
中
間
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
論
と
い
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た

（Bonacich 1973; Bonacich and M
odell 1980

）。
こ

の
理
論
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
階
層
構
造
の
な
か
で
上
位
と
下
位
の

仲
介
者
と
し
て
中
間
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
位
置
付
け
る
こ
と
、
永
住

者
よ
り
滞
留
者
を
想
定
す
る
な
ど
、
日
本
に
適
用
で
き
な
い
部
分

も
あ
る
。
し
か
し
、
自
営
業
に
進
出
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て

は
在
日
コ
リ
ア
ン
の
状
況
を
説
明
で
き
る
部
分
が
多
い
。

　
中
間
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
作
り
出
す
の
は
、
内
部
の
連
帯
と
外
部

か
ら
の
敵
意
で
あ
り
、
両
者
は
相
互
強
化
す
る
関
係
に
あ
る
と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
滞
留
志
向
の
移
民
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
外

部
と
関
係
を
持
つ
志
向
が
弱
く
、
内
部
で
の
関
係
を
重
視
す
る
。

外
部
か
ら
の
敵
意
は
、
内
部
で
の
関
係
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
に

な
り
、
内
部
で
連
帯
す
る
こ
と
で
比
較
優
位
が
生
ま
れ
、
自
営
業

へ
の
進
出
が
可
能
と
な
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
も
、
就
職

差
別
と
い
う
外
部
か
ら
の
敵
意
が
民
族
金
融
機
関
や
民
族
商
工
会

の
よ
う
な
内
部
組
織
の
連
帯
を
強
め
、
そ
れ
が
比
較
優
位
を
生
み

出
し
た
と
い
う
見
方
は
可
能
だ
ろ
う
。
現
に
韓
（
二
〇
一
〇
）
は
、

民
族
金
融
機
関
を
媒
介
と
し
て
有
望
な
業
種
に
関
す
る
情
報
が
流

通
し
、
業
種
転
換
を
促
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
研
究
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ニ
ッ
チ

の
開
拓
に
よ
り
不
利
な
状
況
を
克
服
す
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

か
つ
て
の
民
族
経
済
に
関
す
る
議
論
は
、排
除
を
基
調
と
し
た「
消

極
的
な
」
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
韓
（
二
〇
一
〇
）
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
連
帯
を
基
調
と
し
た
「
積
極
的
な
」
議
論
へ
と
変
化
し

て
い
く
。
こ
れ
は
、
分
割
労
働
市
場
や
中
間
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
論
か

ら
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
エ
ン
ク
レ
イ
ブ
論
へ
と
展
開
し
た
、
米
国
の
エ

ス
ニ
ッ
ク
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
の
流
れ
と
も
符
合
し
て
い
る
。
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
エ
ン
ク
レ
イ
ブ
論
で
は
、
民
族
経
済
で
仕
事
を
す
る
ほ

う
が
一
般
経
済
で
働
く
よ
り
も
利
得
が
大
き
い
と
み
な
す

（Portes and Bach 1985; Portes and Zhou 1996; 
W

ilson and M
artin 1982; W

ilson and Portes 1980; 
Zhou and Logan 1989

）。
在
日
コ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
い
え

ば
、
民
族
経
済
で
働
く
こ
と
で
単
に
自
営
業
と
し
て
生
計
の
糧か

て
を

得
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
役
員
を
輩
出
し
所
得
面
で
も
有
利

で
あ
る
と
い
う
仮
説
が
可
能
と
な
る
。
所
得
に
つ
い
て
は
国
勢
調

査
デ
ー
タ
で
検
証
で
き
な
い
が
、
役
員
比
率
で
こ
の
説
の
当
否
を

確
認
で
き
る
。

⑵
経
済
的
同
化

　
同
化
と
い
う
言
葉
は
、
近
年
で
は
基
本
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
不

適
切
な
言
葉
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
か
つ
て
の
ア
メ
リ
カ

で
支
配
的
だ
っ
た
同
化
論
は
、
ア
ン
グ
ロ
同
調
主
義
す
な
わ
ち
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
に
近
づ
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
前
提
に
も

と
づ
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
（G

ordon 1964

）。
そ
の
後
、「
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
の
復
活
」
や
「
多
文
化
主
義
」
と
い
っ
た
議
論
を
経

て
、
な
お
ま
た
新
た
な
同
化
論
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
骨
子
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
か
つ
て
の
同
化
主
義
者
が
想

定
し
て
い
た
同
化
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
に
近
づ
く
こ
と
が
望

ま
し
い
と
想
定
し
て
い
た
。
現
在
の
同
化
論
か
ら
は
そ
う
し
た
規

範
的
な
意
味
合
い
が
失
わ
れ
て
お
り
、
同
化
は
「
類
似
性
が
高
ま

る
過
程
」
を
記
述
す
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
（Alba and N

ee 
2003; Brubaker 2001

）。
移
民
は
一
世
か
ら
二
世
な
ど
へ
の

世
代
交
代
に
伴
い
大
き
く
変
化
す
る
が
、
そ
れ
を
表
す
の
に
同
化

と
い
う
概
念
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
言
語
能
力
や
社
会
経
済
的

地
位
な
ど
、
同
化
し
た
ほ
う
が
不
平
等
の
解
消
に
つ
な
が
り
望
ま

し
い
領
域
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
化
は
特
定
の
方
向
に
直
線
的
に

起
こ
る
の
で
は
な
く
、
集
団
が
埋
め
込
ま
れ
た
文
脈
に
よ
っ
て
異

な
る
同
化
の
過
程
が
生
じ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
在
日
コ
リ
ア
ン
の
職
業
を
み
た
と
き
、
就

職
差
別
の
緩
和
は
経
済
的
同
化
を
促
す
可
能
性
が
高
い
。
新
し
い

同
化
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
就
職
差
別
は
特
定
の
仕
事
か
ら
の

排
除
を
帰
結
す
る
点
で
望
ま
し
く
な
い
。
差
別
が
な
く
な
り
仕
事

の
選
択
肢
が
広
が
っ
た
上
で
、
な
お
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ニ
ッ
チ
に
集

中
す
る
の
な
ら
ば
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
エ
ン
ク
レ
イ
ブ
の
よ
う
な
望

ま
し
い
形
態
と
み
な
せ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
日
本
人
と
在
日

コ
リ
ア
ン
の
職
業
上
の
差
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
若

い
世
代
に
関
し
て
は
自
営
業
以
外
へ
の
進
出
が
顕
著
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
調
査
結
果
も
あ
る
（
福
岡
・
金
、
一
九
九
七
）。
前
掲

の
表
１
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
ニ
ッ
チ
が
強
固
に
残
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
が
、
排
除
さ
れ
て
い
た
職
業
に
進
出
し
て
い
る
可
能
性

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
過
去
と
比
べ
て
経
済
的
同
化
は
進

ん
で
い
る
の
か
。
将
来
ど
う
な
り
う
る
の
か
、
国
勢
調
査
の
結
果

を
も
っ
と
も
生
か
せ
る
問
題
設
定
と
な
る
だ
ろ
う
。

⑶
分
極
化

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
二
つ
の
理
論
は
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ

れ
て
き
た
傾
向
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
目
新
し
さ
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
分
極
化
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
に
関

す
る
議
論
で
は
ほ
と
ん
ど
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
筆
者
が
こ

う
し
た
テ
ー
ゼ
を
三
本
目
の
柱
と
す
る
の
は
、
民
族
経
済
離
れ
が

進
ん
だ
時
に
生
じ
う
る
帰
結
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ま
で
民
族
経
済
に
包
摂
さ
れ
て
き
た
者
の
う
ち
、
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
と
し
て
経
済
的
同
化
を
遂
げ
る
ケ
ー
ス
に
注
目
が
集
ま
っ

て
き
た
。
だ
が
、
学
歴
が
低
い
者
は
民
族
経
済
内
部
で
働
け
な
く

CHEONGHAK
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な
る
と
、
未
だ
存
在
す
る
民
族
差
別
と
相あ

い
俟ま

っ
て
階
層
的
地
位
の

低
下
を
被こ

う
むる

の
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
内
部
で
の
階
層
分
化
に
着
目
し
た
議

論
で
あ
り
、
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
論
の
問
題
設
定
と
通
底
す
る
部
分

が
あ
る
。ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
論
は
、ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ

ン
以
降
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
つ
い
て
、
イ
ン
ナ
ー
シ

テ
ィ
の
変
化
と
い
う
空
間
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
（W

ilson 
1987

）。
か
つ
て
の
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

リ
ー
ダ
ー
に
な
る
よ
う
な
層
が
存
在
し
、
役
割
モ
デ
ル
を
提
供
し

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
層
が
上
昇
移
動
し
て
イ
ン
ナ
ー
シ

テ
ィ
を
去
り
、
さ
ら
に
脱
工
業
化
が
進
ん
で
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
か

ら
雇
用
が
失
わ
れ
た
時
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
リ
ー
ダ
ー
が
い
な

く
な
っ
た
。
残
っ
た
の
は
、
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
か
ら
移
動
で
き
な

い
人
た
ち
で
あ
り
、
役
割
モ
デ
ル
を
失
っ
て
非
行
や
失
業
が
蔓ま

ん
延え

ん

す
る
状
況
が
そ
こ
で
生
ま
れ
た
と
な
る
。

　
こ
れ
を
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
と
い
う
空
間
で
は
な
く
エ
ス
ニ
ッ
ク

集
団
の
階
層
構
成
の
問
題
と
し
て
み
れ
ば
、
議
論
し
て
い
る
の
は

ま
さ
し
く
分
極
化
で
あ
る
。
中
間
層
へ
と
上
昇
移
動
し
た
者
と
下

方
移
動
し
た
者
へ
の
分
岐
が
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
帰
結
と
な
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、
在
日
コ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
も
民
族
経
済
に
も
一

般
経
済
に
も
良
好
に
包
摂
さ
れ
な
い
層
が
増
加
し
、
一
般
経
済
に

包
摂
さ
れ
た
層
と
の
分
極
化
が
進
展
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の

よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
理
論
は
背
反
で
は
な
い
が
、
異
な
る
方
向
性
を

含
意
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
が
ど
の
程
度
妥
当
す
る
の
か
、

一
九
八
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
の
変
化
に
よ
り
み
て
い
き
た
い
。

デ
ー
タ
と
し
て
用
い
る
の
は
、
前
述
の
国
勢
調
査
オ
ー
ダ
ー
メ
イ

ド
集
計
で
あ
る
。
こ
の
集
計
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
が
、

悉し
っ

皆か
い

調
査
で
あ
る
こ
と
、
職
業
小
分
類
や
学
歴
と
職
業
の
関
係
ま

で
聞
い
て
い
る
点
で
、
現
時
点
で
望
み
う
る
最
良
の
デ
ー
タ
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
パ
ネ
ル
調
査
で
は
な
い
こ
と
、
ニ
ュ
ー

カ
マ
ー
韓
国
人
が
八
〇
年
代
以
降
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し

つ
つ
、
コ
ー
ホ
ー
ト
効
果
、
加
齢
効
果
、
時
代
効
果
に
分
け
て
分

析
す
る
こ
と
で
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
職
業
ニ
ッ
チ
の
変
遷
を
み
て

い
く
こ
と
と
す
る＊

３

。

３　
結
果

⑴
職
業
小
分
類
に
み
る
ニ
ッ
チ
の
変
遷

　
ま
ず
、
細
か
な
ニ
ッ
チ
の
変
化
を
み
る
た
め
に
、
職
業
小
分
類

ご
と
の
結
果
を
示
し
た
の
が
表
２
で
あ
り
、
目
立
っ
た
傾
向
は
以

下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
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表2　韓国・朝鮮籍の職業小分類の推移
80 85 90 95 00 05 対日本国籍オッズ比

N 万分率 Ｎ 万分率 Ｎ 万分率 Ｎ 万分率 Ｎ 万分率 Ｎ 万分率 80 85 90 95 00 05
医師 750 32 1,040 43 1,240 49 1,490 56 1,360 53 1,360 60 1.2 1.4 1.5 1.6 1.4 1.5 
歯科医師 160 7 280 12 440 17 550 21 500 20 630 28 0.7 1.1 1.5 1.6 1.4 1.9 
大学教員 170 7 220 9 360 14 440 16 690 27 1,310 58 0.4 0.4 0.6 0.7 1.0 2.2 
会社役員 10,850 463 13,620 562 15,750 620 15,930 594 12,600 492 10,250 455 2.0 2.4 2.6 2.4 2.7 2.7 
一般事務員 16,780 717 20,210 834 25,840 1016 26,320 981 25,070 979 24,950 1108 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 
小売店主 4,300 184 3,750 155 3,390 133 4,060 151 3,400 133 2,340 104 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 
卸売店主 2,380 102 1,890 78 1,630 64 1,590 59 1,160 45 700 31 2.5 2.1 2.1 2.5 2.2 1.9 
飲食店主 8,450 361 9,520 393 8,410 331 10,220 381 7,190 281 5,910 262 6.2 6.1 5.6 6.6 6.0 6.7 
販売店員 9,620 411 8,570 354 8,490 334 9,200 343 10,630 415 10,690 475 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 
再生資源卸売・回収従事者 7,930 339 6,580 272 3,780 149 2,920 109 2,250 88 1,750 78 39.9 32.2 26.6 22.0 19.3 15.1 
不動産仲介人・売買人 2,570 110 3,020 125 5,300 208 4,050 151 4,230 165 3,290 146 3.2 3.3 4.2 3.2 3.3 2.7 
自動車運転者 16,150 690 13,580 561 12,560 494 12,070 450 10,440 408 9,140 406 2.2 1.8 1.6 1.4 1.4 1.5 
ゴム製品成形工 830 35 790 33 650 26 660 25 740 29 690 31 2.5 2.3 1.9 2.1 2.5 2.7 
プラスチック製品成形・加工・仕上 3,710 158 3,240 134 2,930 115 2,700 101 1,780 69 1,400 62 4.2 3.0 2.7 2.3 1.6 1.6 
くつ製造工・修理工 5,010 214 5,240 216 4,610 177 3,340 125 3,150 123 1,490 66 22.1 23.0 20.0 18.1 24.7 19.5 
かばん・袋物製造工 1,390 59 1,330 55 1,270 49 1,370 51 1,170 46 590 26 6.8 6.7 6.9 10.2 11.9 8.8 
調理人 16,980 725 16,410 677 15,780 621 17,050 636 18,880 737 15,490 688 2.8 2.6 2.4 2.3 2.5 2.3 
給仕従事者 11,090 474 10,090 417 9,420 371 11,870 443 11,790 460 9,660 429 3.5 3.0 2.9 2.8 2.7 2.4 
娯楽場等の接客員 6,230 266 6,090 251 5,790 228 6,810 254 5,740 224 4,070 181 7.2 5.4 4.3 3.6 3.4 2.8 
その他の食料品製造 700 30 1,050 43 1,210 46 1,600 60 2,610 102 3,140 139 0.7 0.8 0.7 0.8 1.0 1.2 
計 234,130 242,220 254,230 268,220 256,140 225,200 
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の
変
化
の
関
連
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
表
を
み
る
際
に
は
、
縦
の
比
較
（
特
定
の
出
生
年
の
人
が
年
齢

ご
と
に
ど
の
よ
う
な
職
に
つ
く
か
）
と
横
の
比
較
（
あ
る
年
齢
で

特
定
の
職
に
つ
く
比
率
が
、
年
上
／
年
下
の
世
代
と
比
較
し
て
ど

う
な
の
か
）
を
行
え
ば
よ
い
。
た
と
え
ば
一
九
六
九
年
生
ま
れ
の

筆
者
な
ら
ば
、
会
社
団
体
役
員
に
な
る
比
率
が
一
五
～
一
九
歳
か

ら
数
え
て
〇
・
〇
→
〇
・
四
→
〇
・
七
→
一
・
二
→
一
・
七
％
と

高
く
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
三
五
～
三
九
歳
の
時
の
比
率
を
年
長

世
代
と
比
較
す
る
と
、
一
・
七
→
二
・
二
→
四
・
〇
→
四
・
一
→

三
・
七
→
三
・
八
％
と
自
分
の
世
代
が
一
番
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
比
率
と
オ
ッ
ズ
比
を
総
合
し
て
み
た
と
き
、
時
代
と
世
代
を
下

る
ご
と
に
、
①
減
少
す
る
も
の
（
ニ
ッ
チ
で
な
く
な
る
も
の
）、

②
横よ

こ

這ば

い
の
も
の
、
③
増
加
す
る
も
の
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
の
も
の
が
該
当
す
る
。

①
減
少
傾
向

　
第
一
に
、
会
社
団
体
役
員＊

５

、
商
店
主
、
工
場
主
、
サ
ー
ビ
ス
そ

の
他
事
業
主
が
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
は
民
族
経
済
の
中
核
を
な
し

て
い
る
が
、
比
率
は
全
体
と
し
て
減
少
傾
向
に
あ
る
。
役
員
に
つ

い
て
は
一
九
六
〇
年
代
以
降
生
ま
れ
で
、商
店
主
、工
場
主
、サ
ー

ビ
ス
そ
の
他
事
業
主
に
つ
い
て
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
降
生
ま

れ
の
コ
ー
ホ
ー
ト
で
低
下
し
、
全
体
と
し
て
加
齢
効
果
も
弱
く

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
年
齢
を
重
ね
て
独
立
す
る
、
役
員
に
な

る
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
を
と
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
変
化
が
み
ら
れ
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
労
働
市

場
に
参
入
す
る
世
代
で
あ
り
、
就
職
差
別
の
緩
和
が
民
族
経
済
を

志
向
し
な
く
な
っ
た
結
果
の
よ
う
に
も
み
え
る
。

　
し
か
し
、
オ
ッ
ズ
比
を
み
る
と
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
役
員
の
オ
ッ
ズ
比
は
横
這
い
で
あ
り
、
比
率
の

低
下
は
日
本
全
体
で
役
員
自
体
の
人
数
の
減
少
と
い
う
時
代
効
果

に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
商
店
主
に
つ
い
て
も
、
オ
ッ
ズ
比
は
や
や

異
な
る
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
生
ま
れ
で

一
番
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
民
族
経
済
離
れ
と
い
う
よ

り
は
日
本
全
体
で
商
店
主
が
減
っ
た
こ
と
の
影
響
と
考
え
た
ほ
う

が
よ
い
。
そ
れ
と
異
な
る
の
は
工
場
主
で
あ
り
、
六
〇
年
代
生
ま

れ
以
降
で
オ
ッ
ズ
比
は
低
下
傾
向
に
あ
る
。
絶
対
的
な
比
率
だ
け

で
な
く
オ
ッ
ズ
比
も
低
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
族
経
済
の
脱

産
業
（
工
業
）
化
は
、
日
本
社
会
全
体
よ
り
速
く
進
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る＊

６

。 

サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
事
業
主
は
、
六
〇
年
代
生
ま
れ

以
降
で
オ
ッ
ズ
比
が
や
や
減
少
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
パ
チ
ン
コ

の
よ
う
な
在
日
コ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
の
主
要
産
業
を
含
む
が
、
韓

（
二
〇
一
〇
）
の
議
論
と
は
異
な
り
増
加
傾
向
に
は
な
い
。

 
・
専
門
：
全
体
に
専
門
職
比
率
は
高
く
な
い
。
た
だ
し
、
表
で
挙

げ
た
医
師
、
歯
科
医
師
、
大
学
教
員
に
つ
い
て
は
目
立
っ
た
変

化
で
は
な
い
が
、
上
昇
傾
向
に
あ
る＊

４

。

・
管
理
：
会
社
役
員
（
そ
の
他
の
団
体
役
員
も
含
む
）
以
外
の
比

率
は
低
い
。
大
企
業
や
公
務
労
働
か
ら
排
除
さ
れ
た
結
果
だ
ろ

う
。
会
社
役
員
比
率
は
九
〇
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
が
、

オ
ッ
ズ
比
に
関
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
傾
向
が
み
ら
れ
な
い
。

・
事
務
：
全
体
に
、
日
本
籍
よ
り
低
い
ま
ま
推
移
し
て
い
る
。
比

率
自
体
は
上
が
っ
て
い
る
が
、
オ
ッ
ズ
比
に
変
化
が
な
い
こ
と

か
ら
、
格
差
が
縮
ま
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。

・
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
：
小
売
店
主
の
比
率
は
や
や
低
く
、
卸
売
や

飲
食
店
主
、
調
理
人
、
給
仕
従
事
者
、
不
動
産
は
高
い
ま
ま
推

移
し
て
い
る
。
販
売
店
員
の
比
率
は
低
い
。
再
生
資
源
卸
売
・

回
収
や
自
動
車
運
転
、
娯
楽
場
な
ど
の
接
客
員
は
、
在
日
コ
リ

ア
ン
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
仕
事
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

オ
ッ
ズ
比
は
低
下
傾
向
、
人
数
も
減
少
傾
向
に
あ
る
。

・
製
造
：
絶
対
的
な
比
率
を
み
る
と
、
全
体
に
低
下
傾
向
に
あ
る
。

製
造
業
の
な
か
で
も
、
靴
や
サ
ン
ダ
ル
関
係
が
多
い
。
大
阪
市

生
野
区
の
サ
ン
ダ
ル
や
神
戸
市
長
田
区
の
ケ
ミ
カ
ル
シ
ュ
ー
ズ

製
造
が
、
全
体
の
比
率
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
繊
維
関
係

は
、
労
働
集
約
的
で
初
期
投
資
も
技
術
も
さ
し
て
必
要
な
い
こ

と
か
ら
、
世
界
的
に
移
民
の
ニ
ッ
チ
と
な
っ
て
き
た
が
、
サ
ン

ダ
ル
や
靴
に
比
べ
る
と
比
率
は
低
か
っ
た
。
こ
う
し
て
製
造
業

離
れ
が
進
む
な
か
で
唯
一
伸
び
て
い
た
の
が
、
「
そ
の
他
の
食

料
品
製
造
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
韓
国
料
理
が
人
気
を
博
し
て

キ
ム
チ
な
ど
の
製
造
に
携
わ
る
者
が
増
加
し
た
結
果
と
も
思
わ

れ
る
が
、
こ
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は
断
定
で
き
な
い
。

⑵
社
会
経
済
分
類
に
み
る
ニ
ッ
チ
の
変
遷

　
前
項
の
断
片
的
な
デ
ー
タ
か
ら
も
、
全
体
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ビ

ジ
ネ
ス
の
ニ
ッ
チ
が
縮
小
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
で
は
、

そ
う
し
た
変
化
は
主
に
ど
の
世
代
で
生
じ
て
い
る
の
か
。
よ
り
包

括
的
な
類
型
た
る
社
会
経
済
分
類
を
用
い
て
み
て
い
こ
う
。
表
３

は
、
出
生
コ
ー
ホ
ー
ト
別
の
社
会
経
済
分
類
の
比
率
が
書
か
れ
て

い
る
。
表
の
列
は
当
該
年
に
生
ま
れ
た
人
が
、
年
齢
ご
と
に
ど
の

よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を
た
ど
る
か
を
表
し
て
い
る
。
表
の
行
は
、
当

該
年
齢
の
時
に
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
に
あ
っ
た
か
を
示
す
。
表

４
は
、
対
日
本
国
籍
の
オ
ッ
ズ
比
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
絶
対

的
な
比
率
（
表
３
）
で
は
、
コ
ー
ホ
ー
ト
効
果
と
加
齢
効
果
は
み

ら
れ
る
が
、
時
代
効
果
は
み
ら
れ
な
い
。
オ
ッ
ズ
比
を
併
せ
て
み

る
こ
と
で
、
日
本
全
体
で
の
職
業
構
造
の
変
化
と
在
日
コ
リ
ア
ン

CHEONGHAK
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出生コーホート
傾向 分類 年齢 81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35

横

這

い

販

売

人

15-19 2.1 1.5 1.9 1.8 2.4 
20-24 8.5 9.1 7.9 8.5 8.9 10.0 
25-29 8.5 9.7 8.6 9.3 9.2 9.1 
30-34 8.7 8.7 9.3 9.3 8.9 7.5 
35-39 8.4 8.2 8.9 8.8 7.5 7.0 
40-44 8.7 7.9 8.2 8.8 7.0 6.4 
45-49 7.5 8.3 7.6 7.4 6.3 6.5 
50-54 8.7 8.0 7.1 6.1 6.0 
55-59 7.6 6.8 5.6 5.0 
60-64 5.6 4.3 4.1 
65-69 3.4 3.0 

個

人

サ

ー

ビ

ス

人

15-19 3.9 3.6 3.2 3.9 4.6 
20-24 10.2 11.4 11.1 9.0 11.0 12.6 
25-29 9.5 9.7 9.0 8.3 11.6 10.5 
30-34 8.1 9.4 8.8 8.3 9.6 10.5 
35-39 8.6 10.4 9.2 9.5 9.8 10.2 
40-44 9.6 10.4 9.5 9.4 9.4 10.4 
45-49 11.8 11.3 9.4 9.6 9.3 10.3 
50-54 9.8 9.8 9.6 8.9 8.5 
55-59 9.7 8.2 9.5 9.1 
60-64 7.9 7.2 6.7 
65-69 6.3 5.1 

増

加

傾

向

専

門

職

業

者

15-19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20-24 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 
25-29 1.5 1.2 1.2 1.2 1.3 0.7 
30-34 2.0 2.0 1.6 1.2 1.1 0.5 
35-39 2.6 2.0 1.5 1.2 0.7 0.4 
40-44 2.0 1.7 0.8 0.6 0.3 0.4 
45-49 1.6 0.9 0.5 0.5 0.2 0.3 
50-54 1.2 0.6 0.3 0.3 0.4 
55-59 0.7 0.2 0.2 0.5 
60-64 0.4 0.3 0.3 
65-69 0.4 0.4 

技

術

者

15-19 0.5 0.2 0.3 0.5 0.3 
20-24 2.8 3.2 2.5 3.5 2.8 1.7 
25-29 6.3 4.4 3.6 3.5 2.5 1.2 
30-34 5.4 3.7 3.5 2.7 1.7 0.7 
35-39 4.0 3.6 2.6 1.7 1.0 0.4 
40-44 2.9 2.7 2.2 1.5 0.7 0.4 
45-49 2.0 2.3 1.7 1.0 0.5 0.2 
50-54 1.3 1.6 1.3 0.6 0.4 
55-59 1.2 0.8 1.1 0.7 
60-64 0.5 0.7 0.6 
65-69 0.3 0.5 

事

務

職

15-19 1.9 3.2 4.4 4.9 5.1 
20-24 8.8 12.0 15.0 17.8 17.2 16.0 
25-29 13.9 13.1 12.1 12.6 10.6 9.7 
30-34 13.2 10.0 11.5 10.7 8.9 6.8 
35-39 10.9 9.8 9.9 10.1 8.6 5.6 
40-44 10.2 9.6 9.4 8.3 6.9 5.0 
45-49 9.5 8.4 7.9 7.1 5.9 4.1 
50-54 7.6 7.6 5.8 5.1 3.6 
55-59 6.1 6.0 4.2 3.7 
60-64 4.1 3.3 3.3 
65-69 2.7 2.4 

労

務

作

業

者

15-19 1.9 2.4 2.6 1.5 1.9 
20-24 6.3 7.5 5.2 6.2 3.9 3.9 
25-29 7.4 6.4 5.5 5.3 3.9 3.7 
30-34 5.5 5.2 4.2 4.2 4.4 3.9 
35-39 6.0 5.7 4.1 4.7 4.2 4.0 
40-44 6.7 5.9 4.7 5.1 5.3 4.8 
45-49 6.1 5.8 5.4 5.4 5.5 5.4 
50-54 7.4 6.9 5.7 6.0 6.8 
55-59 7.2 6.8 5.9 5.9 
60-64 7.3 6.0 6.6 
65-69 6.0 5.2 

表3　韓国・朝鮮籍の社会経済分類の推移（％）
出生コーホート

傾向 分類 年齢 81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35

減

少

傾

向

会

社

団

体

役

員

15-19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20-24 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 
25-29 0.8 0.7 0.7 1.3 1.4 1.2 
30-34 1.5 1.2 2.0 2.5 3.0 2.4 
35-39 1.7 2.2 4.0 4.1 3.7 3.8 
40-44 2.7 3.2 4.3 4.8 4.8 4.6 
45-49 4.3 3.6 5.9 5.8 5.2 5.3 
50-54 4.2 5.0 5.8 6.4 6.2 
55-59 4.1 5.7 5.7 6.9 
60-64 3.9 4.7 6.7 
65-69 3.3 4.4 

商

店

主

15-19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20-24 0.0 0.2 0.1 0.2 0.4 0.7 
25-29 0.5 0.4 0.7 0.8 1.5 1.8 3.7 
30-34 1.0 1.4 2.0 2.3 3.3 5.2 5.9 
35-39 1.7 2.5 3.3 3.8 5.0 6.2 6.4 
40-44 2.6 3.3 5.2 5.9 5.6 6.6 6.8 
45-49 3.5 4.1 4.5 6.8 4.9 5.8 
50-54 3.6 3.4 4.7 5.8 4.6 
55-59 3.3 3.7 4.0 
60-64 2.9 2.3 
65-69 0.9 

工

場

主

15-19 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 
20-24 0.1 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
25-29 0.4 1.1 0.9 0.6 0.7 0.7 
30-34 0.8 1.8 1.4 1.4 1.9 2.0 
35-39 1.5 2.4 2.3 2.5 3.2 3.1 
40-44 1.6 2.4 3.0 3.8 4.4 3.5 
45-49 1.9 2.7 3.9 4.4 4.2 3.3 
50-54 2.2 3.5 4.8 4.0 3.7 
55-59 3.2 3.5 3.4 3.7 
60-64 2.2 2.7 2.2 
65-69 1.8 1.7 

サ

ー

ビ
ス
・
そ
の
他
事
業
主

15-19 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
20-24 0.1 0.7 0.3 0.5 0.3 0.6 
25-29 0.6 1.8 0.9 1.2 1.3 1.8 
30-34 1.1 2.3 1.8 2.4 2.7 4.0 
35-39 1.9 3.5 3.1 3.6 4.3 5.2 
40-44 3.0 3.5 3.6 4.6 5.3 5.8 
45-49 2.8 4.2 4.8 5.7 4.8 5.9 
50-54 3.7 5.2 5.1 5.1 4.8 
55-59 3.9 4.4 4.9 3.7 
60-64 3.1 4.1 3.8 
65-69 2.9 2.6 

技

能

者

15-19 3.0 3.8 4.5 5.1 6.1 
20-24 7.3 9.5 12.9 15.7 15.8 17.8 
25-29 10.1 11.1 13.3 13.1 16.1 19.0 
30-34 10.4 12.0 11.6 13.5 16.9 21.8 
35-39 11.3 11.8 13.3 15.9 20.9 21.8 
40-44 11.9 12.9 16.7 19.5 21.2 22.1 
45-49 12.8 15.7 17.7 19.5 21.3 20.4 
50-54 15.2 16.2 18.0 22.1 20.4 
55-59 16.9 16.0 18.1 18.6 
60-64 12.8 12.6 11.5 
65-69 8.0 7.2 
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表4　韓国・朝鮮籍の社会経済分類の推移（オッズ比）
年齢

出生コーホート
81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35

会

社

団

体

役

員

15-19
20-24 5.3 4.3 6.1 8.0 6.2 5.5 
25-29 8.0 5.7 3.4 5.5 5.4 4.0 
30-34 5.8 3.8 3.6 4.2 4.8 2.9 
35-39 3.3 3.3 4.1 4.0 3.0 2.6 
40-44 3.2 3.3 2.9 2.8 2.5 2.3 
45-49 3.7 2.8 2.7 2.5 2.2 2.2 
50-54 2.8 2.7 2.0 2.2 2.2 
55-59 1.9 2.2 1.6 2.1 
60-64 1.7 1.8 2.0 
65-69 2.0 2.3 

商

店

主

15-19 2.2 2.7 
20-24 0.0 3.8 1.7 2.1 3.8 4.2 
25-29 3.3 2.3 2.6 2.7 3.7 2.7 
30-34 3.4 3.5 4.0 3.5 3.2 2.4 
35-39 3.5 4.4 4.0 3.3 2.8 2.5 
40-44 4.3 3.8 3.9 2.6 2.5 2.2 
45-49 4.3 3.3 2.9 2.4 2.4 2.2 
50-54 3.2 2.6 2.9 2.0 2.1 
55-59 2.2 2.4 2.4 1.9 
60-64 2.1 2.0 1.8 
65-69 2.0 1.4 

工

場

主

15-19 4.1 1.8 1.9 2.7 
20-24 0.8 2.5 1.3 2.0 1.7 1.1 
25-29 1.5 1.8 2.1 1.8 3.0 2.7 
30-34 1.5 1.8 2.2 2.5 3.4 3.2 
35-39 2.0 2.3 2.9 2.8 3.2 3.0 
40-44 1.8 2.5 2.7 3.0 3.2 2.9 
45-49 2.0 2.3 2.8 2.9 2.9 2.9 
50-54 1.9 2.4 3.0 2.6 2.8 
55-59 2.3 2.2 2.2 2.8 
60-64 1.7 2.0 2.0 
65-69 1.8 1.9 

サ

ー

ビ
ス
・
そ
の
他
事
業
主

15-19 2.9 1.3 4.1 3.0 
20-24 1.4 2.6 1.5 2.7 3.0 2.7 
25-29 2.4 2.3 2.2 3.1 4.5 3.2 
30-34 2.2 2.9 2.9 3.7 3.9 3.6 
35-39 2.6 2.9 3.5 3.5 3.8 3.4 
40-44 3.6 3.6 3.0 3.3 3.8 3.5 
45-49 2.8 3.3 3.2 3.8 3.4 3.5 
50-54 3.0 3.4 3.3 3.7 3.5 
55-59 2.7 2.8 3.5 3.0 
60-64 2.4 3.4 3.4 
65-69 3.1 3.0 

技

能

者

15-19 0.9 0.8 0.8 0.9 
20-24 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 
25-29 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 0.8 
30-34 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 
35-39 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 
40-44 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 
45-49 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 
50-54 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 
55-59 0.9 0.8 0.9 1.0 
60-64 1.1 1.1 1.0 
65-69 1.3 1.2 

注：15−19歳での空欄は、オッズ比を算出できないことを示す。

年齢
出生コーホート

81-85 76-80 71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35

販

売

人

15-19 0.9 0.9 1.1 1.2 
20-24 0.7 0.9 0.8 0.9 1.0 1.2 
25-29 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 
30-34 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 
35-39 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 
40-44 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 
45-49 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 1.0 
50-54 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 
55-59 0.9 0.8 0.8 0.9 
60-64 1.1 1.0 1.0 
65-69 1.2 1.1 

個
人
サ

ー

ビ
ス
人

15-19 1.2 1.3 1.6 2.3 
20-24 0.9 1.3 1.6 1.6 2.1 2.7 
25-29 1.3 1.7 2.0 2.1 2.7 2.5 
30-34 1.5 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 
35-39 1.6 2.3 2.1 2.1 2.0 2.1 
40-44 1.6 1.9 1.8 1.7 1.8 2.1 
45-49 1.8 1.9 1.6 1.7 1.7 2.2 
50-54 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 
55-59 1.4 1.3 1.7 2.0 
60-64 1.4 1.6 1.7 
65-69 1.9 1.9 

専

門

職

業

者

15-19
20-24 0.4 0.7 0.5 0.5 1.0 0.4 
25-29 1.4 1.1 1.0 1.1 1.2 1.0 
30-34 1.6 1.5 1.1 0.9 1.1 0.7 
35-39 1.8 1.2 1.0 1.1 0.8 0.5 
40-44 1.3 1.0 0.7 0.7 0.4 0.6 
45-49 0.9 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 
50-54 0.9 0.6 0.4 0.4 0.6 
55-59 0.7 0.2 0.3 0.6 
60-64 0.5 0.4 0.4 
65-69 0.7 0.6 

技

術

者

15-19 1.6 0.5 0.8 0.4 
20-24 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 
25-29 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 
30-34 0.8 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 
35-39 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 
40-44 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 
45-49 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 
50-54 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 
55-59 0.4 0.3 0.5 0.4 
60-64 0.4 0.5 0.5 
65-69 0.5 0.7 

事

務

職

15-19 1.0 1.1 1.3 1.1 
20-24 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 
25-29 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 
30-34 0.7 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 
35-39 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 
40-44 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 
45-49 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 
50-54 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 
55-59 0.4 0.5 0.4 0.4 
60-64 0.6 0.5 0.6 
65-69 0.7 0.7 

労

務

作

業

者

15-19 1.0 1.2 1.1 1.5 
20-24 1.2 1.4 1.0 1.5 1.2 1.2 
25-29 1.4 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 
30-34 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 
35-39 1.1 1.2 0.9 1.1 1.2 1.2 
40-44 1.2 1.1 0.9 1.1 1.0 1.2 
45-49 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 
50-54 1.1 1.2 1.0 1.1 1.0 
55-59 1.1 1.1 1.0 1.0 
60-64 1.1 1.0 1.2 
65-69 1.3 1.4 
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CHEONGHAK

い
う
時
代
効
果
が
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
に
、
建
設
が
多
い
労
務
作
業
者
は
高
齢
層
で
相
対
的
に
高

く
、
戦
後
生
ま
れ
に
な
っ
て
低
下
傾
向
に
あ
る
が
、
一
九
六
〇
年

代
生
ま
れ
以
降
で
増
加
傾
向
に
転
じ
て
い
た
。
建
設
自
体
は
、
民

族
経
済
で
一
定
の
比
重
を
占
め
て
い
る
が
、
若
い
世
代
で
の
増
加

は
民
族
経
済
に
お
け
る
建
設
業
の
伸
び
で
は
説
明
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
民
族
経
済
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
ず
、
不
安
定
な
仕
事
に
就
く

若
年
層
が
増
加
す
る
分
極
化
を
、
部
分
的
に
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
オ
ッ
ズ
比
を
み
る
限
り
で
は
コ
ー
ホ
ー
ト
ご

と
に
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
た
め
、
民
族
経
済
の
縮
小
が
不

安
定
就
労
層
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
え
な
い
。
日
本
全
体

で
労
務
作
業
者
が
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
増
加

し
て
い
る
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

４　
考
察
─
─
ど
の
よ
う
な
変
化
が
進
行
し
て
い
る
の
か

　
こ
れ
ま
で
に
提
示
し
た
デ
ー
タ
と
各
論
か
ら
、
全
体
と
し
て
ど

の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。
理
論
的
背
景
の

箇
所
で
検
討
し
た
三
つ
の
方
向
性
の
適
合
性
に
即
し
て
、
全
体
の

知
見
を
ま
と
め
て
本
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
第
一
に
、
全
体
と
し
て
い
う
と
、
絶
対
的
な
比
率
を
み
る
限
り

民
族
経
済
化
の
ピ
ー
ク
は
過
ぎ
た
と
い
え
る
。
オ
ッ
ズ
比
自
体
は

全
体
と
し
て
下
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本

経
済
の
変
化
に
合
わ
せ
て
民
族
経
済
も
変
化
し
て
い
る
と
い
え
る

が
、
そ
こ
に
包
摂
さ
れ
る
在
日
コ
リ
ア
ン
は
減
っ
て
い
る
。
ま
た
、

製
造
業
離
れ
は
日
本
全
体
よ
り
速
く
進
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
一

方
で
は
中
小
零
細
の
軽
工
業
が
多
い
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。韓（
二

〇
一
〇
）
の
い
う
脱
産
業
化
の
進
展
と
い
う
見
方
は
、
製
造
業
離

れ
と
い
う
点
で
は
確
か
に
妥
当
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
次
産

業
で
の
業
主
が
増
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
サ
ー
ビ

ス
業
へ
と
迅
速
に
転
換
す
る
民
族
経
済
と
い
う
評
価
は
、
過
大
評

価
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
日
本
全
体
で
自
営
業
者

が
減
少
す
る
の
に
合
わ
せ
て
民
族
経
済
も
縮
小
し
、
製
造
業
に
つ

い
て
は
日
本
全
体
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
縮
小
し
て
い
る
、
と
み
な

し
た
ほ
う
が
よ
い
。

　

第
二
に
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
へ
の
進
出
を
み
る
限
り
、Alba 

and N
ee

（2003

）
が
ア
メ
リ
カ
の
日
系
や
中
国
系
に
つ
い
て

述
べ
た
よ
う
な
経
済
的
同
化
が
緩
や
か
に
進
ん
で
い
る
と
は
い
え

る
。
し
か
し
、
オ
ッ
ズ
比
を
み
る
限
り
で
は
ま
だ
一
定
の
差
が
あ

る
こ
と
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
韓
国
人
の
影
響
が
あ
る
た
め
数
字
が
押

し
上
げ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
え
る
と
、
こ
れ
も
過
大
評
価
は

で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
へ
の
進
出
は
確
か
に
み

　
第
二
に
、
技
能
者
も
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
前
段
の
職
と
違
っ

て
到
達
職
で
な
く
初
職
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
加
齢
に
伴
い

比
率
が
低
下
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
初
職
で
み
た
と
き
の

比
率
に
つ
い
て
も
、
一
九
五
〇
年
以
前
生
ま
れ
で
は
二
割
を
超
え

て
い
た
の
が
、
そ
れ
以
降
は
低
下
し
て
い
る
。
オ
ッ
ズ
比
を
み
る

と
、
若
く
な
る
ほ
ど
緩
や
か
に
低
下
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
日
本
全
体
の
脱
産
業
化
の
影
響
と
い
う
よ
り
は
、
民
族
経
済

に
お
け
る
製
造
業
離
れ
が
日
本
全
体
に
先
ん
じ
て
進
ん
で
い
る
こ

と
の
影
響
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

②
横
這
い

　
販
売
人
、
個
人
サ
ー
ビ
ス
人
は
や
や
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
そ

れ
ほ
ど
目
立
つ
変
化
で
は
な
い
た
め
横
這
い
に
分
類
し
た
ほ
う
が

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
職
業
は
、
加
齢
効
果
が
な
い
の
も
特

徴
的
で
あ
る
。
販
売
人
は
、
オ
ッ
ズ
比
を
み
て
も
変
化
が
な
い
。

個
人
サ
ー
ビ
ス
人
は
、
一
九
五
〇
年
代
生
ま
れ
か
ら
オ
ッ
ズ
比
が

高
ま
っ
た
の
ち
に
、
一
九
七
〇
年
代
生
ま
れ
か
ら
減
少
傾
向
に
あ

る
。
調
理
師
や
接
客
・
給
仕
が
多
く
在
日
コ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
雇

用
吸
収
力
が
高
い
部
門
だ
が
、
若
年
層
は
参
入
し
な
く
な
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

③
増
加
傾
向

　
第
一
に
、
専
門
職
、
技
術
職
は
、
今
で
も
全
体
と
し
て
多
い
と

は
い
え
な
い
が
、
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な

い＊
７

。
特
に
技
術
職
で
の
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
生

ま
れ
く
ら
い
か
ら
変
化
が
始
ま
り
、
六
〇
年
代
生
ま
れ
で
本
格
的

に
な
っ
て
い
る
。
オ
ッ
ズ
比
を
み
て
も
徐
々
に
上
が
っ
て
お
り
、

一
以
上
に
な
る
の
は
一
九
六
〇
年
代
以
降
生
ま
れ
の
専
門
職
に
ほ

ぼ
限
ら
れ
る
が
、
上
昇
傾
向
に
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は

か
つ
て
高
学
歴
者
が
会
社
団
体
役
員
に
な
る
こ
と
で
人
的
資
本
を

生
か
し
て
い
た
状
況
か
ら
、
専
門
・
技
術
職
へ
と
変
化
し
た
こ
と

の
表
れ
と
み
て
よ
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
年
代
で
は
ニ
ュ
ー

カ
マ
ー
韓
国
人
が
労
働
市
場
に
参
入
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
在

日
コ
リ
ア
ン
の
変
化
と
い
う
よ
り
は
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
影
響
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
第
二
に
、
事
務
職
は
到
達
職
で
は
な
い
た
め
、
二
〇
代
前
半
で

比
率
が
も
っ
と
も
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
全
体
に
オ
ッ
ズ
比
が

一
番
高
い
の
は
一
〇
代
で
あ
り
、
家
業
の
事
務
を
手
伝
う
と
い
う

選
択
肢
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
代
前
半
で
の
比
率
を

比
較
し
た
と
き
、
一
番
高
い
の
は
六
〇
年
代
生
ま
れ
で
あ
り
、
そ

れ
以
降
の
生
ま
れ
で
は
む
し
ろ
低
下
傾
向
に
あ
る
。
オ
ッ
ズ
比
を

み
る
と
横
這
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
務
職
全
体
の
需
要
低
下
と
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ら
れ
る
が
、
民
族
経
済
の
縮
小
を
補
う
ほ
ど
の
規
模
と
は
い
い
が

た
い
。
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
傾
向
を
み
る
限
り
、
経
済
的
同
化
に

関
す
る
言
説
は
や
や
誇
張
気
味
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
だ
就
職
差
別
に
体
現
さ
れ
る
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
相
違
は
存
在
し
て
お
り
、
容
易
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
も
わ
か
る
。

　
最
後
に
、
若
年
層
の
労
務
作
業
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

部
分
的
に
分
極
化
が
生
じ
て
い
る
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い

え
、
オ
ッ
ズ
比
に
つ
い
て
特
に
増
加
傾
向
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
日
本
全
体
の
分
極
化
と
同
じ
ペ
ー
ス
で
進
ん
で
い
る
の
で

あ
り
、
民
族
経
済
の
縮
小
と
結
び
付
け
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
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被
災
者
の
声
を
聞
き
続
け
る

赤
坂
憲
雄

「
東
日
本
大
震
災 

在
日
コ
リ
ア
ン
被
災
体
験
聞
き
書
き
調
査
」代
表

学
習
院
大
学
文
学
部
教
授

福
島
県
立
博
物
館
館
長

被
災
者
の
声
を
聞
き
書
き
で　
　
　
　
　

　
東
日
本
大
震
災
発
災
直
後
か
ら
、
被
災
者
の
聞
き
書
き
に
取
り

組
ん
で
来
た
。
こ
れ
だ
け
の
大
災
害
で
あ
る
。
被
災
体
験
を
記
録

に
残
し
て
、
そ
れ
を
後
世
に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
、
文
学
的
な
記
録
も
あ
れ
ば
体
験
手
記
な
ど

も
、
あ
る
い
は
映
像
記
録
も
あ
る
だ
ろ
う
。
手
法
を
問
わ
ず
記
録

を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
た
ち
が
選
ん
だ
の
は
「
聞
き

書
き
」
だ
っ
た
。
こ
れ
に
は
前
史
が
あ
っ
た
。

　
発
災
の
直
前
ま
で
お
よ
そ
一
八
年
に
わ
た
っ
て
山
形
県
の
大
学

に
籍
を
置
き
、〈
東
北
学
〉
を
名
乗
っ
て
東
北
の
文
化
歴
史
の
掘

り
起
こ
し
に
あ
た
っ
て
き
た
。
そ
の
大
き
な
柱
の
ひ
と
つ
が
聞
き

　
発
災
直
後
の
混
乱
か
ら
立
ち
直
る
や
、
巡じ

ゅ
ん

礼れ
い

に
も
似
た
被
災
地

へ
の
旅
を
繰
り
返
し
た
。〈
被
災
地
〉
と
い
っ
て
も
私
に
と
っ
て

は
教
え
子
や
仲
間
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
被
災
し
呻し

ん

吟ぎ
ん

す
る
土
地
で

あ
る
。
く
ま
な
く
旅
し
て
知
る
土
地
で
あ
る
。
聞
き
書
き
を
始
め

な
け
れ
ば
と
即
座
に
思
っ
た
。
か
つ
て
の
生
活
の
記
録
を
聞
き
書

き
に
よ
っ
て
留
め
て
き
た
。
今
度
は
〈
い
ま
〉
を
記
録
し
て
後
世

に
残
す
べ
き
と
き
で
あ
る
。
震
災
以
前
か
ら
の
仲
間
た
ち
と
共
に
、

そ
う
話
し
合
っ
て
、
混
乱
の
被
災
地
で
聞
き
書
き
が
始
ま
っ
た
。

　
私
た
ち
の
聞
き
書
き
は
「
震
災
体
験
記
」
で
は
な
い
。
被
災
地

で
か
つ
て
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
が
営
ま
れ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ

う
に
話
者
が
こ
こ
に
生
き
て
き
た
の
か
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
、

〈
い
ま
〉
の
持
つ
意
味
は
伝
わ
ら
な
い
。
短
い
聞
き
書
き
で
は
そ

れ
こ
そ
コ
メ
ン
ト
や
ア
ン
ケ
ー
ト
に
似
る
。
ひ
と
り
の
話
者
に
時

間
を
か
け
て
、
と
き
に
は
幾
度
も
足
を
運
ん
で
、
四
〇
〇
字
詰
め

原
稿
用
紙
に
し
て
一
〇
枚
を
基
本
と
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
聞

き
書
き
の
姿
勢
も
ま
た
、
震
災
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
震

災
以
前
か
ら
の
〈
東
北
学
〉
の
聞
き
書
き
の
基
本
で
あ
っ
た
。

　
自
ら
も
被
災
し
た
り
、
家
族
を
亡
く
し
た
り
も
し
た
聞
き
書
き

の
書
き
手
た
ち
二
九
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
被
災
地
に
分
け
入
っ
た
。

そ
し
て
ま
ず
は
一
〇
〇
人
の
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た
の
が
『
鎮
魂

と
再
生　

東
日
本
大
震
災
・
東
北
か
ら
の
声
１
０
０
』（
赤
坂
憲

雄
編
／
藤
原
書
店
）
で
あ
る
。
各
地
で
聞
き
書
き
は
い
ま
だ
継
続

中
で
あ
る
。
震
災
を
経
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
宮
城
県
東
松
島

市
に
は
地
域
誌
『
奥
松
島
物
語
』（
赤
坂
憲
雄
監
修
／
奥
松
島
物

語
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
／
荒
蝦
夷
）
が
創
刊
さ
れ
、
同
様
な
動
き
が

石
巻
で
も
始
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
消
え
去
っ
た
町
の
記

憶
を
記
録
す
る
聞
き
書
き
が
大
き
な
柱
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

東
北
の
外
国
人
た
ち

　
そ
の
な
か
で
被
災
し
た
外
国
人
の
姿
が
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
見
え

始
め
た
。
震
災
直
後
、
宮
城
県
の
新
聞
「
河か

北ほ
く

新し
ん

報ぽ
う

」
に
掲
載
さ

れ
た
印
象
的
な
写
真
が
あ
っ
た
。
宮
城
県
南み

な
み

三さ
ん

陸り
く

町ち
ょ
う

。
海
辺
か
ら

着
の
み
着
の
ま
ま
で
被
災
者
が
高
台
へ
と
避
難
し
て
来
る
。
お
ば

あ
さ
ん
を
お
ぶ
っ
て
い
る
女
性
と
、
そ
の
と
な
り
に
も
う
ひ
と
り

の
女
性
。
撮
影
は
三
月
十
二
日
で
あ
る
。
最
初
は
避
難
の
一
瞬
を

切
り
取
っ
た
鮮
烈
な
写
真
と
し
て
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、

の
ち
に
は
っ
き
り
し
た
の
は
、
日
本
人
の
お
ば
あ
さ
ん
を
背
負
っ

て
避
難
す
る
女
性
は
中
国
人
花
嫁
だ
っ
た
。
と
な
り
の
女
性
も
ま

た
花
嫁
と
し
て
東
北
に
や
っ
て
来
た
中
国
人
女
性
だ
っ
た
。

　
ア
ジ
ア
か
ら
の
花
嫁
た
ち
が
東
北
に
入
っ
て
い
る
。
被
災
し
た

お
ば
あ
さ
ん
と
被
災
し
た
中
国
か
ら
の
花
嫁
の
写
真
に
は
、
災
害

書
き
だ
っ
た
。
大
学
の
仲
間
た
ち
や
学
生
た
ち
だ
け
で
な
く
、
東

北
各
地
に
同
志
を
糾き

ゅ
う

合ご
う

し
て
、
聞
き
書
き
に
よ
る
東
北
の
近
現
代

の
生
活
史
を
記
録
し
た
。〈
津つ

軽が
る

学
〉が〈
盛も

り

岡お
か

学
〉が〈
村む

ら

山や
ま

学
〉

が
〈
仙せ

ん

台だ
い

学
〉
が
〈
会あ

い

津づ

学
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
上
が
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
名
を
冠
し
た
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誌
面
で
聞

き
書
き
が
ペ
ー
ジ
に
刻
ま
れ
た
。
そ
の
成
果
が
『
聞
き
書
き　
知

ら
れ
ざ
る
東
北
の
技
』（
野
添
憲
治
著
／
荒あ

ら

蝦え

夷み
し

）
や
『
じ
い
ち
ゃ

ん
あ
り
が
と
う
』（
赤あ

か

坂さ
か

憲の
り

雄お

監
修
／
奥
会
津
書
房
）
な
ど
の
聞

き
書
き
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
山
形
の
大
学
を
離
れ
て

学
習
院
大
学
に
籍
を
移
し
た
も
の
の
、
福
島
県
立
博
物
館
館
長
と

し
て
、
岩
手
県
遠
野
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
と
し
て
、
さ
ら
に

聞
き
書
き
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

青鶴学術論集
4

CHEONGHAK



215 214

列
島
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
常
の
問
題
が
凝ぎ

ょ
う

縮し
ゅ
く

さ
れ
て

現
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
東
北
に
お
け
る
外
国
人
の
居
住
者
の
姿

は
震
災
以
前
か
ら
目
に
入
っ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
私
が
勤
務
し

て
い
た
大
学
の
あ
る
山
形
は
、
八
〇
年
代
に
嫁
不
足
の
解
消
の
た

め
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
女
性
を
招
い
た
。
自
治
体
に
よ
る
外
国
人

花
嫁
の
受
け
入
れ
の
最
初
期
の
例
で
あ
る
。
韓
国
や
中
国
か
ら
の

花
嫁
た
ち
が
そ
れ
に
続
い
た
。
既
に
、
各
地
の
学
校
に
は
日
本
人

と
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
の
外
国
人
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
児
童
が
た

く
さ
ん
い
る
。

　
結
婚
だ
け
で
は
な
い
。
震
災
以
前
の
こ
と
だ
が
、
福
島
県
い
わ

き
市
の
古
い
寺
院
で
こ
ん
な
風
景
を
見
た
。
東
南
ア
ジ
ア
か
ら

や
っ
て
来
た
ら
し
い
少
女
と
い
っ
て
も
い
い
年
ご
ろ
の
女
性
た
ち

が
、
境
内
を
も
の
め
ず
ら
し
気
に
散
歩
し
て
い
た
。
楽
し
そ
う
に

互
い
の
写
真
を
撮
り
合
っ
て
い
た
が
、
観
光
客
の
気
配
は
な
か
っ

た
。
ど
う
や
ら
出
稼
ぎ
に
や
っ
て
来
て
、
た
ま
の
休
日
に
こ
こ
に

や
っ
て
来
た
。
中
国
人
研
修
生
を
高
台
に
避
難
さ
せ
て
自
ら
は
亡

く
な
っ
た
宮
城
県
女お

な

川が
わ

町ち
ょ
う

の
水
産
加
工
会
社
役
員
の
存
在
は
メ

デ
ィ
ア
を
通
じ
て
知
ら
れ
た
が
、
三
陸
沿
岸
を
中
心
に
漁
業
の
現

場
や
水
産
加
工
の
現
場
に
各
国
か
ら
の
労
働
者
が
研
修
生
な
ど
の

名
目
で
働
い
て
い
た
。
あ
る
い
は
留
学
生
と
し
て
東
北
に
や
っ
て

来
た
外
国
人
も
多
い
。
雑
誌
『
別
冊
東
北
学
』
や
『
仙
台
学
』
で

は
、
そ
ん
な
東
北
に
暮
ら
す
外
国
人
の
聞
き
書
き
も
取
り
上
げ
て

い
た
。

　
河
北
新
報
の
写
真
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
東
北
に
暮
ら
す
外

国
人
た
ち
の
被
災
体
験
も
聞
き
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。
あ
の
大
災
害
は
決
し
て
日
本
人
だ
け
が
体
験
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
た
く
さ
ん
の
外
国
人
た
ち
も
体
験
し
て
い
る
。
そ
ん

な
被
災
者
の
聞
き
書
き
を
し
な
け
れ
ば
、
ト
ー
タ
ル
な
震
災
の
体

験
を
語
り
継
げ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
聞
き
書
き
な
ど
で

出
会
っ
た
東
北
に
暮
ら
す
外
国
人
た
ち
が
、
あ
の
い
わ
き
の
寺
院

で
出
会
っ
た
少
女
た
ち
の
よ
う
な
〈
東
北
学
〉
の
記
憶
の
な
か
に

あ
る
外
国
人
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
震
災
を
体
験
し
た
の
か
。
東

北
の
村
や
町
の
片
隅
に
暮
ら
し
て
い
た
海
の
向
こ
う
か
ら
や
っ
て

来
た
労
働
者
や
花
嫁
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
生
き
抜
い
た
の
か
が
知

り
た
か
っ
た
。

明
日
の
震
災
の
た
め
に

　
東
北
に
暮
ら
す
外
国
人
た
ち
の
被
災
体
験
の
聞
き
書
き
に
も
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
仲
間
た
ち
と
話
し

合
っ
て
い
た
こ
ろ
、
二
〇
一
一
年
の
秋
だ
っ
た
か
、
福
島
で
震
災

の
小
さ
な
研
究
会
に
出
席
し
た
。
日
本
人
男
性
と
結
婚
し
た
フ
ィ

リ
ピ
ン
女
性
数
人
が
泣
き
な
が
ら
体
験
を
語
っ
た
。
ま
ず
彼
女
た

ち
は
言
葉
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
日
本
人
な
ら
得
ら
れ
た
情
報
が

彼
女
た
ち
に
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
地
震
や
津
波
に
関
す
る
日
本

人
な
ら
知
っ
て
い
る
基
礎
的
な
知
識
も
な
い
。
そ
れ
で
な
く
と
も

情
報
が
遮し

ゃ

断だ
ん

さ
れ
た
被
災
地
で
、
言
葉
も
わ
か
ら
な
い
、
知
識
も

な
い
と
し
た
ら
災
害
に
ど
う
対
処
で
き
る
か
。
彼
女
た
ち
の
体
験

か
ら
、
そ
ん
な
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
生
き
延
び
た
の
か
が
お
ぼ

ろ
げ
に
見
え
た
。
た
と
え
ば
、
あ
な
た
が
言
葉
も
わ
か
ら
ず
に
、

そ
の
土
地
の
深
い
歴
史
や
文
化
も
知
ら
ず
に
ど
こ
か
の
国
に
い
る
。

そ
こ
で
災
害
に
遭
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
。
ど
う
や
っ
て
逃
げ
る
の

か
。
そ
ん
な
目
隠
し
を
さ
れ
て
避
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

な
状
況
に
彼
女
た
ち
は
置
か
れ
て
い
た
。

　
防
災
・
減
災
の
重
要
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。
明
日
な
の
か
、
来

年
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
先
の
い
つ
か
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
次
の
震
災
は
必
ず
来
る
。
可
能
な
限
り
、
そ
れ
に
対
す
る
準

備
を
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
そ
の
と
き
大
災

害
の
中
の
外
国
人
は
見
過
ご
さ
れ
て
は
い
け
な
い
テ
ー
マ
だ
。
こ

れ
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
出
自
や
文
化
、
背
景
を
異
に
す
る
人
た
ち

が
こ
の
災
害
列
島
で
共
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
人
た
ち
に
、

災
害
時
に
ど
う
や
っ
て
情
報
を
伝
達
す
れ
ば
い
い
の
か
、
最
低
限

の
ル
ー
ル
を
作
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情
報
の
断
絶
は

パ
ニ
ッ
ク
に
繋つ

な

が
る
。
東
京
な
ど
大
都
市
圏
に
は
も
っ
と
た
く
さ

ん
の
外
国
籍
の
人
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
を
教

訓
と
し
て
、
多
言
語
で
き
ち
ん
と
し
た
最
低
限
の
情
報
を
伝
達
で

き
る
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
お
く
こ
と
が
防
災
・
減
災
の
た
め
に
絶

対
に
必
要
と
な
る
。
そ
れ
な
し
で
は
パ
ニ
ッ
ク
が
起
き
か
ね
な
い
。

　
東
北
は
か
ろ
う
じ
て
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
さ
ず
に
共
に
生
き
延
び

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
被
災
地
の
人
た
ち
が
「
こ
こ
は
我
慢

す
る
し
か
な
い
、
そ
う
す
れ
ば
支
援
が
来
る
」
と
情
報
や
思
い
を

共
有
で
き
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
言
語
や
情
報
の
問
題
は
あ
り
な

が
ら
、
東
北
被
災
地
の
外
国
人
た
ち
は
、
幸
い
に
も
基
本
的
に
は

孤
立
し
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
避
難
所
で
不
安
や
不
便
を
感
じ
た

外
国
人
は
い
た
に
し
て
も
、
だ
が
そ
れ
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
を

か
か
え
た
避
難
者
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
持
ち
な
が
ら
避
難
所
に

入
っ
た
日
本
人
の
被
災
者
と
同
様
な
事
態
だ
っ
た
。
避
難
所
に
入

る
の
が
困
難
な
家
族
を
か
か
え
て
か
ろ
う
じ
て
倒
壊
を
免
れ
た
自

宅
の
二
階
な
ど
で
避
難
生
活
を
送
っ
た
被
災
者
も
多
い
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
日
本
人
・
外
国
人
に
か
か
わ
ら
ず
、
東
北
被
災
地
で

は
避
難
生
活
に
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
は

な
い
。
そ
も
そ
も
が
避
難
生
活
と
は
平
和
で
安
定
的
な
も
の
で
は

な
い
。
現
在
も
そ
ん
な
避
難
生
活
を
送
る
二
〇
万
人
以
上
の
被
災

者
の
暮
ら
し
を
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
な
か
、
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外
国
人
被
災
者
が
気
持
ち
よ
く
暮
ら
せ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、

被
災
の
初
期
状
況
で
は
必
要
最
低
限
の
ト
ラ
ブ
ル
で
済
ん
で
い
た

と
い
っ
て
い
い
。
東
北
被
災
地
で
は
明
ら
か
な
差
別
や
迫
害
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
災
害
弱
者
と
し
て
の
外
国
人
居
住

者
の
姿
だ
っ
た
。

　
こ
れ
に
は
東
北
の
地
域
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
東
北
人
の

我
慢
強
さ
が
震
災
直
後
、
さ
ま
ざ
ま
に
喧け

ん
伝で

ん
さ
れ
た
。
そ
れ
が
よ

か
っ
た
の
か
悪
か
っ
た
の
か
は
別
と
し
て
、
確
か
に
多
く
の
男
た

ち
は
女
性
や
子
供
を
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
災
害
弱
者
を
優
先
し

て
避
難
さ
せ
た
。
彼
ら
彼
女
ら
を
避
難
所
に
入
れ
て
、
自
ら
は
避

難
所
の
外
で
耐
え
て
い
た
男
た
ち
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
男
た
ち
に

限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
善
意
が
被
災
地
に
は
あ
っ
た
。
か
ろ
う
じ

て
残
っ
て
い
た
地
域
社
会
の
力
が
そ
れ
に
与あ

ず
か

っ
て
い
た
。
ひ
と
つ

の
避
難
所
に
集
落
ご
と
入
っ
た
と
こ
ろ
は
安
定
し
て
い
た
。
ど
の

よ
う
な
人
物
が
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
か
に
よ
っ
て
も
大
き
な
違
い

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
寺
院
や
神
社
の
宗
教
施
設
が
初
期
の
避
難
所

と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
い
も
し
た
。
外
国
人
避
難
者
も
受
け
入

れ
た
。
岩
手
県
山
田
町
の
あ
る
お
寺
は
地
域
の
自
主
避
難
所
と

な
っ
た
。
地
域
の
規
模
の
大
き
い
避
難
所
に
入
っ
て
い
た
が
、
檀

家
を
中
心
に
全
員
が
お
寺
に
戻
っ
て
、
一
か
月
ほ
ど
共
同
生
活
を

続
け
た
。
東
北
の
地
域
社
会
が
お
寺
や
神
社
な
ど
の
宗
教
施
設
が

重
な
っ
て
、
外
国
人
被
災
者
の
聞
き
書
き
を
進
め
る
べ
き
だ
と
思

い
始
め
て
い
た
。
財
団
法
人
「
韓
哲
文
化
財
団
」（
当
時
）
の
助

成
を
受
け
て
、
ま
ず
は
東
北
の
在
日
韓
国
人
、
あ
る
い
は
結
婚
や

仕
事
の
た
め
に
東
北
に
や
っ
て
来
た
韓
国
人
の
聞
き
書
き
に
着
手

で
き
た
。
私
た
ち
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
研
究
グ

ル
ー
プ
が
「
災
害
と
外
国
人
居
住
者
」
を
テ
ー
マ
に
支
援
や
調
査

を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
テ
ー
マ
に
こ
こ
ろ
を
寄
せ
つ

つ
、
そ
れ
ら
が
来
る
べ
き
明
日
の
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
礎

い
し
ず
えと

な
る
こ
と
を
祈
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
〈
被
災
〉

　
今
回
の
聞
き
書
き
に
私
個
人
は
ほ
と
ん
ど
動
け
な
か
っ
た
。
震

災
直
後
か
ら
福
島
県
立
博
物
館
館
長
と
し
て
、
岩
手
県
遠
野
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
と
し
て
、
震
災
後
の
対
応
に
追
わ
れ
た
。
ま

た
、
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
委
員
、
福
島
県
復
興
ビ
ジ
ョ

ン
検
討
委
員
会
委
員
、
飯
舘
村
復
興
計
画
推
進
委
員
会
委
員
長
、

一
般
社
団
法
人
ふ
く
し
ま
会
議
代
表
理
事
な
ど
、
東
北
被
災
地
の

復
興
に
関
わ
る
立
場
と
も
な
っ
て
、
実
際
の
聞
き
書
き
の
現
場
に

立
つ
こ
と
は
な
か
な
か
叶
わ
な
か
っ
た
。
聞
き
書
き
は
、
先
に
述

べ
た
震
災
以
前
か
ら
の
同
士
た
ち
や
『
鎮
魂
と
再
生　
東
日
本
大

震
災
・
東
北
か
ら
の
声
１
０
０
』
に
参
加
し
て
く
れ
た
聞
き
手
に

加
え
て
、
東
北
学
院
大
学
の
郭カ

ク

基キ

煥フ
ァ
ン

教
授
（
同
大
経
済
学
部
共
生

社
会
学
科
長
／
同
大
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
所
長
）

を
中
心
と
し
た
チ
ー
ム
が
行
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
メ
ン
バ
ー
が
聞

き
書
き
に
あ
た
る
拠
点
と
し
て
「
東
日
本
大
震
災
在
日
コ
リ
ア
ン

被
災
体
験
聞
き
書
き
調
査
」
を
テ
ー
マ
に
メ
ン
バ
ー
を
集
め
、
私

は
そ
の
代
表
と
な
っ
て
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
郭
教
授
は
六
年
前
、
名
古
屋
か
ら
仙
台
市
の
同
大
へ
。
震
災
前

に
は
仙
台
の
コ
リ
ア
ン
社
会
と
は
あ
ま
り
交
渉
が
な
か
っ
た
が
、

自
ら
が
知
る
西
日
本
の
状
況
と
は
違
う
も
の
を
感
じ
た
。
例
え
ば
、

西
日
本
と
比
較
す
れ
ば
、
地
域
の
コ
リ
ア
ン
社
会
の
組
織
の
規
模

も
小
さ
く
、
活
動
も
盛
ん
と
は
い
え
な
い
。
東
北
の
人
口
そ
の
も

の
が
多
く
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
た
、
大
都
市
が
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
を
思
え
ば
、
地
域
の
コ
リ
ア
ン
社
会
の
規
模
が
小
さ
い
の

は
理
解
で
き
る
が
、
加
え
て
閉
鎖
的
・
排
他
的
と
も
い
わ
れ
る
東

北
の
地
域
社
会
で
生
き
る
た
め
に
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
主
張
よ
り
も
、
地
域
へ
の
同
化
を
選
択
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
の
印
象
を
郭
教
授
は
持
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
東
日
本
大

震
災
が
起
き
た
。
郭
教
授
は
同
大
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
を
拠
点
に
被
災
地
支
援
に
奔
走
、
同
時
に
外
国
人
被
災
者

の
支
援
活
動
に
も
取
り
組
む
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、
い
つ

中
心
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
が
あ
ら
た
め
て
よ
く
わ
か
っ

た
。
東
北
の
地
域
社
会
の
宗
教
的
核
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
本
来
は

お
寺
な
ど
地
域
の
宗
教
施
設
は
、
地
域
が
危
機
に
陥
っ
た
と
き
に

境
内
を
開
放
し
て
炊た

き
出
し
に
あ
た
っ
た
り
、
医
療
な
ど
を
提
供

す
る
場
だ
っ
た
。
東
北
人
の
我
慢
強
さ
を
、
地
域
社
会
の
力
が
支

え
た
。
公
的
な
避
難
所
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
地
域
独
自

の
避
難
所
が
あ
っ
た
か
ら
、
な
ん
と
か
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き

た
。
東
北
人
は
こ
れ
を
誇
っ
て
い
い
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
社
会
は
国
籍
や
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

を
超
え
て
作
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
た

の
が
、
南
三
陸
で
お
ば
あ
さ
ん
を
助
け
た
中
国
か
ら
の
花
嫁
た
ち

で
あ
り
、
女
川
で
中
国
人
研
修
生
を
助
け
た
水
産
加
工
場
の
経
営

者
で
は
な
か
っ
た
か
。
同
様
な
こ
と
が
、
た
と
え
ば
東
南
海
地
震

や
首
都
直
下
型
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
地
域
、
特
に
東
京
な
ど
の
都

市
部
で
可
能
な
の
か
。
東
日
本
大
震
災
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
で
あ

ろ
う
極
度
の
混
乱
の
な
か
で
、
今
回
の
東
北
被
災
地
の
人
た
ち
の

我
慢
強
さ
や
善
意
を
、
地
域
社
会
の
力
を
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
関
東
大
震
災
の
暗
い
記
憶
を
蘇
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
も
東
日
本
大
震
災
下
に
あ
っ
て
、
被
災
を
経
験
し
た
外
国
人

の
記
録
を
残
し
、
そ
れ
を
未
来
に
も
か
な
ら
ず
襲
っ
て
く
る
災
害

に
対
処
す
る
た
め
の
記
憶
と
し
た
い
。
そ
ん
な
思
い
が
い
く
つ
も
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ま
た
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
大
災
害
の
た
め
に
、
外
国
人
被
災
者

の
体
験
の
調
査
・
研
究
が
必
要
と
痛
感
し
た
。
外
国
人
被
災
者
支

援
に
あ
た
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
研
究
者
と
協
力
し
て
、
在
日
コ
リ
ア
ン
を

中
心
に
調
査
を
進
め
な
が
ら
、
私
た
ち
の
聞
き
書
き
に
参
加
し
た
。

　
四
年
を
過
ぎ
て
、
郭
教
授
は
東
北
の
地
域
社
会
の
性
質
が
、
東

日
本
大
震
災
下
の
外
国
人
被
災
者
の
体
験
に
現
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
見
る
。
閉
鎖
的
・
排
他
的
と
と
ら
え
ら
れ
る
側
面
を
持

つ
東
北
の
地
域
社
会
だ
が
、
一
方
で
は
ひ
と
た
び
そ
の
成
員
と
認

識
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
は
保
護
や
互
助
の
対
象
と
な
る
。
長

く
東
北
に
暮
ら
す
在
日
コ
リ
ア
ン
や
結
婚
に
よ
っ
て
こ
の
地
に
暮

ら
す
こ
と
と
な
っ
た
韓
国
人
は
、
そ
の
よ
う
な
地
域
社
会
の
一
員

と
し
て
震
災
を
体
験
し
た
。
平
時
に
は
同
調
圧
力
と
受
け
止
め
ら

れ
か
ね
な
い
地
域
社
会
の
持
つ
あ
る
種
の
〈
負
〉
の
力
が
、
危
機

に
あ
っ
て
〈
正
〉
に
転
じ
た
。
さ
ら
に
、
注
目
を
集
め
た
「
災
害

ユ
ー
ト
ピ
ア
」
的
な
状
況
が
生
ま
れ
、
被
災
者
の
連
帯
が
高
揚
し

た
の
も
与
っ
て
、
そ
れ
が
深
刻
な
差
別
や
孤
立
を
生
ま
な
か
っ
た

要
因
と
な
っ
た
。
郭
教
授
は
ま
た
、
東
北
の
近
代
の
問
題
と
の
関

係
も
指
摘
す
る
。
日
本
近
代
を
「
負
け
組
」
と
し
て
歩
ん
で
き
た

東
北
人
の
地
域
社
会
が
、
ど
の
よ
う
に
在
日
コ
リ
ア
ン
を
、
外
国

人
居
住
者
を
受
け
入
れ
て
き
た
か
。
そ
の
結
果
が
、
今
回
の
在
日

コ
リ
ア
ン
を
は
じ
め
と
し
た
外
国
人
被
災
者
へ
の
対
応
に
影
響
を
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須
田
淑
江
さ
ん
は
三
五
歳
の
と
き
日
本
人
男
性
と
結
婚
。
夫
の

住
む
離
島
、
出い

ず

島じ
ま

へ
や
っ
て
来
た
。
ギ
ン
ザ
ケ
養
殖
の
盛
ん
な
出

島
は
周
囲
一
四
キ
ロ
、
東
日
本
大
震
災
前
の
人
口
が
約
五
〇
〇
人

と
い
う
小
さ
な
島
。
東
日
本
大
震
災
の
津
波
で
ほ
と
ん
ど
の
養
殖

い
か
だ
が
流
さ
れ
、
須
田
家
も
ギ
ン
ザ
ケ
の
ほ
か
ホ
ヤ
と
ホ
タ
テ

の
養
殖
設
備
と
住
ま
い
を
失
っ
た
。
震
災
後
は
女
川
町
の
仮
設
住

宅
に
暮
ら
し
な
が
ら
、
苦
労
の
末
に
出
島
で
の
養
殖
を
再
開
し
た
。

子
供
た
ち
の
た
め
に
も
頑
張
る

須す

田だ

淑よ
し

江え
（
一九
五
八
年
生
ま
れ・
宮
城
県
女
川
町
在
住
）

聞
き
書
き
　
一

与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
の
分
析
で
あ
る
。

　
郭
教
授
の
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
私
た
ち
が
〈
東
北
学
〉
を
通

じ
て
深
め
て
き
た
東
北
へ
の
理
解
と
重
な
る
認
識
が
い
く
つ
も
あ

る
。
大
災
害
は
平
時
に
は
見
え
な
い
そ
の
社
会
の
貌
を
あ
ら
わ
に

す
る
と
さ
ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
地
域
社
会
と
外
国
人

被
災
者
の
問
題
も
ま
た
そ
の
ひ
と
つ
な
の
だ
。
被
災
地
の
在
日
コ

リ
ア
ン
を
中
心
と
し
た
外
国
人
被
災
者
の
体
験
記
録
は
、
こ
れ
か

ら
の
被
災
地
の
外
国
人
被
災
者
へ
の
対
応
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に

あ
る
地
域
社
会
の
素
顔
を
も
ま
た
照
ら
し
出
す
。
と
す
れ
ば
、
東

北
以
外
の
土
地
、
別
の
地
域
で
大
災
害
が
発
生
し
た
と
き
、
地
域

社
会
の
外
国
人
被
災
者
に
な
に
が
起
き
る
の
か
。
今
回
の
東
北
の

在
日
コ
リ
ア
ン
の
経
験
が
、
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
鍵

と
な
る
こ
と
を
願
う
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
国
の
道
を
選
択
し

た
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
を
中
心
と
し
た
人
た
ち
も
ま
た
い
る
。
こ
れ
に

は
福
島
第
一
原
発
事
故
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
原
発
事
故
の
悲

劇
は
い
ま
だ
進
行
中
で
あ
る
。
地
震
・
津
波
の
被
災
と
は
ま
た
別

の
視
点
で
論
じ
る
べ
き
、
大
き
な
問
題
と
し
て
残
る
。

　
私
の
許
に
折
々
に
届
け
ら
れ
た
聞
き
書
き
を
読
ん
で
思
う
の
は
、

予
想
し
て
い
た
こ
と
と
は
い
え
、
語
り
手
各
々
の
背
景
の
多
様
さ

で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
で
東
北
に
定
着

す
る
に
至
っ
た
朝
鮮
半
島
の
人
た
ち
が
、
あ
の
日
の
東
北
に
い
た
。

「
津
波
が
来
た
ら
家
族
で
あ
っ
て
も
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
で
い
い

か
ら
ま
ず
は
逃
げ
ろ
」
と
い
う
「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」
の
教
え
が

注
目
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
瞬
間
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
で
あ
ろ

う
と
外
国
人
で
あ
ろ
う
と
関
わ
り
な
く
、
被
災
か
ら
の
再
起
も
ま

た
「
て
ん
で
ん
こ
」
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
た
人
た

ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
再
起
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
震
災
以
前
の
生
も
ま
た
「
て
ん
で
ん
こ
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
あ
る
一
瞬
あ
ぶ
り
出
す
の
が
災
害
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
「
て
ん
で
ん
こ
」
を
総
体
と
し
て
見
つ
め
て
、
災

害
列
島
の
未
来
へ
の
糧
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
聞
き
手
と
な
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
岩
手
・
宮
城
・
福
島
三
県
の
沿

岸
被
災
地
に
赴
き
、
そ
れ
ぞ
れ
話
し
手
に
対
し
た
。
そ
の
記
録
は

四
年
目
の
三
月
に
ま
ず
は
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
運
び
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
聞
き
書
き
の
取
材
行
の
た
め
に
、
そ
し
て
記
録
の
発
行

の
た
め
に
、
助
成
金
は
使
わ
れ
た
。
四
年
目
を
迎
え
て
ひ
と
区
切

り
で
は
あ
る
が
、
聞
き
書
き
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
。
記
録
の
刊
行

も
続
く
。
あ
の
日
か
ら
四
年
。
東
日
本
大
震
災
は
被
災
地
の
外
で

は
す
で
に
過
去
の
ニ
ュ
ー
ス
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
に
生

き
る
人
た
ち
に
と
っ
て
〈
被
災
〉
は
い
ま
だ
生
々
し
い
日
常
の
現

実
で
あ
る
。
四
年
を
過
ぎ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
被
災
地
の
状
況
は
き

び
し
い
。
と
り
わ
け
福
島
の
状
況
は
深
刻
で
あ
る
。
福
島
第
一
原

発
の
廃
炉
ま
で
見
据
え
れ
ば
、
終
わ
り
は
見
え
な
い
。
私
た
ち
の

聞
き
書
き
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
者
を
相
手
に
さ
ら
に
続
く
。
聞
き

書
き
だ
け
で
な
く
、
映
像
な
ど
も
含
め
た
多
様
な
手
法
に
よ
る
震

災
体
験
は
こ
れ
か
ら
も
記
録
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ

ま
ざ
ま
な
手
法
に
よ
る
東
日
本
大
震
災
の
記
録
は
、
い
ま
私
た
ち

が
残
す
こ
と
の
で
き
る
未
来
へ
の
伝
言
で
あ
る
と
信
じ
た
い
。
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で
私
は
心
配
で
心
配
で
眠
れ
な
か
っ
た
よ
。
会
っ
た
瞬
間
、
涙
が

ボ
ロ
ボ
ロ
。
お
ば
あ
さ
ん
も
一
緒
に
住
ん
で
い
た
ん
だ
け
ど
、
震

災
の
日
は
仙
台
に
い
る
自
分
の
娘
の
と
こ
ろ
に
泊
ま
り
に
行
っ
て

た
か
ら
大
丈
夫
だ
っ
た
。
家
族
全
員
が
無
事
な
の
は
よ
か
っ
た
な
。

　
石
巻
の
避
難
所
で
生
活
し
て
い
る
と
き
、
民
団
宮
城
（
県
地
方

本
部
）
の
団
長
さ
ん
が
避
難
所
に
私
を
捜
し
て
訪
ね
て
来
た
ん
で

す
よ
。
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
食
べ
物
や
物
資
を
い
っ
ぱ
い
持
っ

て
き
て
く
れ
て
す
ご
く
助
か
っ
た
。
そ
の
後
、
四
月
四
日
か
ら
学

校
が
始
ま
る
と
い
う
の
で
、
自
衛
隊
の
ト
ラ
ッ
ク
で
女
川
の
避
難

所
に
引
っ
越
し
た
の
。
女
川
は
学
校
が
一
番
早
く
始
ま
り
ま
し
た
。

女
川
の
子
供
た
ち
、
家
が
流
さ
れ
て
遊
ぶ
場
所
も
な
い
で
し
ょ
う
。

余
震
も
あ
る
し
津
波
の
恐
怖
で
眠
れ
な
い
。
だ
か
ら
学
校
だ
け
は

早
く
再
開
し
て
子
供
た
ち
の
居
場
所
を
作
ろ
う
と
な
っ
た
の
ね
。

　
そ
の
後
、
島
の
人
た
ち
は
男
も
女
も
毎
日
、
島
に
通
っ
て
瓦が

礫れ
き

を
掃
除
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
娘
の
そ
ば
に
い
な
き
ゃ

と
思
っ
て
、た
ま
に
し
か
島
に
行
か
な
か
っ
た
。行
き
た
く
な
か
っ

た
の
。
行
け
ば
悔
し
い
。
島
を
見
て
も
涙
し
か
出
な
い
も
の
。
出

島
に
は
保
育
所
と
女
川
第
四
小
学
校
、
女
川
町
立
女
川
第
二
中
学

校
が
あ
っ
た
け
ど
、
震
災
後
に
は
子
供
が
少
な
く
な
っ
た
か
ら
閉

校
し
ま
し
た
。
子
供
た
ち
は
み
な
町
の
学
校
に
通
っ
て
い
ま
す
。

大
人
は
子
供
の
通
学
を
優
先
す
る
か
ら
、
み
ん
な
町
に
仕
事
を
見

付
け
て
島
を
出
た
ん
で
す
。

　
出
島
の
人
た
ち
は
み
ん
な
お
互
い
の
顔
を
知
っ
て
い
る
の
。
生

ま
れ
た
と
き
か
ら
一
緒
で
、み
ん
な
友
達
。家
族
と
同
じ
。町
だ
っ

た
ら
よ
そ
の
子
が
何
か
悪
い
こ
と
し
て
い
て
も
な
か
な
か
叱
れ
な

い
。
で
も
、
島
な
ら
「
こ
ん
な
こ
と
や
っ
て
駄
目
だ
ろ
う
！
」
っ

て
誰
で
も
は
っ
き
り
言
っ
て
あ
げ
る
よ
。
島
の
子
は
大
人
し
く
て

素
直
。
優
し
い
。
事
件
も
な
い
。
山
の
上
に
あ
る
学
校
ま
で
四
〇

分
は
歩
く
か
ら
朝
早
く
家
を
出
て
、
帰
り
は
お
友
達
と
一
緒
に
寄

り
道
し
な
が
ら
何
時
間
も
か
け
て
帰
る
（
笑
）。
ど
こ
に
行
け
ば

何
が
あ
る
、
何
が
い
る
っ
て
全
部
知
っ
て
い
る
の
。
そ
ん
な
だ
か

ら
、
子
供
た
ち
は
島
の
学
校
に
す
ご
く
思
い
を
残
し
て
い
る
の
ね
。

震
災
で
で
き
な
か
っ
た
卒
業
式
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
子

供
た
ち
の
強
い
希
望
で
、
み
ん
な
で
島
の
学
校
に
帰
っ
て
卒
業
式

を
し
た
ん
で
す
よ
。

　
今
住
ん
で
い
る
の
は
女
川
町
旭
が
丘
の
仮
設
住
宅
。
船
に
乗
っ

て
毎
日
、
出
島
の
養
殖
場
に
通
っ
て
い
ま
す
。
ギ
ン
ザ
ケ
と
ホ
タ

テ
と
ホ
ヤ
の
養
殖
は
震
災
の
年
の
秋
か
ら
再
開
し
ま
し
た
。
十
一

月
に
ギ
ン
ザ
ケ
の
稚ち

魚ぎ
ょ

が
入
っ
て
き
て
、
出
荷
が
三
月
末
か
ら
始

ま
り
、
四
月
か
ら
七
月
が
中
心
。
ホ
タ
テ
の
出
荷
は
七
月
末
か
ら

十
月
ま
で
。
ホ
ヤ
は
三
年
後
じ
ゃ
な
い
と
出
荷
で
き
な
い
の
。
一

〇
人
く
ら
い
の
人
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
で
も
選
別
と

　
出
島
に
韓
国
人
は
私
一
人
で
す
。
故
郷
は
釜プ

山サ
ン

。
仕
事
で
韓
国

と
日
本
を
行
き
来
し
て
い
た
と
き
、
紹
介
し
て
く
れ
る
人
が
い
て

お
父
さ
ん
（
夫
）
と
結
婚
し
て
出
島
に
来
た
の
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん

の
代
か
ら
ギ
ン
ザ
ケ
養
殖
や
っ
て
い
る
家
で
、
お
父
さ
ん
の
代
に

な
っ
て
か
ら
ホ
タ
テ
と
ホ
ヤ
の
養
殖
も
始
め
ま
し
た
。
初
め
て
お

父
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
出
島
に
来
た
と
き
、
海
が
き
れ
い
で
び
っ

く
り
。
私
、
出
島
の
海
に
一ひ

と

目め

惚ぼ

れ
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
釜

山
の
ビ
ー
チ
も
き
れ
い
だ
け
ど
、
出
島
の
海
の
色
は
す
ご
い
。
海

の
底
が
ぜ
ん
ぶ
見
え
る
も
の
。

　
震
災
の
日
は
仙
台
に
い
ま
し
た
。
仙
台
の
ア
パ
ー
ト
で
独
り
暮

ら
し
を
し
て
い
る
高
校
生
の
息
子
と
待
ち
合
わ
せ
て
、
新
し
い
制

服
を
買
う
た
め
に
三
越
で
買
い
物
し
た
の
。
そ
の
帰
り
道
、
さ
く

ら
野
百
貨
店
前
の
バ
ス
停
に
い
た
ら
地
震
が
あ
っ
た
。
看
板
み
た

い
な
大
き
な
も
の
が
目
の
前
に
落
ち
て
き
て
び
っ
く
り
し
て
。
も

う
立
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
コ
ン
ビ
ニ
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
息
子
が

携
帯
の
メ
ー
ル
で
「
お
か
あ
、
津
波
来
た
」
っ
て
教
え
て
く
れ
た
。

そ
の
瞬
間
、
心
臓
が
ド
ク
ン
っ
て
な
っ
た
の
。

　
息
子
と
二
人
で
女お

な

川が
わ

行
き
の
バ
ス
を
待
っ
た
け
ど
、
す
ご
い
行

列
で
乗
れ
な
い
。
次
の
バ
ス
が
来
た
の
が
夕
方
五
時
過
ぎ
。
な
ん

と
か
乗
れ
た
。
で
も
、
仙
台
を
出
る
と
道
路
は
ど
こ
行
っ
て
も
通

行
止
め
。
運
転
手
さ
ん
が「
お
客
さ
ん
た
ち
、ど
う
し
ま
す
か
」っ

て
聞
く
か
ら
、「
同
じ
船
に
乗
っ
た
ん
だ
か
ら
石い

し
の
ま
き巻

ま
で
一
緒
に

行
き
ま
し
ょ
う
。
時
間
か
か
っ
て
も
い
い
」
っ
て
言
い
ま
し
た
。

バ
ッ
ク
し
て
戻
っ
て
、
ま
た
ち
ょ
っ
と
行
く
と
バ
ッ
ク
し
て
。
道

を
探
し
な
が
ら
山
道
を
進
ん
で
、
ぐ
る
ー
っ
と
遠
回
り
。
夜
は
山

の
上
に
バ
ス
を
停
め
て
、
次
の
日
は
バ
ス
会
社
の
車
庫
に
泊
ま
っ

て
。
ま
る
ま
る
二
日
か
け
て
石
巻
の
蛇へ

び

田た

に
あ
る
イ
オ
ン
に
た
ど

り
着
い
た
の
。
そ
こ
で
「
こ
れ
以
上
は
行
け
ま
せ
ん
」
っ
て
降
ろ

さ
れ
た
ん
で
す
。

　
知
り
合
い
の
家
で
お
世
話
に
な
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
お
父
さ

ん
と
小
学
六
年
生
の
娘
を
捜
し
始
め
た
の
。
最
初
の
地
震
が
あ
っ

た
瞬
間
、
出
島
に
い
る
お
父
さ
ん
と
電
話
で
話
し
た
の
よ
。「
娘

を
頼
む
よ
」
っ
て
。
あ
と
は
携
帯
も
繋
が
ら
な
い
。
女
川
は
役
場

も
な
に
も
全
滅
だ
か
ら
、
情
報
が
な
い
。
そ
の
う
ち
「
出
島
の
人

た
ち
は
自
衛
隊
の
ヘ
リ
で
石
巻
に
避
難
し
た
」
と
教
え
て
く
れ
る

人
が
い
た
。
運
ば
れ
た
場
所
は
五
か
所
も
あ
っ
た
か
ら
捜
し
回
っ

た
よ
。
石
巻
の
避
難
所
で
二
人
と
再
会
し
た
の
は
震
災
の
一
週
間

後
で
し
た
。

　
そ
の
日
は
お
父
さ
ん
も
娘
と
再
会
し
た
ば
か
り
。
二
人
は
そ
れ

ぞ
れ
別
の
ヘ
リ
で
連
れ
て
い
か
れ
た
け
ど
、
娘
は
学
校
の
先
生
や

友
達
と
一
緒
だ
っ
た
し
、
島
の
人
た
ち
は
み
ん
な
知
っ
た
顔
だ
か

ら
娘
も
不
安
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
。
で
も
、
二
人
に
会
う
ま
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う
っ
て
決
め
た
の
。
四
カ
月
で
す
っ
か
り
変
わ
り
ま
し
た
。
い
い

勉
強
を
し
た
ね
。
高
校
は
調
理
科
に
い
る
の
よ
。
そ
こ
で
取
れ
る

資
格
は
ぜ
ん
ぶ
取
っ
て
、
卒
業
後
は
一
年
か
二
年
外
で
働
い
た
ら

帰
っ
て
き
て
お
父
さ
ん
を
手
伝
っ
て
ね
と
話
し
て
い
ま
す
。

　
震
災
前
の
女
川
町
は
人
口
約
一
万
二
〇
〇
〇
人
。
今
は
そ
の
半

分
も
い
ま
せ
ん
。
住
所
だ
け
残
し
て
実
際
は
住
ん
で
い
な
い
人
も

多
い
か
ら
、
役
場
で
も
は
っ
き
り
し
た
数
が
把
握
で
き
な
い
み
た

い
。
日
本
で
指
折
り
の
漁
業
の
町
だ
っ
た
の
が
、
そ
れ
が
な
い
ん

だ
も
の
。
冷
凍
施
設
も
加
工
場
も
流
さ
れ
て
。
生
活
が
か
か
っ
て

い
る
若
い
人
は
、
仕
事
が
な
い
か
ら
町
を
出
る
し
か
な
い
。
年
寄

り
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
。

　
出
島
は
も
と
も
と
ギ
ン
ザ
ケ
養
殖
が
盛
ん
だ
け
ど
、
今
の
段
階

で
再
開
し
た
の
は
う
ち
も
含
め
て
三
分
の
一
。
だ
っ
て
設
備
の
修

理
代
が
何
千
万
円
と
い
う
単
位
で
す
よ
。
そ
ん
な
お
金
ど
こ
に
あ

る
の
。
借
金
す
る
し
か
な
い
。
五
年
間
は
返
済
し
な
く
て
い
い
と

し
て
、
結
局
返
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
仕
事
を
再
開
で
き
て
も

こ
れ
か
ら
が
大
変
。
補
助
金
で
は
ど
う
や
っ
て
も
足
り
な
い
。
う

ち
も
二
重
ロ
ー
ン
で
大
変
な
の
。
弁
護
士
に
相
談
し
て
い
る
け
ど
、

ど
う
な
る
か
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
後
ろ
向
い
ち
ゃ
だ

め
。
何
で
も
前
向
き
に
頑
張
る
し
か
な
い
。
震
災
で
神
経
を
使
っ

た
お
か
げ
で
、
ず
い
ぶ
ん
年
を
取
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
タ

バ
コ
の
本
数
が
増
え
た
し
、
一
滴
も
飲
ま
な
か
っ
た
お
酒
も
飲
む

よ
う
に
な
っ
た
。
チ
ュ
ー
ハ
イ
の
小
さ
い
缶
一
本
で
十
分
だ
け
ど
、

そ
れ
が
な
い
と
落
ち
着
か
な
い
の
よ
ね
。

　
震
災
の
す
ぐ
後
は
釜
山
に
い
る
兄
弟
か
ら
「
福
島
の
原
発
も
心

配
だ
、
帰
っ
て
来
い
。
一
年
で
も
二
年
で
も
実
家
に
住
め
ば
い
い
。

何
と
か
な
る
よ
」
と
電
話
で
言
わ
れ
ま
し
た
。
で
も
「
帰
ら
な
い

よ
」
と
断
っ
た
の
。「
気
持
ち
だ
け
あ
り
が
た
く
い
た
だ
き
ま
す
。

嫁
に
来
た
以
上
は
こ
こ
で
お
父
さ
ん
と
一
緒
に
お
墓
に
入
り
ま

す
」
っ
て
。
夏
休
み
に
な
っ
て
か
ら
子
供
た
ち
と
三
人
で
釜
山
に

行
き
ま
し
た
。
家
族
や
親
戚
に
元
気
な
顔
を
見
せ
て
、
一
緒
に
食

事
し
て
、
と
に
か
く
忙
し
か
っ
た
。
み
な
す
ご
く
喜
ん
で
く
れ
た

け
ど
、
一
〇
日
間
も
い
た
の
に
ビ
ー
チ
に
も
行
け
な
く
て
、
子
供

た
ち
は
ブ
ー
ブ
ー
不
満
を
言
っ
て
ま
し
た
よ
（
笑
）。

　
健
康
が
一
番
だ
よ
ね
。
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
も
駄
目
な
と
き
は

…
…
ま
あ
そ
の
と
き
は
そ
の
と
き
。
何
と
か
な
る
で
し
ょ
。
私
、

子
供
た
ち
か
ら
い
っ
ぱ
い
パ
ワ
ー
を
も
ら
っ
て
い
る
も
の
。
子
供

た
ち
は
宝
物
。
な
ん
ぼ
疲
れ
て
も
、
子
供
た
ち
の
こ
と
を
考
え
れ

ば
頑
張
れ
る
。
子
供
た
ち
の
前
で
は
暗
い
顔
し
た
く
な
い
。
辛
い

と
は
言
い
た
く
な
い
。
だ
け
ど
、
子
供
た
ち
は
全
部
わ
か
っ
て
る

ん
で
す
よ
。
あ
の
子
た
ち
は
意
外
と
広
い
視
野
を
持
っ
て
る
の
。

例
え
ば
、
前
は
何
で
も
欲
し
い
も
の
を
買
っ
て
も
ら
え
る
何
不
自

水
揚
げ
、
あ
と
ホ
タ
テ
の
稚
貝
が
北
海
道
か
ら
来
て
耳み

み

吊づ

り
の
作

業
を
す
る
と
き
は
も
っ
と
増
え
る
ね
。

　
震
災
後
に
初
出
荷
し
た
ギ
ン
ザ
ケ
は
、
質
は
す
ご
く
い
い
の
に

ダ
メ
だ
っ
た
。
大
赤
字
。
福
島
の
原
発
事
故
の
影
響
で
売
れ
な
い

の
。
今
は
水
揚
げ
し
た
ら
国
に
売
っ
て
保
障
を
も
ら
う
か
た
ち
。

自
分
た
ち
で
売
る
よ
り
金
額
が
少
な
い
け
ど
、
こ
の
保
障
が
な
い

と
本
当
に
無
理
。
だ
け
ど
負
け
た
く
な
い
。
頑
張
り
た
い
。

　
お
ば
あ
さ
ん
は
ず
っ
と
仙
台
の
お
義
姉
さ
ん
の
家
。
震
災
以
来
、

出
島
に
も
女
川
に
も
来
て
い
ま
せ
ん
。
仮
設
住
宅
は
四
畳
半
が
二

つ
だ
け
で
狭
い
っ
て
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
な
っ

た
島
を
見
せ
た
く
な
い
。
お
ば
あ
さ
ん
は
戻
っ
て
こ
な
く
て
い
い

ん
で
す
。
私
た
ち
、
震
災
を
思
い
出
す
と
力
が
抜
け
て
し
ま
っ
て

何
も
で
き
な
い
の
。
前
向
き
に
な
ら
な
い
と
何
も
で
き
な
い
よ
。

子
供
た
ち
の
将
来
を
考
え
て
頑
張
ら
な
き
ゃ
っ
て
言
い
聞
か
せ
て

い
る
。
で
も
同
時
に
、あ
ま
り
頑
張
っ
て
は
駄
目
か
な
、と
も
思
っ

た
り
も
す
る
。
震
災
の
と
き
は
い
っ
ぺ
ん
に
一
〇
キ
ロ
く
ら
い
痩

せ
ち
ゃ
っ
た
し
。

　
こ
う
や
っ
て
話
し
て
い
て
も
涙
が
出
て
く
る
。
ほ
ん
と
は
震
災

の
こ
と
喋し

ゃ
べ

り
た
く
な
い
ん
だ
よ
ね
。
胸
に
し
ま
い
こ
ん
で
お
き
た

い
。
喋
れ
ば
悔
し
い
し
、
誰
も
責
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
…
…
。

た
ぶ
ん
震
災
に
遭
っ
た
人
た
ち
は
同
じ
思
い
だ
と
思
う
。
口
に
は

出
さ
な
い
け
ど
も
、
死
ぬ
ま
で
忘
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　
子
供
た
ち
も
家
で
は
こ
の
話
題
に
あ
ま
り
ふ
れ
な
い
け
ど
、
学

校
で
は
震
災
に
関
わ
る
活
動
を
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
ま
す
よ
。
支

援
し
て
く
れ
た
人
た
ち
に
お
礼
の
挨
拶
し
た
り
、
募
金
を
学
校
や

町
の
た
め
に
使
う
活
動
を
し
た
り
。
修
学
旅
行
で
東
京
に
行
っ
た

と
き
は
外
国
の
新
聞
記
者
の
前
で
話
を
し
ま
し
た
。
子
供
た
ち
は

震
災
の
後
、
急
に
大
人
に
な
っ
た
ね
。
将
来
の
希
望
を
き
ち
ん
と

持
っ
て
、
気
持
ち
が
強
く
な
っ
た
。
こ
の
あ
い
だ
石
巻
地
区
の
中

学
生
の
弁
論
大
会
を
聞
き
に
行
っ
た
ん
だ
け
ど
、
涙
が
出
ま
し
た
。

娘
も
震
災
の
こ
と
、
出
島
の
こ
と
を
話
し
て
優
秀
賞
を
も
ら
っ
た
。

あ
の
体
験
を
通
し
て
い
ろ
ん
な
人
と
会
っ
た
り
し
た
か
ら
か
な
。

人
の
前
で
考
え
を
発
表
す
る
な
ん
て
苦
手
だ
っ
た
子
も
、
堂
々
と

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
息
子
は
地
震
で
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
、
高
校
を
四
カ
月
休
ん
だ

の
。
学
校
や
め
て
お
父
さ
ん
の
仕
事
を
手
伝
う
、
そ
う
じ
ゃ
な
け

れ
ば
就
職
す
る
っ
て
。
親
を
助
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
考
え
た
ん

で
し
ょ
う
。
土
木
工
事
の
仕
事
を
し
た
り
住
込
み
で
働
い
た
り
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
り
、い
ろ
ん
な
経
験
を
し
た
。給
料
は
ち
ゃ

ん
と
私
に
く
れ
ま
し
た
。
お
金
の
価
値
も
わ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
そ
し
て
大
学
を
出
て
も
就
職
が
厳
し
い
の
に
、
高
校
中

退
じ
ゃ
も
っ
と
難
し
い
と
思
っ
た
み
た
い
。
ち
ゃ
ん
と
卒
業
し
よ
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の
」 

っ
て
言
う
か
ら
、 「
う
ん
大
丈
夫
、 

大
丈
夫
」 

っ
て
答
え
た
。 

で
も
、 

な
か
な
か
揺
れ
が
止
ま
ら
な
く
て
ね
、 

ど
う
し
よ
う
か
な

あ
と
思
い
な
が
ら
も
、 

お
っ
か
な
く
て
裸
足
で
立
っ
た
ま
ん
ま
一

歩
も
外
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
。 

　
地
震
が
収
ま
っ
て
か
ら
裏
の
堤
防
に
上
が
っ
た
の
。
う
ち
の
す

ぐ
後
ろ
を
閉へ

伊い

川が
わ

と
近ち

内な
い

川が
わ

が
流
れ
て
い
る
ん
で
す
。
川
の
水
が

シ
ャ
ー
ッ
と
引
い
て
、 「
大
変
だ
、 

お
っ
き
い
津
波
が
来
る
ん
で

な
い
か
な
」 

と
思
っ
た
。
登の

ぼ
り

別べ
つ

温
泉
に
行
っ
た
と
き
、
お
湯
が
湧

い
て
る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
あ
る
ん
だ
け
ど
、 

あ
れ
の
ご
と
く
下

か
ら
水
が
湧
い
て
く
る
ん
だ
っ
け
よ
、 

ボ
コ
ボ
コ
、 

ボ
コ
ボ
コ
っ

て
。
ま
ず
引
い
て
い
っ
て
、 

そ
れ
か
ら
モ
ク
モ
ク
と
お
が
っ
て
。

速
い
の
ね
、 

時
間
に
す
れ
ば
ほ
ん
の
何
分
間
な
の
。
川
に
船
は
上

が
っ
て
く
る
わ
、 

屋
根
は
流
れ
て
押
し
寄
せ
て
く
る
わ
、 

水
は
ど

ん
ど
ん
増
え
て
あ
と
八
〇
セ
ン
チ
上
が
れ
ば
こ
こ
も
終
わ
り
だ
っ

た
。
ギ
リ
ギ
リ
だ
っ
た
ね
。
あ
と
一
回
大
き
い
の
が
来
た
ら
う
ち

も
流
さ
れ
た
。 

　
結
局
、 

避
難
所
に
は
行
か
ず
家
に
い
ま
し
た
。
知
り
合
い
の
人

た
ち
に
も
泊
ま
っ
て
も
ら
っ
て
。
一
階
の
お
店
の
ス
ペ
ー
ス
で
、 

テ
ー
ブ
ル
の
間
な
ん
か
に
蒲
団
や
毛
布
を
敷
い
て
み
ん
な
で
ご
ろ

寝
し
ま
し
た
。 

家
族
も
含
め
、
多
い
と
き
で
一
〇
人
く
ら
い
が

一
週
間
こ
こ
で
生
活
し
た
の
。 

　

う
ち
は
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
だ
か
ら
ガ
ス
は
大
丈
夫
だ
っ
た
け
ど
、 

電
気
が
二
日
半
く
ら
い
止
ま
っ
た
。
電
気
で
井
戸
水
を
汲
み
上
げ

る
自
家
水
道
な
の
で
停
電
だ
と
水
も
出
な
い
の
ね 

若
い
人
た
ち

が
茶
碗
な
ど
を
洗
う
水
を
山
へ
汲
み
に
行
っ
て
、 

飲
み
水
は
隣
の

水
道
の
蛇
口
か
ら
汲
ん
で
き
て
溜
め
て
使
っ
て
。 

　
そ
の
こ
ろ
味
噌
が
な
く
な
っ
て
ね
。
友
達
が 

「
お
ら
ほ
の
母
さ

ん
が
田
舎
に
味
噌
を
頼
む
っ
け
よ
」
っ
て
言
う
か
ら
連
絡
し
て
も

ら
っ
た
ら
、 

一
キ
ロ
な
の
か
何
な
の
か
六
〇
〇
〇
円
だ
っ
て
。
と

ん
で
も
な
い
よ
。
だ
か
ら
断
っ
て
。
そ
し
た
ら
、 

仮
設
に
い
る
人

が
持
っ
て
き
て
く
れ
た
の
で
、 

そ
の
味
噌
で
お
味
噌
汁
を
作
っ

た
。 

　
雪
は
降
る
し
さ
あ
、 

寒
か
っ
た
も
ん
ね
。
み
ん
な
に
温
か
い
の

食
べ
さ
せ
た
く
て
。
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
仕
事
し
て
い
る
人
た
ち

に
は
弁
当
も
持
た
せ
た
の
ね
。
お
に
ぎ
り
だ
と
冷
め
る
し
、 

ど
う

せ
冷
た
く
な
る
な
ら
ち
ら
し
寿
司
は
ど
う
か
な
と
思
っ
て
、 

冷
凍

庫
に
入
っ
て
い
た
も
の
を
使
っ
て
ち
ら
し
を
作
っ
て
。
と
に
か
く
、 

寒
く
て
ね
え
。
仕
事
し
て
い
る
人
た
ち
が
可
哀
想
で
。
み
ん
な
毎

日
長
靴
履
い
て
歩
い
て
、 

人
捜
し
と
か
を
し
て
い
た
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
息
子
は
お
水
と
お
菓
子
な
ん
か
を
リ
ュ
ッ
ク
さ
入
れ
て
避
難

所
を
ま
わ
っ
た
の
。
そ
し
て
知
っ
て
る
人
や
、 

う
ん
と
年
取
っ
た

人
た
ち
を
見
つ
け
た
ら
家
さ
連
れ
て
き
た
。
私
も
自
転
車
で
避
難

CHEONGHAK

　

宮
古
市
内
で
焼
肉
店 

「
永え

い

同ど
う

園え
ん

」 

を
営
む
朴
日
順
さ
ん
は
在
日

二
世
。 

震
災
後
は
家
族
五
人
に
加
え
て
知
り
合
い
な
ど
も
店
に

寝
泊
ま
り
さ
せ
て
共
同
生
活
を
送
り
な
が
ら
、 

復
旧
工
事
に
当
た

る
人
た
ち
の
た
め
に
炊
き
出
し
を
行
っ
た
。 

震
災
か
ら
わ
ず
か

一
〇
日
後
に
は
店
を
再
開
。 

多
く
の
人
々
に
温
か
い
食
事
を
提

供
し
て
喜
ば
れ
た
。

　
地
震
が
来
た
と
き
店
に
は
私
一
人
だ
っ
た
の
。
ガ
ス
は
揺
れ
る

と
自
動
で
消
え
る
か
ら
、 

と
に
か
く
ス
ト
ー
ブ
を
消
し
て
テ
レ
ビ

を
消
し
て
。
玄
関
の
戸
を
開
け
て
、 

裸
足
の
ま
ま
ず
っ
と
そ
こ
に

摑つ
か

ま
っ
て
た
っ
た
。 

そ
の
と
き
隣
の
お
母
さ
ん
が
来
て
、 「
高
台

に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
連
れ
て
く
け
ど
、 

お
ば
ち
ゃ
ん
大
丈
夫
な

今
が
い
ち
ば
ん
幸
せ
だ
ね

朴ボ
ク

日ニ
チ

順ジ
ュ
ン（

一九
三
五
年
生
れ・
岩
手
県
宮
古
市
在
住
）

聞
き
書
き
　
二

由
な
い
暮
ら
し
だ
っ
た
。
そ
れ
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
、
私
に
す

ぐ
何
か
文
句
を
言
っ
て
き
た
。
で
も
今
は
甘
い
は
思
い
は
な
く

な
っ
て
、
文
句
も
言
わ
な
い
。
震
災
に
遭
っ
て
い
な
い
子
供
よ
り

一
歩
早
く
大
人
に
な
っ
た
感
じ
か
な
。
親
や
周
り
の
大
人
た
ち
を

毎
日
見
て
い
る
か
ら
、
震
災
を
経
験
し
た
子
は
き
っ
と
強
い
大
人

に
な
れ
る
気
が
す
る
の
。

　
や
っ
ぱ
り
家
族
が
い
る
っ
て
す
ご
い
こ
と
ね
。
私
、
子
供
が
い

な
け
れ
ば
養
殖
の
再
開
を
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
他
の
お

父
さ
ん
お
母
さ
ん
だ
っ
て
、
お
子
さ
ん
が
い
な
か
っ
た
ら
強
い
気

持
ち
を
持
て
な
い
と
思
う
。
家
族
一
人
で
も
失
っ
た
ら
き
っ
と
違

う
も
の
。
周
り
に
は
家
族
を
失
っ
た
人
い
っ
ぱ
い
い
る
の
。
そ
の

人
た
ち
と
は
震
災
の
話
、
家
族
の
話
、
し
ゃ
べ
れ
な
い
。
言
え
ば

お
互
い
泣
く
か
ら
、
た
だ
温
か
い
気
持
ち
で
接
す
る
し
か
な
い
よ
。

　
そ
う
そ
う
、
う
ち
の
お
父
さ
ん
も
変
わ
っ
た
の
よ
。
も
と
も
と

喋
ら
な
い
人
だ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
震
災
後
は
自
分
か
ら
話
し
か

け
て
、
子
供
た
ち
と
も
よ
く
喋
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
は
仕
事
の

こ
と
し
か
頭
に
な
か
っ
た
の
が
、
変
わ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

　
自
分
が
被
災
し
た
か
ら
じ
ゃ
な
く
て
、
日
本
の
全
国
民
に
は
三

月
十
一
日
の
震
災
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
よ
。
忘

れ
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
。
日
本
は
地
震
の
多
い
国
な
の
で
、
こ

れ
か
ら
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
他
の
地
方
で
大
き
な
地
震
が

起
き
た
ら
、助
け
に
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
。お
互
い
に
手
を
取
っ

て
助
け
合
わ
な
い
と
駄
目
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

 

［
二
〇
一
二
年
十
二
月
二
十
五
日　

聞
き
手
／
千
葉
由
香
］
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な
っ
て
降
り
た
ん
だ
っ
て
。
田
舎
の
家
さ
駆
け
込
ん
で
泊
め
て
も

ら
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
そ
の
家
の
お
婆
さ
ん
が
で
っ
か
い
ザ
ル
に

芋
を
炊
い
て
、「
こ
れ
を
食
べ
な
さ
い
」 

っ
て
言
っ
て
く
れ
た
ら

し
い
ん
だ
け
ど
、 

母
親
は
日
本
語
が
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
ま

る
で
、「
今
お
め
え
を
殺
す
ん
だ
」 

っ
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

感
じ
が
し
て
、 

お
っ
か
な
く
て
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
っ
て 

（
笑
）。 

　

父
親
が
日
本
に
来
た
の
は
、 

そ
の
よ
っ
ぽ
ど
前
で
な
い
か
な
。

父
親
の
生
い
立
ち
は
全
然
聞
い
た
こ
と
が
な
く
て
、 

う
ち
の
旦
那

が
父
親
と
話
し
た
と
き
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
喋
っ
た
の
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
く
ら
い
。
俺
は
誰
も
兄
弟
が
い
な
い
と
か
、 

一
人
ぼ
っ
ち

だ
か
ら
日
本
さ
来
た
と
か
話
し
て
た
。
私
は
母
親
に
も 

「
オ
ン
マ

に
兄
弟
は
い
な
い
の
？　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
ど
う
し
て
る
の
？
」 

と
か
小
さ
い
と
き
尋
ね
た
こ
と
は
あ
る
ん
だ
け
ど
、 

妹
が
い
る

よ
、 

と
か
言
う
だ
け
で
、 

詳
し
い
こ
と
は
絶
対
言
わ
な
か
っ
た
。 

　
新に

い

里さ
と

村む
ら

（
現
・
宮み

や

古こ

市し

） 

の
蟇ひ

き

目め

に
住
ん
で
い
た
と
き
、 

父
親

は
大
川
に
行
く
途
中
の
押お

し

角か
ど

と
い
う
と
こ
ろ
で
鉄
道
の
ト
ン
ネ
ル

工
事
の
仕
事
を
し
て
い
た
の
。
今
み
た
い
に
道
具
が
あ
る
わ
け
で

な
い
し
、 

穴
を
も
ん
で
発は

っ

破ぱ

を
か
け
て
、 

そ
し
て
砕
い
た
石
を
ト

ロ
ッ
コ
に
積
ん
で
持
ち
出
し
て
た
。
こ
こ
の
ト
ン
ネ
ル
の
中
で
死

亡
し
た
人
は
み
ん
な
韓
国
人
だ
っ
て
。「
何
万
人
も
亡
く
な
っ
た

ん
だ
よ
、 

盛
岡
か
ら
宮
古
ま
で
の
枕
木
一
本
ず
つ
に
韓
国
人
が

眠
っ
て
る
」
っ
て
、 

よ
く
父
親
は
お
酒
飲
む
と
涙
こ
ぼ
し
て
言
っ

て
た
。
普
段
は
飯
場
に
泊
ま
っ
て
、 

給
料
が
出
た
と
き
だ
け
帰
っ

て
き
た
の 

（
笑
）。
当
時
は
周
り
に
韓
国
人
が
い
っ
ぱ
い
い
た
っ

た
よ
。
蟇
目
に
も
い
た
っ
た
し
、
あ
と
は
和わ

井い

内な
い

と
か
刈か

り

屋や

（
共

に
旧
・
新
里
村
） 

に
も
。
今
は
も
う
い
な
い
の
。
宮
古
に
も
い
な

い
も
の
。 

　
戦
時
中
は
ね
、 

釜
石
の
艦
砲
射
撃
も
あ
っ
た
け
ど
宮
古
も
何
遍

か
爆
弾
が
落
ち
た
ん
だ
よ
。
す
ご
い
音
だ
っ
た
も
の
。
蟇
目
に
い

て
も 

「
ド
ン
！　

ド
ン
！
」 

っ
て
空
襲
の
音
が
聞
こ
え
た
っ
た
。

母
親
が
縫
っ
た
防
空
頭
巾
を
被
っ
て
、
煎
り
豆
を
袋
に
入
れ
て
水

を
瓶
に
詰
め
て
、
空
が
見
え
な
い
よ
う
な
暗
い
山
の
中
に
行
っ
て
、

「
こ
こ
に
じ
っ
と
し
て
ろ
」 

っ
て
、
母
親
が
ね
。 

　
蟇
目
で
母
親
は
小
さ
な
畑
を
作
っ
て
た
。
そ
こ
に
し
ゃ
が
ん
で

草
を
む
し
り
な
が
ら
歌
を
歌
う
の
。
祖
国
を
思
い
出
し
て
自
分
で

作
っ
た
歌
を
、 

鼻
歌
み
た
い
に
ね
。
内
容
は
覚
え
て
な
い
ん
だ
け

ど
、
ウ
リ
マ
ル （
母
国
語
） 

で
、 

涙
こ
ぼ
し
な
が
ら
。 

私
は
子
供

心
に
、
じ
っ
と
聴
い
た
っ
た
の
さ
。
草
む
し
り
な
が
ら
ハ
ミ
ン
グ

の
よ
う
に
歌
う
様
子
は
、 

頭
の
す
み
に
ど
っ
か
残
っ
て
る
。
あ
あ
、

や
っ
ぱ
り
自
分
の
国
っ
て
こ
う
い
う
も
の
な
の
か
な
っ
て
思
い
ま

し
た
。 
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所
に
行
っ
て
、
お
つ
ゆ
と
ご
飯
だ
け
だ
け
ど
、 

熱
い
の
食
べ
さ
せ

る
か
ら
、
来
て
ご
飯
食
べ
て
ち
ょ
う
だ
い
っ
て
誘
っ
て
歩
い
て
ね
。 

　

お
店
は
震
災
後
一
〇
日
く
ら
い
で
開
け
ま
し
た
。
息
子
は

「
え
ー
、 
こ
ん
な
と
き
に
店
開
け
ん
の
」 

っ
て
言
う
か
ら
、「
ど
こ

さ
行
っ
て
、 
何
を
貰
っ
て
食
べ
ん
の
？
」 

っ
て
答
え
た
の
。
米
も

何
も
な
い
し
、 
金
も
な
い
し
。
稼
が
な
い
と
自
分
の
口
さ
も
入
る

も
の
が
ね
え
ん
だ
よ
っ
て
。
炊
き
出
し
だ
っ
て
毎
日
三
〇
人
分

作
っ
て
食
べ
さ
せ
て
で
し
ょ
。
家
族
五
人
で
も
ゆ
る
く
な
い
の
に
、 

こ
れ
じ
ゃ
ダ
メ
だ
っ
て
。
米
く
だ
さ
い
っ
て
歩
く
わ
け
に
も
い
か

な
い
し
、 

だ
か
ら
明
日
か
ら
店
や
る
っ
て
。 

　
は
じ
め
、 

私
は
丼
を
五
〇
個
と
か
一
〇
〇
個
と
か
作
っ
て
無
料

で
食
べ
さ
せ
る
か
な
と
考
え
た
の
。
そ
し
た
ら
友
達
が
、 

そ
う
い

う
こ
と
し
た
ら
ま
た
大
変
に
な
る
、 

い
く
ら
で
も
い
い
か
ら
お
金

を
貰
っ
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
っ
て
言
う
の
。
だ
か
ら
、 「
焼
い
た

肉
を
ご
飯
に
の
っ
け
た
肉
丼
に
し
て
、 

お
味
噌
汁
と
キ
ム
チ
を
付

け
た
ら
ど
う
か
な
、 

何
ぼ
で
出
し
た
ら
い
い
？
」 

っ
て
相
談
し

て
、 

五
〇
〇
円
と
決
め
た
の
ね
。
さ
っ
そ
く
そ
の
友
達
が
自
分
の

家
さ
行
っ
て
、 

コ
ン
パ
ネ
切
っ
て 

「
丼
五
〇
〇
円
」 

と
書
い
て
看

板
を
作
っ
て
立
て
て
く
れ
た
。
最
初
そ
の
人
は
、 

肉
丼
と
味
噌
汁

と
キ
ム
チ
だ
け
だ
と
思
っ
た
ん
だ
っ
て
。
だ
け
ど
私
は
そ
こ
に
お

か
ず
を
二
つ
付
け
た
の
よ
。
丼
は
バ
ラ
肉
一
〇
〇
グ
ラ
ム
を
七
枚

か
八
枚
に
切
っ
て
並
べ
た
わ
け
さ
。
中
に
は
八
個
だ
と
か
一
〇
個

だ
と
か
持
ち
帰
る
お
客
さ
ん
も
い
て
ね
。 

帰
り
に
も
ま
た
来
て

く
れ
た
り
し
て
。
そ
れ
で
な
ん
と
か
か
ん
と
か
私
た
ち
も
ご
飯
食

べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
本
当
に
こ
の
肉
丼
に
は
拝
ん
で
も
い
い
く
ら
い
助
け
ら
れ
た
な

あ
。
肉
丼
が
な
い
と
大
変
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
と
き
こ
そ
、 

助
け

た
り
助
け
ら
れ
た
り
し
な
き
ゃ
と
思
っ
て
、 

私
も
で
き
る
だ
け
の

こ
と
を
尽
く
し
た
の
。 

　

日
本
で
生
ま
れ
た
日
順
さ
ん
。
両
親
は
朝
鮮
半
島
の
慶キ

ョ
ン

尚サ
ン

南ナ
ム

道ド

出
身
だ
が
、 

詳
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
。 

そ
れ
で
も
少
し
耳
に
し
た
両
親
の
話
や
、
日
順
さ
ん
自
身
の
少
女

時
代
の
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
た
。 

　
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
岩
手
に
住
ん
で
い
ま
す
。
父
親
と
母

親
は
慶
尚
南
道
の
出
身
で
、 

母
親
が
一
三
歳
の
と
き
に
父
親
と
結

婚
し
た
。
父
親
は
仕
事
で
日
本
中
を
あ
ち
こ
ち
歩
い
て
い
て
、 

母

親
は
朝
鮮
半
島
と
日
本
を
行
き
来
し
て
い
た
み
た
い
。 

　
私
が
生
ま
れ
た
の
は
、 

母
が
八は

ち
の
へ戸

あ
た
り
の
現
場
に
い
る
父
の

と
こ
ろ
さ
行
く
途
中
だ
っ
た
ん
で
な
い
か
な
。
妊
娠
し
て
い
た
母

親
が
一
人
で
引
っ
越
し
て
い
く
途
中
、 

汽
車
の
中
で
お
腹
が
痛
く
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結
婚
し
て
子
供
が
三
人
生
ま
れ
た
ん
だ
け
ど
、 

お
盆
も
正
月
も

晴
れ
着
の
一
枚
も
買
っ
て
や
れ
な
か
っ
た
。 

旦
那
は
土
木
の
仕

事
を
し
て
い
て
、 

胴
巻
き
に
金
入
れ
て
飲
ん
だ
り
食
っ
た
り
歩
い

て
た
ん
だ
け
ど
ね
。 

だ
か
ら
私
は
観
念
し
て
、 「
お
店
を
や
っ
て

み
た
い
」 

と
話
を
し
た
の
。 

そ
し
た
ら
黙
っ
て
口
も
聞
い
て
く

れ
な
い
。 

私
も
何
も
言
わ
な
い
ま
ん
ま
だ
っ
た
ら
、 

一
カ
月
く

ら
い
し
て
か
ら
か
な
、 「
そ
う
言
う
な
ら
や
っ
て
み
ろ
、 

そ
の
代

わ
り
金
は
な
い
よ
」 

と
。 

当
時
私
は
パ
チ
ン
コ
の
景
品
交
換
の

仕
事
を
し
て
た
か
ら
、 

そ
の
お
金
を
貯
め
て
焼
肉
屋
を
始
め
た

の
。 

　
開
店
し
た
の
は
昭
和
四
八 （
一
九
七
三
） 

年
。 

宮
古
の
街
中
に

店
舗
を
借
り
て
三
年
や
っ
た
後
、 

今
の
店
を
建
て
た
。 

お
店
は

流は

行や

っ
た
よ
。
そ
れ
で
子
供
を
仙
台
の
朝
鮮
学
校
に
通
わ
せ
る
こ

と
も
で
き
た
の
。
旦
那
は
家
に
お
金
を
入
れ
な
い
人
で
ね
、 

家
を

建
て
た
の
も
私
。
土
地
は
仕
事
用
に
旦
那
が
買
っ
た
も
の
だ
け
ど
、 

家
は
私
が
建
て
た
ん
だ
よ
。 

　
旦
那
は
六
時
に
起
き
て
仕
事
に
行
く
の
で
、
弁
当
包
ん
で
出
し

て
や
ん
な
い
と
な
ん
な
い
。
私
は
夜
ま
で
店
を
し
て
い
る
か
ら
、 

寝
る
暇
が
な
い
の
。
息
子
を
お
ん
ぶ
っ
た
ま
ま
、 

座
布
団
を
二
つ

に
折
っ
た
の
を
テ
ー
ブ
ル
に
乗
っ
け
て
枕
に
し
て
寝
た
ん
だ
。
蒲

団
さ
寝
て
し
ま
え
ば
起
き
れ
な
い
と
思
っ
て
。 

　

旦
那
は
昔
の
人
で
難
し
い
人
だ
っ
た
。 

酔
っ
払
え
ば
手
を
あ

げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
。
今
の
人
た
ち
は
自
分
の
旦
那
に
、 「
あ

ん
た
、
こ
う
や
っ
て
、
あ
あ
や
っ
て
」 

と
も
の
を
言
う
で
し
ょ
う
。

も
し
私
が
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
、
天
井
も
な
く
な
る
よ
。
子
供
た

ち
が
み
ん
な
お
父
さ
ん
に
似
な
く
て
よ
か
っ
た
な
。
お
酒
を
飲
ん

で
も
み
ん
な
朗
ら
か
だ
し
。 

　
店
の
名
前
は
永
同
園
。
旦
那
の
出
身
が
忠チ

ュ
ン

清チ
ョ
ン

北ブ
ッ

道ド

永ヨ
ン

同ド
ン

郡
な
の

よ
。 

旦
那
は
一
九
歳
の
と
き
に
徴
用
で
朝
鮮
半
島
か
ら
引
っ
張

ら
れ
て
き
た
の
。
お
姉
さ
ん
が
一
人
と
お
兄
さ
ん
が
四
人
い
る
。

四
二
年
ぶ
り
に
旦
那
を
連
れ
て
韓
国
に
行
っ
た
と
き
に
、 

嫂あ
に
よ
めさ

ん

た
ち
が
い
ろ
ん
な
話
を
し
て
く
れ
た
ん
だ
け
ど
、
旦
那
は
し
ま

い
っ
こ 

（
末
子
） 

で
ね
。
お
母
さ
ん
が
早
く
に
亡
く
な
っ
た
か
ら
、 

一
番
上
の
お
兄
さ
ん
の
お
嫁
さ
ん
が
自
分
の
子
供
と
一
緒
に
育
て

て
く
れ
た
ん
だ
っ
て
。 

片
方
の
お
っ
ぱ
い
は
自
分
の
子
供
さ
、 

も
う
片
方
の
お
っ
ぱ
い
は
お
ら
ほ
の
旦
那
さ
飲
ま
せ
て
ね
。 

　
旦
那
が
徴
用
さ
れ
る
日
は
、 

す
ご
い
土ど

砂し
ゃ

降ぶ

り
だ
っ
た
ん
だ
っ

て
。
戸
を
開
け
た
ら
水
が
溢あ

ふ

れ
て
入
っ
て
く
る
よ
う
な
と
こ
ろ
を
、 

ワ
ラ
で
編
ん
だ
ミ
ノ
を
被
っ
て
引
っ
張
ら
れ
て
い
く
姿
が
目
に

映
っ
て
、
い
つ
も
ど
う
し
て
る
の
か
と
気
に
な
っ
て
た
っ
て
、
嫂

さ
ん
が
涙
流
し
な
が
ら
話
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、 

戦
後
、
向

こ
う
で
は
ア
メ
リ
カ
人
の
進
駐
軍
み
た
い
の
が
い
ば
っ
て
、
ご
飯

　
妹
が
生
ま
れ
て
三
カ
月
く
ら
い
の
と
き
か
な
。
母
親
が
妹
を
お

ん
ぶ
っ
て
オ
ム
ツ
を
干
し
て
る
と
き
、
ふ
っ
飛
ん
で
き
た
馬
に
蹴

ら
れ
て
骨
は
折
る
わ
、 

頭
は
打
つ
わ
で
、
も
う
駄
目
だ
っ
て
言
わ

れ
た
の
。
馬
車
で
病
院
に
連
れ
て
行
っ
た
け
ど
、 

長
く
寝
込
ん
で

し
ま
っ
た
。
今
だ
っ
た
ら
病
院
設
備
が
い
い
か
ら
そ
ん
な
こ
と
な

い
ん
だ
ろ
う
け
ど
。
だ
か
ら
妹
は
私
が
お
ん
ぶ
っ
て
ね
。
米
粉
を

茶
碗
さ
う
る
か
し
て
キ
レ
イ
に
洗
っ
て
、
擂す

り
鉢
で
擂す

っ
て
ミ
ル

ク
に
し
て
ね
、
砂
糖
な
の
か
サ
ッ
カ
リ
ン
な
の
か
を
ち
ょ
こ
っ
と

入
れ
て
哺
乳
瓶
で
飲
ま
せ
た
。 

　
そ
ん
な
だ
っ
た
か
ら
、
学
校
に
は
あ
ま
り
行
け
な
か
っ
た
。
父

親
は
昔
人
で
、
女
の
子
は
学
校
さ
行
か
な
く
て
も
い
い
っ
て
い
う

考
え
だ
っ
た
し
、 

行
け
ば
い
じ
め
ら
れ
る
し
。
掃
除
洗
濯
炊
事
を

し
て
、 

父
親
の
飯
場
に
付
い
て
っ
て
ご
飯
を
炊
い
た
り
も
し
た
か

ら
、 

学
校
に
は
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
な
い
の
。
自
分
が
勉
強
し
な
い

分
、 

妹
と
弟
だ
け
は
勉
強
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
。
母
親
は
寝
た
り

起
き
た
り
。
起
き
て
も
眩め

ま
い暈

が
し
て
あ
ま
り
動
け
な
か
っ
た
。 

母
を
助
け
る
た
め
に
私
が
一
番
犠
牲
に
な
っ
た
の
。
父
親
は
六
一

歳
で
母
親
は
七
九
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。 

　

一
八
歳
で
日
順
さ
ん
は
結
婚
す
る
。
望
ん
だ
結
婚
で
は
な
く
、 

苦
労
が
続
い
た
が
、
あ
る
と
き
焼
肉
店
を
開
く
決
意
を
し
た
。
店

の
経
営
、
夫
と
の
韓
国
訪
問
な
ど
、
震
災
を
経
た
今
、
人
生
を
振

り
返
る
。 

　
結
婚
し
て
か
ら
も
苦
労
し
た
ね
。
私
は
一
八
で
結
婚
し
た
の
。 

そ
れ
も
父
親
が
勝
手
に
話
を
決
め
て
。
お
見
合
い
と
い
う
こ
と
で

蟇
目
の
家
に
も
相
手
が
来
た
は
ず
な
ん
だ
け
ど
、 

ど
ん
な
人
が

や
っ
て
来
た
の
か
私
は
記
憶
が
な
い
の
。
父
親
の
仕
事
の
関
係
で

人
夫
た
ち
が
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
た
し
ね
。 

　
結
婚
式
当
日
も
若
い
人
が
五
～
六
人
立
っ
て
て
、 

ど
の
人
が
結

婚
相
手
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
私
は
嫁
に
行
か
ね
え
っ
て
、
ご

飯
も
食
べ
ず
に
寝
た
ま
ま
起
き
な
い
で
ス
ト
ラ
イ
キ
起
こ
し
た
の
。

そ
し
て
、
腰
の
あ
た
り
ま
で
あ
っ
た
長
い
髪
を
ば
っ
さ
り
切
っ
た
。 

そ
う
す
れ
ば
、「
あ
の
子
は
坊
主
に
な
っ
た
か
ら
嫁
に
行
か
な
く

て
も
い
い
」
っ
て
言
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
考
え
た
ん
だ

ね
。 

　

だ
け
ど
次
の
日
、「
大
丈
夫
だ
」
っ
て
パ
ー
マ
屋
さ
ん
に
連
れ

て
行
か
れ
た
。 

そ
の
こ
ろ
の
パ
ー
マ
屋
さ
ん
は
、 

上
か
ら
た
く

さ
ん
機
械
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
、 

そ
れ
で
巻
い
て
も
ら
う
の
ね
。

私
は 
「
嫌
い
だ
か
ら
パ
ー
マ
や
ん
な
い
」 

っ
て
言
い
張
っ
た
ん
だ

け
ど
、 
無
理
く
り
捕
ま
っ
て
座
ら
せ
ら
れ
て
、
本
当
に
怖
か
っ
た

よ
。
何
さ
れ
る
の
か
と
思
っ
て
。 
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の
用
意
が
一
分
で
も
遅
れ
れ
ば
折せ

っ

檻か
ん

さ
れ
た
ら
し
い
ね
。
お
兄
さ

ん
二
人
は
そ
れ
で
殺
さ
れ
た
よ
う
な
も
ん
だ
っ
て
話
も
聞
い
た

よ
。 

　

旦
那
は
一
度
体
を
壊
し
て
か
ら
、
そ
れ
っ
き
り
仕
事
し
な
く

な
っ
た
。
入
院
し
た
り
退
院
し
た
り
。
だ
か
ら
私
は
二
五
年
間
も

子
供
を
学
校
さ
通
わ
せ
な
が
ら
旦
那
の
お
守
り
し
た
の
。 

糖
尿

病
で
目
が
見
え
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、 

ど
こ
に
行
く
に
も
連
れ
て

歩
か
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
し
。
だ
か
ら
、 

今
が
一
番
幸
せ
だ
よ
。 

小
さ
い
と
き
か
ら
苦
労
し
て
、 
父
親
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
母
親

の
世
話
も
し
て
。
結
婚
し
た
相
手
は
飲
ん
兵
衛
で
苦
労
し
て

…
…
。 

本
当
、 

今
が
一
番
。 

も
う
ね
、 
天
国
だ
か
も
わ
か
ん
な
い
。 

そ
う
思
え
た
の
は
ご
く
最
近
だ
ね
。 

　

旦
那
の
お
墓
は
宮
古
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
家
か
ら
ち
ょ
っ
と

行
っ
た
山
の
上
。 

お
父
さ
ん
が
い
つ
も
上
か
ら
私
た
ち
を
見
守
っ

て
く
れ
る
よ
う
に
、 

近
く
に
お
墓
を
建
て
ま
し
た
。 

 

［
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
一
日　

聞
き
手
／
西
脇
千
瀬
］
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